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平成１３年度事業報告（総括）
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第１会務報告

4～1０

報告事項の合計４１回

曰病行事・出来事１６回行政、国会関係１回

四病協・曰医等関連５回表彰、祝賀等９回

審議会、懇談会、聴取２回国際活動１回

要望、報告、提言等２回その他５回

第２会員状況

11～1２
14年３月末現在正会員2,774病院（対前年十20）

727,968床（-2,294）

賛助会員503会員（－６）

第３会議

13～7４
総会２回157名出席常任理事会８回154名

代議員会２回７０名

理事会４回207名

(常任理事会と合同開催）

第４委員会・部会

7５へ‐ 148
23委員会・部会（８小委員会）

開催回数９４回出席783名

第５研究会

149＝～ 158
9研究会開催16回（対前年十３）

参加者5,352名（＋3,531）診療費報酬改定説明会含む

第６セミナー

159～165
6セミナー開催８回（対前年±０）

参加者942施設（＋54）1,608名（＋275）

第７予防医学活動

166 ￣～ 1７１
指定施設（13.1）受診者（12.1～12.12）

一泊ドック（短期）605病院（対前年－２）235,498名（対前年十9,267）
一日ドック（総合健診）266施設（対前年十７）1,523,736名（対前年十196,250）

第８診療情報管理課

程通信教育
172～174

入学生1,595名（第59期672名、第60期923名）（対前年-149）

卒業生713名（第54期245名、第55期468名）（対前年十221）
認定者総数診療録管理士2,232名（第１～43回生）

診療情報管理士3,142名（第44～55回生、特別補講937名含む）

計5,374名（対前年十713）

第９病院経営管理者

養成課程通信教

育175～177

入学生５２名（第24回生）（対前年十10）

卒業生２３名（第21回生）（対前年０）

認定者総数314名（対前年十23）

第１０第51回日本病

院学会

178～182

６月21～23日福岡市参加者延べ5,000名

学会長井手道雄（聖マリア病院・理事長）

テーマ「新世紀・病院の進む道一激変する社会環境における生命の尊厳」
学会長講演１、特別講演６，シンポジウム７，一般演題556

第１１第４２回日本人

問ドック学会

183～187

８月30～31日札幌市参加者3,790名

学会長西村昭男（医療法人社団カレスアライアンス理事長）
テーマ「生命の年輪一原点から考えなおす健康づくり

学会長講演１、特別講演１，教育講演２，公開講演３

」

パネルディスカッション２，ランチョンセミナー９，人間ドック全国集計成
績１、予防医学委員会報告、一般演題292



－３－

項目ページ 総括

第１２第27回日本診

療録管理学会
188～189

９月６～７日東京（ホテル日航東京）参加者1,002名
学会長大道久（日本大学医学部教授）
テーマ「患者主体の医療と診療情報管理

－医療の科学性と透明性を目指して－」
学会長講演１，特別講演１、教育講演１，要望演題２，シンポジウム４，
般演題5３

第1３国際モダンホ

スピタルショ

ウ2001

190～197

７月11～131］東京ビツグサイト（通算28回）

出展社290社（対前年-17）来場者55,300人（対前年-3,600）

第l41E1際活動

198～200

国際病院連盟理事会５月14口香港５月１８日香港

アジア病院連盟理事会５月14口香港、第５１回F|本病院学会の参加者

(香港１、台湾１、インドネシア１、ニュージーランド１）
海外視察研究会アメリカの同時多発テロのため中止

第１５広報

201～209

日本病院会ニュース 第626号～646号（21回発行）

日本病院会雑誌第48巻4号～49巻3号（12回発行）

ジャパン・ホスピタルズＮｑ２０ＪＵＬＹ２００１（１回発行）

第１６医療従事者無

料職業紹介所

210

インターネットによる取扱いを開始

第１７統計情報室
211

発行「平成13年度病院概況調査報告書｣、会員病院の情報システムの導入

状況調査

第１８病院幹部医会
212

幹事会２回セミナー２回・318名参加

第１９他団体との連

絡協議及び連

合

213～268

四病院団体協議会（四病協）

総合部会開催１０回出席171名

委員会（計12）６６回573名

全国公私病院連盟との会合３回３５名

第２O日本病院会政

治連盟

269

予算要望聴取２回自民党・曰医連盟関係会合２回

第２１要望・提言
270～320

総数１４回（曰病４，四病協１０）

第２２創立50周年記

念行事
321～340

記念講演200名参加

記念式典239名参加

記念祝賀会525名参加

役員・委員名簿

341～394

役員名簿委員会委員名簿研究会委員名簿



第１会務報告

平成13年

４月１曰 中山耕作会長、大道學、藤沢正清、奈良昌治、武田隆男副会長が再選され、中山新執

行部が発足した。創立50周年事業をはじめ新年度の業務を開始した。

中山新執行部、初の正副会長会議を開催し、今後の政策および委員会等の担当を検討

した。

「桜を見る会」が新宿御苑にて開催、廣田耕三理事、福田浩三常任理事Fが招待され（１）

席した。

第１１回（通算54回）診療情報管理士認定式をダイヤモンドホテルで挙行、［１１本修三委

員長の挨拶、中山耕作会長の認定証授与などが行われた。今回認定音245名、通算認定

音2,674名、（総合計４，９０６名）となった。

「春の叙勲」で、当会推薦の遠藤良一元常任理事が熱三等瑞宝章を受章、また日本赤

Ｉ字社の推薦で栗山康介元常任理事が熱三等瑞宝章を受章した。

１８日

２１日

２８日

２９日

第７代会長、内藤景岳顧問が逝去された。

代議員会･総会を帝国ホテルで開催し、平成12年度事業報告及び収支決算を承認した。

創立50周年記念式典を秋篠宮殿下・Ｉ可妃殿下のご臨席を仰ぎ、帝国ホテルにおいて挙

行した。記念表彰として厚生労働大臣表彰５名、会長表彰98名が受賞した。記念講演

は大阪大学総長岸本忠三先生の「生命科学；世紀を越えて｣、記念祝賀会は会員、関係

者多数の参加のもと、それぞれ醗大に実施した。

５月２０曰

２５口

２５曰

藤澤正済副会長が急逝された。

第51回日本病院学会が井出道雄学会長のもと福岡市のアクロス福岡で開催された｡「新

世紀．病院の進む道～激変する社会環境における生命の尊厳」をテーマに一般演題540

題、学会長講演、特別講演３題、シンポジウム６題、延べ5,000人が参加した。

また、学会に合わせて、香港、台湾、勧告、ニュージーランド、インドネシアのＡＨ

Ｆ５カ国の代表が来日し、開会式等に参加した。

６月１１曰

２１日

～２２日

国際モダンホスピタルショウ2001を東京ビックサイトで「新世紀の健康・医療・福祉」

をメインテーマに開催し、参加者55,300人、出展社260社、海外からは23社・４機関．ｌ

団体が出展、併設セミナーには延べ3,900人が参加した。

合同理事会において、６月に逝去された藤澤正情副会長の後任に山本修三常任理事(済

生会神奈川県病院長）を選出した。

「春の叙勲」で受章された、遠藤良一元常任理事と、栗山康介元常任理事の叙勲祝賀

会を、ダイヤモンドホテルで開催した。

７月１１曰

～１３曰

２８日

２８日

８月２曰病院長・幹部職員セミナーを三浦恭定常任理事企画のもと、京王プラザホテルにおい

～３日て開催し250人参加した。

－４－



病院の法人形態を検討する小委員会（梶原優委員長）が営利法人の病院経営参入の議

論は時期尚早である、などとした「営利法人による病院経営参入について」をまとめ、

医療制度委員会（福井順委員長)、社会保険・老人保健委員会（西村昭男委員長）に答

申、常任理事会で承認された。

第４２回口本人間ドック学会が西村昭男学会長のもと札幌市のロイトン札幌を主会場に、

開催された。学会長講演、特別講演I題寸教育講演２題、一般演題は過去最多の292題、

パネルディスカッション２題、一般公開講演３題などのプログラムで、延べ3,800人参

加した。

総婦長セミナーと「２１世紀の看護の課題」をテーマに横浜市・ウイリング横浜にて開

催した。

２４日

３０日

～３１日

３１［１

第27回日本診療録管蝿学会が大道久学会長のもと、東京・台場ホテル日航東京を会場

に「患者主体の医療と診療情報管Ｍ－医療の科学性と透明性を目指して－，をテー

マに開催され、参加者約１０００名が参加した。

政府の経済財政諮問会議に、四病院団体協議会を代表して中山耕作会長他が病院団体

のヒアリングに出席、改革の必要性は認めながら、改革案は医療の質の低下が余議な

くされること等を問題視し、反対の立場を表明した。

第２２回病院経営管理者認定式を開催し、新たに23名が認定され通算314名となった。

四病院団体協議会が平成14年度診療報酬改定について10項目にわたる要望書を日本医

師会会長、厚生労働省保険局長に提出した。

９月６曰

９月２０日

９月２２口

９月２６曰

救急医療防災セミナーを大宮ソニックシティーホールにおいて開催し､400名参加した。

桑名昭治理事が逝去された。

厚生労働省「病院における薬剤師の人員配置基準に関する検討会」が「直ちに変更す

る必然性は認められない」とする報告書を取りまとめた。本会より奈良昌治副会長が

委員として出席した。

厚牛労働省「これからの医業経営の在り方に関する検討会」が設定され、本会から川

合弘毅常任理事が委員として出席。

１０月１２曰

１０月２０口

１０月２６日

１０月２９日

「秋の叙勲」で当会推薦の福井常任理事が勲四等瑞宝章を受章した。

自由民主党政務調査会厚生労働部会の平成十四年度税制改正ヒアリングに池澤康郎常

任理事が出席し、予算関連３項目、税制関連十八項項目を要望した。

第12回（通算５５回）診療情報管理士認定式をダイヤモンドホテルで挙行、山本修三委

員長の挨拶、中山耕作会長の認定証授与などが行われた。今回認定者468名、通算認定

者3,142名、（総合計5,374名）となった。

厚生労働省医道審議会医師分科会臨床研修検討部会のヒアリングに四病院団体協議会

を代表して奈良昌治副会長が出席し、意見陳述を行った。

四病院団体協議会医療制度改革検討委員会が国民医療の視点にfzってアピール３項目

のポスターを作成し各会員に配布した。

１１月３曰

１１月９日

１１月１７日

１１月２７日

11月２８日

－５－



日本病院会・病院倫理綱領の見直しに関する特別委員会が新たに「日本病院会の倫理

綱領」を作成し、会員に配付した。

「秋の叙勲」で受章された、福井順常任理事の叙勲祝賀会を、ダイヤモンドホテルで

開催した。

１２月１５曰

１２月１５日

平成14年

１月２９曰国際モダンホスビタルショウ2002開催説明会・新春講演会を東條インペリアバレスで

開催し、大道久日本大学医学部教授が「医療制度改革」と題して講演を行った。

中小病院委員会が済生会広島病院において「平成13年度情報交換会」を実施した。

「人間ドック実施施設・機能評価機構（仮称）設rZ準備会」を開催し、平成16年度の

実施を予定し検討を行うこととなった。

厚生労働省中央社会保険医療協議会が、平成14年度診療報酬改定を答申した。

２月９曰

２月２０口

２月２０日

診療報酬改定説明会を東京・ゆうぼうと簡易保険ホールにおいて開催し、1,815名が参

加した。

診療報酬改定説明会を神戸・神戸国際会館こぐさいホールにおいて開催し、2,071名が

参加した。

代議員会・総会をダイヤモンドホテルで開催し、平成14年度事業計画・収支予算案を

３月１５曰

３月１８日

３月２３日

承認した。

－６－



庶務・人事

副会長

(退任）

藤澤正情

(就任）

山本修三

１

福井県済堆会病院総長 13年６月１１口逝去

済生会神奈川県病院院長 13年７月２８口

２．理事

（退任）

桑名昭治 桑名病院理事長 13年１０月２０日 逝去

３．代議員

（退任）

仁科感章

高橋慎一郎

山田史

（就任）

池田成昭

三友堂病院・山形

国fZ水戸病院院長・茨城

静岡赤十字病院・静岡

13年１２月26日

13年４月１日

13年４月１日

国立水戸病院・茨城 13年４月１日

４．支部長

（退任)

群馬県支部

福井県支部

熊本県支部

（就任）

群馬県支部

福井県支部

熊本県支部

塩崎秀郎

藤澤正清

廣田耕三

前橋赤十字病院

福井県済生会病院

14年２月２３日

13年６月１１日

14年３月３１日熊本リハビリテーション病院

郎太
夫
博

勝
猛
正

山
中
野

柴
田
高

公立富岡総合病院

福井県赤十字病院

高野病院

14年２月２３日

13年１０月２７日

14年３月３１日

５．事務局

（組織変更に伴う人事異動、６月１日付）

事務局長山口和英

（総務部）

総務部長（経理課長兼任）高原章宏

総務課長小椋敏正

総務部参事野間啓子

総務課波賀惠子

総務課高瀬敦俊

－７－



(広報部）

広報部長

広報課長

渉外課長

広報部参事

広報課主任

(企画部）

企画部長

企画課長

政策課長

政策課主査

(学術部）

学術部長

学術研修課長

通信教育課長

学術研修課莱査

学術研修課主任

通信教育課主任

(採用）美濃ロ重雄

(退職）美濃ロ重雄

洋
美
一
今
大

孝
一
修
幸

澤
田
連
内
内

西
浜
江
大
竹

中谷一美

中田彬

一之瀬秀樹

西川幸一

太刀川東吾

井上新一

横堀田喜子

千須和美直

滝澤直繁

樋口美紀

(学術部参事）

(学術部参事）

13年１０月１日

14年３月３１日

６．平成13年春の叙勲・褒章受賞者

（日本病院会推薦）

熱三等瑞宝章遠藤良一（71） 元常任理事元白河総合病院院長

(元役員・本会会員）

勲三等瑞宝章

勲四等旭曰小綬章

勲四等瑞宝章

栗山康介

瀬田克孝

為永清吾

元常任理事

元常任理事

会員

名古屋第二赤十字病院院長

元社会保険中央総合病院院長

清順堂ためなが温泉院院長

(70）

(７１）

(７１）

(会員病院職員）

勲五等宝冠章

勲五等瑞宝章

勲五等瑞宝章

勲五等瑞宝章

勲五等瑞宝章

勲五等瑞宝章

勲五等瑞宝章

勲六等宝冠章

勲六等宝冠章

関西労災病院副院長

熊本機能病院看護管理局長

甲州ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院看護部長

青森労災病院看護部長

穂仁会ｹｱｾﾝﾀｰ看護部長

社会保険京都病院総看護婦長

東京労災病院看護部長

第一病院看護部長

社会保険三島病院総看護婦長

大森綏子

安藤和子

小林芳惠

佐藤卜シ

佐藤美代子

辻喜代子

濱順子

樋口隆子

水口惠子

(59）

(56）

(59）

(58）

(65）

(60）

(58）

(70）

(60）

－８－



勲六等瑞宝章高岡百合子（83） 南高井病院看護婦長

平成13年秋の勲章

(日本病院会推薦）

勲四等瑞宝章

(元役員・本会会員）

熱二等瑞宝章

熱三等瑞宅章

勲三等瑞宝章

勲四等瑞烹章

勲四等瑞宝章

勲四等瑞宝章

(会員病院職員）

褒章受章者７

福井111頁（75） 常任理事長崎記念病院顧問

小林鴬

芝木秀俊

南須原浩一

加藤浩

河村一太

島津壽秀

１
１
１
１
１
１

３
０
０
０
１
０

７
７
７
７
７
８

１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

元常任理事

元理事

元代議員

会員

元代議員

元常任理事

元国rZ小児病院院長

元北見赤十字病院院長

元砂川市立病院院長

済牛会小樽北生病院院長

元社会保険鎌田総合病院院長

元甲州ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院院長

慈恵中央病院看護婦

健康保険鳴門病院総看護婦長

宇和島社会保険病院総看護婦長

金沢社会保険病院総看護婦長

済上上会奈良病院総看護婦長

済生会熊本病院総婦長

山口労災病院看護部長

勲五等瑞宝章

勲五等瑞宝章

勲五等瑞宅章

勲五等瑞宝章

勲五等瑞宝章

勲五等瑞宝章

勲六等宝冠章

石神安江

岡本多美子

梶川絹子

木-F幸子

斎藤國江

重松節美

山下美智子

(80）

(59）

(60）

(59）

(65）

(57）

(58）

－９－



役員所掌分担の一覧

平成１３年４月～平成１４年３月

liFJJ
医療経済・・-制（園I)、四柄協＝

■ニ

テご＝

何ミる特月
’

理綱領＝－

ＩＦ学（制)、治連盟監事
閾’.ＩＨＦ理ＡＨＦ理

1０

役職氏名 所掌委員会・音]会等（日病関係） 審議会、委員会等（厚労省他）

(会長）
中山耕作

総括
四病協総合部会、全病団連代表幹事、ＡＨＦ
理事、政治連盟（長）

日本医療機能評価機構・医療研修財団・医療機器セ
ンター・日本医療保険事務協会・日露医学医療交流
財団・国際医療技術交流財団・日本災害医療支援機
構・日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団・医学中
央雑誌刊行会各理事、日本医薬情報センター・日本
建築防災協会・防災情報機構評議員、防災士制度椎
進委員会・日医税制委員会

(副会長）
大道學

＜情報発信・総務企画に関する委員会＞
学術、広報、総務（長)、倫理（長)、組織、
５０周年記念事業（長)、総務・会計担当、四
病協総合、政治連盟（副)、全病団連（常任）

日本経済研究機構理事
高知医療ｾﾝﾀｰPFIホ｡ﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ審査委員

奈良昌治

＜政策策定に関する委員会＞
医療制度、社保老健、医療経済税制、統計情
報、介護保険、医療保険対策特別、四病協総
合、政治連盟（副)、全病団連、（常任)、予防
医学（長)、日本人間ドック学会理事長

社会保険審議会医療部会、病院薬剤師の人員配置基
準検討会
保険者機能強化の観点から医療機関情報の提供方策
検討会
日本救急医療財団理事
日本医療機能評価機構評議員、同企画運営委員会

武田隆男

＜事業展開に関する委員会＞
通信教育、国際、感染症対策（長)、ホスピタ
ルショウ、病院幹部医会、四病協総合、政治
連盟（副)、全病団連（常任）

日本経営協会評議員
感染性廃棄物処理対策検討委員

山本修三

＜病院経営に関する委員会＞
教育、医療安全対策、救急医療防災、中小病
院通信教育（長)、看護施設、医療保険制度
対策特別（長)、政治連盟（扇'|)、四病協総合、
全病団連（常任）

傷病名マスター検討会妾員

日本医療機能評価機構・改定部会
診療ガイドライン評価センター
民間病院診断群分類プロジェクト
曰医社会保険診療報酬検討委員会
日医医療安全対策委員会

(常任理事）
Ｆ ］西昌美

ｄ
コ
ゴ
ロ
ワ 流計‘ 胄報（副） 冑幸Rシステム開発センター評議員

西村昭男
社保老健、四病協委員、日本診療録管理学会
理事長

上１本メテイカル給食協会・評(曲調足要員会

林雅人
教育、四病協委員 医療関連サービス振興会・評価認定制度委員会、同

寝具類洗濯部会、同患者給食、同院内清掃部会、同
医療用ガス部会

真田勝弘 広報（副）

)||城丈夫
救急医療防災対策（副） 内科系学会社会保険連合、メディカル給食協会・評

価認定委員会
ノ ､堀嶋一郎 学ケ『（副）

三浦恭定
感染症対策（副） 内科系学会社会保険連合、医療関連サービス振興会

在宅酸素部会、同医療機器部会
秋山洋 国際、ＡＨＦ理事

池澤康郎
医療経済・税制、四病協委員 医療機能評価機構研修委員会、医療関連サービス振

輿会評議員、同倫理綱領、同運営、同開発委員会
天)||孝則 医療（訓度（副）

土屋章
救急医療防災対策 災害医療あり万検討会、医療関連サービス基本問題

検討会、同振興会理事、日本消防検定協会・消火栓
等操作性評価委員会

ネ圓田浩三 に コノ 、 暁、四病協委員 日医病院委員会
に ．後 勝 統計’胄報、四病協委員

)||合弘毅
介護保険制度、四病協委員 これからの医業，

医療機能評価機
蓬宮の在り方に関する検討委員会
管・長期療養機能検討会

元原利武 蛋療安全丈,策、四病 詔委員

瀬戸山元一
医療保険制度対策特別（副)、教育（副） 平成１３年度医療情報技術者の養成・研修の在り方

委員会
井出道雄 四病 謡委員

福井順 医療ｆ制度、四病 Pワヨミ
ｕ′」ニー ヨ

(理事）

織本正慶
政治連盟会計責任者 日本医業コンサルタント協会理事、同認定審査委員

会

廣田科:＝̄ 広報

岸口繁 組織

関口令安 医療経済・税編 (扇！ )、四 丙協委員

武圧

淳

介護保険ｆ;Ｉ度（副)、四病 舟委員
阿曽 佳郎 医療安全）寸深 (副）
石井暎禧

〉
Ⅲ 囿信教育（扇’ ） 曰 歪療経済経営検急 委員会

角 召幸信 に コノ ）病院（扇Ｉ ）
宮崎忠昭 昂ゴヨ豊教首JUl鼓（畠l｣）

(監事､参与 ｛ l）
星和夫 学力『、病院 倫理綱領の見直しに関する特別

梶原優 四ﾘｉ扁協委員、政治連韻藍事、全病 ヨ]連監事
加藤正弘 予防医学（副)、政治連盟監事
牧野永城 国際（副)、ＩＨＦ理事、ＡＨＦ理事
里村洋一 ホスピタルショウ

大井利夫 インターネット、四病協委員 歪診療 胄報の提供に関する指金 寅討委員会
堺常雄 四病協委員

栗Ｌ｣康介 四病協委員
大j］ 久 ホスピタルショウ（副）
石上

－

－孝宜 四病協委員



第２会員の状況

日本病院会の会員数は、平成13年度1

年間で、新規に入会した会員が47病院、

一方、閉院等で退会した会員が27病院、

差し引き20病院の増となり、平成１４年３

｢}未で2,774病院である。

2,774会員の病床数は727,968床で、公

的が982病院・367,316床、私的が1,792

病院・360,652床であり、公的と私的の比

率は病院数で35対65、病床数で51対49と

なっている。病床種別では一般が2,663

病院・650,462床、精神は80％以上精神病

床を含めるとlO7病院・57,826床となる。

病床規模別では50床以上400床未満の病

院の占める率が高く、200床未満と200床

以上に分けると約50％対50％となる。

なお、令国の病院数（平成14年１月現

在、9,240病院・’’646,460床）と比較す

ると、日本病院会の組織率は病院数にお

いて30％、病床数では44％である。一般

病床（全国1,264,073床）については５１％

の組織率となる。

１．開設者別の会員数 (14.3.31）

－１１－

開設者別 病院数 病床数

総数
２７７４

100.0％

727,968

100.0％

厚生労働省

文部科学省

労働福祉事業団

その他

(国 ● 小計）

1８７

６

3０

８

2３１

２
２

０
２
１
５

８
４

７

３
９
６

６
６
５

０
６
３

３
Ｌ
え

１
９

都道府県

市町村

(自治体・小計）

100

295

395

６
４
０

８
５
４

８
０
９

Ｌ
Ｌ
２

４
０
４
１
１

日赤

済牛会

北海道社会事業協会

厚生連

国民健康保険団体連合会

全国社会保険協会連合会

厚生団

船員保険会

健康保険組合及び連合会

共済組合及び連合会

国民健康保険組合

(その他公的・小計）

冊
価
５

２８
３
蛆
４
３
４
３
１
６

１
４

５３

０
３
８
３
７
５
９
１
９
５
０
０

７
８
３
１
８
５
１
６
０
６
２
２

６
３
３
０
５
２
０
８
９
６
３
０

９
７
９
７

９
９

９
９

９

９
０
１
２

２
２

２
４

７
３
２

３
１

１
２１

公的・計
982

35.4％

367,316

５０５％

公益法人

医療法人

学校法人

会社

その他法人

個人

１

1７０

２７６

5０

４５

９７

1５４

６
９
４
４
１
８

１
３
９
８
７
４

２
９
０
５
３
４

９
９
９
７
９
７

８
１
８
１
３
７

４
２
３
１
２
１

２

私的・計
1，７９２

64.6％

3６０６５２

49.5％



2．都道府県別会員数

（14.3.31）

3．病床種別会員数

(14.3.31）

総・,２７７４

１７０５

４．病床規模別会員数

(14.3.31）

５．賛助会員

(14.3.31）

－１２－

総数 2,774

道
森
手
城
田

海北
青
岩
宮
秋

５
５
０
０
１

２
２
２
３
３

１

形
島
城
木
馬

山
福
茨
栃
群

８
５
６
４
６

１
４
５
３
４

玉
葉
京
川
潟

奈

埼
千
東
神
新

8８

1２７

２６６

１４１

7５

山
川
丼
梨
野

富
石
福
山
長

２
６
３
３
３

３
２
３
２
４

阜
岡
知
重
賀

岐
静
愛
三
滋

4２

７９

145

4０

２８

都
阪
庫
良
山

歌

京
大
兵
奈
和

8６

223

159

4３

６１

取
根
山
島
口

鳥
島
岡
広
山

８
３
０
９
６

１
１
７
５
３

島
川
媛
知
岡

徳
香
愛
高
福

０
０
６
４
４

１
２
３
４
０
１

賀
崎
本
分
崎

佐
長
熊
大
宮

１
０
４
１
５

１
５
３
２
１

鹿児島

沖縄

４
９

２
１

病床種別
会員

病院数内訳 病床数

総数 2,774 727,968

般 2,663 650,462

精神
107精神病床１００％８１

同８０％以上２６
57,826

結核
３結核病床100％１

同８０％以上２
1７，９７５

感染 ｌ感染病床100％１ 1,705

病床規模
会員

病院数構成割合 病床数構成害I]合

総数 2,774100.0％ 727,968100.0％

2０

３０

４０

５０

ヘグ

戸～'

戸～'

戸～

29床

3９

４９

９９

100～149

150～199

200～299

300～399

400～499

500～599

600～699

700～799

800～899

900床以上

％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％

６
２
２
９
２
１
３
７
４
２
９
４
８
９

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
◆

０
１
２
６
４
５
５
３
８
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第３ 会 議

総 会

第１回総会

平成13年５月２５日（金）帝国ホテル

Ｌ平成12年度事業報告の承認に関する件

原案どおり承認

２．平成12年度収支決算の承認に関する件

出席者74名

２．平成12年度収支決算の承認に関

原案どおり承認

（一般会計）

収入の部

Ｌ会費収入

２．事業収入

３．賛助会員会費itに寄付金

４．雑収入

５．他会計より繰入金収入

当期収入合計

前期繰越収支差額

収入合計

支出の部

1．事業費

２．負担令

３．会議費

４．事務諸費

５．他会計へ繰入金支出

６．予備費

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

（特別会計）

Ａ・基本財産

収入の部

1．雑収入

２．他会計より繰入金収入

当期収入合計

前期繰越収支差額

収入合計

(単位：円）

306,597,650

264,018,020

３４，１２１，６２０

９，０６８」52

6,590,490

620,395,932

194,673,７０４

８１５，０６９，６３６

307,395,339

１，４５４，８００

２７，８４４，６９６

１９１，３７９，８５１

１９，０００，０００

0

547,074,686

73,321,246

267,994,950

８４０，８８１

０

８４０，８８１

１８９，０９９，１４８

１８９，９４０,０２９

－１３－



支出の部

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

Ｂ・退職手当積fZ余

収入の部

1．雑収入

２．他会計より繰入金収入

当期収人合計

前期繰越収支差額

収入合計

支出の部

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

Ｃ・ＩＨＦ国際交流基金

収入の部

Ｌ雑収入

２．他会計より繰入金収入

当期収入合計

前期繰越収支差額

収入合計

支出の部

１．事業費

２．負担金

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

、創立50周年記念事業

収入の部

１．雑収入

２．他会計より繰入金収入

当期収入合計

前期繰越収支差額

収入合計

支出の部

1．事務諸費

当期支出合計

０

８４０，８８１

１８９，９４０，０２９

１３５，２１３

６，０００，０００

６，１３５，２１３

５７，３１２，５３３

６３，４４７，７４６

６，５９０，４９０

△４５５，２７７

５６，８５７，２５６

３９４，８７０

3,000,000

3,394870

147,921，３７７

１５１，３１６，２４７

３，１０９，６３３

１，５２１，９０９

４，６３１，５４２

△１，２３６，６７２

１４６，６８４，７０５

１２，６６６

１０，０００，０００

１０，０１２，６６６

１４,767,187

24,779,853

434,296

434,296

－１４－



当期収支差額

次期繰越収支差額

9,578,370

24,345,557

※社団法人日本病院会創立50周年記念講演

「生命科学；世紀を越えて」

大阪大学総長岸本忠

第２回総会

平成14年３月２３日（ｔ）ダイヤモンドホテル

１．１１z成14年度事業計画（案）の承認に関する件

原案どおり承認

２．平成14年度収支予算（案）の承認に関する件

出席者83名

原案どおり承認

（一般会計）

収入の部

１．会費収入

２．事業収入

３．賛助会員会費並に寄付金

４．雑収入

５．他会計より繰入金収入

当期収入合計

前期繰越収支差額

収入合計

支出の部

１．事業費

２．負担金

３．会議費

４．事務諸費

５．他会計へ繰入金支出

６．予備費

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

（特別会計）

Ａ・基本財産

収入の部

１．雑収入

２．他会計より繰入金収入

(単位：円）

2９７，４１０，０００

２８６，１５６，０００

３１，４８０，０００

９，３１９，０００

0

624,365,000

179,623,000

803,988,０００

４７２，３６１，０００

2,500,000

38,537,000

268,439,000

１５，０００，０００

5,000,000

８０１，８３７，０００

△１７７，４７２，０００

２，１５１，０００

550,000

０

－１５－



当期収入合計

前期繰越収支差額

収入合計

支出の部

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

Ｂ退職手当積立金

収入の部

1．雑収入

２．他会計より繰入金収入

当期収入合計

前期繰越収支差額

収入合計

支出の部

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

Ｃ・ＩＨＦ国際交流基金

収入の部

１．雑収入

２．他会計より繰入金収入

当期収入合計

前期繰越収支差額

収入合計

支出の部

１．事業費

２．負担金

当期支出合計

当期収支差額

次期繰越収支差額

550,000

190,097,000

190,647,000

0

550,000

190,647,000

１０５，０００

１０，０００，０００

１０，１０５,000

60,223,000

70,328,000

0

10,105,000

70,328,000

１８０，０００

5,000,000

５，１８０，０００

１４０，６０６，０００

１４５，７８６,０００

５，５６５，０００

２，０５０，０００

７，６１５，０００

△２，４３５，０００

１３８，１７１，０００

※特別講演

｢今回の診療報酬改定について」

厚生労働省保険局医療課長松谷有希雄

－１６－



全田浩旧本病院薬剤師会会長）

(以上12名重任）

(東京大学医学部附属病院院長）

(日本診療録管理学会理事長）

加藤進昌

岡島光治

(以上２名新任）

５．外部驍事の委嘱に関する件

谷口孝（株式会社自治体病院共済会専務取締役）

(以上１名重任）

第２回代議員会

平成14年３月２３日（ｔ）ダイヤモンドホテル出席者36名

1．平成14年度事業計画（案）の承認に関する件

原案どおり承認

２．平成14年度収支予算（案）の承認に関する件

原案どおり承認

事会

第１回理事会

平成13年４月28日（士）曰病会議室出席者53名

理

｢承認事項］

１．会員の入退会について

正会員の入会21件、退会２件と賛助会員の入会７件、退会５件について承認。

員2,773会員（公的990、私的1,783,総病床数73万3,200床)、賛助会員511会員。

IIL会計、

２．厚生労働省及び各団体からの依頼について

①第９回介護療養型医療施設全国研究会の協賛

依頼元：介護療養型医療施設連絡協議会

②平成13年度運動療法機能訓練技能講習会の後援

依頼元：（社）全国病院理学療法協会

③全国痴呆』性高齢者グループホーム協会「2001年フォーラムin加賀」の後援

依頼元：全国痴呆'性高齢者グループホーム協会他

④蓄熱月間に対する協賛

依頼元：（財）ヒートポンプ・蓄熱センター

⑤第23回ＭＥ技術講習会の協賛

依頼元：（社）日本エム・イー学会、（財）医療機器センター

⑥平成13年度「愛の血液助け合い運動」の後援

－１８－



依頼元：厚生労働省医薬局長

①から⑥についてすべて承認。

３．５月代議員会・総会の議案について

①平成12年度事業報告に関する件

②平成12年度収支決算報告（案）および監査報告に関する件

③顧問の委嘱に関する件

④参与の委嘱に関する件

⑤外部監事の委嘱に関する件

①今400ページの報告書及び②一般会計の当期収支、約7千330万円の黒字、次期繰越２億

6,790万円の報告についてそれぞれ承認。

③顧問の委嘱（案）として引続き小野田敏郎、内藤景岳、岡山義雄、若月俊一、財津晃、

轡内真、竹本吉夫、依田忠雄、高橋勝三、寺田守、坪井栄孝、宮崎秀樹、曰見庄三郎の各先

生方に依頼、遠山豪先生は辞任することを承認。

④参与の委嘱（案）として引続き松田朗、高久史麿、鴨下重彦、北島政樹釿行天良雄、牧

野永城、岡崎通、内田卿子、岩崎榮、南裕子、星北斗、全田浩の各先生方に依頼、東京大学

附属病院長が武谷雄二先生から加藤進昌先生に代わったため、加藤先牛に依頼することを承

認。

⑤外部監事として引続き谷口孝氏に依頼することを承認。

以上、５つの議案について、５月の代議員会・総会に提出することを承認。

[報告事項］

1．委員会、研究研修会の開催報告

①広報委員会・インターネット小委員会（３月２１日）

ホームページ活'性化の企画、立案のため設置した小委員会の初会合で、委員２名、事務

局２名で構成。当面の目標として①会員名簿を立ち上げる、都道府県単位に病院名と所在

地を掲載、②トップページの画面にいろいろな分野の選択画面を盛り込む、③会議の内容

などニュース性のある記事をメモ風に要約して掲載、という方針を決定。実行が今後の課

題となる旨の報告。

②広報委員会（３月２６日）

曰病ニュースの次期シリーズ特集「医療と情報を考える」について協議。創立50周年記

念事業にむけて座談会を行い、６月のニュースに掲載予定の旨の報告。

③ホスピタルショウ委員会（４月１９日）

今年のホスピタルショウの概要が固まり、280社程度の出展を見込み。

企画事業として、カンファレンスが病院経営、ＰＦＩ導入、電子カルテ。企画展示とし

－１９－



ては電子カルテ、ＩＴ時代の医療情報、医療安全対策についてパネルや機器展示を計画。

７月１１日から３曰間、東京ビッグサイトで開催される旨の報告。

④学術委員会（４月２７日）

曰病雑誌５月号の巻頭のグラビアは昨年の診療録管理学会、特集は医療事故、リスクマ

ネジメントに関するもの。６月号は、グラフは秋田組合総合病院で、巻頭言は第５１回日本

病院学会長の井手常任理事、その他セミナー、研究会等で、７月号も同様の企画内容をま

とめた旨の報告。

２．四病協諸会議の開催報告

①総合部会（３月２８日）

「病院の機能分化と外来診療-200床問題を中心に」について討議。医療制度改革・診療

報酬改定の具体案として①病床数による診療報酬上の点数区分を撤廃する、②外来診療報

酬は機能を明確にした上で一物一価とする、③地域医療支援病院を二次医療圏ごとに整備

する、④入院医療の機能分化に連動した外来医療のあり方を設定・具現化する、という案

にまとめられ、了承。

「薬剤師の人員配置基準」について厚生労働省の議論が始まり、配置基準に対する意見

はほとんど現状維持、他の病院団体の意見も同様のことから、この検討会に参加している

奈良副会長には以上の意見を伝えていただくことを了承。その他、委員会報告が６件行わ

れた旨の報告。

②総合部会（４月26日）

四病協が要望した病院建物の容積率の規制緩和について、国士交通省住宅局住宅総合整

備課長等が出席し意見交換、要望（案）として、「病床数による診療報酬上の点数区分を撤

廃すること」という、３月の総合部会ででた案が提出、再検討。

臨床研修制度について、①臨床研修指定病院の独自性を強化し、中小民間病院を含め研

修病院・診療所群という概念により全人的な教育制度を確立、②研修医の給料は研修医養

成費として国家予算化し、指導医の報酬は教育施設に補助金等で支給、③現在認められて

いる研修医の権利を保障し中小民間病院でも研修できる制度を確立、④今後設置される臨

床研修のカリキュラム作成委員会には四病協推薦の複数委員を参画させる、ことについて

要望、成案化すること。

この他、厚生労働省に専門家による「医療安全対策検討会議」が設置されることになり、

医療提供側の中では日本医師会小泉副会長と四病協代表で当会藤澤副会長が参加、会員か

らの意見を募りたいという旨の報告。

③医療安全対策委員会（３月２８日）

３月２８日、「中間報告書」をまとめた旨の報告。

④医療保険・診療報酬委員会（３月30日）

病院種別で異なる紹介率の算定式を統一する問題について検討、次の５月１１日までに、

曰病でその叩き台を作成。

混合診療の問題について、焦点をしぼるため一時保留。平成14年度の診療報酬改定要望

－２０－



については、四病協で共通する事項をまとめ、８月までに意見を提出。

紹介率の算定式については、曰病で梶原案を四病協に出すことが了承されたという旨の

報告。

⑤医療従事者対策委員会（３月２９日）

「民間病院における看護職員確保に関する調査」の中間集計について説明。

対象病院1,800のうち３３％の回答を得、看護基準の３：ｌへの移行は60％強の病院で充足

できるとし、３８％が措置困難。

病院における薬剤師の配置基準については、現在の基準を支持する意見。１０月を[]途に

意見をまとめる予定という胃の報告。

⑥医業経営・税制委員会（４月２７日）

消費税是正の要望（案）について説明。基本税率を１５％にして牛活必需品を税率ゼロ戎

は軽減税率を適用する、インボイス方式に改める、課税売上高を1,000万円以下に下げる、

社会保険診療報酬等に対する消費税の非課税制度をゼロ税率課税制度に改めるということ

がその要旨である旨の報告。

３．第27回日本診療録管理学会の開催について

犬道久学会長（日本大学医学部教授）より、９月６～７日、東京・台場ホテル日航東京で

開かれる第27回学会の概要についての説明。学会テーマは昨今の病院医療の環境をふまえて

「患者主体の医療と診療情報管理」とし、副題として「医療の科学性と透明性を目指して」

多数の参加を要請。

４．災害医療体制のあり方に関する検討会の出席報告

３月２６日に開かれた厚生労働省の検討会に士屋常任理事が出席、阪神・淡路大震災から５

年を経て、災害医療体制のあり方について検討、意見があれば提示を望む旨の報告。

５．日本医療保険事務協会理事会の出席報告

３月２７日に開催の理事会について平成13年度の事業計画

として曰病から推薦していた大谷先生が辞任のため、今回、

ﾋﾋに依頼し、審査員の浜田先生が委員に就任した旨の報告。

予算等について協議。試験委員

社会保険中央総合病院の三浦先

６．医療研修推進財団理事会・評議員会の出席報告

３月２８日に開催の合同会議について臨床研修指導医の養成講習を主として、言語聴覚士の

国家試験・免許議録・講習会などを実施。臨床研修指導医の養成講習会は、平成12年度、４

会場で開催、計200名参加。この他診療情報提供環境整備事業講習会を実施。

７．日本医師会・医業税制検討委員会の出席報告

４月１９日に開催の委員会について報告。「平成14年度の医療に関する税制に対する意見（夕

タキ台)」をもとに検討。第１に、社会保険診療報酬等に対する消費税の非課税制度をゼロ税
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率課税制度に改めること。曰病も同趣旨の要望ありとしている。

ほかに、建物の、建替えの特別償却税の問題、事業税の特例措置四段階税制の特例措置な

どが挙げられたという旨の報告。

８．平成13年春の叙勲受章者について

本会推薦の元常任理事の遠藤良一先ﾉＬＬが勲三等瑞tiZ章を受章。ほかに栗Lll康介先化、瀬[}１

克孝先化が受章。遠藤先能の祝賀会は７月に開催する旨の報告。

９．第54回診療情報管理課程通信教育の認定式について

通算54回、「診療情報管即ｔ」になって第１１回の認定式。今回の認定者は245名、通算2,674

名となり、診療録管蝿士を含めると4,906名養成。現在の受講雌は約3,000名で、ほかに養成

枝として大学、専門学校があり、そこで400～500名が常時養成されている。

カリキュラムの見直し、資格化、通信教育のあり方等、委員が決定しだい、早急に検討し

たい旨の報告。

10．創立50周年記念式典について

５月２５日帝国ホテルで行う創立50周年記念式典当日のスケジュールについて説明。記念講

演は大阪大学総長岸本忠三先生による「生命科学；世紀を越えて｣。

午後４時からの記念式典に際し、秋篠宮殿下、同妃殿下のご臨席、厚生労働大臣、日本医

師会会長、四病院団体協議会代表にそれぞれ祝辞の依頼など準備を進めており、大臣表彰に

ついては既に内示があり、最終調整中。会長表彰も98名の選定が終了。

午後5時より記念祝賀会。現在、関係団体、国会議員、行政関係、賛助会員をはじめ、約１，３５０

名の招待状発送が終了。「50年史」の編纂も西沢総務課長の単独執筆により、約400ページの

印刷物として出来上がる予定という旨の報告。

11．事務局職員の異動について

学術課の占畑職員が３月３１日付けで嘱託期間満了により退職したことに伴う異動として、

４月1日付けで浜田事業課長を学術課長に配置換え。学術課長はこれまでの太刀川経営課長

の併任を解き、事業課長の後任は当分の間、山口事務局長に事務取扱を命じた旨の報告。

12．厚生労働省等からの通知について

「非加熱、液凝固因子製剤関連通知」等について資料一読されるよう説明。

[協議事項］

Ｌ役員の業務分担について

役員改選に伴う委員会等の役員業務分担について提示があり、了承。

２．わが国の医療保険制度・抜本改革について
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福井常任理事から、曰病役員・参与あての「わが国の医療保険制度・抜本改革について考

える」という提言が、理事会資料として提出され、以下のとおり説明。

２月２８日の中医協に今度の医療経済実態調査（案）が提示されたが、例年、医療機関（経

営）実態調査の詳細に比べて保険者等（財政）実態調査の内容が貧弱で、情報開示が不十分

であり、「保険制度の財政窮迫」の真相を物語る資料とはいえない。現在、医療保険制度の

改革は医療制度のみの改革にすり替わり、保険制度の抜本改革は棚上げ状態。

医療保険制度の実態を明らかにし、平成13年６月の医療経済実態調査が施行されるにあた

って保険者等の財政調査に関連して説明していただくため、厚牛労働省はじめ保険音側に対

する質問形式でまとめたこと。

今回､「ありのままの詳細かつ具体的な情報公開をお願いする｣ために、まず現状を説明し、

その中の質問には正確に答えていただき、間違いがあれば訂正していただく（New.Ｑ）方式

ということで、問題点と思われることを列挙した上で、これを質問するという方式にしたこ

と。

この提言は、わかりやすくなるほどと思うので、これで一度、保険制度関連の委員会で検

討いただき、四病協に出して、そして保険者のほうにぶつけてみたいと思うこと。以上了承。

３．医療制度、その他

阿曽理事から、前出の奈良副会長の報告に関連し、研修医の問題と薬剤師の数の問題につ

いて発言。

研修医の問題は財源が一番の問題だが、もう一つ、研修が終わったことの認定の問題が重

要。各病院でやることになっているが、第三者が評価するというものをつくる必要があるこ

と。資格についても、卒業した後すぐは仮免許であって、２年間で認められたところで医者、

保険医になれるという制度がよいこと。

薬剤師の数は、ただ単に数を増やすということは問題。まず病棟業務をやる、回診のとき

に一緒に参加し、給食もそうで、それをやって効果があったとわかれば増やすというのなら

いいが、何もしないでただ数を増やせというのは問題。

奈良副会長からは、研修医の問題は医療制度委員会で、慎重に検討する旨発言。

４．５月．６月の会議等日程

藤澤副会長から、５月２５曰の創立50周年記念式典当日の日程と、６月２０日、福岡市におけ

る第51回日本病院学会の前日の会議曰程について説明。
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1．役員の業務分担一覧（曰病関係）

平成13年４月～

③

君'二1１幸作

胄蒔F１１１ｈＩ１ｘ

－２４－

委員会等および役職名 委員長 副委員長

【日本病院会委員会・部会】

1．政策策定に関する委員会（担当副会長奈良昌治）

①医療制度委員会 福井
▲

▲ 順 天川孝則

②社会保険・老人保健委員会 西村昭男 山本修三

③医療経済・税制委員会 池澤康郎 関口令安

④統計情報委員会 中後勝 中西昌美

⑤介護保険制度委員会 川合弘毅 武田 イ|亭

⑥医療保険制度対策特別研究会 山本修三 瀬戸山元一

２．病院経営に関する委員会（担当副会長藤澤正清）

①教育委員会 林雅人 瀬戸山元一

②医療安全対策委員会 元原利武 阿曽佳郎

③救急医療防災対策委員会 土屋章 川城丈夫

④中小病院委員会 福田浩三 角田幸信

⑤看護教育施設部会 井出道雄 宮崎忠昭

３．事業展開に関する委員会（担当副会長武田隆男）

①予防医学委員会 奈良昌治 加藤正弘

②通信教育委員会 山本修三 石井暎禧

③国際委員会 秋山洋 牧野永城

④感染症対策委員会← 武田隆男 三浦恭定

⑤ホスピタルショウ委員会 里村祥 大道久

４．情報発信に関する委員会（担当副会長大道學）

①学術委員会 星和夫 小堀鴎一郎

②広報委員会 廣田耕三 真田勝弘

５．総務企画に関する委員会（担当副会長大道學）

①総務委員会 大道學

②倫理委員会 大道學

③組織委員会 岸口繁 西村昭男

④創立50周年記念事業実行委員会 大道學

⑤病院倫理綱領見直し特別委員会 星和夫



代議員会

第１回代議員会

平成13年５月25日（金）帝国ホテル出席者34名

１．平成12年度事業報告の承認に関する件

原案どおり承認

２．平成12年度収支決算の承認に関する件

原案どおり承認

３．顧問の委嘱に関する件

（顧問）

小野田敏郎（佼成病院名誉院長）

岡山義雄（東海記念病院名誉顧問）

若月俊一（佐久総合病院名誉総長）

財津晃（長浜赤十字病院名誉院長）

登内真（なめがた地域総合病院院長）

竹本吉夫（秋田赤｝字病院名誉院長）

依田忠雄（総合病院岡山赤Ｉ字病院名誉院長）

高橋勝二（武蔵野赤十字病院名誉院長）

寺田守（公立陶生病院名誉院長）

坪井栄孝（日本医師会会長）

目見庄三郎（衆議院議員）

宮崎秀樹（参議院議員）

重任）(以上12名

武見敬三（参議院議員）

(以上１名新任）

参与の委嘱に関する件

（参与）

松田朗（財

高久史麿（自

鴨下重彦（国

北島政樹（慶

行天良雄（医

牧野永城（元

岡崎通（国

内田卿子（元

岩崎榮（学

南裕子（曰

星北斗（曰

４．

(財団法人厚生年金振興事業団常任理事）

(自治医科大学学長）

(国立国際医療センター名誉総長）

(慶応義塾大学病院院長）

(医事評論家）

(元聖路加国際病院院長）

(国立津病院名誉院長）

(元聖路加国際病院副院長）

(学校法人日本医科大学常務理事）

(日本看護協会会長）

(日本医師会常任理事）
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＞Ｅヨー后

宗Ｅゴー伝

君０）ヰ

丼幹事（円病蝉勇０

〃）にＦ

|l隅l隅

－２５－

【その他曰本病院会関係】 現任者 13年度～

総務・会計担当理事 大道學 大道學

国際病院連盟（ＩＨＦ）（H13.5'へ.' 6年間） 理事 秋山洋 牧野永城

アジア病院連開（ＡＨＦ） 理事

〃

〃

中山耕作

秋山祥

牧野水城

中山耕作

秋山祥

牧野水城

日本人間ドック学会理事長（学会理事の互選） 奈良昌治 奈良昌治

日本診療録管蝿学会理事長（学会f弔事の互選）現代行 岡島光治

病院幹部医会 担当理事 武田隆男 武Ｈ１隆男

全国病院団体連合（H13.4 '~～ 2年間）代表幹事

(連合幹事会で決定）常任幹事

〃

〃

ﾉノ

監事

作
學
清
治
男
優

耕
正
昌
隆

山
道
澤
良
田
原

中
大
藤
奈
武
梶

日本病院会政治連閣名誉委員長

委員長

副委員長

〃

〃

中山耕作

藤澤正清

大道學

奈良昌治

武田隆男

常任幹事（曰病常任理事の中から選出）国公立

中央幹事（曰病理事の中から選出）関係を

都道府県幹事（曰病代議員の中から選出）除く

会計責任者

監事

〃

織本正慶

梶原優

加藤正弘

中[１１耕作

藤澤正清

大道學

奈良昌治

武田隆男

織本正慶

梶原優

加藤正弘



２．役員の業務分担一覧（外部派遣関係）

－２６－

委員会等および役職名 現任者 13年度～

厚労省病院薬斉Ｉ師の配置基準検討会委員

災害医療体制のあり方検討会委員

医療関連サービス基本問題検討会委員

奈良昌治

ｔ屋章

士屋章

奈良昌治

土屋章

士屋竜

[]本医師会病院委員会委員

社会保険診療報酬検討委員会委員

医療経済・経営検討委員会委員

医療安全対策委員会委員

医業税制検討委員会委員

福田浩三

栗山康介

石井暎禧

大井利夫

中山耕作

福田浩三

山本修三

石丼暎,禧

藤澤正清

中山耕作

日本医療機能評価機構理事

評議員

企画運営委員会委員

研修委員会委員

長期療養機能検討会委員

評価項目・改定部会委員

中山耕作

奈良昌治

奈良昌治

池澤康郎

川合弘毅

藤澤正清

作
治
治
郎
毅
清

耕
昌
昌
康
弘
正

山
良
良
澤
合
澤

中
奈
奈
池
川
藤

日本医療経済研究機構理事 大道學 大道學

日本救急医療財団理事 奈良昌治 奈良昌治

日本経営協会評議員 武田隆男 武田隆男

日本医療情報システム開発センター評議員 中西昌美 中西昌美

日本消防検定協会消火栓等操作'性評価委員会委員 土屋章 土屋章

内科系学会社会保険連合委員

〃

川城丈夫

三浦恭定

lll城丈夫

三浦恭定

日本メディカル給食協会評価認定委員会委員

〃

西村昭男

川城丈夫

西村昭男

川城丈夫



蓉脂

Ⅲ

二Ｍ１Ｍ里晋l｣令奔匡

’二ＺＬ

云療機器部会委匡

－２７－

委員会等および役職名 現任者 13年度～

日本医療研修推進財団理事 中山耕作 中山耕作

日本医療保険事務協会蝿事 中山耕作 中山耕作

医療機器センター理事 中山耕作 中山耕作

日露医学医療交流財団瑚事 中[[」耕作 中山耕作

国際医療技術交流財団理事 中[１１耕作 中山耕作

日本災害医療支援機構理已事 中Ill耕作 中山耕作

日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団蝿事 中Ill耕作 中山耕作

日本医薬情報センター評議員 中[Ⅲ耕作 中[、耕作

[1本建築防災協会評議員 中山耕作 中山耕作

日本防災情報機構評議員 中山耕作 中山耕作

曰本医業経営コンサルタント協会理事

認定審査委員会委員

織本正慶

織本正慶

織本正慶

織本正慶

医療関連サービス振興会理事

評議員

倫理綱領委員会委員

運営委員会委員

開発委員会委員

評価認定制度委員会委員

寝具類洗濯部会委員

患者給食部会委員

院内清掃部会委員

医療用ガス部会委員

在宅酸素部会委員

医療機器部会委員

章
郎
郎
郎
郎
人
人
人
人
人
惇
惇

康
康
康
康
雅
雅
雅
雅
雅

屋
澤
澤
澤
澤

田
田

ｔ
池
池
池
池
林
林
林
林
林
武
武

竜
郎

郎
郎
郎
人
人
人
人
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第２回理事会

平成13年６月２０日（水）ホテルオークラ福岡出席者59名

冒頭、中山会長から藤澤正情副会長が６月’’日逝去された。福井県済化会・福井県済化会病

院合同告別式が、７月１２日福井フェニックスプラザ大ホールで行われる旨の報告･葬儀委員長

栗}Ⅱ幸雄福井県済ﾉ1三会合長。

[承認事項］

1．会員の人退会について

正会員の入会３件、退会２件と賛助会員の入会２件、退会1件について承認。計正正会員

2,775会員（公的989、私的1,786,総病床数73万4,300床)、賛助会員509会員。

２．厚生労働省および各団体からの依頼について

①「第30回日本医療福祉設備学会及び併設展示会「HOSPEXJAPAN2001」の後援・協賛

依頼元：日本医療福祉設備協会、第30回日本医療福祉設備学会長、日本能率協会

②傷病名マスター検討会（仮称）の委員推薦

依頼元：社会保険診療報酬支払基金本部

①については承認。②は山本修三常任理事を推薦。

[報告事項］

1．委員会・研究研修会の開催報告

①社会保険・老人保健委員会

外科系学会社会保険委員会連合(外保連)に日本病院学会として６月１３日加入申し込み。

1年間はオブザーバー参加となり、要望提案等はできない旨の報告。

②広報委員会（５月２６日）

新委員による初会合で、曰病ニュースの基本方針について協議。院長、事務長以外の他

の職員にも読まれるように、回覧方法を検討してもらう必要があるのではないか、月２回

の媒体なのでニュースを追うというより、物事を少し掘り下げた内容を伝えるような紙面

を考えるべきではないか、などの意見。インターネット小委員会の大井委員長には引続き

広報委員会への出席を依頼した旨の報告。

③国際委員会（６月１２日）

５月１４～１８日開催のＩＨＦ香港総会に日本から９名が参加。参加総数1,900名。秋山国際

委員長が「ＨｅａｌｔｈＣａｒｅＲｅｆｏｒｍｉｎＪａｐａｎ」の講演を行い、ＩＨＦ理事会では中国の加

盟問題が取り上げられたが台湾の取扱いがはっきりせず、解決していない。牧野参与のＩ

ＨＦ理事就任が決まった。ＡＨＦ理事会でも中国問題が取り上げられたが、ＡＨＦはＩＨ

Ｆの下部機関でなく独自の組織であることを確認。引続き北海道で実施されたＩＨＦフィ

ールド・スタディ・コースについて、西村常任理事の協力をえて成功裡に終了。第51回日
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本病院学会福岡開催にはＡＨＦ加盟の５カ国（香港、台湾、韓国、インドネシア、ニュー

ジーランド）から５名参加が確定した旨の報告。

④通信教育委員会（６月１２日）

委員会に各作業部会が必要なので、診療情報管理課程小委員会と病院経営管理者養成課

程小委員会を設置。現在の問題点は診療情報管理課程において、①カリキュラムを見直し

平成14年度から移行するための検討､②受講生が急増しており現在の3,000名をどう教育し

ていくか、③認定校として大学、専門学校から現在11校の申請があり、平成13年中に７校

を視察するがこれらの扱いをどうするかについて検討される旨の報告。

⑤感染症対策委員会（６月１４日）

平成13年度の委員会事業として、①院内感染症防止対策ハンドブックの完成、②エイズ

感染症の情報収集、情報提供、③結核感染症の情報収集、情報提供、④肝炎の情報収集、

情報提供、⑤ＩＣＤ資格取得の会員への勧誘、⑥ＩＣＳ（InfectionControlStaff）

養成の検討、⑦シンポジウム、講演会等の企画調整、⑧感染情報の収集、広報、⑨感染症

海外研修の企画があげられた旨の報告。

⑩研究研修会

・医事研究会５月１７／１８日横浜市237名

２．四病協諸会議の報告

①医療従事者対策委員会（６月１日）

病院薬剤師の配置基準について、四病協として実態調査を行うことを決めたが、検討の

結果、既に５月医療法人協会が実施している調査をもって四病協の調査とし、９月にまと

めること。ほかに日本病院薬剤師会の病院内の薬剤師業務に関する資料、日本看護協会の

看護職員確保に関する調査報告書などが提示された旨の報告。

②民間病院等の診断群分類を活用した調査参加の打合せ会（６月７日）

ＤＲＧの日本版試行を民間等に拡大した中医協調査に、５２病院が参加。当日は厚生労働

省当局から現状説明と質疑応答が行われ、将来は部門別原価計算につながるデータを出せ

る病院を求めたいなどという意見も出された旨の報告。

③医療保険・診療報酬委員会（６月１５日）

平成14年度診療報酬改定に対する各団体からの重点要望項目を整理し、①病床数による

診療報酬上の点数区分の撤廃、②紹介率算定方式の統一、③外来診療にかかわる同じ医療

行為には同一の診療報酬の算定、④小児救急医療の充実、⑤診療録管理体制加算点数の引

き上げ、⑥入院医療にかかわる病院薬剤師の技術料の評価、⑦医療の安全を推進するため

看護婦、看護補助者配置の上限の撤廃、⑧入院精神療法の点数引き上げ、⑨精神病棟入院

基本料の点数引き上げ、の概ね９項目にまとめた旨の報告。

３．創立50周年記念講演・式典・祝賀会の開催報告

５月２５日、帝国ホテルにおいて実施。記念講演は大阪大学総長岸本忠三先生の「生命科学；

世紀を越えて｣、記念式典は秋篠宮殿下・同妃殿下のご臨席をいただき、厚生労働大臣表彰
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は５名、日本病院会会長表彰は98名が受彰、記念祝賀会には各界から525名の参加。幡会梱

に閉演することができたとの報告。

４．事務局職員の人事異動について

５月常任理事会で事務局組織の改訂が~｢承され、６月１日付け人事異動を発令、事務局医

（１１１口）のもと、総務部（高原部長）に総務課と経理課、広報部（西沢部長）に広報課と渉

外課、企画部（中谷部長）に企画課と政策課、学術部（太刀川部長）に学術研修課と通信教

育課という４部８課の人事体制が説明され~了承。

５．厚生労働省等からの通知について

４月２７日付け、厚労省医政局長から日本病院会長あての「医療計画について」を資料配布。

６．第51回日本病院学会の開催について

６月２１日から開催の第５１回学会について、井手学会長から説明と挨拶。福岡県病院協会の

支援を受け、福岡開催は３回目。

７．その他追加報告、質疑応答

①６月１３日開催、日本医師会・医療安今対策委員会の報告資料。

②６月１６日、第７代日本病院会会長（現顧問）内藤景岳先生の葬儀への出席報告。約1,500

人が参列し、大道副会長が友人代表として弔辞を述べた。内藤先生には正五位が授与され

た、との報告。

③出席理事から、（１）中医協の病院代表問題、（２）言語療法士および臨床心理士の資格化

の問題がどのようになっているのかの質問。

（１）について、中山会長はこれから日本の医療についてどうするか、四病協として話し合

いを始めたところである。今後詰めていきたいと回答。星参与（日本医師会常任理事）も

追加説明した。

（２）について西村常任理事、岩崎参与が回答。その他の医療の担い手として新しい職種は

なかなか増えず、厚労省も資格を増やさないという方針。言語療法士は一つのモデルとし

て国家資格化を財団（医療研修推進財団）に委託。臨床心理士は、必要'性は認められるが、

職種内部の調整がついておらず進行していない、名称独占や、医師の指示のもとに…とい

う点の抵抗もある。

また、（３）臨床研修の問題、（４）医療制度改革の中で老人医療費の制限が打ち出されてい

るがどう対応するか、という質問があった。

（３）について中山会長から、臨床研修は指定病院だけでなく、施設群としてかかわるべき

であると医療制度委員会で既に要望をまとめており、四病協にも上げて、他の三団体も同

じ結論であり、声明を出していること。指導医、研修医の費用も診療報酬から出すべきで

なく、公的資金を充てるべきであること。（４）については高齢者医療制度の問題として四

病協で検討するところで、小児救急医療の問題と合わせ重点的に取り上げていくことで一
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致している、との回答があった。

｢協議事項］

医療制度、医療保険制度、病院経営、税制、介護保険制度等について資料説明が行われた。

四病協として、医療事故の報告を受けたり事故原因を分析したりする第三者機関の設置に

向け検討することを決めたが、医療機能機能評価機構として可能かという問いに対しては、

岩崎参与から今の事業で手一杯で、来年の新しいバージョンに安全項目を増やす程度である。

機構としてはもっと幅広いものを取り上げている。星参与からは、日本医師会としても今後

対東宝を設けて、第三音機関の設置に向けて検討しよう、四病協、曰病とも力を合わせて取

り組む考えのあることをそれぞれ説明。

第３回理事会

平成13年７月28日（ｔ）日本病院会会議室出席者46名

[承認事項］

1．役員人事について

中山会長から６月に急逝した藤澤副会長の後任人事を決めるため、７月に合同理事会を繰

上げ開催した旨説明。副会長後任には山本修三常任理事（済生会神奈川県病院長）を選(1)。

また、中小病院委員会委員に織本理事を追加。

２．政治連盟委員長人事について

故藤澤委員長の後任について、政治連盟委員長は会則の規定により日病会長が原則兼任す

ることとされているため、中山会長が委員長として復帰することで了承。

３．会員の入退会について

正会員の入会５件、退会２件と賛助会員の入会６件、退会３件について承認。計、正会員

2,778会員（公的991、私的1,787,総病床数73万4,300床)、賛助会員512会員。

４．厚生労働省および各団体からの依頼について

①保険者機能強化の観点からの医療機関情報の提供方策検討会への委員推薦

依頼元：健康保険組合連合会

②健康強調月間の実施に伴う協力

依頼元：健康保険組合連合会

③第14回子どもの周りの無煙環境づくりの啓発事業の後援

依頼元：子どもに無煙環境を推進協議会

④診療情報の提供に関する指針検討委員会委員の推薦

依頼元：日本医師会

⑤医療情報システム開発センターからの委員派遣要請
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依頼元：四病協当番団体・日本医療法人協会

⑥アメリカ医療ネットワーク調査団の団長派遣

依頼元：富士通

⑦救急の曰2001の後援

依頼元：日本救急医療財団

⑧医療ガス保安管理技術者講習会の協賛

依頼元：医療機器センター

⑨「ばんぶう」創刊20周年記念フォーラムの後援

依頼元：日本医療企画

①について奈良副会長、④について大井委員、⑤について派遣要請のある１０委員会を四病

協で調整した結果、ＭＥＤＩＳ事業委員会に中山会長、電子カルテ関連事業委員会に瀬戸山

常任理事、医療情報技術者のあり方委員会に武田副会長を推薦。⑥について瀬戸山常任理事

を推薦。その他の依頼事項はすべて承認。

5．第一四半期一般会計及び特別会計の収支・監査報告

４月から６月までの第一四半期について報告。会費収入を主体に3億8,600万円の当期収入

に対し1億４，１００万円の支出で、全体として平成12年同期と同じ状況、との報告。

O日本診療録管理学会評議員について

学会会則に従い評議員候補86名を常任理事会として承認。

[報告事項］

1．各委員会・研究研修会の開催報告

①救急医療防災対策委員会（６月２８日）

１０月１２日さいたま・大宮開催のセミナーについて協議、「地震発生時における対応」につ

いて会員アンケートを実施、平成14年度セミナーを兵庫県で行うこととした旨の報告。

②医療制度・社会保険老人保健合同委員会（６月２９日）

高齢者医療保険制度について厚労省鈴木老人医療企画室長と意見交換、営利法人の病院

経営参入問題で小委員会を設置、平成14年度診療報酬改定の重点要望は紹介率算定方式の

統一、複数科受診の初診料・再診料・外来診療料算定、診療録管理体制加算点数の引上げ

の３項目。外保連への加入については進行中の旨の報告。

③人間ドック施設認定小委員会（７月６曰）

一泊ドック優良指定病院について調査判定した結果、Ｄ判定（要注意）と未提出の合計

は5.9％で前年度より改善。優良施設指定マークの再発行について計画中の旨の報告。

④病院の法人形態を検討する小委員会（７月１６日）

医療制度・社保老健合同委員会の小委員会として発足（梶原委員長)。営利企業の病院経

営参入に反対し、かつ参入を想定した問題点を整理するという方針である旨の報告。
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⑤通信教育委員会（７月24日）

２月実施の進級・卒業試験の合否保留者についてリポート評価を行い、提出者を合格と

した旨の報告。

⑥医療保険制度対策特別研究会（７月２３日）

第一次急性期入院医療費調査の追加分析と、第二次調査（バラツキその他の分析）の集

計分析について検討。厚労省試行調査参加52病院の補助金はl症例100円というケタ違いの

低さとなり、これの対応を今後検討する旨の報告。

⑦医療安全対策委員会（７月６日）

７月ホスピタルショウ併設のセミナープログラムについて協議した旨の報告。

⑧感染症対策委員会（７月２６日）

本年度事業計画の進捗状況について報告、感染症海外研修は１１月第４週、アメリカ視察

を企画している旨の報告。

⑨予防医学委員会（７月２６日）

閉経後高コレステロール血症の予後調査を製薬２社の賛同を得て実施。日本人間ドック

学会は平成14年長野、１５年京都を予定、１６年は横浜で調整中。ドックの質向上のため現在

の実査委員会を将来人間ドック機能評価委員会に改称する構想がある旨の報告。

⑩介護保険委員会（７月２７日）

平成15年の介護報酬見直しに向けて活動開始､会員アンケートを計画している旨の報告。

⑪医療制度・社会保険老人保健委員会合同委員会（７月２７日）

四病協の診療報酬改定要望10項目について了承。経済財政諮問会議の基本方針に対し反

論意見を集約することとした旨の報告。

⑫学術委員会（７月２７日）

曰病雑誌をインターネットに掲載することについて協議、基本的に了解するが著作者と

の問題等で細部を詰める必要があり、再度検討することとした旨の報告。

２．四病協諸会議の報告

①高齢者医療制度の検討に関する打合せ会（６月２７日）

運営方法について協議、「高齢者医療制度・医療保険制度検討委員会」として立ち上げ、

参院選後具体化してくるので月２回ペースで急ぎまとめる旨の報告。

②医業経営・税制委員会（６月２９日）

財務省主税局税制第二課長・課長補佐と意見交換。消費税は諸外国なみに高率課税と生

活必需品のゼロ税率適用とすべきで、医療は非課税とゼロもしくは軽減税率とすることで

病院が救われ、日本を不況から救う道であるという福田常任理事の主張をめぐり討議した

旨の報告。

③病院の建替え等（容積率の緩和）に関する要望打合せ会（７月４日）

四病協代表が容積率緩和を国士交通省、首相官邸に陳情し、６曰付け住宅局長から都道

府県知事へ通知がでた旨の報告。容積率制限について、改正医療法の構造設備基準に合わ

せ病室の床面積4.3,i超の部分の特例を認める内容｡厚生労働省からも各県へ周知の旨通知。
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④医療安全対策委員会（７月４日）

今年度から石原委員長に代わり中村定敏全日病常任理事が委員長就任。医療事故調杳の

第三者機関構想について討議した旨の報告。

⑤高齢者医療制度・医療保険制度委員会（７月６日）

第１回会合を開き委員長に全日病の猪口委員を選任。東邦大長谷川助教授を加え、四病協

の意見を９月までにまとめることとした旨の報告。

⑥医療従事者対策委員会（７月１８日）

医法協調査を補足し薬剤師の充足度等を調べる目的で急遅日病、全日病との３団体調沓

を行う。８月末にまとめる旨の報告。

⑦介護保険委員会（７月24日）

厚生労働省・貝谷介護保険課長と懇談。委員会の課題について討議し、療養病床と一般

病床で100万床が必要か、介護へなぜ移行しないかということから、会員の意識調査を実施

することとした旨の報告。

⑧医療制度委員会（７月２４日）

仮設病棟も改正医療法の新基準に従わなければならないとされたことに対し、地域事情

を考慮して都道府県医療審議会で裁量できるようにすべきであるとの意見をまとめた旨の

報告。

⑨総合部会（７月25日）

厚生労働省労働基準局から職域の空気汚染問題、シックハウス対策について説明。経済

財政諮問会議の基本方針（骨太の方針）に対して四病協として意見をまとめ声明文を出す

こと。厚生労働省医療安全対策検討会議の委員に故藤澤副会長に代わり全日病中村常任理

事を推薦した旨の報告。

３．日本医療機能評価機構企画委員会及び理事会・評議員会の開催報告

６月１４日と２７日に開催、病院機能評価は来年度新しいバージョンに入り、安全管理、人権

の尊重など追加。病院種別のＡ・Ｂもなくし、規模による差をつけないこと、との報告。

４．厚生労働省「病院薬剤師の人員配置基準に関する検討会」の開催報告

病院団体側は人員増の必要'性は認めながら、診療報酬の裏付けがなく薬剤師の調剤薬局志

向などで新規採用が難しいという現状では対応困難と説明。追加調査を予定しており、検討

会の答申は１０月予定、との報告。

５．健康保険組合連合会・保険者機能強化の観点からの医療機関情報提供方策検討会の開催報

告

健保連による国民向け医療機関情報提供サービスのインターネット掲載について検討。医

療側は奈良副会長、西澤全曰病副会長ほか少数の委員。

６．医療研修推進財団理事会の出席報告
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評議員改選、平成12年度事業報告及び決算、平成13年度事業について審議した、との報告。

７．日本医師会・医業税制検討委員会の出席報告

平成14年度税制改正要望について詰め。重点項目等について検討した、との報告。

８．第51回日本病院学会の開催結果報告

６月２１～２３日、福岡開催の結果報告。一般演題175、要望演題83、ポスターセッション280

題、ほか特別講演等含み総数570題。参加延べ5,000人、との報告。

９．日本病院学会のＡＨＦ来日者関連報告

香港、台湾、韓国、ニュージーランドインドネシアの５カ国代表５名が来日、学会長招

宴、開会式など適宜参加し、国際委員会委員中心に応対した、との報告。

１０．都iZ病院改革会議報告

現行16病院の８病院再編案を高久座長から都知事に答申。八モ子、清瀬、梅ケ丘を小児総

合医療センターに統合、豊島と老人医療を高齢者医療センター併設地域病院として民営化す

ることが目玉。残る８病院は地方公営企業法を適用する、との報告。

11．日本医師会・病院委員会の出席報告

５月９日、７月４日。２１世紀の病院医療の目指すべき基本的方向など昨年からの諮問事項

について検討した、との報告。

12．国際モダンホスピタルショウの開催結果報告

７月１１～１３日の３日間、東京ビッグサイトで開かれ55,300人が来場。出展社は300社弱、と

の報告。

13．第６回災害医療体制のあり方に関する検討会の報告

阪神・淡路大震災から５年たち、有珠山噴火、鳥取西部地震もあって災害医療体制の見直

しを行い、６月、報告書をまとめた。現状と今後の課題が述べられているが、原子力災害、

テロの問題、ボランテア、マスメディアなどまだ言及されてない問題もある。病院船も提言

したが拠点病院充実が先という意見がでた、との報告。

14．社会保障審議会の開催報告

７月１３日の第３回会合について、今後の審議会の進め方として個別分野に部会を設置して

審議を行うこととし、医療保険部会、医療部会が夏から秋にかけて設けられることとなった、

との報告。

15．第１回医事関係訴訟委員会の開催報告
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最高裁判所の委員会として設置され７月１３日開かれた第１回会合について、鴨下参与から

医事訴訟の鑑定人について、日本医学会に依頼し委員会をもつことになったものでＴ各分科

会に候補者を推薦してもらい鑑定人を選任するシステムをなち上げる、との報告。

16．第42回日本人間ドック学会の進捗状況について

８月３０～３１日、ロイトン札幌及び北海道厚生年金会館で開かれるプログラムが確定し西村

常任理事・学会長から説明。特別講演、パネルディスカッション、倉本聰の公開講演などあ

り、一般演題が292と過去最高に達した、との報告。

１７．日本診療録管理学会との懇談について

学会理事長と曰病会長・副会長とで学会の今後のあり方について話し合いを行い、学会と

曰病の連携を十分とるよう要請した、との報告。

18．その他、追加事項

①社会保険診療報酬支払基金の傷病名マスター検討会第１回報告。（７月１２日）

②第９回日本医師会・医療安全対策委員会報告。（７月１８日）

③日本病院共済会のインターネット・ホームページ「会員紹介」に会員の登録申し込みを要

請。

〔協議事項〕

後日協議することで終了。

第４回理事会

平成14年２月23日（ｔ）日本病院会会議室出席者49名

〔承認事項〕

1．会員の入退会について

正会員の入会2件と賛助会員の入会1件、退会2件について承認。計、正会員2,783病院（公

的989、私的1,794、総病床数72万9,200床)、賛助会員514会員。

２．厚生労働省及び各団体からの依頼について

①平成14年春季全国火災予防運動に対する協力

依頼元：消防庁長官

３月１日から７日までの火災予防運動の協力依頼について承認。

３．－泊(短期)人間ドック実施施設指定について

一泊ドック施設１件の指定申請について、調査報告書にもとづき承認。
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４．平成14年度事業計画(案)について

１月の常任理事会で提案されたとおり平成13年度と基本的な変更はなく、平成14年度事業

計画として23事項、委員会・部会として22、研究会開催計画として8研究会14回、セミナー

開催計画として６セミナー８回、通信教育実施計画として２課程７回のスクーリングと試験、

海外病院視察研究会開催計画として１回及び役員会等開催計画について概略説明され、承認。

５．平成14年度収支予算(案)について

１月の常任理事会で提案されたとおり、平成14年度一般会計の収入合計が8億398万円、当

期支出合計が8億183万円で次期繰越が215万円。特別会計を合わせた収入合計が12億1,07477

111、当期支出合計が8億945万円で次期繰越4億129万円となる予算案について概略説明され、

承認。事業計画案とともに３月の代議員会・総会にかけられる。

〔報告事項〕

1．各委員会、研究研修会の開催報告

①国際委員会（１月２８日）

６月の日本病院学会へ参加予定のＡＨＦ代表は現在のところマレーシア、香港、台湾、

モンゴル。ＩＨＦ本部がイギリスからフランスに移転すると通知あり了承、現在の賃貸料

分でビジネス特区への購入移転が可能とのこと。４月末から連休期間を利用しての医学の

歴史を巡る旅・トルコ行の募集を開始した旨の報告。

②通信教育委員会（１月３０日）

診療情報管理課程の現在４期分合計の在講者は４千人近くに拡大し、編入校・認定大学

の申請数も増加しており、教育のあり方を見直す。時代に合わせた教科書づくりを進め、

受講料の値上げも検討中。病院経営管理者養成課程は受講者の多忙を考慮し、スクーリン

グ期間の短縮を検討の旨の報告。

③人間ドック認定指定医小委員会（２月４日）

認定指定医研修会を５月１８日東京、８月３１日長野で開催することを決めた。前３回の経

験をもとにプログラムを構成。認定指定医の取得及び更新に２回参加が要件とされている

旨の報告。

④感染症対策委員会（２月５日）

院内感染防止対策ハンドブックは年度内作成が困難となり、既に民間で発行されている

もので代替する予定。ＨＩＶ感染動向に関する実態調査案について検討、年度内実施を目

指す。ＩＣＳ、感染制御スタッフの養成研修計画は小委員会を設けて実施内容を詰める。

アメリカの結核対策の海外研修旅行は１０名の参加を得て、３月１７日に出発する旨の報告。

⑤統計情報委員会（２月６日）

６月の日本病院学会におけるシンポジウムは緊急報告フォーラム「激震“診療報酬改定

の影響，，」というタイトルとし、当委員会委員による基調報告と重要テーマ（急`性期医療、

，慢,性期医療、質と効率化の３つ）の分析及び厚労省のコメントで構成する。この調査票は

次回４月３日に決める旨の報告。
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⑥中小病院委員会（２月９日）

曰本病院学会におけるシンポジウムは６月２１日、当委員会員をシンポジストに実施する。

中小病院情報交換会は９曰、済生会広島病院を会場に開かれて41施設63人が参加、充実し

た内容で成果を挙げることができたという旨の報告。

⑦インターネット委員会（２月１５日）

ホームページに診療f旧酬改定関連の資料掲載後アクセスが激贈しており、今回の改定情

報の提供に200万以上の驚異的なヒット数を記録した。現在350万件を突破。医事、用度、

MSWのメーリングリス卜窓録者はまだ少なく、ぜひ利用してほしい。電子会議システムの試

験運用は14年度から行いたい。６月の日本病院学会で曰病インターネットコーナーの設置

をお願いしており、その利用等を会員に徹底させて行きたい旨の報告。

⑧臨床研修問題検討小委員会（２月２１日）

平成16年度の医師臨床研修必修化問題を検討するため設置した小委員会の第１回会議で、

３月１９日に開かれる厚労省の第１O回医師臨床研修検討部会に意見書を提出することとした。

大学病院の系列下にならないこと、研修医・指導医の手当、質の問題がポイントとなると

いう旨の報告。

⑨人間ドック実施施設機能評価機構（仮称）設IZ準備会（２月20口）

人間ドックに機能評価のシステムを作り、一般に公開してはどうかという意見がでて、

慎重に審議して内容を固めようと準備会を発足させた。関係方面の協力を得ながら平成１６

年春の発足を目指す旨の報告。

⑩人間ドック施設認定小委員会（２月２０日）

平成14年度の施設認定更新（３年に１回）にあたり調杳回収中で、現在のところＤ判定

（要注意）はでていない。Ａ（優)、Ｂ（良)、Ｃ（要指導)、Ｄの各判定とも14年度から基

準点数を厳しくしている旨の報告。

⑪医療制度・社会保険老人保健合同委員会（２月２１日）

診療報酬改定の中医協答申について協議した。マイナス改定の責任を医療制度に押し付

け、保険制度は情報公開せずに財政赤字を強調して実態と違う動きをしたという印象。今

後は、算定基準の見直しに向けて３月１５日頃に出される課長通達に反映させるための意見

取りまとめを行う。医療保険制度改革に対する提言(案)が提出された。パート医師の常勤

換算端数処理の見直しを検討した。病院会計準則の研究について中間報告があり、６月中

旬の最終報告提出を予定している旨の報告。

⑫学術委員会（２月２２日）

曰病雑誌３月号を理事会当日配布。４月、５月号について企画、編集した旨の報告。

２．四病協諸会議の開催報告

①医業経営・税制委員会（１月３１日）

医業にかかる消費税について、社会保険診療報酬の非課税制度を見直して原則課税に改

め、ゼロ税率または軽減税率の適用を要望するという要望書をまとめた。総合部会に諮り

曰医に提出する。また、自民党税調と懇談の席を３月にセットする。消費税を１５％か20％
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に上げて医療や生活必需品をゼロもしくは軽減税率とすることが不況を脱する道、という

持論を展開したい旨の報告。

②医療保険・診療報酬委員会（１月３１日、２月１４日、２月２１日）

診療報酬改定の中医協審議に向けて、曰医の病院担当常任理事をまじえ引続き改定作業

の検討を行った。２０日諮問、答申があり、大変な減額ということが、数字がでると身にし

みて感じる。今後は疑問事項や算定基準が３月中旬の課長通達に樵られるので、その意見

書をまとめることにしており、追加があれば至急曰病事務局まで提出していただきたいと

いう旨の報告。

③医療従事者対策委員会（２月１３日）

昨年10月に決着した病院薬剤師配置基準の３年後の見直しに向けて、日本病院薬斉'１帥会

の役員側と意見交換した。くすりの医療事故を防1ｔするため薬剤管理指導を充実させる必

要があることや、薬剤師の増員とともに病院の経済的配慮がなされておらず、今後共同歩

調を図るため継続協議することとした旨の報告。

３．社会保障審議会医療部会の出席報告（２月６曰）

広告規制の緩和について審議し、厚労省はパブリックコメントを募集することになった。

死亡率や専門医の広告が議論になったが、200余にあまる学会があり、メジャーな学会の認

定医・専門医でないと広告すべきでないという意見を述べたい。３月１１日に部会の意見書を

まとめる予定、との報告。

４．これからの医業経営の在り方に関する検討会の出席報告（２月２０日）

年度末に中間報告する予定で、医療法人の理事長要件、営利企業の参入問題、経営情報の

開示が柱になる。理事長要件は原則医師を維持した上で規制緩和していくという方向で進み、

経営情報開示は医療法人だけがなぜ開示しなければいけないのか、会計基準のあり方につい

て専門的な検討を行った上で同じ土俵に上がるべきとか、それよりもつと患者に大事な情報

開示があるのではないかということで、時期尚早という報告になるのではないだろうか、と

の報告。

５．国際モダンホスピタルショウ2002開催説明会の報告（１月２９日）

７月１７日～１９日、東京ビッグサイト開催の記者及び出展関係者向け説明会を開いた。３００

社予定の一般展示のほか、企画事業として外来アメニティエリアと電子カルテ等のＩＴ最前

線を取り上げる。併設のカンファレンス、セミナーも例年どおり実施。当日出展受付を開始

し３月末締切り、窓口は日本経営協会。説明会の後、大道久氏が医療制度改革で講演した、

との報告。

６．日本病院会群馬県支部長の交代

群馬県支部長が塩崎秀郎氏（前橋赤十字病院）から柴山勝太郎氏（公立富岡総合病院）に

交代、副支部長の山崎學氏（慈光会病院）は継続の旨報告。
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７．その他

①日本医療機能評価機構・企画運営委員会の出席報告

認定病院2,000位が一つの目標とされ、４月からの新評価体系で認定料が２～３割上がる。

旧体系のかけ込み受審が150病院ほどで９月までに処理する予定、との報告。

②曰医「診療情報の提供に関する指針」検討委員会の出席報告

平成13年度から試行、２年後見直すとされた「指針」について検討し、年度末に中間杵

申する。要約書の取扱い、遺族への対応が論点となった、との報告.

③電子カルテ等の第二次補正予算はまだ余裕あり、臨床研修病院等の当初の条件を緩和し、

締切りも３月６口まで延ばす。

〔協議事項〕

1．今回の診療報酬改定について

総体的に見ると医療本体でＬ３％、薬価等合わせ2.7％という積極的なマイナス改定で、そ

の原因は医療制度にありと改革の方向がでているが、そこは違う。保険制度が財政赤字とい

うが、保険の矛盾で赤字になっているのであって、丁寧に修復していけば赤字にはならない。

医療制度は既に第四次まで医療法の改正がすすみ進歩かつ変化しているのに、保険制度は全

く解決できていない、として健保組合財政の実例をもとに、保険改革の提言がなされた。こ

れに対して曰病がどう取り組むかということの意見集約はできず、留保された。点数改定の

中身の検討には時間の関係で入れなかった。

会議終了後、加藤良夫弁護士の特別講演「医療被害防止・救済センター構想について」が

なされた。

常任理事会

第１回常任理事会

平成13年４月28日（士）曰病会議室

第１回理事会と合同開催（理事会の項参照）

第２回常任理事会

平成13年５月25日（金）帝国ホテル出席者22名

冒頭、第７代会長を務められた内藤景岳先生が５月２０日逝去され、本葬が６月１６日に予定

されている旨の報告。

[承認事項］

1．会員の入退会について

正会員の入会３件、退会２件と役員慰留による退会撤回が1件、賛助会員の入会１件、退

会４件について承認。計、正会員2,774会員（公的990、私的1,784,総病床数73万3,500床)、

賛助会員508会員。
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２．厚生労働省および各団体からの依頼について

①第２１回医療情報学連合大会（第２回医療情報学会学術大会）の協賛

依頼元：同大会長・実行委員長

②第23回第２種ＭＥ技術実力検定試験の協賛

依頼元：日本エム・イー学会

③平成13年度治験コーディネーター養成研修の後援

依頼元：医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構

①～③すべて承認。

３．日本病院学会評議員の推薦について

４月に選出された中の新しい役員12名（樋口紘理事、赤沼克也代議員会副議長、真田勝弘

常任理事、大家他喜雄理事、赤松春義理事、邉見公雄理事、角田幸信理事、土谷晋一郎理事、

都志見久令男理事、松令秀暢理事、明石光伸理事、石井和博理事）について、学会会則にも

とづき日本病院学会評議員に推薦する旨の提案がなされ、承認。

4．委員会委員および研究会委員の委嘱について

原案どおり承認。ただし、医療制度委員会、社会保険・老人保健委員会、医療経済・税制

委員会の３委員会に関しては日本医師会常任理事の星北斗氏に委員として就任いただくこ

とが追加承認された。
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３．役員の業務分担一覧（曰病関係）
平成13年５月～

－４２－

【四病院団体協議会関係】 現任者 13年度～

①総合部会

作
學
清
治
男

耕
正
昌
隆

山
道
澤
良
田

中
大
藤
奈
武

作
學
清
治
男

耕
正
昌
隆

山
道
澤
良
田

中
大
藤
奈
武

②医療制度委員会 奈良昌治

北條慶

梶原優

奈良昌治

福井｜||頁

梶原優

③医療保険・診療報酬委員会 栗山康介

西村昭男

山本修三

西村昭男

山本修三

栗ｕｌ康介

④医業経営・税制委員会 池澤康郎

福田浩三

小堀嶋一郎

池澤康郎

関ロ令安

福田浩三

⑤医療従事者対策委員会 中後勝

林雅人

丼出道雄

中後勝

林雅人

丼出道雄

⑥介護保険委員会 川合弘毅

武田隆男

大山朝弘

武田隆男

川合弘毅

武田 イ惇

⑦医療安全対策委員会

情
夫
子

正
利
広

澤
井
藤

一
勝
大
斉

藤澤正清

元原利武

大井利夫

⑧民間病院等の診断群分類調査プロジェクト 山本修三

栗山康介

西村昭男

山本修三

西村昭男

栗山康介



[報告事項］

1．委員会、研究研修会の開催報告

①病院倫理綱領見直しに関する特別委員会（４月２８曰）

倫理綱領解説についての検討、また職種ごとの倫理綱領がそれぞれの該当する団体から

出されていることから、参照し統一性を図るなどの旨の報告。

②医療制度委員会、社会保険・老人保健委員会合同委員会（５月２４口）

今後の方針として、臨床研修についての主張、内保連に加盟しているのであれば外保連

にも加盟すべきなどの意見。また内保達の報告、日本医療機能評価機構からの依頼、今後

の運営に関する旨の報告。

③学術委員会（５月２４口）

曰病雑誌７月号の編集について、曰病雑誌８月号の企画について検討を行った旨の報告。

２．四病協諸会議の開催報告

①医療保険・診療報酬委員会（５月１１曰）

紹介率算定式、平成14年度診療報酬改定への対応、高齢者医療制度改革について検討し

た旨の報告。

②総合部会（５月２３口）

病院薬剤師の人員配置基準、医療安全対策検討会議、３件の要望書（患者紹介率算定式

統一化、臨床研修制度、病床数による診療報酬点数区分)、ＮＨＫからの取材申し込み、「医

療構造改革構想」（曰医)、委員会報告について議論した旨の報告。

３．第51回日本病院学会プログラムについて

標記の件について説明があり、６月２１日から２３日まで開催する、との報告。

４．日本診療録管理学会理事会の開催報告

５月１６日理事会が開催され、理事・監事の選任は評議員の審議によるので、例年どおり書

面審査を行うため80名に発送した。この結果、理事は賛成62,否がｌ、監事は賛成63,否は

０ということで、次の役員の方々が決定した。

理事…阿南誠、大道久、岡島光拾、霞堂直史、川合省三、里村洋一、鈴木荘太郎、瀬戸山

元一、西村昭男、山内－信

監事…三宅浩之、山本修三

新しく理事になった方は里村、瀬戸山両理事と、西村先生が監事から理事に変わり、山本

理事が監事になった。

理事長の選任については、理事の互選によるので、慣例により投票で行った。出席理事８

名のうち岡島理事を理事長にというのが７票あり、岡島先生は固辞されたが、理事長代行を

やってこられたし、了承いただいた。これは日本病院会中山会長の委嘱を受ける、というこ

とになっている。

その他、日本病院会の常任理事は自動的に評議員に就任することになっているので、ご協
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力をお願いしたい、との報告。

以上、西村常任理事の報告に続いて、中山会長は、岡島理事長の委嘱を、４月１日付けを

もって行うことと、併せて日本病院会参与に委嘱することを提案し、了承された。

5．厚労省・病院における薬剤師の人員配置に関する検討会の開催報告

病院薬剤師の充足状況、業務実態などを軸に総論的議論を行った。病院薬剤師の業務多様

化に理解を求める方向で話し合われた、との報告。

６．厚労省・医療安全対策検討会議の開催報告

出席した藤澤副会長が欠席のため、資料の提示のみ。

７．全国自治体病院協議会平成13年度定時総会の出席報告

５月１７口開催の総会に出席し、挨拶した。総会の前に優良病院の表彰が総務省から、また

会長表彰が行われた。来賓として総務省の事務次官と伊藤医政局長の挨拶があり、公私病院

連盟竹内会長の挨拶の後、退場した、との報告。

８．曰医・医業税制検討委員会の開催報告

平成14年度の医療に関する税制に対する意見（夕タキ台）が提出された、との報告。

９．常任理事会当日の会議、式典について

常任理事会後、代議員会・総会が13時30分から14時20分、記念講演が14時35分から15時３５

分､記念式典が16時から１６時45分､記念祝賀会が17時から１９時までとなっている、との報告。

[協議事項］

1．事務局体制の強化について

大道副会長より、事務局体制の強化について、事務処理の効率化を図るため、組織の改編

と職制の改訂、コンピュータ事務処理システムの導入並びに事務室の模様替え等を行うと説

明。結果、現在の７課制から４部８課制に変更となる。

２．医療費、医療制度、医療保険制度について

小泉首相が中医協の委員構成見直し検討すると発言したことについて、などの意見がださ

れ、その他時間の関係で資料の提示のみ。

第３回常任理事会

平成13年６月２０日（水）ホテルオークラ福岡

第２回理事会と合同開催（理事会の項参照）
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第４回常任理事会

平成13年７月28日（土）曰病会議室

第３回理事会と合同開催（理事会の項参照）

第５回常任理事会

平成13年８月２９口（水）ロイトン札幌川席背17名

冒頭､中山会長から挨拶があり、今回は日本人間ドック学会に合わせて常任理事会を開いた。

地方で移動役員会を行おうという発想であったが、開催地に迷惑をかけることにもなるので来

年はもう一度考えたい。今回の労をとっていただいた西村先生に感謝申しあげる。

[承認事項］

１．役員の担当業務について

山本新副会長の担当業務については故藤澤副会長の業務を引き継ぐこととし、委員会は教

育、医療安全対策、救急医療防災、中小病院、看護教育施設の各委員会・部会を担当いただ

く。関連業務としてセミナー、日本病院学会等がある。四病協関係では総合部会、医療安全

対策委員会、民間病院の診断群分類活用調査プロジェクト委員会の各委員を、その他として

全病団連常任幹事を務めていただくと説明があり、了承された。

２．平成14年春の叙勲候補者について

平成14年春の叙勲候補者として中後常任理事を推薦することが諮られ、承認された。

３．会員の入退会について

正会員の入退会について届けがなく、賛助会員の入会２件、退会１件の申請があったが、

賛助会員の入会の資格条件について少し詰める必要があるということで次回まわしになっ

た。退会のノバルティスファーマ㈱のみ承認。賛助会員の合計は511会員。

４．厚生労働省および各団体からの依頼について

①「日本動脈硬化学会・第２回動脈硬化教育フォーラム」の後援

依頼元：第２回動脈硬化教育フォーラム委員長

②コージエネレーションシンポジウム2001（第17回）の協賛

依頼元：曰本コージェネレーションセンター

③がん痙痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会の後援

依頼元：麻薬・覚せい剤乱用防lLセンター、日本薬剤師研修センター

④平成13年度医療情報技術者の養成・研修の在り方委員会の委員派遣

依頼元：医療情報システム開発センター

⑤秋田県病院大会の後援

依頼元：秋田県病院協会
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⑥シンポジウム・病診連携を軸とした歯科医療システムの新たな展開の後援

依頼元：コミュニティと歯科医療をつなぐ連携システム研究会、他

⑦第23回フード・ケータリングショー／シンポジウム及び第２回厨房設備機器展の協賛

依頼元：日本能率協会

⑧社会保障審議会臨時委員の委嘱

依頼元：厚LL労働省医政局長

⑨平成13年度臨床検査月間の協賛

依頼元：日本衛生検査所協会

④については日本診療録管理学会に対する委員推薦依頼であり、瀬戸山常任理事（学会蝿

事）を推薦、⑧については奈良畠'１会長に対する委嘱依頼でありこれを承諾、その他について

はいずれも承認。

５．委員会の設置（広報委員会インターネット小委員会の独立）について

インターネット時代に対応し迅速'性をはかるため委員会として独立する、また、曰病雑誌、

曰病ニュースにつづく３番目の柱として活動するためインターネット委員会として独立、設

置することが提案され承認。委員長には現小委員会委員長の大井利夫氏がそのまま就任。

６．短期人間ドック実施施設の指定について

東京・曰の出ケ丘病院の一泊（短期）人間ドック施設指定申請について、調査報告書にも

とづき承認。

７．厚生統計協会・賛助会員会費の改訂について

会費年額を３万円値上げしたいとする申し入れについて承認。

[報告事項］

1．各委員会・研究研修会の開催報告

①病院の法人形態を検討する小委員会・第２回、第3回（７月３１日、８月２０日）

小委員会としての答申書をまとめ、８月24日、医療制度委員会及び社会保険・老人保健

委員会両委員長あて提出した。答申書は、①営利法人による病院経営参入について（日本

病院会の主たる意見）として４項目、②営利法人による病院経営参入議論前の条件整備と

して７項目をまとめた。前者は①医療法における営利否定②新たな地域医療計画策定によ

る機能分担の進行③非効率とされる国公立病院の再編等経営環境の変革④医療制度、医療

保険制度の激変と医療法人のあり方、普遍的な病院会計準則の検討を挙げ、「営利法人の病

院経営参入の議論は時期尚早である」とした。

後者については参入議論前の条件整備として、医療法人制度を抜本的に見直し全病院を

「医療施設開設者法」（仮称）にまとめること、普遍的病院会計準則による会計の公表、資

金調達における病院債発行、法人設立主体間の自由移行など７項目を挙げたという旨の報
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告。

②学術委員会（８月３日）

日本病院会雑誌をインターネットに掲載する件について持ち回り協議した。基本的に掲

載する方向としたが、会員限定（メンバーズルーム）か一般公開かということと、シンポ

ジウム等の演者の今員許諾の問題について詰めることを執行部に求めることになった旨の

報告。その回答として原則公開という方針が示されたので、特に講師依頼の段階における

許諾の問題について注意を喚起した。

③医療経済・税制委員会（８月８日）

平成12年度病院経営分析調査表を９月上旬に会員に発送し、同月未に締切り集計するこ

ととした。前年の項目に介護事業の消費税項Ｆ１を追加することとした旨の報告。

④インターネット小委員会（８月１０日）

事務局体制の変更（担当・広報部）に伴い曰病インターネットサイト運営の基本方針に

ついて協議した。原則一般公開とすることと従来のリニューアルを進めること、また人会

案内、曰病雑誌、役員会議事録・速報などの新規掲載、診療情報管理通信教育専用メール

リングリストの新設など基本コンテンツを決めた旨の報告。

⑤医療制度、社会保険・老人保健合同委員会（８月24日）

「民間医療保険の戦略と将来展望」と題してセコム損害保険㈱社長山中征二氏による講

演と質疑応答。同社発売予定のメディコムについて、「がん保険の現物給付」ということか

ら医療保険制度改革との関連において討論した。

「病院の法人形態を検討する小委員会」から答申書を受け、「保険者機能の強化の前に検

証すべき問題点」として福井委員長から意見書が提出された。また、経済財政諮問会議の

基本方針と総合規制改革会議中間報告に係わる日本病院会の対応について協議し、会員の

意見を集約して、会の公式見解をまとめることが提示された。これについて、９月に厚労

省のヒアリングが予定されており、意見集約の方法等は正副会長で対応することとした旨

の報告。

⑥看護教育施設部会（８月９曰）

部会委員の一部交代があり、今後の活動について協議した。例年の看護学校運営調杳報

告については、項目の簡素化を図Ｄ実施することが検討された旨の報告。

⑦人間ドック判定に関するガイドライン作成小委員会、閉経後高コレステロール血症予後

作成委員会（８月８日）

日本動脈硬化学会提案の高コレステロール血症基準値の240以上について協議した。ド

ック学会としては早急に結論を出さず、閉経後高コレステロール血症予後調査を実施しデ

ータ分析してから対処することとした。その調査は閉経後の女性で本研究の趣旨に同意し

た方（新勧告判定区分でＢ及びＣに該当）を対象に、９月から開始し５年間をかけ、狭心

症、心筋梗塞（致死的、非致死的)、心臓死及び突然死などを評価項目とすることなどにつ

いて検討した旨の報告。

⑧研究研修会

・病院長・幹部職員セミナー８月２／３日東京都231名
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２．四病協諸会議の報告

①高齢者医療制度・医療保険制度委員会・第２回、第３回

（７月３１日、８月２１日）

高齢者医療制度について議論した。高齢者の医療費増の主因は何かということで入院・

外来医療費の検討、介護保険への移行分の試算、改めて急性期、咽急性、慢性期の定義を

統一したいなどと意見がでた。委員会のまとめの方向として、①望ましい高齢者医療のあ

り方②そのための診療報酬体系のあり方③これらを支える財源のあり方、の３部構成とす

ることにした旨の報告。

②医療保険・診療報酬委員会（８月３口）

平成14年診療報酬改定に対する要望事項(案)の重点要望10項目について再度検討した。

次回９月７日の委員会で成文化し、総合部会へ諮ることとした旨の報告。

③医療制度委員会（８月２１日）

改正医療法の一般病床の考え方について急性、亜急性、慢性、リハの取扱いとともに討

議した。急性期のＤＲＧ／ＰＰＳ導入についても議論した。その他社会的入院の解消につ

いては精神科医療及び在宅医療の問題、福祉施設の基盤整備との関連で提言すべきという

意見がでた旨の報告。

３．平成13.14年度厚生科学研究「保険者機能の在り方に関するモデル研究」

第１回班会議の開催報告（７月３０日）

大江和彦東大医学部教授を主任研究者とする班会議に山本副会長がオブザーバー冊席した。

保険者の被保険者に対するサービス、特に医療機関情報サービスについてモデル研究を行う

目的であると説明された、との報告。

４．第３回医学の歴史を巡る旅の実施について（１０．４～10.14）

イタリア、ギリシアに続く第３回の視察旅行をトルコで行う。星監事をコーディネーター

に、現在17名が参加予定、との報告。

5．台湾病院協会の年次総会への出席について（９．２１～９．２２）

高雄のベテラン総合病院で開かれる総会に武田副会長を派遣することとした、との報告。

６．規制緩和に関する厚生労働省説明の内容報告（８月７日）

経済財政諮問会議の「基本方針｣、総合規制改革会議の「中間とりまとめ案」などについて、

厚労省石塚指導課長から曰病中山会長ほか副会長等に厚労省の考え方が説明され、意見交換

を行った。特に「保険者機能の強化」における支払基金存続の問題、混合診療の問題や、「株

式会社方式による経営」における医療の営利性の問題などについて論議した。

厚労省からは、９月以降関係団体のヒアリングを行うので病院団体として意見の集約をし

ておいてほしいことと、規制緩和によって、今後医療供給体制のあり方や医療法人制度のあ

り方などを検討する場を設けることになる旨の説目があった。
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これらの報告のあと中山会長は、総合規制改革会議等から提起されている一連の問題につ

いてはその切り口が違うのではないかと思うことと、９月のヒアリングまでに皆さんの意見

を収集する方法を考えたい。それを検討して日本の医療改革をどうするのか、すべてご破算

にするのか、それより、いいものを残してさらに改革するという方向を考えるか、というこ

とになるなどとの説明があった。

７．事業計画検討会の実施について

口病会の平成14年度事業計画案について、会長、副会長、委員長及び事務局が－度集まり

９～１０月に検討会を開催する予定を立てた。その事業計画案にもとづき予算案を調整する。

また、学会運営について、旅費等の予算措置が学会長によって差があるのもどうかというこ

とで、これについても検討したいと提案があった、との報告。

第６回常任理事会

平成13年９月２２日（ｔ）日本病院会会議室出席者19名

｢承認事項］

１－会員の入退会について

正会員の入会３件と賛助会員の入会５件について承認。計、正会員2,781会員（公的990、

私的1,791,総病床数72万9,700床)、賛助会員516会員。

２．厚生労働省および各団体からの依頼について

①バリアフリー2002の後援

依頼元：大阪府社会福祉協議会

②試行調査対象病院の推薦

依頼元：日本医療機能評価機構

③医療安全推進週間に関する共催

依頼元：厚労省医政局

④感染,性廃棄物処理対策検討会委員の推薦

依頼元：日本産業廃棄物処理振興センター

⑤日本健康科学学会2002シンポジウムの協賛

依頼元：同組織委員長

⑥高知医療センターＰＦＩプロポーザル審査委員会委員の就任

依頼元：高知県・高知市病院組合管理者

⑦第５回脂質栄養シンポジウムの後援

依頼元：曰本栄養・食糧学会関東支部

⑧第51回日本理学療法学会の後援

依頼元：全国病院理学療法協会
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②については評価機構側で対象ベッドを選定中であり、次回再度かけることとした。④は

武田副会長、⑥は大道副会長を推薦、その他はすべて承認。

３．総合健診（一日人間ドック）施設の推薦について

日本総合健診医学会から４施設の推薦報告があり、一日ドック指定施設として承認。

４．日本病院会ウェブサイトの運営規定（案）について

「日本病院会の事業に関する情報を積極的に掲載し、ウェブサイトメール及びインター

ネット全般の円滑な運用を図る」ことを目的とする運営規定案について承認。

５．インターネット委員会委員の委嘱について

８月、小委員会から昇格したインターネット委員会について大井利夫委員長以下５名の委

員委嘱を承認。

６．事務局人事について

１０月１日採用予定者（学術部参事）について了承。

７．平成14年度事業計画・予算案検討会の開催計画

10月中に検討会を開催することとし、別途日程を調整する。

[報告事項］

1．各委員会・研究研修会の開催報告

①中小病院委員会（９月５日）

委員会の活動方針について協議し、中小病院の問題を1年間やっていこうと決めた。一

般病床と療養病床の将来を決めることなどの問題がある。日本病院学会時のシンポジウム、

情報交換会も従来どおり活動するという旨の報告。

②広報委員会（９月１４日）

曰病ニュースの次期シリーズ特集は「小泉医療改革」とし、まず患者、医療サイド両方

にかかる公的医療保険の守備範囲の見直し問題から取り上げていく。インターネット委員

会の独立設置、活動方針について了承した旨の報告。

③介護保険制度委員会（９月１４日）

介護保険制度１年半経過後の状況について会員アンケートを計画、了承された。平成１５

年春の介護報酬見直しに向けて協議した旨の報告。

④医療経済・税制委員会（９月１４日）

病院経営分析調査の集計日程と分析の指標について検討した。財務省主税局税制二課長

と消費税問題で懇談した。自民党へ平成14年度税制改正要望書を提出することとした旨の

報告。

⑤組織委員会（６月２０日）

－５０－



前期に続き3,000会員を目標に組織拡大をめざす｡医師賠償保険の会員割引制度との関係

も検討した旨の報告。

⑥医療制度、社会保険・老人保健委員会合同委員会（９月２１日）

四病協等関連委員会の報告。２０日の内閣府規制改革ヒアリングの出席報告。医療機能評

価について認定内容をホームページに掲載してはどうかという提案があり、認定会員の諾

否のアンケートをとることとした旨の報告。

⑦学術委員会（９月２１日）

曰病雑誌１０月号は日本病院学会特集として刊行、１１月号の編集、１２月号の企画を行った

旨の報告。

⑧研究研修会

・総婦長セミナーＭ}３１口横浜市167名

２．四病協諸会議の報告

①医療従事者対策委員会（９月５口）

曰病、全口病、医法協3団体で実施した病院薬剤師アンケートの結果報告。集計912病院

で薬剤師の基準未達成は12.5％、充足困難は小規模、四国・九州に多いなど。厚労省検討

会に報告へ、という旨の報告。

②医療保険・診療報酬委員会（９月７日）

平成14年診療報酬改定に対する要望書を厚生労働省、曰医に提出。各団体が実施してい

る病院経営実態調査が統一一できるかどうか、調査集計データが違うのでどう統一するか検

討することとした旨の報告。

③高齢者医療制度・医療保険制度検討委員会（９月７日、９月１４日）

「今後の高齢者医療のあり方について（案)」をまとめた。財源問題でなく、医療人とし

て高齢者にふさわしい医療提供体制を構築するという趣旨。その中で、入院医療における

急』性期治療を行う医療機関は、「高齢者の健康問題に配慮した地域一般病棟（病院）と急性

専門病棟（病院）に分化することが望ましい」とする提案がなされた。地域一般病棟のイ

メージは療養病床で、高齢者に限って内科的な急』性疾患に対応しようというものであり、

曰病として受け入れるべき、と協議した。２６日の総合部会にかけるという旨の報告。

④介護保険委員会（９月１８日）

介護保険アンケート案について検討した。特養、老健、療養型の関連で会員の意識を聞

く旨の報告。

⑤医療制度委員会（９月１８日）

社会保障審議会医療部会の第１回会議出席報告。短期、中期、長期戦略について協議し

た旨の報告。

３．社会保障審議会医療部会の開催報告（９月１７日）

医療提供体制の改革を議題に第１回部会を開催、奈良副会長が出席。厚生労働省からの資

料説明とフリートーキング、座長に高久史麿氏を選出。部会の役割について、９月いっぱい
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で医療法改正の案がでてからこの部会が何をするかがはっきりするなどと論議した、どの報

告。

４．内閣府ヒアリングの結果報告（９月２０日）

総合規制改革会議の「中間とりまとめ」に対する関係団体ヒアリングが行われ、四病院団

体協議会として中[11会長と今川病西澤副会長が出席した。意見20分、質疑20分と消化不良で

あったが、病院団体の使命として質の向上、患者の、満足の向上のため必要な改革には羊体

的に取り組む考えであることを表明。

具体的施策の中では、「レセプト提出の電子化」はその目的を明記すべきである。「医療評

価の第三者評価の充実」は賛同する。曰病として評価機構の受審内容を含めた情報公開を検

討中である。「定額払いの拡大」は日本式のものとして考えるべきだ。「保険者機能の強化」

の直接契約によるダンピングは削除すべきである。「医療機関経営形態の多様化」について

は既存の経営主体の、競争基盤の整備が先で、営利、非営利の定義の明確化も必要である、

などと述べた。質疑では「公民ミックス」の言葉が不明で、結局は混合診療のことに見える

が、公的保険に上乗せするのが混合診療と解釈しており、これを許したら歯''二めがきかない、

特定療養費の拡大で対応すべきであると申し上げた、との報告。

５．第42回日本人間ドック学会の開催報告について

８月２９～３１曰、札幌で西村昭男学会長のもと開かれ、参加者3,790名、一般演題は過去最高

の292題であった、との報告。西村学会長は日本病院学会、日本診療録管理学会とあわせ「三

冠王」を達成、特別感謝状が贈呈されたことも披露された。

６．第27回日本診療録管理学会の開催報告

９月６～７日、東京で大道久学会長のもと開かれ､参加者1,002名､一般演題53題であった、

との報告。厚生科学研究「カルテ等の診療情報提供のための支援事業」報告書も完成し、事

例調査と資料集として配布した。

７．第２２回病院経営管理者養成課程通信教育の認定式について

常任理事会当日、午後５時から認定式を行う。認定者23名で延べ314名となる。２年前にカ

リキュラムを見直した、その１回生が受ける。卒論が初めてでてきたが、ｌ題素晴らしいも

のがあるので表彰したい。今後そのようなものがあれば定例化したい、との報告。

８．その他

①医療情報技術者の養成のあり方委員会報告（９月１４日）

医療情報システム開発センター設置の第１回委員会で瀬戸山常任理事（日本診療録管理

学会理事）が報告。医療情報技術者の現状と課題の把握、及びそのあり方が検討課題とさ

れたが、医療情報技術者の定義から詰める必要がある、診療情報管理系も対象に想定して

いるが資格の論議には加わらないなどと説明。

②日本病院会人間ドック実施施設評価機構の素案
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奈良副会長から説明、「人間ドックの質の客観的評価と向上、受診者に対する情報公開、

受診者の選択」を目的に評価機構を設置するため、準備委員会をIzち上げる。各方面の協

力を得て1年位かけて検討、既存の実査委員をサーベイヤーにするなど費用をかけない方

針で考える、などと説明。

③総合規制改革会議専門委員河北博文氏との懇談会報告（９月２１日）

医療制度、社会保険・老人保健合同委員会の終了後懇談、小泉医療改革の掲げる問題に

対する日本病院会の対応をめぐって意見交換を行った旨の報告。そこで提起された問題を

常任即事会でも討議した。

第７回常任理事会

平成13年１０月２７日（'二）日本病院会会議室出席者20名

冒頭、かねて病気療養中の桑名昭治蝿事が１０月２０日逝去され、１１月１０日新潟市で行われる告

別式に中山会長が出席する旨の報告。

〔承認事項〕

1．会員の入退会について

正会員の入会3件、退会２件と役員慰留による退会撤回が1件、国立病院・療養所の統廃合

による減が1件、賛助会員の入会２件、退会２件について承認。計、正会員2,781会員（公

的989、私的1,792、総病床数73万床)、賛助会員516会員。

２．厚生労働省及び各団体からの依頼について

①第13回国民の健康会議の協賛

依頼元：全国公私病院連盟

②フォーラム「医療の改善活動」の後援

依頼元：医療のTQM推進協議会

③第50回曰本医療社会事業全国大会並びに第２２回日本医療社会事業学会の後援

依頼元：日本医療社会事業協会

④これからの医業経営の在り方に関する検討会委員の派遣

依頼元：厚労省

⑤病院運営実態分析調査に関する検討委員会委員の派遣

依頼元：全国公私病院連盟

⑥「医療安全推進週間」の制定及び実施についての後援

依頼元：厚労省

④については民間病院経営の近代化・効率化を図る観点から医療法人制度等のあり方を検

討する会で川合常任理事を推薦。⑤は統計情報委員長の中後常任理事と梅里委員を推薦。⑥

は１１月２５日から１週間を安全推進週間と制定し諸事業を行うもので、その他と共に承認。
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３．第２四半期一般会計及び特別会計の収支・監査報告

７月１日から９月３０日までの第２四半期会計について４月からの累計と共に報告した。全

体として昨年と大きな変化はなく、承認。

〔報告事項〕

1．委員会、研究研修会の開催報告

①病院倫理綱領見直しに関する特別委員会（９月22日）

新しい「日本病院会の倫理綱領」として、①医療の質の向上②医療記録の適正管即③権

利擁護とプライバシーの保護④安全管理の徹底⑤地域社会との連携の推進を掲げ、解説

（案）をまとめた旨の報告。

②感染症対策委員会（１０月２日）

院内感染防止対策ハンドブックが近々完成予定。エイズ患者及び治療の実態について会

員調査を行いたい。情報収集した肝炎対策について有識者に執筆を依頼し曰病雑誌に掲載。

ICS、感染症管理者の養成講習会は来年度から実施予定。感染症のアメリカ研修旅行は来春

以降に延期する旨の報告。

③医療経済・税制委員会（１０月１０日）

「病院経営分析調査」の集計中。四病協委員会の報告。医療制度、医療保険制度改革の

問題点と方向'性について論議した旨の報告。

④統計情報委員会（１０月１６日）

平成14年診療報酬改定の影響度・経営実態調査を予定、四病協の合同調査として実施す

ることを提案。３月に行った「薬剤に関する調査」の報告書を曰病ホームページ、曰病雑

誌に掲載する旨の報告。

⑤インターネット委員会（１０月１９日）

医療機能評価の認定会員のネット掲載は医療制度委員会のアンケート待ち。炭疽菌のデ

ータ掲載は厚労省通知とリンクで対応する。曰病のウェブサイトを１０月中旬リニューアル。

厚労省から要請のある公益法人のインターネットによる業務・財務等の公開について了承

の旨の報告。

⑥医療制度・社会保険老人保健合同委員会（１０月26日）

医療機能評価認定会員のインターネット公開について認定会員リストの掲載と当該病院

へのリンクの方向でアンケートをとる。小児医療充実を目的に小児科標楴の約1,500会員ア

ンケートを開始。医療制度改革に対しては病院現場担当として引続き検討、提言して行く

旨の報告。

⑦学術委員会（１０月２６曰）

曰病雑誌１２月号の編集、１月号の企画。「JapanHospitals」は一部内容を検討中の論文

があり、６題前後で発行となる旨の報告。

⑧研究研修会

・病院経営管理研究会１０月18／１９日名古屋市９０名

・医事研究会１０月18／１９日京都市232名
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２．四病協諸会議の開催報告

①医業経営・税制委員会（９月２８日）

消費税及び出資額限度法人の問題で自民党税調幹部と懇談。四病協の協議で、消費税に

ついては財務省に原則課税のコンセンサスを得てゼロ税率､軽減税率を要望する方針とし、

出資額限度法人は継続審議とした旨の報告。

②医療制度委員会(１０月１７口）

総合規制改革会議のヒアリングで四病協が企業の病院経営参入を容認したかのように報

道した専門誌に抗議すべきことを決議。混合診療の問題は結論がでず、短期医療財源論で

目的税としてのタバコ税増税を提言する案を検討した旨の報告。

③総合部会（９月２６日）

総合規制改革会議ヒアリングでは企業の経営参入容認を断じて発言しておらず、この問

題で９月３０日に記者会見。病院薬剤師の人員配置基準検討会について報告。社会保障審議会

医療部会への出席報告。四病協委員会の診療報酬改定要望及び高齢者医療制度に関する提

言について承認した旨の報告。

④総合部会（１０月24日）

曰医より厚労省の医療制度改革試案に対する取り組みについての説明。四病協の制度改

革に対するまとめは高齢者医療制度・医療保険制度検討委員会に引き継ぐ。病院薬剤師の

配置基準は現状維持の見込みで２６日に決着。医療安全対策連絡会議、社会保障審議会医療

部会の出席報告がなされた旨の報告。

⑤高齢者医療制度・医療保険制度検討委員会（１０月25日）

厚労省の改革試案における患者の負担増には医療団体として一致して反対。医療保険制

度の実態について国民に真実を知ってもらう何らかの運動が必要と協議した旨の報告。

３．四病協の平成14年診療報酬改定に関する要望書提出について

１０月４日、厚労省及び曰医に対し要望書を提出。要望事項は①病床数による診療報酬上の

点数区分の撤廃（200床区分の撤廃）②外来診療報酬の一物一価（診療所と病院の外来機能

を明確にした上で一物一価とする）③病院外来の紹介率算定方式の統一（病院種別による差

を統一）④小児科医療の充実⑤精神科入院料の充実⑥平均在院日数計算の対象外患者の拡大

など１０項目を挙げ、理由を付記した、との報告。

４．健保連・保険者機能強化の観点からの医療機関情報の提供の方策研究事業検討委員会への

出席報告(１０月３日）

第２回の検討委員会を開催、医療機関情報のモデルとして健保連大阪の近畿病院情報（ホ

スピック）を研究する目的とされた。曰病も共済会で会員一覧インターネットを提供してい

る旨を紹介した、との報告。

5．厚労省・病院薬剤師の人員配置基準に関する検討会の出席報告

（１０月５日、２６日）
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平成10年改正時の見直し規定を受け、本年３月から延べ６回開催し報告をまとめた。四病

協の主張どおり現状維持で決着したが、更に３年後（原案の５年後を修正）に再検討するこ

とが付記された。曰病として病院薬斉I|師の業務、あるべき姿の議論も病院薬剤師会と行うべ

きという意見がでた、との報告。

６．社会保障審議会医療部会の出席報告(１０月１８日）

広告規制と株式会社形態が中心となり、次回は情報提供について議論する。株式会社の問

題は外資系参入が話題になる。社長の高給、ＨＭＯのメデイケア放棄などが問題となる旨の

説明がなされた、との報告。

7．内保連第９２回例会の出席報告(１０月２日）

６月に曰病として平成14年診療報酬改定要望を出しており、四病協と重なったが、今回は

それらの中から内科系を選びかつ一般的なものを重点要望として提出。①診療録管理体制加

算の引上げ②一般病棟等における平均在院日数の計算対象外患者の拡大③血液製剤管理加

算の算定の3項目で、内保達として全体を１１月中にまとめる予定となっている、との報告。

８．曰医・病院委員会の出席報告（９月１９日）

曰医会長への答申（案）の検討。問題は「２１世紀の病院医療の目指すべき基本的方向」の

中の一般病床と療養病床の区分で、１５年８月までに決定することと、回復期リハ病棟の位置

づけが議論となった、との報告。

９．厚労省・医療安全対策連絡会議の出席報告(10月３日）

本年５月設置の本会議のこれまでの報告と、今回「医療安全推進週間」を設定したため各

団体での取り組みを求められる。曰病はもともと医療事故（安全）対策について取り組んで

おり、最近の調査報告書を提出した、との報告。

１０．総合規制改革会議に対する検討会の開催報告(１０月１２日）

先日のヒアリングの結果について、更に改革会議メンバーの中枢と話し合う必要があると

検討した。保険者機能の強化で個別契約すると1,000件もの契約先が発生する問題などあり、

いずれ近々会う予定、との報告。医療改革に対する中山会長のメモを整理し曰病ニュースに

出すこととした。

11．曰医・医業税制検討委員会の出席報告（９月２８日）

曰病の税制改正要望の資料を提出した、との報告。消費税のゼロ税率がトップになってい

る。持分のある医療法人の継続'性の問題が取り上げられ、医療法人制度改革の中で検討した

いなどと議論。

12．台湾病院協会年次総会の出席報告（９月２０～21口）
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高雄で開かれ武田副会長が出席。協会の会員数は曰病の約１／１０で台湾最大の協会とのこ

と。韓国の参加もあり挨拶と親睦を務めた、との報告。

13．日本診療録管理学会評議員の追加就任について

最近の会員数の増加に伴い、理事会で審議して25名の評議員を追加選任した、との報告。

これについて了承。

14．第14回診療報酬請求事務能力認定試験の結果について

日本医療保険事務協会の行った請求事務の試験結果は医科の受験者7,435人に対し合格率

２８．５％等の報告。

15．福井県支部長及び参与の交代について

曰病福井県支部が福井県済生会病院内から福井赤十字病院内に変更され、同院田中猛夫院

長が支部長に就任。慶応義塾大学病院北島政樹院長の交代に伴い、後任の村井勝院長の、病

参与就任を承認。

１６．その他

厚労省からの通知、１０月１６曰の人間トックに関する意見交換会の報告があり、以下時間切

れとなって資料説明のみで終了した。

第８回常任理事会

平成13年11月１７日（ｔ）日本病院会会議室出席者22名

〔承認事項〕

１．会員の入退会について

正会員の入退会はなく、賛助会員の入会1件について承認。計、正会員2,781会員（公的989、

私的1,792,総病床数73万床)、賛助会員数517会員。

２．厚生労働省及び各団体からの依頼について

①国民医療危機突破全国総決起大会の参加協力

依頼元：日本医師会

②健康啓発冊子シリーズの推薦

依頼元：健康と料理社

①については１２月１日、曰比谷公会堂で開かれる大会への参加協力であり、これを了承、

②は病院向け冊子の推薦名義使用依頼で、厚労省認可分に限り承認。

３．－日人間ドック施設の指定について

曰病推薦の３施設に対し、曰本総合健診医学会の実杳による認定報告書が提出され、一日
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人間ドック指定施設として承認。

４．事務局職員の給与規定の改定

本年の人事院勧告のとおり、俸給表の改定はなく、暫定的一時金の支給と期末･勤勉手当

の引下げ（0.05月分）とする内容について承認。

５．診療情報管理課程通信教育の編入校等指定について

指定希望の各校に対する調査結果に基づき、認定試験受験大学（認定試験の受験資格を付

与）1校、専門課程編入専門学校（２年次に編入資格を付与）４校の指定を承認。編入指定

４校のうち１校は、学科担当者の診療情報管理士資格取得の条件付きとした。

〔報告事項〕

1．各委員会、研究研修会の開催報告

①通信教育委員会・診療情報管理課程小委員会（１０月４日）

期末試験の合否判定の結果、卒業･進級・認定大学試験とも70％台の合格率で、編入試験

は30％台と低かった。受験者総数は1,540人。専門学校編入（６校）及び認定試験大学（１

校）の申請があり、視察日程を立てた。平成14年度のカリキュラム改正は継続検討中とい

う旨の報告。

②病院倫理綱領見直しに関する特別委員会（10月２７日）

新しい倫理綱領の「解説」について改めて検討した結果、当初看護協会の倫理綱領があ

るので設定しなかった看護婦について、やはり入れたほうがいいということになった。常

任理事会当曰の委員会でもう一度検討して、１２月には最終報告の予定という旨の報告。

③教育委員会･研究会委員長合同会議（１０月３１曰）

平成14年度事業計画策定のための合同会議を開き、各研究会から来年度の実施計画が説

明された。８研究会で年間16回の研究会･セミナーを開催予定。旅費規程の見直しも提案さ

れた旨の報告。

④ホスピタルショウ委員会（１１月２曰）

平成13年の結果報告と平成14年の開催概要（７月１７～１９曰、東京ビッグサイト）につい

て説明があった。開催の目的・文案の変更は継続検討。テーマは前回と同じ「新世紀の健

康･医療･福祉」とし、サブテーマに「安心と信頼を求めて」を加えた。出展社向け説明会・

新春講演会は１月29日を予定という旨の報告。

⑤感染症対策委員会（11月６曰）

院内感染防止対策ハンドブックは年内印刷に入り、各会員１部を配布する。エイズ患者・

治療の実態調査アンケート（案）について検討した。炭疽菌、天然痘等の情報提供として

国立感染症研究所感染情報センターのホームページが充実しており、それへのリンクを広

報する。感染症海外研修のアメリカ行きは延期したが、平成14年３月実施で再度企画中と

いう旨の報告。

⑥中小病院委員会（11月７日）
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中小病院情報交換会は平成14年の２月、広島開催を第１希望に調整する。日本病院学会

シンポジウムは２日目、平成14年６月２１日を予定し、「中小病院の歩むべき道一輝く病院づ

くりのために」と題して実施する旨の報告。

⑦国際委員会（１１月１２日）

平成14年の日本病院学会では例年どおりＡＨＦ各国と交流し、ＡＨＦ会長（香港）の特

別講演も予定。フィリピン病院協会総会への招待は外務省情報を参考に見送る。ＩＨＦの

年会費が約９千ポンド（170万円）と高額で近年の上がり方も激しく、加盟のメリットと合

わせ今後論議していく旨の報告。

⑧医療保険制度対策特別委員会

２年前に急性期入院医療費調杳のDRG試行に合わせた第一次報告を行った｡第二次調査と

して、代表的な疾患について曰計表をベースにデータ収集した。初めに急性虫蔀ii炎につい

て分析したが、平均在院口数と総点数（それぞれ手術曰前・後で区分）について合併症あ

り．なしで年代別に見た結果、すべてに有意差が認められた。単に手術あり.なしでなく

ＤＲＧをどう組みIfてるか、その要素を明確にするため調査11疾患について早急に分析し

て行く旨の報告。

⑨医療経済・税制委員会（１１月１３日）

病院経営分析調杳の回答は501病院に達した。平成14年度予算Ｃ税制改正について自民党

と民宅党のヒアリングに出席し、消費税問題を始め要望した。ドイツのＤＲＧ／ＰＰＳに

ついて詳しい医師が来日するので次回１２月７日、話を聞くことにしている旨の報告。

⑩広報委員会（１１月１６日）

曰病ニュースの次期シリーズ特集は「小泉医療改革の中身と痛み－公的医療保険の守備

範囲の見直し」とし、１月新年号から開始する。新春座談会は昨日収録、タイトル含め新

春にふさわしいものにしたい｡来年度の事業計画はインターネット委員会が独fzしたので、

当面新規計画は立ててない旨の報告。

⑪介護保険制度委員会（１１月１６日）

介護保険アンケート案をまとめた。年内発送し、次回委員会で中間集計の予定。療養病

床について、９月中医協にでた医療保険適用型と介護保険適用型のそれぞれ収容者の例は

従来と違っており、将来の病床数に関わって特に医療保険適用の方は急ぎ検討の必要があ

るという旨の報告。

⑫医療制度・社会保険老人保健合同委員会（11月１６日）

小児医療アンケートは391病院から回答あり、次期診療報酬に反映させたい。１９日予定の

保険局医療課との意見交換会のため問題点を整理した。２７曰予定の医師臨床研修検討部会

ヒアリングの対応を協議した。医療改革に対する会員の意識調査を介護保険調査に同封実

施したい旨の報告.

⑬研究研修会

・図書研究会１０月５／６日東京都５８名

・救急医療防災セミナー１０月１２口さいたま市367名

・薬事管理研究会１１月９／１０日静岡市７１名
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･栄養調理研究会１１月１５／１６日岐阜市１０２名

２．四病協諸会議の開催報告

①記者会見（１０月３０日）

９月２０日の総合規制改革会議ヒアリングのとき、四病協が医療機関経営の株式会社参入

を認めたと受け取られる記事が一部報道されたことに対し､そのような発言の事実はなく、

株式会社参入も現時点で反対であると声明を発した旨の報告。

②医療保険・診療報酬委員会（１１月２日）

平成14年診療報酬改定の動向について論議した。タバコ税の大幅値上げを医療同的税と

して財務省に提案しており、国民の健康被害等対応の目的でもある。同様の目的で酒税も

取り上げ、発泡酒が検討されている旨の報告。

③総合規制改革会議・医療ワーキンググループ座長との意見交換会（１１月７口）

前回９月のヒアリングが時間切れのため､臨床研修医の必修化に月額20万として384億円

と、指導医手当、病院協力金の予算化が必要と提案した旨の報告。

④医療従事者対策委員会（１１月７日）

病院薬剤師の人員配置基準について厚労省検討会の報告があり、３年後を目途に再度見

直しすることを踏まえ、薬剤師の諸問題について四病協と病院薬剤師会の連携が必要と一

致した。次回２月の委員会に意見交換の機会を持つという旨の報告。

⑤医療制度改革検討委員会（11月９日）

大学病院等を対象にした新たな入院診療報酬の定額払いなど、中医協で検討されている

内容の説明を医療課から求めることとし１９日にセットした。患者負担の増額は四病協とし

て反対であるという声明とポスターを制作する案について検討し、単純明快な内容とする

ことにした旨の報告。

３．厚労省・これからの医業経営の在り方に関する検討会の出席報告(１０月２９日）

第１回会合に川合常任理事が出席、年度内３月予定の中間取りまとめでは医療法人の理事

長要件の緩和と経営情報の開示促進が予想されるが、医療法人だけの経営情報開示は疑問で、

保険者の開示も必要であると主張したい、との報告。

４．民主党・2002年度税制改正ヒアリングの出席報告(１１月７日）

医療経済･税制委員長の池澤常任理事が出席、重要要望項目として消費税のゼロ税率を、

ほか国税11、地方税７項目について要望した、との報告。

５．自民党・厚生関係団体協議会との平成14年度予算・税制に関する懇談会の出席報告（1１月

９日）

同じく池澤常任理事が出席し、予算については社会保障制度における医療給付の充実、Ｉ

Ｔ関連予算の大幅増額、研修医の処遇改善の３点について要望し、税制は民主党への要望と

同じ内容を説明した、との報告。
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６．全国公私病院連盟との「病院運営実態分析調査」に関する検討委員会の出席報告

１３日）

従来から実施している調査について、今後の方向が検討された旨の報告。

(１１月

７．その他

①日医．医療安全対策委員会報告（１１月７，）

平成13年８月曰医会長に答申提出して一区切り、次の委員会につなぐ議題について検討

した旨の報告。

②日本診療録管蝿学会理事会報告（１１月１２日）

岡島理事長の辞意表明を承認、当面、西村即事が理事長を代行する旨の報告．

③診療情報管理通信教育の第１２回（通算55回）認定式を常任理事会当日挙行、今回468名を

認定し延べ総数は5,374名。延べ受講牛は1万名を突破、との報告。

④平成13年秋の叙勲で当会推薦の福井常任理事が瑞四受章、１２月常任理事会終了後忘年会を

兼ね祝賀会を行う。その他関係者多数が受章、との報告。

⑤曰医・医業税制検討委員会報告（１１月９日）

答申案の作成について検討、診療報酬体系の変更と消費税の完全転嫁の実現などと詰め

た、との報告。

⑥感染性廃棄物処理対策検討会報告（１１月２日）

日本産業廃棄物処理振興センター主催の会で感染,性廃棄物処理を欧米レベルに上げるこ

とを目的とする旨の報告。

〔協議事項〕

1．療制度、医療保険制度、医療費について

秋山常任理事が第50回共済学会（共済組合病院）で行った会頭講演を、「国民の知らない

医療問題」と改題して提出された問題について討議。「現行医療制度は原点に構造的問題が

あるに拘らず、医療費抑制を前面に掲げた政策により医療供給者特に病院は極めて困難な経

営状況にiZち至っている」として、病院への外来集中を排除する政策誘導とこれに起因する

さまざまな問題を提起し、意見交換した。

中医協小委員会で提案のあった大学病院等を対象とした「医療機関別の包括評価の導入」

について討議。入院診療報酬について疾病ごとのｌ人当たり、１日定額と言っているが、疾

患群のDRGと言っておらず、基礎データもない。いまDRGについて50数病院のPPSなしのデー

タをしているが、まだ未成熟であり環境整備が先であるなどとし、厚労省と意見交換するこ

とにした。

第９回常任理事会

平成13年１２月１５日（士）日本病院会会議室出席者17名
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〔承認事項〕

1．会員の入退会について

正会員の入会２件、国立病院・療養所の統合による減が1件、

件について承認。計、正会員2,782会員（公的989、私的1,793,

助会員数516会員。

賛助会員の入会3件と退会４

総病床数72万9,700床)、賛

２．厚化労働省及び各団体からの依頼について

①ＮＰＯ法人「医学中央雑誌刊行会」の理事就任

依頼元：同刊行会

②第５回アジア・太平洋ホスピス大会の後援

依頼元：同組織委員会

③医療関連サービス振興会第１１回シンポジウムの後援

依頼元：同振興会

④第12回日本臨床工学技士会学術大会の後援

依頼元：同技士会

⑤自治体総合フェア2002の協賛

依頼元：日本経営協会

①は刊行会のNPO法人化に伴う中山会長の理事就任依頼でこれを承認、②以下の後援、協

賛依頼を承認。

〔報告事項〕

1．各委員会、研究研修会の開催報告

①病院倫理綱領見直しに関する特別委員会（''月’７日）

最終報告案が提示され、「日本病院会の倫理綱領」として①医療の質の向上②医療記録の

適正管理③権利擁護とプライバシーの保護④安全管理の徹底⑤地域社会との連携の推進の

５項目を掲げた。続けて、はじめに、病院倫理綱領の一般原則、開設者の倫理、病院長の

倫理、勤務医師の倫理、その他職員の倫理、むすびで構成した○年内までに調整し、来年

早々公開する旨の報告。

②学術委員会（11月２６日）

曰病雑誌１月号は新年号で、グラフに「山梨赤十字病院と富士」及び曰病役員の集合写

真を配し、巻頭言は中山会長の年頭所感で編集した。雑誌12月号から全文のインターネッ

ト掲載を開始した。１月号では一部ネット掲載を断られたが、今後は講師依頼時から許諾

を取るようルール化する旨の報告。

③統計情報委員会（12月３日）

従来からの公私病院連盟との病院運営実態調査は、５月両会長が合意した線に沿って実

施することとした。この覚書の内容を決め、調査項目検討のために双方の合同委員会を開
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催する。平成14年診療報酬改定の影響度調査の概況報告を６月の日本病院学会で発表する

計画という旨の報告。

④ホスピタルショウ委員会（１２月３日）

ホスピタルショウの「目的」を時代に合わせた文言に改正した。１月２９日の開催説明会、

新春講演会（大道久氏）の日程を決定、同日から出展募集を行う。来年のポスターを４案

から決定した旨の報告。

⑤感染症対策委員会（１２月４日）

院内感染防止対策ハンドブックは年度内発fllで進める。ＨＩＶ感染の実態調査案を簡潔

な内容で行うよう検討。ＩＣＤ（感染症管理医師）資格取得のＰＲを行い、ＩＣＳ（感染

症管理者）養成とフォローアップ講習会の実施計画を検討した。感染症海外研修は３月中

～下旬実施で企画中の旨の報告。

⑥インターネット委員会（１２月６日）

メーリングリスト（ＭＬ）利用の会議システムの可能性について検討し、ＭＬは医事、

用度及びＭＳＷ部門から開始することにした。診療報酬改定のデータ入手方法を協議、｝］

病50年史、曰病雑誌及び曰病会員一覧を掲載した｡会員一覧はホームページとリンク設定、

６割強をカバーした旨の報告。

⑦医療経済･税制委員会（１２月７日）

病院経営分析調査は回答507病院を集計中。四病協委員会の報告と曰医の医療経済・経営

検討委員会報告案について説明を受けた。ドイツにおけるＤＲＧについて、各国にネット

ワークを持つ３Ｍドイツの関係者が来日。ＤＲＧは疾病分類法の一つでＤＲＧ／ＰＰＳと

同義語ではない、ドイツはアメリカ版ＤＲＧを参考にＰＰＳに移行期などと講演。

報告の後、中医協・医療経済実態調査の保険者調査の内容が薄く、保険料率や付加給付

など健保組合財政の実態に問題多いと指摘した旨の報告。

⑧閉経後高コレステロール血症予後調査研究運営委員会（12月６日）

矢崎義雄氏を委員長に関連の専門家を集め第１回委員会を開催。人間ドック成績判定小

委員会の勧告を受け、閉経後女'性の総コレステロール判定区分の妥当性を５年かけて調杳

研究する目的。実行、評価、データ管理等７委員会を設ける大型研究となる旨の報告。

⑨予防医学委員会（１２月７日）

日本人間ドック学会の開催予定は平成14年長野、１５年京都、１６年は福岡または愛知で調

整中。人間ドックの第三者評価機構は平成16年の発足を目指す。神戸震災のため廃板とな

っていた「人間ドック優良施設」の新しいプレートができ上がり、日本病院共済会から頒

布することにした旨の報告。

⑩日本人間ドック学会図書編集委員会（１２月７日）

健康医学１１月号を発刊、次号は２月予定。各号の査読担当委員を選任した旨の報告。

⑪医療制度・社会保険老人保健合同委員会（12月１４日）

大学病院等の疾病ごと一日定額払い案に対する曰病の対応を論議。医師臨床研修のヒア

リング報告があり、再度曰病として検討するため小委員会を設けることにした。医療制度

改革に関する「会員の緊急意識調査」は821会員から回答、医療法人の理事長要件の緩和は
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ほぼ賛否同数、営利企業の医業参入は反対８割などの結果であった旨の報告。

報告の後、この調査結果を１月１６日の医業経営の在り方検討会に提出するべきか諮られ、

理事長要件の緩和についても討議されたが、結論は留保した。

⑫組織委員会（12月１４日）

当面の目標として3,000会員の達成を目指し活動する。そのための方策について協議した

旨の報告。

⑬研究研修会

・看護管理研究会１１月２９／３０日倉敷市６４名

２．四病協諸会議の開催報告

①厚労省保険局医療課との意見交換会（'’月'９口）

中医協小委員会に提案された高齢者等の長期入院に対する診療報酬上の扱いと、医療機

関別の包括評価の導入問題について論議。

その後、小委員会から総会と、大きな問題なのにスルスルと通り抜けた感があり、不信

感が残った旨の報告。

②医療保険・診療報酬委員会（１１月３０日）

医療機関別の包括評価の導入については、急'性期医療のあり方から見ると問題が多い。

高齢者等の長期入院に対する診療報酬上の扱いの問題とをまとめて意見書を作成し、厚労

省及び曰医に提出することとした旨の報告。

③介護保険委員会（11月２０日）

介護療養型医療施設の整備に関わる会員アンケートは既に発送した。介護報酬改定に向

けての資料として活用していきたい旨の報告。

④医療制度委員会（11月２１日）

医療機関別の包括評価の導入については大学側の参考意見も聞いたが、この導入に危''其

の念があり、国家百年の計であるから十分な論議が必要と一致した旨の報告。

⑤医業経営．税制委員会（11月２２日）

消費税をゼロ税率課税制度に改める問題は医法協が要望案を作り、曰医を通し要望する

旨の報告。

⑥曰医役員との意見交換会（11月２８日）

曰医常任理事５氏と四病協総合部会メンバーで民間保険の新ガン保険、営利企業の医業

参入、一日定額制と６カ月超入院高齢者の問題を論議した旨の報告。

報告の後、一日定額制は曰医提案の診療報酬体系そのものと言うが、私大協、国大協が

本当に賛同しているのか疑問がある。将来は公立にも適用拡大し、民間も手挙げ方式とさ

れているが、曰病として反対の態度をとるべき、と結論づけた。

⑦総合部会（11月28日）

医療制度改革、診療報酬改定で曰医側と意見調整した。医業経営の在り方、社保審医療

部会、医師臨床研修ヒアリングなど報告。医療制度改革関連の患者向けアピールポスター

を決定、国民向け広報活動のあり方について協議した旨の報告。
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３．社会保障審議会医療部会の出席報告（11月１９日）

医業経営の株式会社参入問題について参考人２氏の意見陳述を聞き、意見交換した。株式

会社参入の意図が医療を本体のＰＲに利用しようというのはいかがなものか、と指摘した、

との報告。

Ｌ医道審議会医師分科会・医師臨床研修検討部会の団体ヒアリングへの出席報告（Ｉｌｒｌ２７

（１）

臨床研修のあり方について四病協代表で出席し、①今後は臨床研修指定病院を中心にした

第一線病院の病院群で行うこと、②研修医に国費として月２０万円程度を支給し、指導医手当

も必要である、③免許証を持っており研修医の保険診療を認めること、④指定病院の要件に

ある剖検率を見直し、臨床研修は医療機能評価機構の認定病院、臨床研修指定病院、救命救

急センターの３条件を備えた病院を核に組織した病院群で行うこと、の４点を主張した、と

の報告。

５．これからの医業経営の在り方に関する検討会の出席報告（１２月１４日）

英米両国における医業経営の動向に関するヒアリングを２氏から行った旨の報告。

報告の後、次回の検討会において曰病会員アンケートの結果を提示するかどうか、また理

事長要件の緩和について常任理事会で決をとるかどうかは、その前の論議のとおり保留した。

６．第51回日本病院学会の会計報告

学会参加者数、発表演題数、併設展示数などと共に収支決算γ監査報告が説明され了承。

７．第52回日本病院学会の進捗状況

秋山常任理事・第５２回学会長から説明。平成14年年６月２０．２１日、ホテル日航東京を会場

に、「医療改革は現場からの提言で」をテーマに実施し、会長講演、特別講演、シンポジウ

ム、市民公開講座などの講師もほぼ確定。参加事前登録は５月８日締切り、演題募集締切り

は３月ｌ曰とした、との報告。

８．国民医療を守る全国総決起大会の出席報告（12月１日）

曰比谷公会堂で曰医、曰歯、看護協会主催で開かれ、関係者3,000名が参集した。曰病は参

加団体として９名出席、との報告。

９．その他、追加報告等

①曰本精神病院協会が定款を変えて、「日本精神科病院協会」とした旨の通知を報告。

②曰本医療機能評価機構理事会・評議員会（１２月１０曰）の出席報告があり、新年度に新し

い評価体系を導入することやＥＢＭデータベース事業の受け入れについて検討した、と

の報告。

③平成13年度第二次補正予算で、ＩＴ化推進として臨床研修指定病院等における電子カル
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テの導入に495億円を措置し、２０日閣議決定の予定。対象は第二次医療圏の中核1カ所程

度とされ、補正なので決定後直ぐ実行の体制をとる。平成12年同様、都道府県が窓口、と

の報告。

〔協議事項〕

1．平成14年度事業計画(案)について

事業計画として14年度学会、ホスピタルショウの概要が示され、他は昨年どおりの計23項

目が提示された。委員会･部会の中で医療保険制度対策特別研究会は

ＤＲＧデータの最終分析を年度内に終了し、今後の検討を既存の医療制度・社保老健委員会

に吸収させることとした。病院倫理綱領の見直し特別委員会も年度内で終了し、解消する。

新たに医療制度策定、臨床研修指定に関する委員会、小委員会の設置案がでた。ほか研究会、

セミナー、通信教育などは昨年度同様の計画が提示さ)r'た。

２．医療制度、医療保険制度、医療費について

診療報酬改定の動向について論議を行い、中医協総会で了承された項目も大学病院等の一

曰定額制などの問題を発言していく。混合診療の問題に関連して、６ヵ月超入院の特定療養

費化などと従来の概念が違ってきている問題が指摘され、曰病として制度改革に関する特別

の委員会を作って検討すべきであるなどと意見がでた。

第１０回常任理事会

平成14年１月26日（土）日本病院会会議室出席者19名

〔承認事項〕

１．会員の入退会について

正会員の入会１件、退会２件と、賛助会員の入会４件、退会５件について承認。計、正会

員2,781会員（公的989、私的1,792、総病床数72万９，１００床)、賛助会員515会員。

２．厚生労働省及び各団体からの依頼について

①第19回ニユーメンブレンテクノロジーシンポジウム2002の協賛

依頼元：日本能率協会

②防災士制度推進委員会委員の就任

依頼元：防災情報機構ＮＰＯ法人

③第８回第１種ＭＥ技術実力検定試験及び講習会の協賛

依頼元：日本エム・イー学会

④平成14年度看護の曰及び看護週間の協賛

依頼元：厚生労働事務次官

⑤認定審査会委員の推薦

依頼元：日本医業経営コンサルタント協会
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⑥生活習慣病予防週間の後援

依頼元：厚労省健康局長

⑦第５回国際福祉健康産業展一ウエルフエア2002-の協賛

依頼元：名古屋国際見本市委員会

⑧ＪＶＭＡＴ災害医療支援シンポジウムの後援

依頼元：日本災害医療支援機構

②は中山会長の委員就任依頼でこれを承認、⑤は３月末の任期満了に伴う委員推薦依頼で

現織本理事を継続推薦、その他の協賛、後援依頼を承認。

３．第３四半期一般会計及び特別会計の収支・監査報告について

１０月から１２月までの第３四半期会計及び累計について､会費収入は平成13年後半の会員増も

あって年度予算を達成し、診療情報管理士の通信教育受講者も引続き増加していることと、

委員会の各種調査や四病協の活動による支出増が目立っているなどの報告がなされ、承認。

〔報告事項〕

1．各委員会、研究研修会の開催報告

①統計情報委員会（１月１０日）

公私病院連盟との病院運営実態分析調査についての「覚書」を12月１５日に取り交わし、

調査票の再検討のため専門委員による小委員会を設置することとした旨の報告。

②医療経済・税制委員会（１月１８曰）

消費税に関する調査(平成12年度)の中間報告がなされた｡会員496病院の集計によると、

控除できない消費税額の総計は771億9,300万円（１病院平均’億5,500万円）で、その割合

（対医業収益の非課税売上）は2.80゜これから過去２回の転嫁分を差し引いた病院の実質

負担額（持ち出し）は356億6,700万円（１病院平均7,190万円）となった。前回・平成１０

年度調査より0.19ポイント増、ｌ病院平均の負担額は1,460万円増した。この負担増は私的

病院の場合ほぼ変わらず、ほとんどが公的病院の増によるものであった旨の報告。

③中小病院委員会（１月２３日）

広島における情報交換会は２月９日、済生会広島病院で医療制度改革と中小病院の経営

戦略をテーマに行い、第52回日本病院学会におけるシンポジウムは６月２１日、ホテル日航

東京で開催する。その内容を確定させた旨の報告。

④学術委員会（12月２５日、１月25曰）

曰病雑誌２月号を常任理事会当日配布、新しい「倫理綱領」を全文掲載した。この綱領

は関係者の注目もあり、２１年前と同様院内掲示用のものを作って会員に送付する予定。雑

誌３月、４月号について企画し、１０年ほど前に設定した「用字・用語の統一について」の

改訂第２版を定めた旨の報告。

⑤日本人間ドック学会・閉経後高コレステロール血症予後調査研究実行委員会（１月１７

日）
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平成13年12月の研究事業推進の決定を受け､実務を行う委員会として第１回会合を開催｡

この研究に対し現在人間ドック107施設から39,000人分の協力申し出を得ているが､なお上

積みが必要であり、受診者等関係者にPRすることとした旨の報告。

⑥介護保険制度委員会（１月２５日）

介護保険の会員アンケートについて中間報告を行った。社会保障審議会介護給付費分科

会に出された療養病床の介護老人保健施設への療養竜面積等の転換特例について、６ヵ）１

超入院患者の特定療養費化との関連で論議した旨の報告。

⑦広報委員会（１月２５日）

次期シリーズ特集として「医療に関する情報開示」を取り上げることとし、曰病の対外

広報、広報活動のあり方について討議した。広報委員による座談会を収録した旨の報告。

⑧医療制度．社会保険老人保健合同委員会（１月２５日）

今回の診療報酬マイナス改定に対する問題と高齢者等の６カ月超入院に対して医療が必

要な状態の事例を検討し、厚労省、曰医に四病協として要望することを了承した。医療法

人の理事長要件緩和問題について討議し、医師の臨床研修問題検討小委員会の設置（堺常

雄委員長）を決めた旨の報告。

２．四病協諸会議の開催報告

①総合部会（１２月１９日、１月２３日）

診療報酬のマイナス改定が本体で1.3％になることを病院団体が新聞報道で知るという

状況を問題視し、曰医との連絡体制について討議した。高齢者等の６ヵ月超人院問題と大

学病院等の包括評価導入については慎重な検討が必要という意見書をまとめて１９日、曰医

に提出した｡大学側は一日定額払いを受け入れる方向で条件闘争に入るという動きもあり、

特に診療情報管理体制の急整備という刺激が要点ともされている。

２３日の総合部会では前２者の問題について厚労省医療課長と意見交換した。更に同日、

医療制度の抜本改革が進まない中で診療報酬本体のマイナス改定に踏み込んだことを遺憾

とし今回の改定に対する２～３の要望をまとめた。厚労省と日医に提出する旨の報告。

②医療制度改革検討委員会（12月２１日、１月25日）

今回の診療報酬改定を含め国の医療制度改革の方向が財政調整中心となって、病院のあ

るべき姿が欠落しているという観点から、急性期医療、急性期から慢性期への移行、在宅

など、将来の医療提供体制についてまとめるための検討を開始した。公・私病院の機能問

題も含める旨の報告。

③医療制度委員会（１月１５日）

医療機関情報の提供､広告規制の緩和に関する問題をテーマに、医療の標準化、ＩＴ化、

、病院機能評価、専門医の広告などについて論議した旨の報告。

④医療保険・診療報酬委員会（１月１７曰、１月23日）

今回マイナスとなった診療報酬の改定作業について、曰医病院担当常任理事と協議した。

今月中にもう一度開催し意見集約して中医協に間に合わせる。また、マイナス改定に対す

る見解と要望をまとめ、高齢者等の６カ月超入院患者に入院基本料を特定療養費化する案
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に対しては、６カ月を超えても入院が必要であるという状態の事例をまとめて厚労省へ提

出することとした旨の報告。

⑤介護保険委員会（１１月２２日）

平成13年１２月実施の介護保険アンケートは1,311件からの回答を中間集計したが､回答者

の属性を分類して再度集計し次回検討することとした。介護支援専門員調査報告や６ヵ月

超人院高齢者の問題と介護老健施設への転換特例について論議した旨の報告。

３．曰医・病院委員会の出席報告について（９月１９日、１１月２８曰）

今期報告書「２１世紀における病院のあるべき姿について」を検討した。各方面の委員によ

り２年間論議し、２１世紀初頭の15年間の近未来をやろうということで、基本的方向、公私の

役割分担、病院と医師養成、当面の課題等についてまとめ、来月には成案を得る見込み、と

の報告。

４．公私病連との病院運営実態分析調査に関する合同検討会の開催報告（１月１０日）

平成14年度病院運営実態分析調査（６月調査）の実施計画について協議し、①調査票の見

直しは両団体３～４名の委員による小委員会で行う、②調査データの保管は双方で行い保存

形式はパソコン処理が可能な形式とする、③結果概要の公表は両団体連名で行い電子媒体に

よる販売も予定する、などのことを決めた。１月２４日には小委員会を開催した、との報告。

５．社会保障審議会医療部会の出席報告（１月２１曰）

医療の情報提供について、その考え方と広告規制の緩和を議題に審議した。患者の立場か

らの積極的な情報提供と制度改革を求める意見書が委員から提示され、医療側委員との討論

が行われた、との報告。

６．日本診療録管理学会蝿事会の開催報告（１月25日）

岡島前理事長の任期途中の退任に伴う後任選出について協議したが、出席理事が半数の５

名で重要議題を審議する場として適切でないとし、３月に改めて開催することにした、との

報告。

７．その他

①平成13年度厚労省第２次補正予算で臨床研修指定病院等における電子カルテの導入等

の推進として260億円が措置される見込みで、１月末から２月半ばにかけて各県から厚労

省へ申請することになるので該当するところは手挙げ等の準備が必要、との報告。

②財津晃顧問が出席し、病院地域医療推進協議会が研究してきた微量元素の食材への取り

込みについて、曰病の指導を得たいと説明した。

〔協議事項〕

1．平成14年度予算(案)、事業計画(案)について

一般会計の収入合計が8億390万円、支出合計は８億180万円、特別会計と合わせた合計収入
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が12億1,070万円、支出８億940万円という14年度予算案について承認した。２月合同理事会、

３月代議員会・総会にかける。事業計画については先月提案と特段の変更はなく了承。

２．医療制度改革について

医療法人の理事長要件に関する案件について討議した。社会保障審議会で医療への株式会

社参入について審議することになっており、これとの関連を含めて日病として意見統一する

必要があるとされた。

平成１０年に理事長要件が緩和され、５年以上経営が安定していること、理事長としてふさ

わしい人と都道府県医療審議会が認めることなど、幾つかの例を挙げて非医師でも理事長に

なれるとしたが、その緩和以降認可された医療法人が121あり、緩和以前を合わせると全[q

で335法人が非医師の理事長とされる。３年間で121という数字は、あの程度の緩和でも相DLi

理事長になれたのだという実感があり、曰病の会員アンケートがほぼ賛否同数であったとい

う結果を見ても、３年前の緩和で実効が上がっているのにここで急いで緩和する必要はない

のではないか、慎重にしばらく現状を維持するというのが大方の意見ではないか、というこ

とにほぼ代表された。

第１１回常任理事会

平成14年２月２３曰（ｔ）曰病会議室

第４回理事会と合同開催（理事会の項参照）

第１２回常任理事会

平成14年３月２３日（士）日本病院会会議室出席者18名

〔承認事項〕

1．代議員会・総会における会長所信について

常任理事会終了後に開かれる代議員会・総会における中山会長の会長所信について説明が

あり、了承。

２．役員・参与の異動について

４月1日付で院長退任、名誉院長となる予定の奈良、山本両副会長には病院代表として副

会長を継続していただきたい旨が述べられ賛同を得た。他に、理事の欠員と公的病院長の理

事退任に伴う補選を予定し、三宅前ホスピタルショウ委員長の参与委嘱が諮られて承認。

3.．会員の人退会について

正会員の入会２件、退会６件と役員慰留による退会撤回が1件、国立病院・療養所の統合に

よる減が２件、経営移譲が３件と、賛助会員の入会３件、退会14件について承認。計、正会

員2,774会員（公的982、私的1,792、総病床数72万7,400床)、賛助会員503会員。
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４．厚生労働省及び各団体からの依頼について

①全国痴呆性高齢者グループホーム大会（2002年フォーラムin盛岡）

依頼元：全国痴呆`性高齢者グループホーム協会

②平成14年度運動療法機能訓練技能講習会の後援

依頼元：全国病院理学療法協会

③第５回医療機能評価研究フォーラムの後援

依頼元：日本医療機能評価機構

④献血推進全国協議会（仮称）への参加

依頼元：日本赤十字社

の後援

①～④すべて承認。

５．－日人間ドック（総合健診）実施指定について

日本総合健診医学会の答申を受け、２件の一日ドック施設指定を承認。

６事務局人事について

学術部所属職員の退職（３／31）と後任採用（４／ｌ）について承認。

〔報告事項〕

1．各委員会、研究研修会の開催報告

①救急医療防災対策委員会（２月２６日）

１０月２４日、名古屋で開催予定のセミナーについてプログラム内容を検討した。東海大地

震などをテーマに７月頃に確定させる旨の報告。

②診療情報管理課程小委員会（３月４日）

通信教育実施要綱を改定して平成14年度から実施したい。現行の基礎及び専門課程各６

科目をそれぞれ12科目に倍増させ、受講料は年額７万円から１０万円に値上げ、教科書やリ

ポート問題を改定し、講師も若手中心に増員する計画である。また専門学校の編入制を廃

止して､大学同様３年制以上を対象とした認定試験受験指定校とする計画である旨の報告。

③感染症対策委員会（３月１５曰）

院内感染防止対策ハンドブックは代案について検討し、４月中に作成予定。表題の院内

は病院に改める。ＩＣＳ養成について６名の小委員会委員が推薦され、承認。京都私立病

院協会作成の褥瘡マニュアルは曰病雑誌に掲載予定の旨の報告。

④中小病院委員会（３月２０日）

６月２１日の日本病院学会における中小病院シンポジウムについて打合せを行った旨の報

ｏ

生
口

⑤広報委員会（３月22日）

曰病ニュースの次期シリーズ特集は診療報酬改定問題とし、各論的に、患者の受診行動

や地域医療への影響などを取り上げたい。広報のあり方について論議し、役員会と会員の
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間の情報提供としての曰病ニュースの役割を主に、対外的広報はインターネット委員会と

協力しながら進めるという方針を確認した旨の報告。なお、廣田委員長が健康上の理由で

委員長を辞任、後任の委員長に真田副委員長、副委員長に石井（暎）委員が就任すること

について諮られ、承認。

⑥学術委員会（３月２２日）

曰病雑誌４月号を常任即事会にて配布、本号掲載の医師のための保険診療の手引きは希

望者に別冊を頒布。ジャパン・ホスピタルズ2001年版が完成、引続き次年版の原稿を募集

する旨の報告。

⑦研究研修会

・医療安全対策のためのセミナー３月６／７ロ東京都５８名

・薬事管理研究会３月８日東京l１ｉＢ５４名

・事務長セミナー３月１３／１４日横浜市184名

・診療報酬改定説明会３月１５日東京都1,815名

〃 ３月１８日神戸市2,071名

２．四病協諸会議の開催報告

①医療制度委員会（２月２６日）

医療保険制度改革に対する提言（案）として三方一iTIi損の解釈に対する問題提起の論文

について協議、非常勤医師の常勤換算等、病院従業者数の標準の算出を小数点第１位まで

求めるよう検討、タバコの健康被害に対する問題提起を検討、この３つを論点として総合

部会に諮ることとした旨の報告。

②厚労省保険局医療課長との懇談会（２月２７日）

総合部会に先立ち今回の点数改定をめぐって懇談、手術料の体系と年間症例数の問題、

マイナス改定の影響度、急性期の条件整備などが議論となった旨の報告。

③総合部会（２月27日）

病院会計準則を各開設者共通にしようという研究は６月に最終報告とする予定。消費税

見直しの要望書を曰医に提出した。診療報酬改定の結果について論議し、今後中医協|こも

のを言える会として、四病協と中医協委員を入れた診療報酬検討審議会を作るよう曰医に

申し入れた旨の報告。

④医療制度改革検討委員会（３月１日）

今後の医療提供体制をテーマに、厚労省医政局の企画官と一緒になって急性期、‘慢』性期

等のあり方を話す会になっている。今はブレーン・ストーミングの段階であるが、診療報

酬のグチもでて、ＤＲＧをメインにして行くべきではないかとか、ＤＲＧという言葉が嫌

われておりその文言を変えてはどうかという話題もでた。今後１年くらいかけて医療提供

のあり方をまとめる。

⑤税制勉強会（医業経営・税制委員会、３月４日）

消費税問題で自民党税制調査会相澤会長と懇談した。医療界は最初に非課税を希望して

今度課税を求めるのはおかしいではないかという話もあったが、当初損税は発生しないと
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聞いてけ才［ども実態は違うと事情説明し、曰病の調査報告書も提示して、病院が過大な負

担を強いられていることの瑚解を求めた旨の報告。

３．社会保障審議会医療部会の出席報告（２月２５日、３月１１日）

医療法人の理事長要件と株式会社の参入問題について､なお委員の間でやりとりがあった。

広告規制が緩和され、新たに広告できる事項が大幅に増えることになる、との報告。

l・日本診療録管理学会理事会の開催報告（３月１４日）

前回から継続審議となった理事長選出のための理事会を開き、川席理事６名で投票した結

果、西村昭男理事長代行が後任の理事長に選出された。中[11会長からは、３月１４m付で''１１事

長に委嘱する旨の報告。

５．曰医・病院委員会報告

当委員会報告の「２１世紀における病院のあるべき姿について」、曰医会長に答申した。医療

の非営利性の堅持と病院事業への営利法人参入の排除を明記し、医師養成は大学だけで行っ

ていると全人的医療の教育はできないと述べ、急'性期一般と療養病床だけの区分ではなく長

期一般病床のようなものを作らないと大変不便であること、更に病院のあるべき姿として

治療の拠点から健康の拠点へという立場を明確にすることなどについて触れている。

６．その他

①日本医薬品卸業連合会長から３月８日付け曰病会長あて、価格交渉については薬価告示

後メーカーとのお折衝及び経営計画見直し作業に３週間必要で、その後に交渉してほしい

という要請書が届いた、との報告。

②曰医の診療ガイドライン・情報センタープロジェクト委員会は、ＥＢＭに関するデータ

ベース設置を医療機能評価機構で引き受けることになったため、第３回委員会（３月１４日）

をもって終了した、との報告。

③曰病熊本県支部長が廣田耕三氏から高野正博氏に３月３１曰付で交代。

④外科系学会社会保険委員会連合から中山会長あて、手術の施設基準設定範囲の大幅拡大

と基準に達しない施設の30％減額は客観的データも根拠もなく、これを早急に改二善すべき

と要望書が届いた、との報告。

⑤厚労省の試行診断群分類活用の調査協力病院説明会が３月２２日開かれ、民間を含む調査

結果の中間報告がなされた。ＤＲＧを別の言葉に変えたいという提案があり、原価計算の

標準化の研究にも着手する、との報告。

〔協議事項〕

1．診療報酬改定について

点数改定の３月中旬の通知に向けた四病協の要望事項は、①長期入院患者の入院基本料及

び200床以上病院の再診料に特定療養費が導入されたのは従来の特定療養費の概念を大きく
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変えるものであり、その明確な定義と今後の方向性を国民に示すべきである、②180曰超の

入院基本料の特定療養費化に対する除外規定は慢性呼吸障害、感染者、合併症のある痴呆症、

長期リハビリを要するもの等と十分に拡大すること、③今回、平均在院日数を短縮し、看護

基準は据置き、医療安全を推進し、入院基本料は減という相容れない改定が行われる。医療

事故、看護職員の労働条件悪化を避けるために告示、通知等の配慮が必要である、④リハビ

リの算定が大きく変わり、脳血管疾患等では急性期及び回復期の十分なリハビリが必要で、

個別療法月１１単位を超える場合の減算除外規定に配慮が必要である、⑤特定入院料算定患者

の他科受診は出来高算定できるようにすべきである、⑥手術の施設基準については手術件数

の地域差があり、年数だけで医師の技術は評価できず、アウトカム評価も未整備で導入は拙

速である－などとまとめ、これに各団体の要望事項を添付して３月４日付で厚労省に提示し

た。

各理事からは、特に手術の施設基準の問題が重大であり、症例数を基準とすることは根本

的に間違った発想で臨床研修にも悪影響を与える、点数自体が下がり更に減算されると40パ

ーセントも下がる、地域によって二次医療圏で手術できないものもでてくる、医療のあり方

をゆがめる危険性がある、政策決定の課程を含めて厳重抗議し撤回を求めるべきだなどと意

見がでた。その他の不合理もあり、各理事からの文書提出を求めて対応することを決めた。
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第４委員会・部会

医療制度委員会

社会保険・老人保健委員会

1．開催回数１０回

２．出席者数延べ130名

３．協議事項

ｌ）今後の方針，運営について

２）医療制度改革および診療報酬改定に係わる日本病院会の対応について

①営利法人の病院経営参入に対する現実的対応に関する整理メモ

②医療法人の理事長要件の見直しについて

③医療に関する情報提供について

④平成14年度診療報酬改定について特にマイナス改定に関する見解と要望（案）につ

いて

⑤療養病床等に６ケ月を超えて入院している患者の診療報酬上の取扱いについて要望

（案）

⑥「保険者機能の強化」の前に検証すべき問題点

⑦医療保険制度改革に対する提言（案）について

３）経済財政諮問会議の基本方針と総合規制改革会議中間報告に係る日本病院会の対応につ

いて

①内閣府総合規制改革会議ヒアリングについて

４）曰医、曰病、四病協等の関連委員会について

①四病協医療保険・診療報酬委員会の要望書（案）について

②厚労省医師臨床研修に関する四病協としての対応について

③病院の従業者数の標準とその現員数について

④病院会計準則研究委員会中間報告スケルトン（案）について

５）その他

①ソーシャルセキュリティ番号の導入について

②日本医療機能評価機構より認定を受けた病院の認定内容の公表について

③内保連の報告について

④「勤務医師のために」及び「入退院マニュアル作成指針」の見直しについて

１．

２．

総評

医療制度問題と診療報酬の問題はいわば表裏の関係にあることから、今年度は合同開催で行

、進行は委員長交互で毎月開催した。

医療制度改革に関して厚労省、財務省等から試案が示された。これらは経済財政諮問会議の

４．

い、

基本方針や総合規制改革会議など内閣府の取り組みに対応した動きであった。特に、後者の「軍
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点６分野に関する中間とりまとめ」については９月２０日のヒアリングにおいて病院団体として

意見を述べた。

改革行程は３年にわたることでもあり、今後も更に当合同委員会では自由關達な論議と意見

の取りまとめが必要である。両会議とも我が国の経済財政の立場から切迫した将来問題の解決

を目指して、多様な周辺的な示唆のなかで医療サービスに関する専門的で具体的な改革案を

我々に求めているものと考える。従って、我々は先方の提案や問題提起に対する賛否意見に終

始するだけでなく、医療効率化など業務の在り方の変革、即ち専門実務のリ・エンジニアリン

グに向けた積極的提案を明示する必要がある。例えば、一昨年７月に医療制度委員会（北條慶

一委員長）が作成した「２１世紀の国民医療と病院］の基である同標題“各委員論点集'，を再整

fWすることにより、医療提供側のiZ場から中長期的な視野で医療の中身に関する提言を取りま

とめて、論議の叩き台に使用した。その折、今後は受身の立場ではなく、時間がかかっても自

ら基本制度を倉Ｉ案し、それを国に投げかける。場合によっては、ヒアリングの席を我々が設け

て逆に先方を呼んではどうかなど短時間であったが多彩な意見が出された。

そのような中で、病院の法人形態を検討する小委員会と臨床研修問題検討小委員会を設け意

見集約を図った゜

今後も、①四病協の枠組みなど環境変化のなかで当委員会の役割と機能、②当委員会におけ

る意見（会員を含む）の収集と総括、機関見解への方法論など基本的な事項について議題とし

て取り上げたい。

○意見交換

1．医療制度改革の課題と視点

厚生労働省保険局老人医療企画室長鈴木俊彦

高齢者医療保険制度に関して曰病見解をまとめるために、鈴木俊彦・厚労省保険局老人医療

企画室長を招き、医療制度改革と視点（高齢者医療，高齢者医療費）について意見交換を行っ

た。

２．医療保険制度の改革における動向について

－新しい民間医療保険の戦略と将来展望一

セコム損害保険（株）取締役社長山中征二

「骨太の方針」で公民ミックスによる医療サービスの提供など、公的医療保険の守備範囲の

見直しが躯われた。それをふまえて、自由診療保険メディコムの仕組み、基本コンセプト等に

ついて質疑応答を行った。

○アンケート調査の実施

１．小児医療についてのアンケート調査

医療制度改革試案では、当面進めるべき施策の一つとして小児医療の充実の必要'性が掲げら

れている。このような状況をふまえて、小児夜間（休日）救急体制、小児病棟の看護単位等に
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関する現況調査を2,781会員の中から、小児科を標傍している約1,500会員を対象に行い、公的

262病院、私的129病院、計391病院からの回答（回答率26.3％）を得た。

２．医療改革に対する会員の意識調査

2,625会員を対象に行い、公的362病院、私的459病院、

２１ある設問のうち、特に「医療法人の即事長要件ｌと

概要を示す。

ｌ）「医療法人の理事長要件」について（有効回答815件）

計821病院（31.3％）から回答を得た。

「営利企業の医業参入」に対するⅢＩ符

２）「営利企業の医業参入」について（有効回答815件）

○委員会開催

〈
石
〈
室
〈
君
〈
套
〈
万
へ
云
へ
戸
〈
室
〈
三
〈
呑

院
院
院
院
院
院
院
院
院
院

場
病
病
病
病
病
病
病
病
病
病

会
本
本
本
本
本
本
本
本
本
本

日
日
日
曰
曰
日
日
曰
曰
曰

数者
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

席
旧
旧
咀
旧
川
田
Ⅱ
冊
胆
Ⅱ

出

開催曰

５月２４日

６月２９日

７月２７日

８月２４日

９月２１日

１０月２６日

１１月１６日

１２月１４日

１月２５日

２月２１日

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

木
令
金
金
余
金
金
金
余
木

Ｉ
く
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

回
回
回
回
回
回
回
回
回
回

１
２
３
４
５
６
７
８
９
Ｎ

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
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公的（有効回容359件） 私的（有効回答456件）

①医師である必要はない 158件（44.0％） 221件（48.5％）

②医師であるべきである 183件（5Ｌ０％） 209件（45.8％）

③わからない 18件（５．０％） 26件（５．７％）

公的（有効回答361件） 私的（有効回答454件）

①賛成である 27件（７．５％） 75件（16.5％）

②反対である 302件（83.7％） 344件（75.8％）

③わからない 32件（８．９％） 35件（７．７％）



■小委員会

１．病院の法人形態を検討する小委員会

ｌ）委員構成委員長梶原優・板倉病院理事長

委員石井孝宜・石井公認会計士事務所代表

〃川合弘毅・医療法人若弘会理事長

〃竹田秀・竹田綜合病院理事長

〃旱和夫・青梅市立総合病院院長

２）開催回数３回

３）出席者数延べ15名

４）答申書営利法人による病院経営参入について４項目からなる輻たる意見と、営利

法人による病院経営参入議論前の条件整備として７項目からなる答申書をま

とめた。

２．臨床研修問題検討小委員会

１）委員構成委員長堺常雄・聖隷浜松病院院長

委貝天川孝則・横浜赤十字病院院長

〃大井利夫・上都賀総合病院名誉院長

〃梶原優・板倉病院理事長

〃西村昭男・医療法人力レスアライアンス理事長

〃星和夫・青梅市立総合病院院長

〃山本修三・済生会神奈川県病院院長

２）第１回目を２月２１日に開催し、平成16年度からの臨床研修必修化後の臨床研修の具体的

在り方について意見交換を行い、原点に戻りその目的や意義を再確認する必要性が肝要と

の意見で一致した。

－７８－



平成１３年８月２４口

社団法人日本病院会

医療制度委員会

委員長福井 順様

社会保険・老人保健委員会

委員長西村昭男様

答申書

「営利法人による病院経営参入」

たので、ご提出いたします。

については別紙のとおりとりまとめまし

1．営利法人による病院経営参人について

（日本病院会の主たる意見）

４項目

２．営利法人による病院経営参人議論前の条件整備７項目

病院の法人形態を検討する小委員会

委員長梶原優

委負石井孝官

川合弘毅

竹田秀

旱和夫
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営利法人による病院経営参入について

日本病院会の左たる意見

(1)営利法人による病院経営への参入は、現在のところ医療法（Ｓ２３年205

号）第７条第５項、および第５4条において強く否定されている。

（Ｈ5.非営利通知）

(2)現在までのところ、第４次医療法改正のもと、新たな地域医療計画が策

定され、各医療圏毎の機能分担が今後さらにすすみ、保健、医療、介護、

福祉の整備と連携がもとめられているところである。

(3)行政構造改革のもと、非効率といわれていた、国IfZ､公立病院の再編と、

自主、独立経営も今後２年間に加速される環境である.

(4)医療制度、医療保険制度が社会保障構造改革のもと、大きく今後２年間

に激変し、又医療法人のあり方、普遍的な病院会計準則のあり方を検討し

ているところである。

以上の理由により、営利法人の病院経営参入の議論は時期尚早である。
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営利法人による病院経営参入議論前の条件整備

(1)医療法人制度を抜本的に見直し、設立宅体は問わず全ての病院は「医療

施設開設者法」（仮称）にまとめる。

(2)設立主体を問わず、普遍的病院会計準則にのっとり会計を公表する。

(3)医療法第７条第５項、及び第５４条の主旨にのっとり、病院事業の計算

を会社計算に含めることは認めるが、当該事業から生じた利祐は配当可能

利柱に算入しない。また、会社に留保された病院事業に係る利益は医療及

びその周辺事業に限って活用することを認める。

(4)あらゆる設京主体の医療施設は、各医療圏の地域医療計画の枠内におい

て、地域医療の一翼を担う、義務と責任を負う。

(5)既存の設立j三体の医療施設には、資金調達面において、病院債発行機関

を設け直接金融の道を開く、この際、病院債利息は無税とする。

(6)条件さえ満たせば、法人設立主体間の移行を自由化する。

(7)医療法人の業務範囲に関する制度規制を緩和する。
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医療経済・税制委員会

1．開催回数６回

２．出席者数延べ49名

３．協議事項

ｌ）作業委員の選任について

２）平成12年度病院経営分析調査について

３）平成13年度税制改正について

４）四病協医業経営・税制委員会について

５）その他

①医療制度改革および診療報酬制度改革で論じられている問題点と方向性について

②電子カルテについて

４．総評

当委員会は病院経営をより良くするために、例年どおり病院経営分析調査を行うほかに、

本年度は新たに介護報酬に含まれている消費税割合を試算した。また、これら資料にもとづ

き病院負担の割合が大きい現行税制に対する改善の要望・陳情を行った。

３．

(消費税について）

調査回収病院496病院の医業収益の非課税売上は、２兆7556億6216万円で、平成12年度の国

民医療費29兆円の１割弱である。これら496病院が納めた消費税は、合計813億4772万３前年

であり、単純に平均すれば１病院当たり’億6400万７千年である。但し、この平均値を超え

ているのは、自治体立、公的、その他公的及び学校法人の合計292病院（約59％）である。

この’億6400万７千円の内、非課税売上に対応する消費税、即ち控除できない消費税は、

支払消費税額に非課税売上割合を乗じたもので、771億9359万６千円である。これはｌ病院に

つき’億5563万２千円となる。この額が医業収益の非課税売上の中に含まれる1.53％の消費

税相当分より大きくなれば、所謂損税が発生しないことになる。

医業収益の非課税売上額の中には、謂わば内税の形で1.53％が含まれていることになる。

だから２兆7556億6216万円からこの1.53％分を除くと、２兆7141億3588万１千円となる。こ

の値で771億9359万６千円を除すると、２．８４％となる。従って、単純平均して診療報酬の中に

２．８４％上乗せしてあれば、問題はない。実際には1.53％の上乗せだから、Ｌ３１％の損税が発

生していることになる。その全額は355億5518万４千円であり、１病院の単純平均損税額は

7168万３千円だった。

(税制改正要望）

従前どおりの厚生労働省、自由民主党、民主党に加え、財務省にも出向いたほか、四病協

を通じて曰医や、相澤英之衆議院議員と会合し病院に関する税制の陳情を行った。
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○意見交換

１．，病，財務省主税局との懇談会

ｌ）開催曰９月６日（木）

２）会場財務省主税局

３）出席者曰病２名，財務省主税局税制二課３名

４）財務省担当官に対して、日本の消費税制の根本的な誤りを指摘するとともに、それに

対する解消策として、①たばこ税を増税すること②所得税は低くフラットにして消費税

を諸外国なみに高くすること等を提案した。

２．ドイツにおけるＤＲＧ／ＰＰＳについて

ｌ）開催曰１２月７日（金）

２）会場日本病院会

３）出席者EckhardFlueggeMD（３Ｍドイツ）

ＲｉｃｈＳａｎｄｅｒｓ （３Ｍアメリカインターナショナル事業責任者）

ＬｅｏｎＰａｆｆ（３Ｍオーストラリア太平洋地区担当者）

ＮａｎｃｙＬａｒｓｏｎ （３Ｍアメリカ事業担当取締役）

４）ＤＲＧは臨床上と治療に使用した医療資源（人、医療材料、入院費用等）の必要

度から急性期の入院患者を統計上意義のあるグループに分類する方法で、限られた

医療資源を合理的かつ科学的に配分するツールであるという観点から、主にドイツ

を中心にＤＲＧを用いた病院経営改善事例について意見交換を行った。

○アンケート調査の実施

1．病院経営分析調査について

１）調査客体日本病院会会員2778病院

２）調査期間平成13年９月１０日～９月３０日

３）有効回答496病院（公的301病院，私的195病院）

４）集計内容①経営主体別、病床規模別、黒字・赤字病院別等

②医業利益および実働病床数との相関係数等

○予算・税制改正に関する要望

ｌ）要望内容予算要望３項目

税制改正要望

重要改正要望項目１項目

要望項目国税１１項目

地方税７項目

－８３－



２）提出先

６月７日

９月６日

９月１９日

様
様
様
様
様

厚生労働省医政局指導課長石塚栄

財務省主税局税制第二課長古谷一之

自由民主党政務調査会会長麻生太郎

組織本部部長曰見庄三郎

社団法人日本医師会会長坪井栄孝

自由民主党政務調査会厚生労働部会

会長金田勝年

組織本部厚生関係団体協議会

委員長熊代昭彦

民主党税制調査会会長峰埼直樹

９月２６日

１１月６日

様

様
様

１１月７日

○委員会開催

開催曰

第１回８月８日

第２回９月１４日

第３回１０月１０日

第４回１１月１３日

第５回１２月７日

第６回１月１８日

会場

日本病院会

日本病院会

日本病院会

日本病院会

曰本病院会

日本病院会

出席者数

７名

７名

８名

６名

１２名

９名

Ｊ
１
１
Ｊ
１
１

水
金
水
水
金
金

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

■小委員会

１．医療経済・税制委員会作業委員会

ｌ）設置目的今年度から、病院経営分析調査を行う際、今年度から、病院経営分析調査を行う際、調査表の素案作成や集計等を

行うことを目的とする委員会を設けた。

委員長大鷲雅昌・中野総合病院経理課長

委員尾崎優子・医療法人石心会本部総務課

〃佐藤賢治・東名厚木病院医事課長

７回

延べ20名

①平成12年度病院経営分析調杳表の作成・集計方について

②報告書の作成について

２）委員構成

開催回数

出席者数

協議事項

３）

４）

５）
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病院の消費税に関する調査

報 告 書

粋）(抜

平成１４ 年 月１

会

本
税

病
制

院
員社団法人曰

医療経済. 会委

－８５－



１．回答状況

1．経営主体別
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1．消費税害１１合総括表《経営主体別》
税額控除できない消費税の社会保険医療収入(非課税売上)に対する割合

1．上段は合計額．下段は1病院あたりの平均額である。
2.精神･療養病院とは､総病床数の80％以上有する病院である。
３Ａは社会保険医療収入以外に正常分娩にかかる収入も含んでいる。
4.端数計算はすべて切り捨てとした。
５本集計におＩﾅるＢ､Ｃ及びＥは､個々の病院の値を合計し平均したもので､表の数値を計算した金額とは一致しない。
また､控除できない消費税額割合及び消費税の実質負担額は集計表より算出した数値である。
６控除できない消費税割合の算定式であらわせるＡ’は、医業収益の非課税売上Ａから保険点数に含まれているとされる
消養税相当分(1.53％)を控除した額である。
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２消費税割合総括表《一般病院・ケアミックス病院、病床規模別》
税額控除できない消費税の社会保険医療収入(非課税売上)に対する害I合

(単位:千円）

９８

８２

９２

ｌ１

１６１ｌ

ｌ－

２１

1．上段は合計額．下段は1病院あたりの平均額である。

２Ａは社会保険医療収入以外に正常分娩にかかる収入も含んでいる。

ａ端数計算はすべて切り捨てとした。

４本集計におけるＢ､Ｃ及びＥは、個々の病院の値を合計し平均したもので､表の数値を計算した金額とは＿致しない。
また､控除できない消費税額割合及び消費税の実質負担額は集計表より算出した数値である。

５控除できない消費税割合の算定式であらわせるＡ‘は､医業収益の非課税売上Ａから保険点数に含まれているとされる
消費税相当分(1.53％)を控除した額である。

－８８－

一
》
集
蕊
読
議
一
数
溌

一
一
》
鍵
蕊
塗
織
灘
騨
蕊

霧
益
》
蕊
売
繍
溌
蕊
繍

織
収
露
辮
税
溌
醗
鷲
蕊

》
蟻
蝋
繍
蝋
繍
柵

蕊繍蕊総鍵蕊議聴蕊蕊鍵益議蕊蝋

蕊
墾
蕊
醗
蕊
蕊

零
売
溌
溌
繊
蕊

辮
税
溌
辮
怠
蕊

一
鐇
課
溌
議
溌
蕊

辮
罪
蕊
鑑
識
蕊

蕊課税売襲蕊｜

蕊鍵溌邇議蕊蝋

■繍燃嚇口■蝋

蕊臼鵜i遍蕊

・
・
・
Ｏ
Ｑ
Ｊ
０
ｏ
Ｃ
０
ｏ
。
。
。
。
・
・
Ｄ
Ｏ
Ｏ
０
Ｄ
ｏ
・
Ｃ
Ｄ
０
Ｑ
Ｄ
・
０
．
．
０
．
．
０
．
，
０
．
０
０
，
０
．
０
．
．
．
，
．
０
Ｃ
Ｄ
。
．
。
。
。

》
擁
蕊
額
鍵
蕊
蕊

蝋
蝋
雛
蝋
織
柵

率
藁
》
蕊
消
蕊
溌
鍵
溌

$ii控除藩憲な蝋ｉｉ

議讃費競騨麟ｉ

蕊雲鑿蕊}Ｉ

一一繊蝋鵜繍』一
》
》
巻
》
蕊
額
鱗
蕊

、蝋搬繍織:消Ｉ蓑税額割1言！
;灘ｉＥＩ溌灘繊蕊；

蕊議議蝿

蕊消費税迩実;資ｊｉｌｉ

蕊負:溌担；鰯額麟

鰯(持ちＩ出ifij額)ｉｉ鱗

２０床

Ｐ￣

９９床

3９

37,391,948

958,767

38,341,396

983,112

2,846,857

72,996

0.927

1,523,493

39,063

1,422,617
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６
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３費用科目別の消費税害１１合《経営主体別》
税額控除できない消費税の社会保険医療収入(非課税売上)に対する割合

．
Ｌ=＿－－－－＿＝

上段：消費税額（単位:千円）
下段：非課税売上に対する消費税割合

－８９－

(単位:千円）》
一
葉
三
銭
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認
識
》
一
一
一

1材蕊料蕊費ｉｉｉ

Ｔ「鵜獅織趾『
一一一騨嚇繍一曰

辮
養
議
灘
辮
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蕊
灘
》
》

;ｉ義慧譲謹議＃
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溌
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護

溌
鑓
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識
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固
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灘
繊
取
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群
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騨
鉾
郭
資
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鍬
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一
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灘
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騨
２
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溌
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溌
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騨
２
鐘
灘
翰
騨

1３５

３

4１

３

鮒躯11：
■■●■Ｕ■中の●の■

U□■｡□凸■ｳＰ口印

■｡■印中｡P■■■

■■■◆甲■ﾛ●■■①

■□■｡■①■｡■●

■■■■0■℃b●■■

!:!！
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1５０，３８１

121％
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精神病院 ９

96,025

0.60％

62,335

0.39％
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0.20％
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213,665
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４費用科目別の消費税害１１合《一般病院・ケアミックス病院、病床規模別》
税額控除できない消費税額及び社会保険医療収入(非課税売上)に対する消費税害１１合

(単位:千円）
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消費税額（単位:千円）
非課税売上に対する消費税割合
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２０床

ヘヴ

99床

3９

413,899

1.12％

300,273

0.81％

76,470

0.21％

97,261

026％

317,948

0.86％

829,108

2.25％

593,509

1.61％

1,422,617

3.86％

100床

ヘヴ

１９９床

9８

2,367,0６１
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1,562,420
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628,245

0.29％

503,807

0.24％

1,394,800
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4,265,668

2.00％

1,102β０８

０５２％

5,368,476

2.52％

200床

宍一

２９９床

8２

3,545,469
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2,295,912

0.80％

1,026,813
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846,262
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1,928,128
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３００床
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6,728,988

1.35％

4,521,275

0.91％

1,836,152

０．３７％

1,492,804

0.30％

2,875,692

0.58％

11,097,484

2.23％

2,277,809

046％

13,375,293

2.69％
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ヂー

499床

６１

6,574,971

1.42％

4,252,510

0.92％

1,965,315

0.42％

1,292,775

0.28％

2,351,225

0.51％
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2.20％

3,334,359

0.72％

13,553,330
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５００床
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6,651,474

1.48％
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0.97％

2,060,299

０．４６％

1,234,376
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3,348,072
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1,015,358
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656,047

0.28％

1，１６４，９３１

0.49％

5,169,050

２．１７％

2,401,729
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7,570,779
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1,620,462
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801,009

0.48％

486,760
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912,154
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3,909,949
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552,927
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4,462,876
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3,363,371

1.64％

2,267,267

1.10％

994,621

0.48％

628,647

0.31％

949,173

0.46％

4,941,191

2.40％

730,224

0.36％

5，６７１，４１５

2.76％

１，０００床

ター ７

1,896,098

1.43％

1,166,293

0.88％

586,961

0.44％

344,899

0.26％

645,912

0.49％

2,886,909

２１８％

515,059

0.39％

3,401,968

2.57％
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４．統計情報委員会

１．開催回数４回

２．出席者数２８名（延べ人数）

３．協議項目・平成14年４月診療報酬改定影響度調査の実施について

・第52回日本病院学会「緊急報告フォーラム」の実施について

・統計情報ワーキング委員会の設置について

・全国公私病院連盟との協同調杳について

・薬剤に関する調査報告書について

・その他

４．総評

平成14年４月実施の診療報酬改定に対して、調査を平成14年５月に実施する予定で調査票

の作成に取り掛かった。平成14年６月に中間報告書としてまとめる為、ワーキング委員会を

設置した。さらに第５２回日本病院学会で「緊急報告フォーラム」を開催報告するための委員

の任務体制を話し合った。

今年度より全国公私病院連鴨と病院運営実態分析調査の検討委員会をfZち上げ、協同調査

として覚書を取り交わした。このことにより「平成14年度病院運営実態分析調査］は新しい

調査票を作成して協同実施することになった。

他に、下落する薬価への病院の対応策を明らかにするため、薬剤に関する調査も実施し、

１０月の常任理事会に報告した後、当会ホームページ上に報告書全文を掲載した。

－９１－



調査協力に関する覚書

平成１３年１２月１５曰

－９２－



社団法人曰本病院会と全国公私病院連盟との調査協力に関する覚書

社団法人曰本病院会と全国公私病院連盟は、協議を重ねた結果、

ついて合意した。

よって､覚書二通を作成し､それぞれの機関決定を経て､その－通

次の文書に

通を交換する。

平成１３年１２月１５曰

社団法人曰本病院会

過A-R菫会長中山

蕊
全国公私病院連盟

会長竹内

－９３－



社団法人日本病院会(以下「甲」）と全国公私病院連盟(以下「乙」）との

調査協力の実施要領

1．趣旨

病院運営に係る実態調査は､甲及び乙の会員病院を対象とし､対象病院のすべ

てが回答し集計されることが望ましい。同一病院に対して､関係団体が同一事項

を重複して調査することは避けなければならない。

このような趣旨に基づいて、甲及び△は主要調査を共同して実施することを

目途として協議した。

その結果、完全に共同して調査することが望ましいが､これについてはさらに

協議を続けることとし、当面の問、平成１３年５月２６日(ｔ)に合意した別紙

に基づき、平成１４年度以降の調査も相互に協力して実施することとする。

２．相互に協力して実施する調査とその時期

病院運営実態分析調査を、甲の会員病院及び乙の加覗団体に所属する病院に

対し毎年６月分１カ月を調査する。

３．調査項目及び報告内容の調整

調査項目の変更・削除・追加及び報告内容等については、甲及び乙の代表に

よる委員会を設置し、随時必要に応じ協議し決定することとする。

なお、委員会のもとに専門委員会(ワーキンググループ)を設置することがで

きる。

４．調査の実施

甲及び乙の代表による委員会により調整した調杳票様式により、甲及び乙は

協力分担して甲の会員病院及び乙の加盟団体に調査実施の協力をそれぞれ要請

する。

乙の加盟団体に所属する病院には、乙の名において乙の加盟団体を経由して

調査票等を送付する。

乙の加盟団体に所属する病院以外のすべての病院については､甲の名におい

て調査票等を送付する。

－９４－



５．調査票の提出と内容審査

甲の会員病院は、甲に調査票を提出する。

乙の加盟団体に所属する病院は、乙の加盟団体を経由して乙に調査票を提(1)

する。

甲及び乙の名において回収された調杳票の内容審杳については、回収した団

体が実施する。

６．調査結果の公表

調査結果の公表については、集計結果が判明次第、乙が甲の了解を得て速や

かに乙と甲の連名で発表する。

７．調査報告書の作成及び名称等

別紙のとおり

Ｓ・費用等

（１）調査票・記入要領の印刷費、システムの開発・運用費、データ入力費

等の当調杳に係る経費は甲と乙が協議して負担する。

（２）集計費及び報告書の印刷費は、甲及び乙がそれぞれ負担する。

（３）調査票用紙及び記入要領の送付の費用は、甲及び乙がそれぞれ負担す

る。

（４）上記以外の費用については､甲及び乙がそれぞれ応分の負担をすること

とし､具体的費用については、甲及び乙の事務局にて協議し、委員会の承

認を得る。

－９５－



病院運営実態分析調査に関する打合（平成１３年５月２６日）別紙

＠
つ

現状 合意

①調査の主体

Ｊ
Ｊ
』

病
病
私

曰
曰
公

ｒ
ｒ
ｒ

ゴ
コ
ゴ

カ
カ
カ

協
協
協

Ｊ
Ｊ
』

私
私
病

公
公
曰

ｒ
ｒ
ｒ

今
づ
っ

主
主
主

Ｊ
Ｊ
』

態
析
況

実
分
概

ｒ
ｒ
ｒ

●
●
●

｡「実態」→「公私」と「曰病」の共同調査
●

●

｢分析」→「公私」と「曰病」の共同調査

｢概況」→「曰病」と「公私」の共同調査

②調査票の

･名称(かんむり）
● 印刷

●

●

｢公私」が送付する調査票については「公私」

｢曰病」が送付する調査票については「曰病」

･現状と同じ。

③調査結果概要

の公表

Ｊ
Ｊ
』

私
私
病

公
公
曰

ｒ
ｒ
ｒ

今
づ
づ

』
Ｊ
Ｊ

態
析
況

実
分
概

ｒ
ｒ
ｒ

●
●
●

･現状と同じ。

④報告書の
● 名称（表紙）

Ｊ
Ｊ
』

私
私
病

公
公
曰

ｒ
ｒ
ｒ

コ
ゴ
ゴ

Ｊ
Ｊ
Ｊ

態
析
況

実
分
概

ｒ
ｒ
ｒ

●
●
●

●

●

●

｢実態」今「公私・曰病」の連名

｢分析」今「公私・曰病」の連名

｢概況」今「曰病・公私」の連名

⑤報告書
●

●

印刷

販売

Ｊ
Ｊ
』

私
私
病

公
公
曰

ｒ
ｒ
ｒ

→
づ
っ

Ｊ
Ｊ
Ｊ

態
析
況

実
分
概

ｒ
ｒ
ｒ

●
●
●

.現状と同じ。

⑥マスターテープ

の保管

● ｢公私」 ● ｢公私」

=＞将来的には、現在の保存方式をやめて、パソコンで取り扱える媒体で

｢公私」と「曰病」で保管する。

⑦マスタテープの

貸し出し

● ｢曰病」ヘの貸し出し可能

今現実には、プログラムがコボル言語で作成さ

れており、データの使用・加工等はむずかし

い。

･現状と同じ

･将来的には、データをパソコンレベルで取り扱えるように検討(費用等について)する。

｡貸し出す際は、使用に当たって、それぞれの団体のもとで責任を持ち、調査協力病院

名が特定されること等のないように秘守すること。

･公表する際には、全国公私病院連盟・曰本病院会の共同調査である旨を必ず明記する。

･個人名での公表はできないが、全国公私病院連盟・日本病院会の共同調査である旨を

記入のうえ、それぞれの団体の委員会等の所属名で、個人が公表することはできる。



５．介護保険制度委員会

１．開催回数４回

２．出席者数延べ22名

３．協議事項

１
１
１
１
１
１

１
２
３
１
５
６

１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

委員会の運営方針について

曰病、介護保険アンケートについて

介護保険における請求上の問題点について

高齢者医療制度について

介護療養型病床（医療保険適用、介護保険適用）の問題点について

介護支援専門員実態調査について

４．総評

平成15年に介護報酬の見直しに向けて、また、平成17年には介護制度、システムの変更を

含む見直しが考えられので、介護保険制度の関心度について曰病会員の意見を聞き、曰病会

員にアンケート調査を行うこととした。

本年度の当委員会の検討項目について意見交換し、協議の結果、四病協、介護保険委員会

に的確な意見反映をするため同一のテーマで運営していくこととなった。

①介護保険施設への円滑な移行を推進するための方策について

②介護保険制度と終の棲み家論について

③医療保険適用の療養型病床群と介護療養型医療施設での医療サービスの違いについて

④高齢者医療制度と介護保険制度との整合性について

⑤介護報酬の見直しについて

介護療養型医療施設の問題点等について協議。医療と介護の二つの保険で請求業務の事務

効率の悪化、保険者の介護保険についての認識不足、おむつ代の病院負担、入院中の他科受

診の制限・特定治療、介護職員現行３：ｌ→４：１の変更、通所リハビリテーションの提供

体制の強化による差別化などが取りあげられた。

入所施設の一本化、介護老人福祉施設と介護老人保健施設を長期療養型に、介護療養型医

療施設を医療型にするなど、会員病院の意識の有無についても協議。

続いて、療養室1人あたり８１ri以上を特例で6.4Iri以上のことについて協議した。これの施

設側の特典としては人員が減る。医師にしても老健では１００床に１人でよい。このような特例

を設けた理由は、６ヶ月超の入院患者は特定療養費で払えば入院を続けることは可能だが、

特例療養費が未定であり、１月当たり１０万～30万かかる説もあることから、それに対しての

受け皿ではないかと意見が述べられた。他に療養病床になれない病院について、医師の数が

足りない（設備等が整っている病院も含む）病院の救済手段。また、介護の参酌標準の問題

から、療養病床を増床し、ここに送り込むのではないかとも意見が述べられていた。

－９７－



この先、介護保険に関する諸々な問題点が持ちあがっていくことが予想される。来年度は介

護保険改定について、当委員会で協議していく方針である。

６．医療保険制度対策特別研究会

1．開催回数２回

２．出席者数１０名

３．協議項目.第２次急性期入院医療費調査について

・その他

４．総評

第一次調査を参考に、分析対象疾患を平成12年１０月退院患者11疾患に限定し、医療費は診

療報酬曰計表をベースに、病名は病歴病名、合併症、併存症を明確にする為、精度の高い唯

データを26病院より1157症例(有効症例1043)収集し分析を行った。

平成13年１１月には一部報告を常任理事会に提出した。

また、この分析を行うため、梅里良正（日大医療管理学教室助教授）委員に有意差検定を

依頼し平成１４年度中には報告書として取りまとめる予定である。

－９８－



第二次医療費調査分析

（一部報告）

社団法人日本病院会

医療保険制度対策特別研究会

委員長山本修二

（1１的）

第薑次急性期人院医療費調査におけるばらつきの要因を明確にし、包括医療につながる日本版

ＤＲＧ分類の問題点を明らかにする為、第一次調査を参考に、分析対象疾患を下記のように11疾

患に限定し、医療費は診療報酬曰計表をベースに、病名は病歴病名、合併症、併存症を明確にし、

精度の高い生データを26病院より1157症例収集した。

今回は⑥急性虫垂炎について報告する。

記

、分析対象疾患について

第一次調査にて提出された中で症例数が多く、かつより特徴的な１１症例。

①脳梗塞（lO8）手術なし

②白内障（201）片眼手術あり合併症なし

③肺炎（402）合併症なし

④肺癌（406,407）手術なし

⑤循環器系疾患（505）経費的冠動脈形成術あり

⑥急性虫軍炎（630）手術あり

⑦大腿骨頚部骨折（717）手術あり合併症あり

⑧乳癌（902,903）手術あり

⑨糖尿病（lOO5）合併症ありインシュリン注射あり

⑩前立腺癌（llO2）合併症あり

⑪子宮平滑筋腫（1206）手術あり合併症あり

１

２．収集したデータと時期について

選択した11疾患の平成12年１０月1ヶ月間で退院された患者の退院サマリーと会計カード旧

計表）の２種類を提出していただくこと。またＩＣＤコードを導入している施設には併せてコ

ーディングされたデータも提出していただいた。

－９９－



26病院提出の平成１２年１０月分診療報酬点数より

］
つ
つ

急性虫垂炎
１４才以一

U■■■

、

合併症あり合併症なし

１ｓ Ｐ￣ ６９才

合併症あり 合併症なし

７０～７４コ
戸

合併症あし 合併症なし

７５才以一

合併症あり 合併症なし

全 F１

合併症あり合併症なし 全体

症例数 ４ 2２ 1４ 5３ ４ ２ １ ２ 2３ 7９ 1０２

平均在院曰数 １３．５曰 ６０曰 8.1曰 7.2曰 35.8曰 １４０曰 290曰 １０．５曰 ２０２曰 7.1曰 １０．０曰

手術曰前の平均在院曰数 1.3曰 0.3曰 ０３曰 ０２曰 5.3曰 3.5曰 1.0曰 ００ 1.3曰 ０３曰 0.5曰

総
点
数

－入院の診療報酬

手術曰からの診療報酬

手術曰前までの診療報酬

6２，０１７

57,026

4,991

37,463

36,180

1,283

68,405

6７，０１３

1,392

33,348

32,608

740

111,496

9０，３８１

-’

57,714

39,153

21］１５ 18,557

198,750

1９４，６３７

4，１１３

36,043

36,043

０

９７ｊ５３５５４０８

74,889 33,856

３２３１６６５５

45,238

43,108

2,130

入
院
管
理
料
除
く

－入院の診療報酬

手術曰からの診療報酬

手術曰前までの診療報酬

37,464

3４，７６７

2,697

25,959

25,323

636

39,837

38,968

869

21,021

20,581

440

56,057 34,109

49,484 21,500

6,573 12,609

85,196

82,804

2,392

17,602

17,602

０

44,217 22,641

41,972 21,850

2,245 7９１

27,506

26,387

1．１１９



第二次医療費調査分析

（－部報告）

社Ｍ法人口本病院会

医療保険制度対策特別研究会

委員長山本修三

（'１的）

第一次急性期入院医療費調査におけるばらつきの要因を明確にし、包括医療につながるⅡ本版

ＤＲＧ分類の問題点を明らかにする為、第一次調査を参考に、分析対象疾患を下記のように１１疾

患に限定し、医療費は診療報酬曰計表をベースに、病名は病歴病名、合併症、併存症を明確にし、

精度の高い牛データを26病院より1157症例収集した。

今回は⑥急性虫華炎について報告する。

記

、分析対象疾患について

第一次調査にて提出された中で症例数が多く、かつより特徴的な１１症例。

①脳梗塞（108）手術なし

②白内障（201）片眼手術あり合併症なし

③肺炎（402）合併症なし

④肺癌（406,407）手術なし

⑤循環器系疾患（505）経費的冠動脈形成術あり

⑥急性虫垂炎（630）手術あり

⑦大腿骨頚部骨折（717）手術あり合併症あり

⑧乳癌（902,903）手術あり

⑨糖尿病（１００５）合併症ありインシュリン注射あり

⑩前立腺癌（1102）合併症あり

⑪子宮平滑筋腫（1206）手術あり合併症あり

１

２．収集したデータと時期について

選択した11疾患の平成12年１０月１ヶ月間で退院された患者の退院サマリーと会計カード旧

計表）の２種類を提出していただくこと。またＩＣＤコードを導入している施設には併せてコ

ーディングされたデータも提出していただいた。
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７．教育委員会

1．開催回数１回

２．出席者数１０名（教育委員会・研究会委員長を含む）

３．協議項目①平成14年度事業計画について

②その他

Ｌ総評

平成十四年度事業計画策定について協議した結果、下記事業計画（案）を教育委員会とし

て了承した。

・病院経営管理研究会（１０月・岡山県）

・医事研究会（６月・東京都、１１月・仙台市）

・用度研究会（６月・千葉市、１１月・仙台市）

・看護管理研究会（１１月・金沢市、２月・東京都）

・薬事管理研究会（未定）

・ハウスキーピング研究会（７月・東京都、１１月・関東近郊）

・図書研究会（東京都）

・事務長セミナー（３月・東京都）

・総婦長セミナー（８月・東京都か神奈川県）

※看護管理者セミナーに名称変更を予定

その他、旅費規程の見直し、研究会の開催通知再検討について検討された。

８．医療安全対策委員会

1．開催回数２回

２．出席者数延べ１１名

３．協議項目第１回平成13年７月６曰（金）１４:00～１６:0０

１)ホスピタルショウ2001併設「医療安全対策のためのセミナー」について

第２回平成13年12月２０日（木）１４:00～１６:0０

１)平成14年３月開催の「医療安全対策のためのセミナー」について

２)平成14年７月開催の「医療安全対策のためのセミナー」について

４．総評

委員の交代に伴い、当委員会は医療従事者に対し医療安全対策への取り組み方などを、委員の交代に伴い、当委員会は医療従事者に対し医療安全対策への取り組み方などを、セ

ミナーを通じてそれぞれの立場から講演を戴き、各施設において参考にしていだける様なテ

ーマ・講師の選定について協議をした.

９．救急医療防災対策委員会

１．開催回数２回

２．出席者数１２名

３．協議事項①６月28日（木）
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ｌ）１３年度の救急医療防災セミナーについて

２）１３年度アンケート「地震発生時における対応に関する調査」について

３）１４年度の同セミナー企画について

②２月２６日（火）

ｌ）１０月２４日（木）名古屋で開催される同セミナーについての企画iz案

I総評

今回も多数の参加者が同セミナーに集った。また地震発牝時における対応に関するアンケ

ート（別紙参照）の結果は一読に値し今後の示唆に富んでいる。

来年度は名古屋で開催することになり、地元ということもあり福田浩三先能の多大なご尽

〃をいただくことになりとても感謝している。

－１０３－



調査報告

｢地震発生時における

対応に関する調査」

日本病院会救急医療防災対策委員会委員

広島国際大学医療福祉学部医療経営学科

豊河 口

－１０４－



2001年７月に救急医療防災対策委員会委員長名をもって表記の調査を会員病院にお願いした。

2619病院にお願いし、873病院から回答がよせられ、それらをまとめたので報告する。

１．調査の目的と概要

阪神・淡路大震災から７年が経ち、その後にアジアではトルコ・台湾と大きな地震があり、

また我が国では昨年に鳥取西部地震、本年に芸予ｉ中地震が続いた。病院の防災対策については

各病院ですすめられているが、その整備状況の情報を会員相互が共有することを目的として行

った。

2001年７月に会員病院を対象とし、問Ｉ～問Ｖの質問の調査票を配布した。873病院から回答

があり、回収率は33.3％であった。

２．結果の概要

回答病院を開設者別にみると、国立3.3％、公立23.0％、その他公的16.5％、医療法人38.5％、

個人2.6％、その他私的が'5.7％でLあった。一昨年の「大震災に対する病院防災整備状況に関す

る調査」の時の回答病院の害'|合と比較すると、公立の害'１合が5％低くなり、その他公的の割合も

３．５％低い。一方今回は民間病院の関心が高く、医療法人は5％、その他私的も3.1％高くなって

いる。民間病院からの回答が増えた分、相対的に公IＺ・公的の割合が下がったといえる。病床

数では20～49床２６％、５０～99床12.3％、lOO～199床27.5％、200～299床14.0％300～499床

２５．４％、500床以上が17.8％であり、民間病院の回答が増えた影響を受け、５０～99床が2.3％、

lOO～199床が6.3％増えて、200～299床以上の階級が2％前後いずれも低くなった。民間病院の

地震に対する関心が高まった結果といえる。

回答病院のうち、災害拠点病院は276病院31.7％で３分の１弱であった。

全体を通じて、規模別の分析はほぼ同じ傾向であった。すなわち、ほとんどの項目で規模が

大きくなるほど各種の対応をしている。そのため各個別の質問項目については省略した。

Ｉ避難についてお聞きします。

問１．病院の建物が被害を受けて危険になった場合に入院患者を避難させる目安（基準）など

を院内で取り決めていますか。

全体では取り決めている病院は263病院301％であり、３分の２近くの64.4％が特に決めてい

ないであった。その他が5.4％あったが、状況判断を責任者に任せているのであろう。

災害拠点病院と非災害拠点病院、それぞれの病院の中で取り決めている病院の占める割合を

みると、災害拠点病院のうち取り決めている病院は37.0％と若干高くなり、非災害拠点病院で

は取り決めている病院は26.8％と低くなる。以下同様に、災害拠点病院と非災害拠点病院に分

けた記述をする。

問２．取り決めている病院にお聞きします。その目安（基準）とは次のどれですか。

263病院に聞いたものであるが、ａ・窓ガラスが害りれる、では14.1％の病院が避難基準として
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おり、ｂ・壁に大きな亀裂が入る、では7.6％、ｃ・壁の一部が崩れる、で14.8％であった。ａ．

ｂ、０の累積で36.5％となる。ｄ、火災発生（類焼を含む）となると当然であるが半数の56.3％

が避難と回答した。すなわち火災が発生すれば避難とならざるをえないが、発生しなければ半

数強は避難せずに留まるということを示している。他はその他と不明である。

災害拠点病院と非災害拠点病院を比較すると、ａ．ｈではあまり変わらないが、ｃ、では

20.6%と１１．３％であり前背が高く、ｄ・では逆に５１．０％と59.4％と後者が高くなる。つまり、災

害拠点病院では火災にならなければ51.0％の病院は留まり、非災害拠点病院では59.4％が留ま

るとしている。

問３．避難する場所はあらかじめ決めていますか。

決めている病院は70.7％、特に決めていない病院は23.5％、その他は4.4％であった。実に７

割の病院があらかじめ避難場所を決めている。避難場所については火災の避難に通じるものが

あり高いのであろう。しかし、地震と火災では周辺状況がまったく異なることも考慮しておか

なければならない。火災の時は一般には被害はその建物だけであり応援も多いが、地震の際は

周辺の被害もあり、地域住民も被災者となり避難することになる。

災害拠点病院でみると決めている病院は74.3％と若干高くなり、非災害拠点病院で決めてい

る病院は69.0％であった。

問４．避難時にエレベーターが止まるときなど､消防機関やボランティアに応援を頼めますか。

頼める病院は67.0％にものぼる。前述のように地震の場合は周辺も被害を受けていることを

前提に、応援などのために曰頃から消防やボランティア団体との交流を図るべきである。その

他は7.9％であるが、同じ法人などからの応援などであろうか。

災害拠点病院では73.2％、非災害拠点病院では６４１％とここでも若干差が見られる。

問５．避難後にも消防機関やボランティアなどの応援を頼めますか。

避難してから体制が整うまで応援がいないと難しいが、頼める病院は前問と同様に67.2％に

ものぼる。

災害拠点病院では76.1％、非災害拠点病院では63.1％とここでも若干差が見られる。

Ⅱ生活についてお聞きします。

問１．発生後48時間以内、患者への食事はどのような対応を計画していますか。

複数回答であるが、ａ・備蓄食糧で対応、６６．９％あり、３分の２は相応の備蓄食糧を有して

いる。ｂ、日頃からの納入業者からの緊急調達、は47.7％と半数近くとなる。ｃ・市町村の災

害対策本部に依頼、は32.6％と３分の1であり、災害対策本部の立ち上がりの遅れを心配する

ことの反映であろう。ｄ・その他｜土7.4％であった。

災害拠点病院と非災害拠点病院では、ａ・備蓄食糧で対応、で74.6％と６３４％とここでも若
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干差が見られるが、他はあまり差は見られない。

問２．暖房が止まった場合にはどのような対応を計画していますか。

これも複数回答であるがａ・電気ストーブは14.9％と以外に低い害11合である。電気の復帰

は比較的早いが頼ることは危険と考えているのであろう。ｈ毛布などの寝具、は93.0％とほ

とんどの病院が考えている。ｃ、カイロは21.9％であった。阪神淡路大震災の際はかなり役

だったが、主な暖房としては上げられていない。ｄ・その他は9.3％であった。

非災害拠点病院では重複して計画している病院が多いのかａ、ｈｃ．とも２～４％高いが

傾向としては変わらない。

問３．便所が使えなくなったとき、どのような排泄物の対応をしていますか。

複数回答であるが、阪神淡路大震災で活躍したａ、ビニール袋を用いる、ｂ・バケツを用い

る、ｃ、新聞紙などにくるむは、それぞれ45.9％、４１．８％、３０」％であった。全２者は比較的

多かったが、ｃは少なかった。ｄ・外部に仮設便所を設置する、が41.4％とｂと同程度である。

エレベーターがlLまっているときに外部を利用できるのは一部の患者と職員に限られるので、

他との組み合わせになろう。ｅ・その他が22.7％と比較的多かった。科学的処理をするケミ

カルトイレなども考えられるが、備蓄としては費用的にも収納場所的にも嵩むことになる。

非災害拠点病院はａ．ｂ・ともに災害拠点病院より約１０％高く、逆にｄは災害拠点病院の

方が非災害拠点病院より１０％以上高かった。

問４．おむつなどを使用している患者に対して何日分の備蓄がありますか。

最も割合の高かったのは31.5％で４日分の備蓄をもつ病院であった。１日分と２日分を持っ

ている病院は併せて24.7％と４分の１にのぼり、震災時も納入業者の支援がなければ不安であ

ろう。

災害拠点病院と非災害拠点病院の差が明確にでた項目である。前者と後者を比較すると１日

分で9.4％と7.7％、２曰分では18.1％と１５８％、３日分で１６７％と２９．５％、４日分以上では

27.9％と33.2％、その他では25.0％と１０．２％なり、非災害拠点病院の方が備蓄量が多い傾向に

ある。これは日常の医療内容の反映であろうか。

Ⅲ被災者の診療についてお聞きします。

問１．入院患者に対してどの程度の治療を継続して行う計画ですか。

その時になってみないとわからないという声がある。しかし、それでは大震災に備える計画

が立たない。どのような水準の医療提供を目標として整備するのかを病院が持っているか問う

たものである。

ａ・一般的手術は行う、は16.2％であり、大震災時の手術については多くの病院は一般的手

術を行う体制は無理と考えている。ｂ、緊急外科的処置は行う、は551％と半数強の病院が対

応を計画している。ｃ・内科的処置は行う、Ｉま'3.7％であるがこれは病院の'性格にもよるので
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あろう。ｄ・

災害拠点病院（（）内はいずれも非災害拠点病院）ではａ・は21.0％（13.9%）の病院が行

うとしており、ｂ・は５９４％（53.2％）、０は2.9％（18.8％），ｄは15.6％(128%)であるで

ある。これも災害拠点病院として役割を果たそうとしている現れである。特にａ・ではその差

を見て取れる。しかし、非災害拠点病院でも災害時医療に備えている様子も分かる。

問２．外部からの被災者に対してどの程度の治療を行う計画ですか。

ａ・一般的手術は行う、は12.8％と入院患者に対してより若干低くなるが、ｂ以下の項、に

対してはすべて害１１合は若干高まり、地域の被災者に対する災害時の病院の役害ｌｌを示している。

災害拠点病院と非災害拠点病院に分けてみても、外部からの被災者に対する診療は問１とほ

ぼ同じ傾向である。

問３．病院が被災して治療ができなくなったとき、患者搬送をどのような対応で計画していま

すか。

質問の設定が適切でなかったこともあり、一部に複数回答があった。

ａ、自院の救急車を想定、は32.8％と約３分の１であった。実際には病床規模にもよるが自

院の救急車だけでは足りず、次のｂを要請することになろう。ｂ、消防機関や他の病院の救急

車を想定、は77.1％になり、自院で救急車を持たない病院以外にａと併用することが行われよ

う。ｃ、災害対策本部にヘリコプター搬送を依頼、は患者の重症度や搬送距離などで限定され

るがａやｂと併用することになる。ｄ、患者搬送会社に依頼は5.4％と少なかった。まだあまり

普及していないのと大震災の時に出動可能（あるいは義務）かどうかわからないなどが理由で

あろうか。

災害拠点病院（（）内はいずれも非災害拠点病院）ではａ・が38.0％（30.2％）、ｂ・が71.0％

（79.9％）、ｃ・が36.6％（12.9％）であり、自院の救急車の保有率の違いなども現れているの

であろう。またヘリコプターを利用する率も高くなる。

問４．災害時に各医師の役割は決まっていますか。

ａ．決めている、は43.9％の病院である。ｂ、決めていない、は48.7％と若干上廻るがほぼ

半々といってよい。大震災の時に何をすべきかあらかじめ想定した役割を医師が知っているこ

とは重要である。

ここでは災害拠点病院と非災害拠点病院で差が見られる。決めているのは前者で56.5％に対

し、後者では38.1％であった。災害拠点病院では半数を超す医師が役害１１を持っている。

問５．災害時に各看護婦の役割は決まっていますか。

医師とともに重要な役割を担う看護婦は数の上からも最大の戦力である。しかし、ａ．決め

ている、は医師を上廻るが52.1％と半数強である。ｂ、決めていない、が40.7％にもなる。病

棟でも多くの看護婦がおり、各看護婦の役割までも決めていないのかも知れないが、どのよう
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なことをしなければいけないかも解っていないと混乱することになる。

災害拠点病院では62.0％の病院で役割を決め、非災害拠点病院の47.7％よりかなり高いとい

えよう。看護婦も医師同様に差が見られる。

問６．災害時にその他の職員の役割は決まっていますか。

医師や看護婦に較べて、ａ．決めている、病院の割合は最も高く５４．４％であった。医師や看

護婦が戦闘集団に対して、実質的にはロジステックス（支援部隊）に回るその他の職員の役割

が決められている割合は高い。

あまり細かい点まで役割を決め、その職員が来られないときに動かなくなるようでは意味を

なさない。しかしどのような役害'|があり、職員の来られる割合によってどのように再編される

のか自分達で学習しておくことが大切である。

災害拠点病院と非災害拠点病院では、その他の職員に医師や看護婦ほどの差は見られない。

Ⅳ訓練についてお聞きします。

問1．質問Ｉ～Ⅲまでの対応を想定した訓練を行っていますか。

質問Ｉ～Ⅲに該当するような訓練ということで、少し限定されている。病院独自の訓練は行

われているのであろう。

ａ．行っている、病院は32.8％と３分の１に満たない。訓練は疑似体験をする場であり、行

動を体で理解することができる重要な機会である。ｂ、特に行っていない、は53.4％と半数強

になる。ｃ、その他、が13.5％あるが、火災訓練などとかねて行っているなどがあろう。

行っているのは災害拠点病院で38.8％であり、非災害拠点病院の30.7％より高いがそれでも

４割に満たなかった。

問２．行っている病院では反省会を行っていますか。

訓練を行っている病院では反省会をａ．行っている、は75.5％にのぼり、訓練を行っている

病院ではその後も熱心に取り組んでいることを示している。しかし、ｈ特に行っていない、

の病院も21.7％あるが是非反省会で改善に取り組まれたい。

災害拠点病院では81.0％であり、非災害拠点病院の73.6％であった。災害拠点病院ではもっ

と高い割合で行われていると考えられていたが、意外と低かったといえよう。

問３．開いている病院では反省会の参加者はどなたですか。

反省会を開いている病院では参加者をどのように呼びかけているかを問うたものである。ａ、

参加可能な職員全員、は48.6％になり勤務の都合で訓練に参加できなかった職員にも参加を呼

びかけている病院が半数近くとなる。他者の体験を共有することは防災への意識のみならず、

行動をイメージでき強く印象に残ることになろう。ｂ、担当者のみは43.1％であった。その場

合は他の職員への伝達方法を工夫する必要がある。

災害拠点病院では（（）内は非災害拠点病院）ａ・が56.0％（44.3％）と全員に呼びかけを
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するのは半数強である。残りの多くはｂ、で39.3％（45.8％）であった。

問４．訓練には消防機関やボランティアなど外部者が参加していますか。

複数回答である。ａ・消防機関、は34.4％と３分１を超える病院で消防機関が参加していた。

しかし、ｂ・警察、は3.7％の病院でしか参加しておらず、ｃ・地区医師会も４１％、ｄ、ボラ

ンティアも5.0％とほぼ今病院で低い参加率であった｡全体に震災では地域の行政機関やボラン

ティアとの連携が重要になり、病院が孤立しないためでもあり、またこれら機関と急に対応し

なければならなくなると混乱のもとともなる。消防機関は大震災の時に、火災への対応の他に

救急搬送、場合によっては照明車で一時的照明をまかなう、など多くの点で支援を仰ぐことに

なる。また死体検案や交通事情などは警察との連絡がなくてはならない。地区医師会も患者も

搬送などで協力を仰がなければ動けないことにもなる。そのような観点からも訓練を通して外

部機関との連携を身につけておく必要がある。その他に自衛隊などとも支援を仰ぐためには連

絡網を確保すべきであろう。

災害拠点病院はさすがに全般的に高めであるが、それでもａ・が4Ｌ３％、ｈが7.6％ｃ・が

9.8％、。が10.1％であった。災害拠点病院として被災地域全体をみながら災害時医療を提供

しなければならない役目を負っているので、むしろ地域の消防や警察、地区医師会などの情報

を他の病院へ提供しなければならない場合もある。そのためにもこのような機関に積極的に参

加を呼びかけて行くべきであろう。

おわりに、本調査について回答をお寄せいただいた病院の院長はじめ関係の方々のご協力に

対し可誌面をお借りして深甚なる謝意を表す。なお、結果の集計は広島国際大学医療福祉学部

医療経営学科河口研究室４年平松和典君が担当した。併せて謝意を表す。
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Ｉ避難所についてお聞きします。

１－１病院の建物が被害を受けて危険になった場合に避難させるめやす(基準）
などを院内で取り決めていますか。
ａ決めている

ｂ特に決めていない

ｃその他
「､

Ｌ■

１－２取り決めている病院にお聞きします。
その基準とは次のどれですか。
ａ窓ガラスが割れる
ｂ壁に大きな亀裂が入る
｡壁の－部が崩れる
。火災発生(類焼を含む）
ｅその他

一ｓ避難する場所はあらかじめ決めていますか。
決めている

特に決めていない
その他

Ｉ
ａ
ｂ
ｏ

１－３

固ａ

目ｂ

ｐｃ

ｐ無回答

235

フ％

１－４避難時にエレベーターが止まる時など､消防機関やボランティアに応援を頼めますか。
ｮ.頼める

ｂ特に頼めない
ｎ丁=O･その他

１－４

7.9961.1％

国ａ

曰ｂ

ｐｃ

曰無回答

２３．９％

７０００
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１－１
￣

百 ％

ａ 263 30.1％

ｂ 562 64.4％

Ｃ 4７ 5.4％

無回 答 １ ０１％

合言
由

873 100.0％

１－２
￣

否
■

％

ａ 3７ 14.1％

ｂ 2０ ７６％

Ｃ 3９ 14.8％

． 1４８ 563％

ｅ ９ 3.4％

無回 答 1０ ３８％

合言
■

263 １０００％

Ｉ ３
■■

宮
■

％

ａ 617 707％

ｂ 205 235％

Ｃ 3８ 4.4％

無回 答 1３ １５％

合言 873 １０００％

１－４
￣

召
、

％

ａ 585 ６７．０％

ｂ 209 239％

Ｃ 6９ ７９％

無回答 1０ 1.1％

合言
申

8７３ 100.0％



－ｓ避難後にも消防機関やボランティアなどの応援を頼めますか。１－５避難後に

ａ頼める

ｂ特に頼めない
ｃ・その他

１－５

7.1％1.6％

国ａ

□ｂ

ｐｃ

国無回答

24.1％

７２％
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１－５ ａ
■■

％

ａ 587 672％

ｂ 210 24.1％

Ｃ 6２ ７．1％

無回 答 1４ 1.6％

合言
■

8７３ １０００％



Ⅱ生活についてお聞きします。

Ⅱ－１発生後１８時間以内、患者への食事はどのような対応を計画していますか。
ａ備蓄食糧で対応

ｂ曰頃からの納入業者から緊急調達
ｃ市町村の災害対策本部に依頼
dその他

Ⅱ－１

。

Ｃ
Ｉ
Ｄ

ａ

0％ 2016 40％ 60％ 80％１００％

Ⅱ－２暖房が止まった場合にはどのような対応を計画していますか。
ａ電気ストーブ

ｂ毛布など寝具
ｏカイロ

dその他

Ⅱ－２

．

Ｃ
Ｌ
Ｃ

％

ａ

OqU 20％ ４０qｂ 60qｂ 80％１００％

Ⅱ－３便所が使えなくなったとき、どのような排泄物の対応を計画していますか。
ａビニール袋を用いる
ｂバケツを用いる
c､新聞紙などにくるむ
。外部に仮設便所を設置する
ｅその他

Ⅱ－３

。

Ｃ
Ｏ
Ｄ

ａ

0％ 20％ 40％ 60％ 80％１００％

ムツなどを使用している患者に対して何曰分の備蓄がありますか。－４オ

１曰分

２曰分

３曰分

４曰分

その他

ｎ
ａ
ｂ
Ｃ
ｄ
ｅ

Ⅱ-4

3.39ｂ８２％

塞巨回

ａ
ｂ
Ｃ
ｄ
ｅ
無

回
巳
ロ
ロ
曰
□

6.5％

侭ﾛミニコ

3１

5％

－１１３－

画 ７．4％

};.:.:.:｡:.:｡:.:.:.:｡:．:｡:.:.:.:.:.:.:．:｡:.:。：

止塞麩52;25252:2:::２:2:2:::2:2:2:2:且:::２１

●0□●●■ＣＱ●｡●■■●●■●●●●●●■
｡Ｐ■ＣＧ●●C句■｡●●●｡■●●甲B●｡

霞塞憲詞３２ )％

霊;司４７フ％

ママママママ▼▼百▼百▼でママ▼▼て▼ママ▽可

■■●｡①●■●qＢＧ匂い■可■●●□●｡●●

●■●●ゆ｡｡巳●●●●●ｅ●●■●●●●｡■

5●●●q●C●｡ＣＧ●●｡●qC●●●●●● 認霊166.9％

Ⅱ－１
￣

吾 ％

ａ 584 66.9％

ｂ 416 477％

Ｃ 285 32.6％

． 6５ ７．4％

母数 873 １０００％

囲囲用弱９３％

～￣￣■－－

■－－－－

函困…函'４

図２１９９０

－－－－

､9％

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ －－－￣￣宙

園田固函困圏９３」

Ⅱ－２
￣

百 ％

ａ 1３０ 14.9％

ｂ 812 93.0％

Ｃ 1９１ 21.9％

． 8１ 9.3％

母数 8７３ 100.0％

囲囹田園困圏囲圏函囹

=…厨琿。
~~~－－－－
固囲函囲困困団困琿

囲麗囲囲囲囲函囲副

囲囲囹囹ヨ３０１％

霞囲困目國困囲困困園

２４１４％

２４１８％

目田圃４５９％

Ⅱ－３
￣

汀
ﾛ■

％

ａ 4０１ 459％

ｂ 365 41.8％

Ｃ 263 30.1％

． 3６１ 414％

母数 873 １０００％

Ⅱ－４ 召 ％

ａ 7２ ８２％

ｂ 1４４ 165％

Ｃ 223 255％

。 275 ３１５％

ｅ 1３０ １４９％

無回！答 2９ ３３％

合言 873 100％



Ⅲ被災者の診療についてお聞きします。
Ⅲ－１入院患者に対してどの程度の治療を継続して行う計画ですか。
ａ一般的手術は行う
ｂ緊急外科的処置は行う

c・内科的処置は行う

。その他
Ⅲ－１

回ａ

曰ｂ

国ｃ

ｐｄ

目無回答

１３．７％

55.1％

Ⅲ－２外部からの被災者に対してどの程度の治療を行う計画ですか。
ａ一般的手術は行う

ｂ緊急外科的処置は行う
ｏ内科的処置は行う
。その他

、－２

国ａ

回ｂ

団ｃ

ｐｄ

目無回答

1４．４９６

Ⅲ－３病院が被災して治療ができなくなった時､患者搬送をどのような対応で計画していますか。
ａ自院の救急車を想定
ｂ消防機関や他の病院の救急車を想定
c・災害対策本部にヘリコプター搬送を依頼
ｄ患者搬送会社に依頼患者搬送会社に依頼

その他ｅ，
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Ⅲ－１

邑
日 ■

牝

ａ 1４１ １６２％

ｂ 4８１ 55.1％

Ｃ 1２０ 137％

． 1１９ 13.6％

無回’答 1２ 1.4％

合曾
■

873 100.0％

Ⅲ ￣ ２
￣

汀
□

％

ａ 1１２ 12.8％

ｂ 499 572％

Ｃ 1２６ 14.4％

。 1２８ １４フ％

無回’答 ８ 0.9％

合言 873 １０００％

、 ３
■■

召
■

％

ａ 286 328％

ｂ 673 ７７１％

Ｃ 1７８ 204％

。 4７ ５４％

ｅ 5１ 5.8％

母数 873 １０００％



Ⅲ－４災害時に各医師の役割は決まっていますか。
ａ決めている

ｂ特に決めていない
c・その他

Ⅲ－４

国ａ

曰ｂ

回ｃ

□無回答

43.99ｂ

4８．７

Ⅲ－５災害時に各看護婦の役割は決まっていますか。

ａ決めている

ｂ特に決めていない
c・その他

Ⅲ－６災害時にその他の職員の役割は決まっていますか。
ａ決めている

ｂ特に決めていない

c・その他
Ⅲ－６

回ａ

曰ｂ

国ｃ

□無回答

38.1％ 54.4％
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Ⅲ－４
■■

青 牝

ａ 383 439％

ｂ 425 48フ％

Ｃ 6２ 7.1％

無回 吾 ３ ０３％

合言
■

873 100％

Ⅲ－５
￣

百 牝

ａ 455 521％

ｂ 355 407％

Ｃ 6０ 6.9％

無回 ３ ０３％

合言
⑰

873 100％

Ⅲ－６
￣

否 牝

ａ 475 54.4％

ｂ 333 38.1％

Ｃ 6０ 6.9％

無回’答 ５ 0.6％

合言
ゆ

873 100％



Ⅳ－１首111練についてお聞きします。
Ⅳ－１質問Ｉ～Ⅲまでの対応を想定した訓練を行っていますか。
ａ行っている

ｂ特に行っていない
c・その他

Ⅳ－２行っている病院では反省会を行っていますか。
ａ行っている

b､特に行っていない
ｃその他

２１．

答回
ａ
ｂ
ｃ
無

國
回
国
□

5％

Ⅳ－ｓ開いている病院では反省会の参加者はどなたですか。
ａ参加可能な職員全員
ｂ担当者のみ

c､希望者のみ
ｄその他

Ⅳ－４訓練には消防機関やボランティアなど外部者が参加していますか。
ａ消防機関

b・警察
c・地区医師会

ｄボランティア

ｅその他
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Ⅳ－１
￣

音
ﾛ■

％

ａ 286 328％

ｂ 466 53.4％

Ｃ 1１８ 13.5％

無回’答 ３ ０３％

合言 873 100.0％

Ⅳ－２
￣

百
U■

牝

ａ 216 75.5％

ｂ 6２ 217％

Ｃ ５ 1.7％

無回 答 ３ 1.0％

合言
ロ

286 １０００％

Ｖ－３
■■

百
ﾛ■

％

ａ 1０５ 486％

ｂ 9３ 43.1％

Ｃ ４ 1.9％

。 1３ ６０％

無回’答 １ 0.5％

合言
■

216 １０００％

Ｖ－４ 百
U■

％

ａ 300 344％

ｂ 3２ 3.7％

Ｃ 3６ 4.1％

。 4４ 5.0％

ｅ 5５ ６３％

母数 873 １０００％



Ｖ最後に、貴院の開設者と病床規模をお尋ねします。
開設者について

a・国立
ｂ公立

c､その他公的
。医療法人
ｅ個人

f・その他私的

病院規模について
４９ｈ

Ｍ】９９ｈ

】Ｏｑｑｈ

Ｚ【】U2/g９ｂ

】０４ｑｑｈ

】【化

災害拠点病院について
貴院は災害拠点病院ですか。
ａはい

ｂいいえ

Ｖ－災害

0.1％

1.6％

6８．３

よろしければ病院名をお書きください。
Ｖ一病院名

3６．２ 「１１１１１１１一山へＩ一

面
蹄

3.8％
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ａ． 20～49床
ｂ５０～99床
c1OO～199床
。200～299床
ｅ300～499床
f、 500床以上

Ｖ-開設者 計 ％

ａ 2９ 3.3％

ｂ 201 23.0％

Ｃ 1４４ 16.5％

。 336 38.5％

ｅ 2３ 2.6％

ｆ 1３７ 15.7％

無回答 ３ 0.3％

合計 873 100％

Ｖ-災害 計 ％

ａ 276 31.6％

ｂ 596 68.3％

無回答 １ 0.1％

合計 873 １０００％

Ｖ-病院名 計 ％

記入 557 63.8％

無記入 316 36.2％

合計 873 １０００％

Ｖ－規模 計 ％

ａ 2３ ２６％

ｂ 1０７ 12.3％

Ｃ 240 27.5％

。 1２２ １４０％

ｅ 222 25.4％

ｆ 1５５ １７８％

無回答 ４ 0.5％

合計 873 100.0％



Ｖ－開及者２０～99床100～199200～299床300～499床500床以上無□答合十
国立２１５川２０８％３２５巾８３６（１４９０&Ｏ&２９３３Ⅲ

１３１００/６２３９６川３２２６２/６７９３５６/６５４３４８んＯ/６２０１２３０/６
－

ムーＬ

その他ム的８６２/６２３９６ん２１１７２％５０２２５/６４２２７１/６０/６１４４１６５h
医療去人８０６１５b１３９５７９ｈ４７３８５ん５２２３４ｈ１７１１０ん１２５b３３６３８５

個人１２９２％８３３ん２１６６１０５んＯＯｈＯＡ２３２６h

その他私的１５１１５&４５１８８％１７１３９６３２１４４/６２８１８１％Ｏ&１３７１５７A
無□答０％Ｏｈ０６OｈＯ/６３７５％３０３&
合十１３０１００&２４０１００％１２２１００ｈ２２２１００ｈ１５５１００ｂ４１００ｈ８７３１００&
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Ｖ－開設者 2０へ‐ 9９ 末 １００～１９９

一
木 200～299床 300～499床 500 末以上 朝(回答 合計

国立 ２ 1.5％ ２ ０８％ ３ ２５％ ８ ３６％ 1４ ９０％ 0％ 2９ 3.3％

公立 1３ 100％ 2３ ９６％ 3２ 262％ ７９ 356％ 5４ 348％ 0％ 2０１ 230％

その他公的 ８ ６２％ 2３ 9.6％ 2１ １７２％ 5０ 225％ 4２ 271％ 0％ 1４４ 165％

医療法人 8０ ６１５％ 1３９ 57.9％ 4７ 385％ 5２ 234％ 1７ 11.0％ １ 25％ 336 385％

個人 1２ ９２％ ８ ３３％ ２ １６％ １ ０５％ ００％ 0％ 2３ ２６％

その他私的 1５ 11.5％ 4５ 188％ 1７ 139％ 3２ １４４％ 2８ １８１％ 0％ 1３７ １５フ％

無回答 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ ３ 75％ ３ ０３％

合計 1３０ 100％ 240 100％ 1２２ 100％ 222 100％ 1５５ 100％ ４ 100％ 873 100％



１－３避難する場所はあらかじめ決めていますか。
ａ決めている

ｂ特に決めていない
ｃその他

１－３災害拠貞病院非災害拠貞病院無回答合計
夫めている ２０５７４３％４１１６９０％１１００％６１７７０７％

夫めていない ５３１９２％１５２２５５％0％２０５２３５％

１７６２％２１３５％その他0％３８４４％

１０４％無回答１２２０％０％１３１５％

合計５９６１００％２７６１００％１１００％８７３１００％

－４避難時にエレベーターが止まる時など､消防機関やボランティアに応援を頼めますか。

●
●
●

Ｔ
ｌ
Ｃ
ａ
・
ｂ
ｃ

頼める

特に頼めない
その他

１－４災害占病院非災害貢病院無回答合計
頼める ２０２７３２％３８２６４１％１１００％５８５６７０％

頼めない ５１１８５％１５８２６５％０％２０９２３９％

その他 ２２８０％４７７９％0％６９７９％

無回答 １０４％９１５％０％１０１１％

合計 ２７６１００％５９６１００％１１００％８７３１００％

［■ご旺晤晤已ピピ［疋疋疋旺一

唇:ご蕊已:＜誕屯淫雨Eこ２ｓ:竃藍｡
丘ﾓﾓ■屯疋届く疋宅こ■巧妬。

騨蝿::＃

､【届ｕ【品Und］
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１－３ 災害抑点病院 非災害拠点病院 無回答 合計

決めている 205 74.3％ 4１１ ６９０％ １ 100％ 6１７ 70.7％

決めていない 5３ １９２％ 1５２ 25.5％ ０％ 205 235％

その他 1７ ６２％ 2１ 3.5％ 0％ 3８ ４４％

無回答 １ ０４％ 1２ 2.0％ 0％ 1３ 1.5％

合計 276 100％ 596 100％ １ 100％ 873 100％

１－４ 災害扣１点病院 非災害Ⅲ１点病 暁 無回答 合計

頼める 202 732％ 382 64.1％ １ 100％ 585 670％

頼めない 5１ 18.5％ 1５８ ２６５％ ０％ 2０９ 239％

その他 2２ 8.0％ 4７ ７９％ ０％ 6９ ７９％

無回答 １ 0.4％ ９ １５％ ０％ 1０ １１％

合計 2７６ 100％ 596 100％ １ 100％ 873 100％



－５避難後にも消防機関やボランティアなどの応援を頼めますか。
頼める

特に頼めない
その他

Ｉ
ａ
ｂ
ｃ

－５ 災害拠点病院非災害拠点病院 無回答 合計
頼める ２１０ ７６１％ ３７６ ６３１％ １００％ ５８７ ６７２％

頼めない ４６ １６７％ １６４ ２７５％ ０％ ２１０ ２４１％

その他 １７ ６２％ ４５ ７６％ 0％ ６２ ７１％

回答 １１％ １８％ ０％ １４ １６％

２７６ １００％ ５９６ １００％ １００％ ８７３ １００％

【－５

藤
非災害拠点病院

631％ 275M

●●●●●●●ｑ

●●●●●●●ｑ
￣￣

災害拠点病院

７６１１％ １６７、

０９０１０％２０％３０％4060５０％６０qｂ７０００８０（０９００６１００％
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Ｉ ５ 災害拠 点病 房

・
・
づ に災害拠 点り

￣

内 暁 無

｜
ロ
’ 答 合言

町

頼める 210 76.1％ 3７６ 631％ １ 100％ 5８７ ６７２％

頼めない 4６ １６フ％ 1６４ 275％ 0％ ２１０ 241％

その他 1７ ６２％ 4５ 7.6％ 0％ 6２ 7.1％

無回答 ３ １１％ 1１ １８％ ０％ 1４ 1.6％

合計 276 100％ 596 100％ １ 100％ 8７３ 100％



Ⅲ－１入院患者に対してどの程度の治療を継続して行う計画ですか。
ａ一般的手術は行う

ｂ緊急外科的処置は行う
ｃ内科的処置は行う

。その他

Ⅲ－１ 人害拠貞病院非人害拠員病院無回答合一＋
５８２１０％８３１３９％一般的手術０％１４１１６２％

緊急外科的処置１６４５９４％３１７５３２％０％４８１５５１％

８２９％１１２１８８％内科的処置0％１２０１３７％

４３１５６％７６１２８％その他0％１１９１３６％

３１１％無口答８１３％１１００％１２１４％

２７６１００％合計５９６１００％１１００％８７３１００％

、－１

ロー般的手衞

曰緊⑮外科的処区

ロ内科的処量

ロその他

■無回香

非災呑拠点病院

災害拠点病院

006１０CＯ２０o６３０％４０qｂ５０％６０ｌｂ７０４０８０％９０ｌｂ１００％

Ⅲ－２外部からの被災者に対してどの程度の治療を行う計画ですか。
ａ一般的手術は行う

ｂ緊急外科的処置は行う

ｃ内科的処置は行う
。その他

Ⅲ－２ 災害拠占病非災害拠貞病院無回答合一十

一般的手術 ５２１８８％６０１０１％０％１１２１２８％

緊急外科的処置１７４６３０％３２５５４５％0％４９９５７２％

内科的処置 ９３３％１１７１９６％０％１２６１４４％

その他 ３９１４１％８９１４９％０％１２８１４７％

２０７％無□答５０８％１１００％８０９％

合百＋５９６１００％２７６１００％１１００％８７３１００％

Ⅲ－２

ロー股的手術

曰緊急外科的処置

曰内科的処置

ロその他

■無回答

非災害拠点病院

災害拠点病院

0％２０％409ｂ６０％８０１ｂｌＯＯｑｂ
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Ⅲ－１ 災害拠点病院 非災害；n点病院 無回答 合計

一般的手術 5８ 210％ 8３ 139％ 0％ 1４１ 16.2％

緊急外科的処置 1６４ 59.4％ 3１７ ５３２％ 0％ 4８１ 55.1％

内科的処置 ８ 2.9％ 1１２ 188％ ０％ 1２０ １３フ％

その他 4３ 15.6％ 7６ 128％ 0％ 1１９ 13.6％

無回答 ３ 1.1％ ８ 1.3％ １ 100％ 1２ １４％

合計 276 100％ 596 100％ １ 100％ 873 100％

灘 ｉｉｉ雛:鰯i:fj鰯11;虚：
1３ )％ 5３２０ 1８８ ６

ＯＯＯｅ
ｎＯＯＯｅ

:．:．:｡:．：織蕊蕊蕊露蕊;蕊;蕊繍假
2１ 〕９６ 5９ 4％ ２９％

Ⅲ－２ 災害抑,点病 暁 非災害拠点病院 無回答 合計

一般的手術 5２ 18.8％ 6０ 101％ 0％ 1１２ １２８％

緊急外科的処置 1７４ ６３．０％ 325 545％ ０％ 499 57.2％

内科的処置 ９ 3.3％ 1１７ 19.6％ 0％ 1２６ 14.4％

その他 3９ 14.1％ 8９ 149％ 0％ 1２８ １４フ％

無回答 ２ ０７％ ５ ０８％ １ 100％ ８ ０９％

合計 276 100％ 596 100％ １ 100％ 873 100％

鰯;溌鰯;溌溌灘熟議蕊鰯
10.1％ 54.5％ １９６％

ＣごＣＣ屯ＣＣＦ屯Ｃむく宅屯屯ＣＴ宅宅宅ＴＣＣｓＴＣＦＣＳＣＳＣＣＣこぐご屯屯ＴこてＣＣ屯屯C毛⑥こぐこくぐく〈
Ｃ宅ＣここＣでこＣ■Ｃ屯ＣでこＣここぐこ七屯ＴＣＴｃＣ（

■て｡ＣぐむＣこぐここＣＴこぐ屯Ｃ⑤Ｃ屯ｃｃでこくこぐＣここ屯ぐむＣ屯ぐぐｃＣＣＣＣＴ勺宅屯ＣＣＣてこ屯屯屯ぐく韮
１８８％ 630％ ３３％



、－４災害時に各医師の役割は決まっていますか。
ａ決めている

ｂ特に決めていない
ｏその他

Ⅲ－４災害拠占病院Ｅ災害拠占病無回答合計

夫めている １５６５６５％２２７３８１％0％３８３４３９％

夫めていない ９０３２６％３３５５６２％0％４２５４８７％

その他 ２９１０５％３３５５％0％６２７１％

無回答 １０４％１０２％１１００％３０３％

合計 ２７６１００％５９６１００％１１００％８７３１００％

Ⅲ－５災害時に各看護婦の役割は決まっていますか。
ａ決めている

ｂ特に決めていない
c・その他

Ⅲ－５災害几占病院Ｆ災害几戸病無回答合同＋
夫めている１７１６２０％２８４４７７％０％４５５５２１％

夫めていない ７５２７２％２８０４７０％０％３５５４０７％

その他 ２９１０５％３１５２％0％６０６９％

無回答 １０４％１０２％１１００％３０３％

合計 ２７６１００％５９６１００％１１００％８７３１００％

-122-

Ⅲ－４ 災害拠点病院非災害拠点病院 無回答 合計

決めている 1５６ 565％ 227 381％ 0％ 383 439％

決めていない 9０ 326％ 335 562％ 0％ 425 487％

その他 2９ 105％ 3３ ５５％ 0％ 6２ 7.1％

無回答 １ ０４％ １ ０２％ １ 100％ ３ ０３％

合計 276 100％ 596 100％ １ 100％ 873 100％

Ⅲ－５ 災害拠点病院
・
・
ジ
グ F災害拠点病院 無

｜ロ’ 答 今急
ロロ

U■

決めている 1７１ 620％ 284 477％ 0％ 455 521％

決めていない 7５ 272％ 280 470％ 0％ 355 407％

その他 2９ 105％ 3１ ５２％ 0％ 6０ ６９％

無回答 １ ０４％ １ ０２％ １ 100％ ３ ０３％

合計 276 100％ 5９６ 100％ １ 100％ 873 100％



１０．中小病院委員会

１．開催回数５回

２．出席者数３５名（延べ出席人員）

３．協議項目①平成13年度の中小病院委員会委員について

②第51回日本病院学会（福岡市）シンポジストとの情報交換について

③シンポジウムでの討議内容検討について

④今年度の中小病院委員会の活動について

⑤第52回日本病院学会のシンポジウム協力について

⑥診療報酬改定に対する中小病院の対策について

⑦情報交換会の開催について

⑧第52回日本病院学会のシンポジウムの開催要領について

⑨その他

４．総評

医療改革の変貌が著しく中小病院の経営がますます厳しい現状にある。当委員会では、医

療改革にいかに対応を図り生き残ってゆけるか模索した活動をしている。また、恒例となっ

た日本病院学会時のシンポジウム（今回から名称を変更「中小病院の歩む道」～輝く病院づ

くりのために～）への協力、情報交換会等を通し中小病院問題の提起、解決方法、経営指標

等を図り中小病院の今後のあり方を検討している。

中小病院委員会（情報交換会）。

①曰時平成14年２月９日（士）１４：００～１６：３０

②会場済生会広島病院６階研修ホール

③担当済生会広島病院院長角田幸信

④後援社団法人広島県病院協会（津久江一郎会長）

⑤概要開会挨拶

中小病院委員会副委員長・済生会広島病院院長角田幸信

中小病院委員会委員長・上飯田第二病院名誉院長福田浩三

⑥講演「医療制度改革と中小病院の経営戦略」

広島国際大学医療福祉部医療経営学科教授白髪昌世氏

⑦参加状況４１施設・６３名（広島・岡山・山口・島根・鳥取・愛媛・香川）
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１１．看護教育施設部会

１．開催回数１回

２．出席者数４名

３．協議項目ｌ）平成13年度の看護教育施設部会委員について

２）当部会の今後の活動について

３）施設会員からの要望について

４）平成12年「看護学校運営調査報告について」

４．総評

当部会で調杳した「平成12年度看護学校運営に関する調査報告書」の内容検討の結果、調査

項目の簡素化、年間運営費等の金額に関わる項日への回答率のアップ、調杳協力施設への謝辞

の付記等､が決定｡項目内容の最終的な確定については､今後さらに検討を行うこととなった。

１２．予防医学委員会

Ａ・予防医学委員会

1．開催回数

２．出席者数

３．協議項目

２回

11名

①平成13年度の予防医学委員会委員について

委員構成の一部交替があり新委員の紹介が実施。

（副委員長）加藤正弘（東京・江戸川病院院長）

（委員）松木康夫（東京・新赤坂クリニック院長）

（委貝）山門実

（東京・三井記念病院健康管理センター所長）

②予防医学委員会の活動について

当委員会と日本人間ドック学会との事業活動を確認。

③コレステロールの基準値について

国内外のコレステロール基準値の実状報告。

④閉経後高コレステロール血症予後調査研究について

・対象曰病加入施設の閉経後の受診者で新勧告判定ＢＣを対

象とした趣旨賛同者。

・調査期間５年①症例登録期間平成13年９月～平成14年８月

②調査期間平成13年９月～平成19年８月

・巻録中央登録方式

・概算費用５年で約5000万円

・賛同企業２社を予定

・事務局日本病院会
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⑤日本人間ドック学会の開催について

下記予定を了承。

第42回札幌市（平成13年８月３０日～３１日・西村昭男学会長）

第43回長野市（平成14年８月２９日～30日・宮崎忠昭学会長）

第44回京都市（平成15年８月を予定・武田隆男学会長）

第45同（横浜に依頼中）

⑥日本総合健診医学会の事務局移転について

〒151-0053束京都渋谷区代々木2-30-4-108

事務局長菅沼源二

TELO3-5308-7891・FAXO3-5308-7892

⑦日本人間ドック学会の役員について

学会役員の若返りをＦ１標に80歳を目安とした。

⑧口本人間ドック学会実杳委員会の改組について

全国に置かれている実杳委員の協力のもと、ドックの質の向上を目指

したドックの第三者評価機構を披露。

⑨日本人間ドック学会の開催予定について

前回の予定の一部変更を了承。

第43回長野市（宮崎忠昭・長野赤十字病院院長）

第44回京都市（武田隆男・武田病院グループ会長）

第45回福岡県か愛知県を予定

⑩人間ドックの第三者評価機構の構想について

⑪人間ドック学会の充実構想について

人間ドック実施施設の質の向上を図るため「人間ドック評価機構」

（案）構想が披露。実施にあたっては、曰本医療機能評価機構に指導を

仰ぎ準備委員会を発足させ平成16年の目途とした。

⑫閉経後高コレステロール予後調査研究運営委員会の発足について

１２月６曰に運営委員会（委員長矢崎義雄国fZ国際医療センター総

長）を発足させ、５年をかけてガイドラインを検証することとした。そ

のほか下記委員会の設置も了承。

、実行委員会・評価委員会・イベント判定委員会

⑬人間ドック優良施設のプレート作成について

施設名、認定期間を明記したプレート作成を了承。取り扱いについて

は日本病院共済会とした。

⑭人間ドック実施施設への状況調査実施について

一泊、一曰ドック施設に対してドック実施状況の調杳を了承。

⑮田中剛二（監事）氏のドック学会退任について

次回委員会（14年.８月）での再検討。
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４．総評

新規事業として閉経後高コレステロール予後調査研究、人間ドックの第三者評価機構の

発足等充実した事業展開があり軌道に乗せることを目標としたい。

Ｂ、人間ドック判定に関するガイドライン作成小委員会

１．開催回数1回

２．出席者数９名

３．協議項目①平成13年度の予防医学委員会委員について

委員構成の一部交替があり新委員の紹介が実施。

（副委員長）加藤正弘（東京・江戸川病院院長）

（委員）松木康夫（東京・新赤坂クリニック院長）

（委貝）山門実（東京・三井記念病院健康管理センター所

長）

②第42回日本人間ドック学会での発表について

③日本動脈硬化学会提案の勧告値について

曰本動脈硬化学会が提案した高コレステロール血症の勧告値を検証す

るため日本人間ドック学会（予防医学委員会）として調査を開始。

Ｃ人間ドック施設認定小委員会

１．開催回数

２．出席者数

３．協議項目

２回

４名

①平成12年の施設調査の分析結果について

一泊人間ドック優良指定病院の基準を下記に変更。

平成13年度

基準病院数％

Ａ（優81点以上）３４５．８

Ｂ（良51～80点）４１４７０．５

Ｃ（要指導31～50点）１２２２０．８

，（要注意30点以下）１７２．９

未提出１８３．０

②調査表の問診項目の検討について

点数配分を委員、事務局で試案し意見交換を実施し確定させることと

した。

③人間ドック優良施設指定マークについて

３年毎に更新、認定を図るため（案）を２～３作成し今後委員会で検

討実施。

④人間ドック実施施設の認定更新（平成14年度～16年度）について

判定基準の一部見直しを了承

平成13年度→平成14年度

－１２６－



基準基準

Ａ（優81点以上）Ａ（優80点以上）

Ｂ（良51～80点）Ｂ（良60～79点）

Ｃ（要指導31～50点）Ｃ（要指導40～59点）

，（要注意30点以下）Ｄ（要注意39点以下）

⑤その他

・人間ドック学会学術図書編集委員会について

雑誌編集事務を中和印刷㈱に置き「健康医学」の円滑化なる発刊が提

案された。

、閉経後高コレステロール血症予後調査委員会

1．開催回数1回

２．出席者数７名

３．協議項目①人間ドックにおける閉経後高コレステロール血症の予後調査研究につ

いて

調査研究は日本人間ドック学会が実施することとした。

・対象曰病加入施設の閉経後の受診者で新勧告判定ＢＣを対象とし

た趣旨賛同者。

・調杳期間５年①症例登録期間平成13年９月～平成14年８月

②調査期間平成13年９月～平成19年８月

・評価項目狭心症、心筋梗塞等７項目を設定した。

Ｅ閉経後高コレステロール血症予後調査研究運営委員会

１．開催回数１回

２．出席者数１３名

３．協議項目①閉経後高コレステロール血症予後調査研究運営委員会の発足について

・運営委員会（16名・委員長矢崎義雄国立国際医療センター総長）の

ほか下記委員会の設置も了承。

・実行委員会（７名）

・評価委員会（１０名）

・イベント判定委員会（３名）

・試験事務局（責任者奈良昌治、事務局井上新一）

・データ管理・統計処理（責任者中館俊夫委員）

・データセンター（責任者中館俊夫事務局高橋英孝）

②調査研究の今後の予定について

実行委員会を開催し調査研究事業をＰＲすることとした。

Ｆ・閉経後高コレステロール血症予後調査研実行委員会

１．開催回数１回

２．出席者数６名
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３．協議項目①閉経後高コレステロール血症予後調杏研究運営委員会の発足について

設置報告を了承。

②実行委員会の今後の活動について

調査実施要領等を了承した。

・病院長、ドック施設長（担当医師）への協力依頼文作成

・受診者向けの分かり易いＰＲ文の作成

・ＰＲ用ポンターの作成

Ｇ、人間ドック認定指定医小委員会

1．開催回数１回

２．出席者数４名

３．協議項目①平成13年度第二回認定指定医研修会の開催について

５月１８日（ｔ）に聖路加看護大学講堂を会場にしプログラムを企画。

13．通信教育委員会

1．開催回数２回（小委員会合同）

２．出席者数１７名（延べ人数）

３．協議事項

（１）診療情報管理通信教育平成１４年度新カリキュラムの改定の件

（２）病院経営管理者養成課程通信教育の見直しの件

４．総評

診療情報管理通信教育カリキュラムの見直しを行い、平成１４年度実施要綱を作成した。

受講生の増加に伴い、コンピュータシステムを構築し、効率的な業務を行う検討を行った。

大学、専門学校の認定制度について検討し、編入試験の廃止、審査料、認定料、更新料の設

置、「診療情報管理士」認定試験受験認定大学、専門学校の規定について検討した。

病院経営管理者養成課程通信教育の見直しを行い受講生の負担軽減のためスクーリング期間

の短縮等について検討し、受講料の見直しも合わせて平成１５年度実施をめどに検討する。

診療情報管理課程小委員会

１．開催回数３回（合同委員会除く）

２．出席者数１６名（延べ人数）

３．協議事項

（１）夏期期末試験等の合否判定について

３会場（東京８/19,10/28、大阪９/16、福岡８/26）で実施した卒業試験・進級試験及

び編入試験（9/8)、認定大学試験（9/29,30）について下記のとおり合否判定を行った。

-128-



７８％

１３１６９８

２３９

(2)冬期期水試験等の合否判定について

３会場（東京3/１７、大阪・福岡2/１７）で実施した卒業試験皮び進級試験について~ﾄ記の

とおり合否判定を行った。

０００ ０００ ０００

０００ ０００ ０００

(3)第55回（第12回）診療情報管理士認定証授与式について

平成13年１１月１７日（ｔ）１７時１０分～ダイヤモンドホテル

今回認定者468名（前回保留５名含）認定者累計3,142名

認定者総累計5,374名（診療録管理士2,232名含む）

(4)第56回（第13回）診療情報管理士認定証授与式について

平成14年４月２７日（士）１７時１０分～ダイヤモンドホテル

今回認定者000名（前回保留０名含）認定者累計0000名

認定者総累計0000名（診療録管理士2,232名含む）

(5)専門学校編入指定（６校)、認定大学申請（1校)について

①札幌お茶の水医療秘書歯科助手専門学校

平成14年春に視察を行うこととした。

②東北文化学園専門学校

平成15年秋に視察を行うこととした。

③名占屋お茶の水医療秘書福祉専門学院

各種学校のため、詳しい資料を提出することとした。（事務局追記：施設、学校教育

の状況等専門学校と同レベルと認められたので平成14年度入学状況をみて14年秋頃視

察を行うこととした｡）

④大阪ハイテクノロジー専門学校

平成14年度入学状況を見て14年秋頃の視察を行うこととした。

⑤大阪医療福祉専門学校

専門学校の認可取得中のため認可取得を条件に平成14年度入学状況を見て14年秋頃

の視察を行うこととした。

⑥福岡お茶の水医療秘書福祉専門学校

平成14年度入学状況を見て14年秋頃視察を行うこととした。

⑦国際医療福祉大学

－１２９－

受験者 合格者 保留者 不合格者 合格率

卒業試験 355 278 4０ 3７ ７８％

進級試験 698 537 3０ １３１ ７６％

編入試験(１０校） 248 ８１ 1６７ ３２％

認定大学試験(３大学） 239 1８５ 5４ ７７％

受験者 合格者 保留者 不合格者 合格率

卒業試験 1４２ 000 000 000 ００％

進級試験 282 000 000 000 ００％



平成14年５月頃の視察とした。

⑧早稲田速記医療福祉専門学校病院管理科

医学概論が医師でないため、保留とした。

⑨新潟工科専門学校

視察を行うこととした。

⑩京都保健衛生専門学校

視察を行うこととした。

⑪西女子短期大学

２年制でない大学のため認定は行わないこととした。

(6)平成１４年度診療情報管理課程通信教育カリキュラムについて

平成１４年度実施要綱を検討し､新カリキュラムに向けた教科書、リポートを作成した。

ア．科目基礎課程１２科目（各科目２単位）

専門課程１２科目（各科目２単位）

イ教材基礎課程１冊（基礎課程１２科目）

専門課程２冊（専門課程①診療情報管理関係、②分類法）

クリポート問題

客観的に評価の出来るリポート問題の作成

工．講師

科目ごとに講師陣を増やし、現場の若手中心に選出を検討した。

オ．受講料

平成１４年度から科目数が倍増し、諸経費等の増加が見込まれるため、受講料を現

行の７万円から１０万円に値上げすることとした。

(7)大学、専門学校の認定の見直しについて

編入試験の合格率が低下し、編入学後の専門課程成績が悪いため、平成１８年９月を最

終試験として編入試験を廃止し、かわって平成１４年度より３年制以上の日本病院会認定

の専門学校及び大学に対し「診療情報管理士」認定試験を行うこととした。

なお、申請校の増加に伴い視察、調杳、認定等にかかる費用に対し▼下記のとおり料金

を設定をすることとした。

＜学校認定料＞

審査料…専門学校：５万、大学：１０万

認定料…専門学校：２０万、大学：３０万

更新料…専門学校：５万、大学：１０万

く受験料＞

受験料…１万円

診療情報管理士認定料…２万円
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病院経営管理者養成課程小委員会

１．開催回数２回（合同委員会除く）

２．出席者数９人（延べ人数）

３．協議事項

カリキュラム変更後に科日数が増えリポートの量も増えたこと等による受講生の負担、

クーリング期間の短縮等スクーリング実施方法の見直しを行った。それに伴う必要経費（

加を鑑み、受講料の変更も併せて、平成１５年度実施をめどにまとめる予定とした。

による受講生の負担、ス

それに伴う必要経費の噌

＜病院管理者協議会について＞

主三な活動として、研修会を３回、機関紙「ＪＨＡＣ」の発刊（２回見込）などを行った。

１４．国際委員会

1．開催回数５回

２．出席者数延べ40名

３．協議事項

1.2001年５月開催のアジア病院連盟(Ａ・ＨＦ)理事会について

来賓の対応について

２．２００１年６月第51回日本病院学会(福岡)開催時のアジア病院連覗（Ａ、Ｈ、Ｆ）

３．ＩＨＦおよびAHFの2000年分会費の支払いについて

４．２００１年９月台湾病院協会学会について

５．２００２年６月第５２回曰本病院学会(東京)のＡＨＦ加盟各国への招待案内について

６．第52回日本病院学会出席のAHF加盟各国代表の対応について

７．ＩＨＦＦｉｅｌｄＳｔｕｄｙＴｏｕｒ開催協力について

８．その他

各国年次総会への出席

第34回台湾医院協会年次総会

2001年９月２１日（金）～２２日（士）

高雄市・ベテラン総合病院にて開催の年次総会には、中山会長代理とし￣高雄市・ベテラン総合病院にて開催の年次総会には、中山会長代理として武田隆男

副会長が出席、会長の親書を手渡し、また、開会式において祝辞を述べた。

４．総評

５月のＩＨＦ香港総会ＩＨＦフィールドスタデイコース開催について、韓國が諸情勢の影

響により辞退、急きょ本会が引き受けることとなった。（開催地：北海道）

混乱が予想されたものの、ツアーのコーディネートでは定評のある本会運営に期待をよせ

たIHF次期会長、現事務総長の参加もあり、今後の情報交換という新たなルート開拓の場の提

供ともなり好評であった。

－１３１－



１５．感染症対策委員会

１．開催回数７回

２．出席者数３４名

業務担当委員

３．協議項目

①院内感染liE防化対策ハンドブックの完成賀来委員草地委員

砿染防''二ハンドフ に改め発刊を年度内に予定したが、実施には雫ら

なかった。応急措置として、ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱発行の「スタン

ダードプリコーション」を会員各位に配布することとした。４月F旬にはハン

ドブックを会員に配布予定。

②エイズ感染症の情報収集・情報提供木村委員小松本委員

ＨＩＶ感染症、エイズ患者に対する診療体制の実際についてアンケートを実

施。３月末で800施設強の会員から実態報告があり、１４年度早々には報告をまと

め広報誌（紙）への掲載予定とした。

③結核感染症の情報収集・情報提供毛利委員岡部委員

委員、会員各位への情報提供（広報誌）等の利用。

④肝炎の情報収集・情報提供三浦副委員長毛利委員

東京都におけるウイルス肝炎対策報告の検討、肝炎を会員（医療従事者）に

分かり易い情報提供として、東芝病院の二代俊治研究部長に願った。今後も継

続してトピックス的に取りあげ会員への周知を実施することとした。

⑤ＩＣＤ資格取得の会員への勧誘事務局

※事務局がＩＣＤ認定制度を実施している各学会（１６団体）の名称、所在地、Ｈ

Ｐを一覧にし、曰病のＨＰに紹介という広報に努める。

⑥ＩＣＳ（InfectionControlStaff)養成の検討賀来委員草地委員

新規事業として、病院医療従事者を対象にしてＩＣＳの養成を図ることとし

て、研修を段階的に分けた教育（講習会）を実施する。この事業推進のためＩ

ＣＳ養成小委員会を設置した。

小委員会（順不同）

・小林寛伊（ＮＴＴ東日本関東病院院長）

・大久保憲（ＮＴＴ西日本東海病院外科部長）

・西岡みどり（国立看護大学校助教授）

・賀来満夫（東北大学大学院感染症内科教授）

・小松本悟（足利赤十字病院副院長）

・毛利昌史（国立療養所東京病院院長）

⑦シンポジウム・講演会等の企画調整賀来委員草地委員

日本病院会が実施している各種研究会、セミナーに感染症対策の重要,性をテ

ーマに組み入れることを事務局が率先して実施する。
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⑧感染情報の収集・広報岡部委員毛利委員

会員各位への感染症情報をいち早く広報するため国立感染症研究所・感染情

報センターとの本会ＨＰにリンクさせることを目標とした。

⑨感染症海外研修の企画毛利委員

新規事業として、当初１１月の開催を予定し企画していたが、米国同時多発テ

ロのため開催１１時の延期、視察先を変更し３リ]１６日～２４日（７泊８１１）で実施。

コーディネーターを毛利委員（国iZ療養所東京病院・院長）に願い参加者一行

は７名で実施。

・ＢｅｌｌｌｌｖｕｅＨｏｓｐｉｔａｌＣｅｎｔｅｒ

・ＴｕｂｅｒｃｕｌｏｓｉｓＣｏｎｔｒｏｌＰｒｏｇｒａｍＮｅｗＹｏｒｋＣｉｔｙＤｅｐｅｒｔｍｅｎｔｏｆＨｅａｌｔｈ

・ＴＢＴｒａｉｎｉｎｇＣｅｎｔｅｒ，ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｃｏ

⑩その他

（社）京都私辻z病院協会作成の褥瘡マニュアルについて

弩会感染症対策委員会での検討を図り、口病雑誌にマニュアルを紹介し会員

への情報提供の一環とした。

４．総評

本年度は院内感染事故が多発し新聞紙上での報道が多数見受けられた。当委員会としては、

会員施設での院内感染事故防止の責務が求められる一年であった。

そんな折り、事務局の組織変更、人事異動等により当委員会の諸活動に充分な対応が図れ

なかった。しかしながら、武田委員長をはじめ各委員の先生方のご支援を得て約80％の目標

達成と思える。今期に新規事業として、発足したICS(InfectionControlStaff)養成につい

ても来年度から具体化されるが感染防止に向け会員各位のご意見を求めながら活動を図りた

い。

１６．ホスピタルショウ委員会

１．国際モダンホスピタルショウ2001委員会

１）開催回数８回

２）協議事項①国際モダンホスピタルショウ2002の企画、運営について

②付帯セミナーの実施について

③その他の関連事項について

１７．学術委員会

１．開催回数

２．出席者数

１０回

延べ107人
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日本病院会雑誌2001年６月号～2002年５月号の編集について

日本病院会雑誌2001年７月号～2002年６月号の企画について

英文誌「JapanHospitals」No.２０の編集および刊行について

第51回日本病院学会における優秀演題の選考・表彰に関する事項につい

て

３．協議項目 １）

２）

３）

４）

４．総評

委員長は前期から引き続き星監事が、副委員長も小堀常任理事が再任した。新委員として

村岡亮先生（国市国際医療センター）が就任した。

記事掲載の内容を大きく分けると、医療制度改革、病院経営、医療の安全管理等に関する

題材が多かった。保険教室（第14版）も好評。鉗夏随筆は60題集まった。

また、－９１から担当していた古畑巧氏が13年３月退職。後任は広報課浜田一美が担当するこ

とになった。

１８．広報委員会

1．開催回数５回

２．出席者数３６人（延べ人数）

３．協議事項

（１）委員会

①日本病院会ニュースの紙面構成について

②シリーズ特集の企画立案について

（｢小泉医療改革の中身と痛み～公的医療保険の守備範囲の見直し～｣）

③インターネット委員会設置の検討

④曰病広報のあり方の検討

（２）日本病院会ニュースへの寄稿・座談会の収録について

①委員による寄稿（｢無影灯」「中小病院コーナー」「シリーズ特集」等）

②委員による座談会（｢わいわいがやがや｣）

４．総評

（１）日本病院会ニュースについて

①基本的な紙面構成について

今年度の紙面構成のテーマを大きく括ると、①医療保険制度の抜本改革に関する政府及

び厚生労働省などの動きと本会の対応②結成２年目に入った四病協の活動③平成14年４月

の診療報酬改定の動向④５月の本会創立50周年記念事業にちなんだ連載特集記事一などが

挙げられる。

②発行・編集について

平成13年度は第626号（４月１０日）～646号（平成14年３月２５日）の計21回の発行となった。

４ページ建て１５回、６ページ建て２回、８ページ建て4回となり、例年に比べ増ページ建て
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が多かった。

本年度は、昨年度に引き続き年間を通して医療保険制度の抜本改革の動向に重点をおい

て報じた。とりわけ、政府の経済財制諮問会議によるく骨太の方針>、厚労省のく医療制度

改革試案>、政府・与党社会保障改革協議会によるく医療制度改革大綱〉などの中身と動向

を追った。これらの改革案に対し、633号（８月１０日）で中山会長による意見書「規制改革

への警告」（経済財政諮問会議等の方針を危'具し､経済主導の医療改革を本末転倒とみなし

た)、また同会長によるメモ「あるべき医療制度改革の課題と方向～総合規制改革会議・重

点６分野の中間とりまとめ（医療）に対して」を638号（１１月１０日）にそれぞれ掲載し、医

療当事者の視点を十分汲み取った医療改革を行う必要を訴えた。

本会事業に関しては、５月に秋篠宮殿下・妃殿下を迎えて挙行した創立50周年記念式典

の模様を629号（６月１０日）に特集すると共に、年度を締め括り本会の将来を展望するうえ

から、式典を迎えるに当たり行った座談会「曰病と病院医療の未来を語る～本会半世紀の

歩みを踏まえて～」（中山会長、竹本顧問など５名による）を645号（３月１０日）に掲載し

た。

シリーズ特集では「小泉医療改革の中身と痛み」の第１弾をスタートさせ４回連載とし

て終了したが、次年度も同テーマの第２弾としてく診療報酬改定〉を予定している。

このほか、結成後２年目を迎え精力的な活動を通じて病院意見の中心的な発信母体とな

った四病協について、構成団体の一員であることから大幅に掲載スペースを拡大した。６４１

号（１月１日）には囚病協会長座談会の模様を３面にわたり掲載したほか、委員会活動など

の活動をフォローする常設欄としてく四病協通信〉を635号（９月２５曰）からスタートほ

ぼ毎号掲載している。

(2)インターネット・サイトの運営について

インターネット・サイトの活'性化を図るため、今年３月に本委員会の中に設置したインター

ネット小委員会（大井利夫委員長）に独立１ftを持たせる考えから、「インターネット委員会」

（大井利夫委員長）として８月に昇格、設置した。

(3)曰病広報のあり方について

次年度以降の本委員会の活動を考える上で、曰病広報のあり方を検討した。

曰病の広報を大別するとく対内広報＞とく対外広報＞の２種類となる。前者は、曰本病院会

ニュースを本命の媒体とし、現在までに一定の実績を挙げているが、後者については、ヒト、

モノなどの提供体制に大きな負担を要することから、実質的な活動はこれまでも行ってこなか

った。また、幸い対外広報の窓口をインターネットが担う状況にあることに鑑み、今後は、ネ

ットを通じて意見を発信する方向で対処することにした。これには、インターネット委員会と

の連携・協力を図る方針も確認した。このほか、患者の視点も含める必要が指摘された。

なお、曰病ニュースには､チーム医療推進の観点から他の職種の視点も取り込んだものとし、

また病院は今日機能別に再編される環境にあるので､病院の機能別の問題を包含した形ものぞ
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まれるとしている。

１９．インターネット委員会

１．開催回数３回

２．出席者数延べ１２名

３．協議事項

１．インターネットサーバの導入

２．コンテンツの全面リニューアル

３．メーリングリストの設置と運営について

４．診療報酬改定に関する迅速な情報提供

５．電子会議システムの実用化と導入について

５．インターネットに関するセミナーの検討

６．情報発信の基礎データとしての全国視察について

７．日本病院学会でのインターネットコーナー設置について

４．総評

広報委員会傘下の小委員会から独市後、委員会の開催はわずか３回ではあるが、本委員会専

用のメーリングリストを９月に設置し、連日協議を行なった。

これまでのタイムリーな情報提供に加え、地域特`性を考慮したリアルタイムな情報提供を視

野に入れ、次年度へ向けての方向付けが出来たものと考えている。

20．総務委員会

今年度は、変更すべき規定、規則等がなかったため開催はなかった。

21．倫理委員会

会員の定款違反や先端医療等の倫理問題が起きた時に審議する目的で作った委員会である。

年度の開催はなかった。

,△、
７

22．組織委員会

1．開催回数

２．出席者数

３．協議事項

２回

延べ７名

（１）平成13年度活動計画について

（２）平成14年度活動計画について

（３）その他
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４．総評

組織拡大、会員増強について協議、検討した。

今年度は正会員の入会47病院、退会27病院で差し引き20病院の増となった。入会する理由

のなかには、曰病からの情報を得たいという声も聞かれる。退会に関しては、閉院や統合な

どが羊な理由となっている。

賛助会員は入会35件、退会４１件で差し引き６件の減となっている。

新年度は、口病役員による未入会病院の勧誘等、各方面の協力を仰ぎながら、目標の3,000

病院に少しでも近づけるようにしていきたい。

，病院倫理綱領の見直しに関する特別委員会

１．開催回数２回

２．出席者数１２名

３．協議項目

ｌ）病院倫理綱領の見直しについて

２３．

昨年に引き続き解説について詳細に検討を行った、最終的な意見の調整のため２回委員

会を開催し結果を役員会に諮った。完成した倫理綱領は全会員に配布した。また、解説は

日本病院会雑誌に掲載した。
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曰本病院会の倫理綱領

我々病院に働く者は、地域の人々の健康を守るために、限りない愛情と責任をもって最善の努

力を尽くさなければならない。この使命を達成するために、我々が守るべき行動の規範を次のと

おり定める。

1．医療の質の向上

我々は医療の質の向上に努め、人格教養を高めることによって、今人的医療を目指す。

２医療記録の適正管理

我々は医療記録を適正に管理し、原則として開示する。

３権利擁護とプライバシーの保護

我々は病める人々の権利の擁護と、プライバシーの保護に努める。

４安全管理の徹底

我々は病院医療に関わるあらゆる安全管理に、最大の努力を払う。

S・地域社会との連携の推進

我々は地域の人々によりよい医療を提供するために、地域の人々とはもちろんのこと地域の医

療機関との緊密な連携に努める。
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Ｉはじめに

１．病院に働く者

病院は医師や看護師その他の医療の担い手が匹互に協力し合いながら、病める人々を中心に

した病院医療というサービスを提供している。倫即綱領の前文にいう“病院に働く者”とは、

これらの職種のどれかに属しているすべての個人のことである。

２．倫理

人はみな家族、地域社会、企業などの社会集団の中で化活し、働いている。これらの社会集

団にはそれぞれの道徳的規範がある。これらの道徳的規範はかならずしも共通するものではな

い。したがって家族とのつながりと病院内での業務とが時に両命しないことも起こる。各人は

こうしたいくつかの集団に同時に属しているから、それぞれの集団がもっている道徳的規範の

なかで、自分がどのように牛きるかを考えて、自分の道徳的規範を作り上げなければならない。

このような個人が自分の生き方を見出し、その規範に従う心のあり方が倫理である。

すなわち病院の職員として、病院という組織がもつ道徳的規範のなかで、各人が業務を遂行

する際の行動基準である。

３．目的と手段

病院医療の特徴は、我々がチームを作って、すべての病める人々に生命尊厳の念と人間愛を

もって接し、おのおのが知識と技術を適切に用いて、病める人々を癒し、苦痛を和らげるよう

に努めるということである。

この際、我々は病める人々を癒すことを目的とし、自分の経済的利益や学問的興味やほかの

人々の利益のための手段として利用しないという行動基準、つまり病める人々の利祐を目的と

して自分たちの利益の手段としないということは、誰もが共通できる。また病める人々に我々

が知ることができた病気についての真実を情報として提供することも、我々の共通した行動基

準である。これらの基準に従ったときに、我々と病める人々とが対等な信頼関係を保つことが

できる。

４十分な説明に基づく同意

病める人々は、必要なすべての医療サービスについて、十分に説明を受けて理解したうえで

それを容認し、どのような医療サービスとそれに関わる情報を受けるかについて、選んで決定

する権利がある。これは自身の生命に関わる問題だからである。我々はこの決定権を尊重し、

病める人々の望む医療サービスを提供しなければならない。

いろいろな職種の人々が病院で働いているが、これらすべての人々の業務の目的は共通して

いる。したがって、その目的を達成するための各人の行動基準もまた同じはずである。これを

我々の倫理基準として認め、病院倫理綱領としてここに提示する。
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Ⅱ病院倫理綱領の一般原則

病院は､優れた管理者の指導のもとで熟練した医療の担い手たちがチームを組織し､病める人々

に適正な医療を提供し、苦痛を和らげ、さらに病気の予防と健康の増進に努めることが一般的責

務である。

そのために、職員はつねに最善の能力を発揮し、暖かい人間愛をもって治療にあたり、全人的

医療の観点から人類の福祉に貢献することがその使命である。

１．医療の質の向上

病院は、その基本的使命を達成するために、絶えず提供する医療の質の向上に努めなければ

ならない。そのためには、すべての職種の教育・訓練を推進し、職員も専門的職業人として研

修に励み、技術の熟達向上に努めるとともに、第三者による評価も積極的に受け入れる心構え

が必要である。さらに臨床的研究にも励むべきである。

２．医療記録管理と守秘義務

１）医療記録管理について

医療記録の重要性を'一分認識し、これを確実に作成し、合理的に保管管理する体制を確ｉＺ

し、必要に応じて速やかに適切な活用ができるようにすることは、病院および職員の責務

である。

２）守秘義務について

業務上知りえた病める人の秘密は､正当な理由なくこれを他に漏らしてはいけないことは、

「ヒボクラテスの誓い」以来古今東西を通じて変わらない医療人の戒めである。このこと

は、直接病める人に接する者の法的義務であるばかりでなく、病院職員全員に徹底し心が

ける必要がある。

３．権利擁護とプライバシーの保護

病める人の権利とプライバシーを守り、自己決定権を尊重した医療を提供しなければならな

い。自分の病気について知る権利を十分保障し、また診療における自己決定権を守るためには、

理解できる言葉での説明と同意が重要な前提となる。

４．安全の管理

病院は、安全が医療の第一歩と認識し、施設的、微生物的、人為的などあらゆる危険性の予

防に真剣に取り組まなければならない。

かりに事故発生時には、事実を隠すことなく、全病院的あるいは医療界全体の問題としての

予防手段の開発に結びつけ、安心してかかれる病院医療の確立を図らなければならない。
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５．地域社会との協力

病院は、地域住民の医療を担当するだけでなく、それぞれの機能に応じて、病気の予防をは

じめ保健指導に寄与するなど、人々の健康増進のために積極的にその役害Ｉを果たすよう努めな

ければならない。

地域の保健・医療水準を高めるために、地域の医師に対しても病院の諸施設・設備が利用で

きるよう協力を惜しんではならない。

地域の病院、診療所、関係の官公庁、社会福祉関係施設および関係する諸団体などとつねに

緊密な連携を保ち、協〃し合ってその使命を達成するために積極的に活動するようにしなけれ

ばならない。

Ⅲ開設者の倫理

1．一般原則

病院開設者は、病院の使命と日的を達成するために、医師、看護帥をはじめすべての医療の

担い手の協力のもとに、病院倫理綱領を遵守して、良質かつ効果的な医療を提供するために、

適正な管理運営を行うべきである。

２．病院開設の目的

１）地域医療への貢献

病院は、より健康な人間社会が営まれるよう設置された地域医療サービス機関であり、極

めて公共性の高いものであることを十分に自覚しなければならない。

２）開設者は病院運営の最高責任音であり、病院の適正な診療活動と健全な病院経営に今責任

をもたなければならない。

（１）開設者は地域社会に対する最善の医療サービス水準を維持するため､つねにその地域に

とって最適の医療サービスが提供されるよう努力しなければならない。

（２）病院は利潤を追求する経営体ではないが､健全な病院経営を図るための適正な利潤の確

保は必要であり、そのための最善の経営努力を払わなければならない。

３）施設・設備の近代化

病院は、医療内容が高度水準を保ち、科学的でかつ適正な医療を提供するための施設と設

備を整えることが必要である。医学はますます専門分化しており、その診療にあたっては、

絶えず設備や機器の近代化を図り、医療サービスの向上に努めなければならない。

３．病院長との関係

１）開設者と病院長

医療法では、病院の管理責任者は医師あるいは歯科医師であることと規定されている。し

たがたって、開設者が医師以外の場合、管理責任者としてふさわしい病院長を任命しなけれ

ばならない。
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２）病院長の選任

病院長は、優れたリーダーシップによって職員から信頼され、地域社会から尊敬を受ける

人格者であり、また病院経営に理解と関心をもち、「医療」「経営｜のバランス感覚に優れ

た能力をもった者でなければならない。

３）病院長への権限委譲

（１）開設者は病院長にとって岐良の協力者であることが望ましい。

（２）開設者は病院長の専門的な要請を尊重しなければならない。

（３）開設者の病院経営方針に沿うかぎり、病院の運営・管即についてはできるだけその権限

を病院長に委譲し、医師をはじめすべての医療の担い手の人事および監督を委ねるべきで

ある。

４．職員の選定

１）事務長の選任

病院長は医療の専門家であり、事務長は管踊運営全般を補佐する。この両輪がうまくかみ

合ってはじめて病院組織は機能する。したがって重要な責任を担う事務長の選定はとくに大

切である。

（１）事務長の資格要件

事務長は医療事業に献身する気概をもち、経営管理手法の専門的知識と幅広い教養をも

った人格者を選ぶべきである。

（２）事務長は病院長の最高補佐役として適任でなければならない。

（３）事務長は開設者ともよく協調して､円滑な病院運営が図れるよう強力なリーダーシップ

と柔軟な調整能力と思考力が求められる。

２）各部局職員の選定

各部局職員は、病院長の合意のもとに選定しなければならない。病院長は病院開設の目的

を達成するために、有能な人材を適材適所とする適正にして公平な配慮を払わなければなら

ない。

（１）幹部医師

幹部医師は、病める人々が期待し満足する医療を行うことに十分な理解と関心があり、

優れた医療技術をもった医師であるべきである。病院長は幹部医師をはじめとする医師団

の医療についての建設的意見は、財政の許すかぎり積極的に受け入れるべきである。

（２）適正な処遇と評価

競争原理を積極的に導入して、その環境のなかで、今医療従事者の最適かつ高度な医療

サービス向上への努力および成果について、適正な評価を行い、職員の達成感と満足度が

図られるようつれにその処遇改善に努めなければならない。

（３）透明性のある人事

人事は客観性、公平性、透明'性が原則である。

３）地域社会との連携

開設者は積極的に地域組織と連携して、地域の医療・福祉の水準が向上するよう努めるべ
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きである。

５．健全経営について

病院はその開設目的に沿った設備、機器の整備および業務遂行に欠かせない資金が必要であ

る。さらに病院は非営利事業であるが、医の倫理に沿った経営を行いつつつねに経営の健全

化・安定化を図るよう、開設者は、病院財政について今責任をもたなければならない。

Ⅳ病院長の倫理

１．一般原則

病院長は病院経営の責任者であり、病院に働くすべての者に病院倫理綱領を実践するよう指

導しなければならない。

２．開設者との関係

病院長は、開設者より病院の管理・運営を委任された者であり、開設の目的を達成するため、

管理者としての責任をもって病院を運営しなければならない。また病院長は、病院の代表者と

して今職員の支持のもとに、社会の信頼を得て、医療機関の指導者の１人として活動し、これ

らを通じて開設者の期待に答えなければならない。

３．病める人々との関係

ｌ）医療と看護の質の向上

病院長は、診療と看護の質の向上を目指すために、組織的に取り組むよう指導しなければ

ならない。

２）病める人々の権利と安全および守秘義務

病院長は、すべての病める人々に患者としての権利を保証し、安全な医療とプライバシー

保護を保障するための仕組みを病院内に作り、その法的、道義的責任を守るよう努めなけれ

ばならない。

３）信仰の自由の尊重

病める人々とその家族の信仰の自由を尊重するよう、今職員を指導しなければならない。

４．職員との関係

病院倫理綱領の原則にのっとり、職員を指導し、その協力が得られるように努めなければな

らない。

ｌ）職員の資質の向上

職員の業務水準を維持し、向上させるために、教育、訓練に配慮しなければならない。ま

た職員がそれぞれの学会･研究会などに積極的に参加し､活動するよう奨励すべきである。
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2）研修・研究活動

職員の研修および研究活動が積極的に行われるよう配慮すべきである。

3）療養環境の確保

病める人々に快適な療養環境を確保し、院内感染の防止など環境衛生や災害対策の整備・

強化に最大の注意を払わなければならない。

4）医療の効率性

つねに職員の能率向上に配慮し、限られた医療財源、資源を有効適切に使用して、よりよ

い医療の提供と、職員の待遇の改善に努めなければならない。

５．対外活動

病院長は、地域の医療機関および介護施設と密接な連携を保ち、協力して医療水準の|可上を

｜判り、地域社会の要請に答えるように努力しなければならない。

ｌ）医療団体や官公庁などとの協力

地域の医療団体と協力し、積極的活動を行うことが必要である。また、行政および地域組

織への参加は、病院の使命達成のために重要である。

２）地域社会との関係

病院長は、つねに地域社会の要望と病院への批判に注意し、それに対応した処置をとらな

ければならない。

Ｖ勤務医師の倫理

１．一般原則

ｌ）医の倫理の実践と指導

病院に勤務する医師は、医学を修得・研鑓し、専門職業的倫理を基準にして行動していく

ことが大切である。また、医療を行うためにはチームワークがもっとも重要であることを認

識し、専門集団として高度の倫理的行為を維持させていかなければならない。とくに、医師

は医療チームの指導的責任者であることを自覚し、チームのメンバーの融和を図り、技術向

上のための教育などにも努めなければならない。

２）医療の倫理原理

ここにいう医療倫理の本質は法則ではなく、医師が病める人々や、他の医師、他の関係専

門職、公共の人たちとの間に、正しい人間関係を築く基準である。

また、病院に勤務する医師は、病院への帰属意識をもち、勤務する病院の規則を遵守しな

ければならない。

２．医療専門職の目標

医師は牛命の尊厳性を認識し、これを基本にして人類に奉仕することが責務である。病院に
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勤務する医師は、病める人々から信頼されるに値するよう最善の努力をしなければならない。

３．研修・研究

病院に勤務する医師は、絶えず新しい医学的知識を修得し技術を錬磨し、専門職としての最

高の技能を、科学的根拠のもとに病める人々に提供しなければならない。また、同僚の医師を

はじめとする医療従事者にも知識・技術を伝えることが重要で、専門分野の学会・研究会など

に積極的に参加し、つねに知識・技能の向上を図らなければならない。

しかしこの際、研修あるいは研究のために、万が一にも病める人々の権利や福祉が優先され

ず、損なう恐れのある行為は許されない。

４．非科学的治療の排除

病院に勤務する医師は、倫理感が乏しいあるいは技術が未熟な医師や医療従事者たちが、医

療の質を低下させないよう心がけなければならない。また、医師は法律を遵守し、医業の名誉

と尊厳を傷つけないよう、白ら律しなければならない。

５．医師の良心

医師は良心に恥じるような行為をしてはならない。医師は自らの良心に反する要求に屈して

はならない。

６．説明と同意

病院に勤務する医師は､医療行為を行うとき､病める人々あるいは保護者に事前の説明をし、

同意を得ることがもっとも重要である。また、医療行為を中止するときも、同じく十分説明し

同意を得なければならない。

７．診療記録の記載と開示

病院に勤務する医師は、その都度、診療行為の記録を正しく記載しなければならない。病め

る人々の訴え、傷病の部位、診療の経緯、程度を、客観的、詳細に記録するように努め、かつ

第三者が判読できるように記載しなければならない。診療記録の記載はできるだけ速やかに行

い、記載者の名前を明記しなければならない。また検査記録、診断に要した画像を破損、紛失

しないようにしなければならない。診療記録の開示を求められたときは、病院で定められた規

則に従って開示しなければならない。

８．医師の守秘義務

病院に勤務する医師は、知り得た個人の情報を漏らしてはならない。

９．専門医への紹介の必要性

病院に勤務する医師は､その医療の専門性や設備に自らの能力の限界があると認めたときは、
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速やかに他の適切な専門医に紹介し、委託することが望ましい。

１０．院外医師との連携の強化

病院に勤務する医師は、地域の医師と互に密接な連携を保つよう留意しなければならない。

また、他の病院の勤務医とも密接な関係を保ち、知識や技術の交流を行い、これらを病院の基

本的使命の遂行に役立てなければならない。

１１．地域社会での保健活動

病院に勤務する医師は、単に個々の病める人々の診療のみでなく、社会一般の保健向上に積

極的に参加する責任がある。

Ⅵその他職員の倫理

１．一般原則

病院の職員は、病める人々の回復や健康と福祉の増進を目的として業務に励み、自分たちの

利益のための手段としてはならない。

２．医療の質の向上

我々は医学その他学の間の根拠にもとづいて、適切な医療サービスを提供しなければならな

い。そのために我々は、それぞれの知識と技術ならびに人格の向上を図る必要がある。

３．医療記録の管理と守秘義務

医療記録は、病院が管理・保存するよう法的に定められているが、記録されている情報のす

べては病める人々のものである。

医療記録は正確で詳しく記載され、十分な管理体制のもとに整理・保管され、そしてその内

容について他に漏らさないことが我々の責務である。

４．権利擁護とプライバシーの保護

医療上最適のケアを受ける権利、人格が尊重される権利、医療上の情報について説明を受け

る権利など、病める人々の権利を守ることおよびプライバシーを保護することは、医師や看護

師ばかりではなく、全職種が心がけるべきことである。

５．安全の管理

病院の職員は、災害、建物、機器の安全および人為的事故、犯罪などの危機防止に留意し、

これに対処できるよう、つねに訓練を怠ってはならない。
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６．地域社会との連携

地域に住む人々に、適切な体制によって医療サービスを提供できるようにその地域にある

医療機関が連携し合うべきである。これは病院間、病院・診療所間で医療サービスを分担し協

力し合うことである。また医療と福祉とを結んで一貫したサービスが提供できるように、介護

の諸施設とも連携することが必要である。

我々はこのような地域医療体制の維持と発展のために力を尽くさなければならない。

Ⅶむすび

１．病院に働く者の倫理と国民の倫理

病院運営の基本理念を確了Zするには、倫理と管理の原則が必要である。そのためには、まず

は経営者、管理者を中心としてすべての医療従事者の行為の規範を設定することから始めなけ

ればならない。しかしこの際、医療を受ける国民にもそれぞれ倫理的規範があるので、お互い

に相手の倫理的規範を尊重し合うことが大切である。もし、相手の規範を無視するようなこと

があれば、特殊な職域倫理も医の倫理も成り立ちにくい。

医は、学と術と道の３つから成り立っている。しかし現代医療は、国民皆保険のもとで医療

も契約であるという概念と、社会福祉の理念のもとで医療は権利であるという概念とで成りｒＺ

っており、このため病院の倫理観と医療を受ける人々との倫理観の調和が必要であることを

我々は銘記すべきである。今日、医療の職種は極めて多様化しているが、医師、看護師以外の

職員も、医は聖職であることを認識し、病院に働く者すべての倫理の高揚を図ることが大切で

ある。

２．医療の道義的混迷と経済的混乱

病院倫理綱領の基本原理は、序言ならびに一般原則で述べたように、病める人々の治療に最

善を尽くすことが一義的責務で、経済的報酬その他の利益は二義的に考慮されるべきものであ

る。さらに科学的知識を向上し、すべての職員教育を促し、国民の健康増進に積極的な役割を

果たすことが病院の責務である。

しかし、戦後のわが国の社会では、経済成長のみが一義的であり、倫理的規範は未完成のま

まである。たとえば、国民が飢餓の状態からもっとも裕福な国へと急激に高度成長して物質中

心主義の世相を招いた反面、倫理的規範のいちじるしい荒廃をきたした。医療の分野において

も、この風潮が及んでいると感じられる。

近年医療費抑制政策がますます激しくなり、拡大再生産を含む病院運営の向上を図ることが

難しくなりつつあるが、利益を追求するあまり、道義的な規範を逸脱しないように強く望むも

のである。倫理性をなくして財政的収支の安定のみを図ることは、決して国民医療の向上には

つながらないことを銘記すべきである。
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３．病人を診る

思想的、社会的、政治的、財政的に混乱した社会的背景のなかで、病院に働く者はこれにど

のように対処すべきか、つねに新しい秩序を模索していかなければならない。それには、一人

ひとりが高い倫理観をもち、それを基本にして近代的職域倫理を充実していく必要がある。

ろうそくが身を減らして人を照らすように我々も身を粉にして社会を明るくするよう、社

会人としての倫理の高揚に、さらに学問、技術の習得に励み、医療の質の向上に努めなければ

ならない。病院に働く者がこのような姿勢を維持し、病める人々の明るい光となるとき、病め

る人々も安心して療養生活に専念することができる。

２１世紀初頭にあたり、日本病院会「病院倫理綱領」を従来の精神を継承しつつ時代の流れに

即した内容に改訂した。本年は本会倉lIiZ50周年という節口を迎え、この記念すべきときに新た

な倫理綱領を作成し、国民の期待と信頼に答えるべく、医の倫理の高揚に努力することを改め

て誓うものである。
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第５研究会

病院経営管理研究会

１．開催回数１回

２．開催期日平成13年１０月１８口（木）～１９日（金）

３．開催地名占屋・ホテルルブラ王山

４．参加者数６８施設９０名

５．演台

第一日目１０月１８日（木）

開会挨拶（社）日本病院会病院経営管理研究会委員長竹田秀

役員挨拶（社）１１本病院会理事・医療法人八千代病院

理事長佐藤太一郎

講演「病院経営改善～ＰＦＩをふまえて～」

講師高知県・高知市病院組合理事瀬戸山元一

「日本医療機能評価機構～その意義と新評価体系～」

講師学校法人日本医科大学常務理事岩崎榮

「病院経営の質向上に向けて」

講師医療法人大雄会理事長伊藤伸一

「医療制度改革試案について－高齢者医療制度を中心に－」

講師厚生労働省保険局総務課課長補佐依田泰

１

第二日目１０月１９曰（金）

講演「医療制度改革～経済諮問会議・総合規制改革会議をふまえて～」

講師日本医師会常任理事星北斗

「診療報酬における入院看護サービスの評価と看護必要度」

講師厚生労働省保険局医療課課長補佐岩澤和子

６．総評

ＰＦＩなどをふまえた病院経営改善策、規制改革による高齢者医療について、経済諮問会

議・総合規制改革会議をふまえた医療制度改革、日本医療機能評価機構の新評価体系等、こ

れからの病院経営(運営)に必須な情報を提供すべく開催された。

参加者からの声としては、質疑応答の時間を設定してほしいなどの声が聞かれるほどの盛

況だった。今後、対応していくべき課題である。
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２．医事研究会

１．開催回数２回

２．開催曰時（1回目）平成13年５月１７日（木）１３:00～１８:0０

１８口（金）９：３０～１２:００

３．開催地横浜市：新横浜国際ホテル

４．参加者数152施設237名

５．演題

１７日総合司会(社)日本病院会医事研究会委員吉井文吾

開会挨拶（社）口本病院会常任理事.（社)神奈川県病院協会会長

渕野辺総合病院理事長・院長士屋章

（社)日本病院会医事研究会委員長藤田勝弘

溝演「再審査請求の現状とポイント」

講師：元神奈川県支払基金審査委員・西川整形外科医院

院長西川英樹

問題提起：（社）日本病院会医事研究会副委員長合羽丼昭雄

グループ討議：～これでいいのか医事課員～

Ａ、これでいいのか患者サービス

担当(社)日本病院会医事研究会委員渡辺元三

Ｂこれでいいのか受付からレセプト作成

担当(社)日本病院会医事研究会委員吉井文吾

Ｃこれでいいのか再審査請求

担当(社）曰本病院会医事研究会委員武田匡弘

〃 委員平良秀一

Ｄこれでいいのか未収金

担当(社)日本病院会医事研究会委員松本祐二

懇親会希望者のみ

グループ討議発表：各グループ代表者１名30分ずつ

総括：（社）日本病院会医事研究会委員長藤田勝弘

閉会挨拶：（社)曰本病院会医事研究会副委員長合羽丼昭雄

１８日

開催日時（２回目）平成13年１０月１８日（木）１０:00～１６:4５

１９日（金）９：００～１２:００

開催地京都市ぱ・る・るプラザ京都

参加者数146施設232名

演題

１８日開会挨拶（社)日本病院会副会長．（社)京都私立病院協会会長

武田病院グループ会長武田隆男
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（社)曰本病院会医事研究会委員長藤田勝弘

講演「二次審査の現状と再審査請求」

講師：（社）日本病院会医事研究会委員武田匡弘

講演「見落としがちな点数算定のポイント」

講師：（社）日本病院会医事研究会委員平良秀一

グループ討議「おさえておきたい点数算定のポイント」

懇親会希望者のみ

１９日グループ討議発表：各グループ代表者１名５分ずつ

講演「どうすりやいいんだ点数表解釈」～適正な診療報酬請求に向けて～

講師：日本医科大学付属千葉北総病院医事課主幹杉本恵申

閉会挨拶（社）日本病院会医事研究会副委員長合羽丼昭雄

６．総評

病院の医療収入の要であるレセプト作成にあたり、適正な診療報酬請求などについて講演

を戴いた。また、グループ討議においてはそれぞれのテーマをもとに討論が交わされ、有意

義な意見交換が出来たことと思う。

３．用度研究会

1．開催回数２回

２．開催曰など①６月１４曰（木）午後と翌１５日（金）午前。ワークピア横浜。受講者は129

施設137名

②11月２１日（水）と翌22日（木）午前。神戸ポートピアホテル。受講者は

125施設140名

３．内容について

①テーマ「変革の時代と用度業務」

＜1日目＞開会あいさつ日本病院会常任理事土屋章

話題提供「第４次医療法改正と病院経営一今病院職員は何をすべきか－」

用度研究会委員長梅津勝男

グループ討議のための話題提供

ａ．「用度業務の見直しについて院内物流の一元化」

倉辻明男

ｂ「診療材料について特定保険医療材料改定の留意点」

小松太

ｃ・「医薬品について価格交渉の現状と分析」久保田義徳

．．「コンピュータについてワードとエクセルを中心とした電子情報の

蓄積と分析」 大石洋司

グループ討議

－１５１－



く２日目＞グループ発表

全体討議

総括

「ＩＴ革命と用度業務」

＜ｌ曰目＞開会あいさつ 兵庫県病院協会会長安田俊占

プレゼンテーション「ＩＴが医療にもたらすもの

－他業界のＩＴ化動向からみるこれからの病院の方向性とは－」

株式会社テプコシステムズ

メディカルシステムサービスセンター副所長嵯峨泰

話題提供「ＩＴ時代における病院職員の意識改革」 梅津勝男

事例発表「病院と地域コミュニティー」

神戸・野村海浜病院管理部長兼業務部長大山守

用度業務今般にわたるグループ討議と情報交換

ａ．「用度業務について」

ｂ・「コンピュータについて」

ｃ・「診療材料（物流を含む）について」

。．「医薬品について」

＜２日目＞グループ発表および全体討議・質疑応答

今年９月に実施した用度業務今般にわたるアンケート報告

・用度業務（一般的事項）について倉辻明男

・医薬品を除いた物品の価格調査について小松太

・医薬品に関する調査について久保田義徳

②テーマ

総評

今年も両方ともとても好評で130名を超える受講者を集めた｡テーマはタイムリーな内容

あり、はじめて用度業務に携わる方から大ベテランまで掌握出来るようにセッティング

４

であり、はじめて用度業務に携わる万から大ベテランまで掌握出来るようにセツ

されているのも魅力のひとつである。

来年度は６月27日と28曰、グリーンタワー幕張にての開催などを予定している。

看護管理研究会

1．開催回数１回（岡山市）

２．日時平成13年11月29日（木）ｌＯ：００～１６：００

～３０曰（金）９：００～１２：００

〕・会場倉敷アイビースクェア

4．参加状況４８施設・６６名

４．

２．

３．会場

４．参加状況
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後援社団法人岡山県病院協会（ｔ井章弘会長）

社団法人岡山県看護協会（若林敏子会長）

開催要領開会挨拶

(第一日日）１１月２９口（木）

１０：００～１０：１５開会挨拶（敬称略）

（社）日本病院会理事．（社）岡山県病院協会会長士丼章弘

（社）岡山県看護協会会長若林敏「

日本病院会看護管理研究会委員長河野佳代子

１０：１５～１２：００基調講演「高齢者への医療」

～看護の専門性と最近の保健・医療動向への対応～

講師：岡山大学名誉教授青山英康

司会：看護管理研究会副委員長長尾眞澄

１２：００～１３：３０昼食

１３：３０～１６：００シンポジウム「高齢者への医療」

（シンボジスト）

・行政の立場から～岡山県の高齢者の保健・医療・福祉について～

５．

６．

岡山県保健福祉部施設指導課参事

ケアのrZ場から

財団法人倉敷中央病院看護部長

リハビリのiZ場から

茨城県立医療大学付属病院院長

患者の立場から前高槻市市長

（司会）日本病院会看護管理研究会委員長

日本病院会看護管理研究会委員

馬場和子

江尻美恵子

大
江
河
柴

仁史

利雄

佳代子

レイ子

田
村
野
田

(第二日目）１１月３０日（金）

９：００～lＯ：２０文化講演「大原美術館の７１年」

講師：財団法人大原美術館副館長

司会：曰本病院会看護管理研究会委員

原道彦

増子ひさ江

休憩

特別講演

講師

１０：２０～１０：３０

１０：３０～１２：００ ｢日本の医療の動向とＥＢＭ」

京都大学大学院医学研究科臨床疫学教授

司会：日本病院会看護管理研究会委員

福井次矢

川口典子

１２：００閉会挨拶

曰本病院会看護管理研究会副委員長 長尾眞澄

５．総評

高齢者医療を取りあげ実施したが、 看護協会の研修会曰と重なり予定した参加者とならな

－１５３－



かつた。また、２月に予定していた研究会の企画「看護必要度」の講師との調整がつかず中

止とした。

薬事管理研究会

Ｌ開催回数３回

２．開催口など①７月１３日（金）１３時から16時30分（国際モダンホスピタルショウ最終曰）。

東京ファッションタウンビル。受講者は７５施設８５名

②１１月９日（金）と翌１０日（士）午前中。静岡グランドホテル中島屋。６７

施設71名。

③３月８日（金）１４時から16時30分。日本病院会。受講者50施設54名。

３．内容について

①講演「これからの医薬品情報のあり方」

福神株式会社医薬情報部長岡本清司

講演「２１世紀の薬剤師像」

済生会神奈川病院院長山本修三

（日本病院会常任理事）

②＜１日目＞11月９日（金）１０時から17時

開会あいさつ （社）静岡県病院協会会長原野秀之

静岡県病院薬剤師会会長清水満

基調講演「病院薬剤師に望むこと」（社）静岡県病院協会会長

（袋井市立袋井市民病院院長）原野秀之

座長.（社）日本病院会薬事管理研究会委員長樺山照一

時局講演「病院薬剤師の新しい姿」

（社）日本病院薬剤師会常務理事・事務局長石射正英

座長．（社）日本病院会薬事管理研究会委員宮村栄樹

シンポジウム「薬剤業務の質的向上をめざして－プレアボイドの活用」

座長・静岡県病院薬剤師会常任理事・焼津市立総合病院薬剤科長

斉藤文昭

（社）日本病院会薬事管理研究会委員鈴木喜明

ａ・総論虎の門病院薬剤部長林昌祥

ｂ､身近な事例報告を上手に作成するには

東京都済生会中央病院薬剤科清水淳一

ｃ・プレアボイドの実際静岡県立総合病院薬剤部平野桂子

。､プレアボイドの実際沼津市立病院薬剤部鈴木賢一

特別講演「日本薬剤師会が取り組んでいる重要事項一診療報酬、薬学教育、規制緩和一」

（社）日本薬剤師会常務理事・中央社会保険医療協議会委員漆畑稔

座長．（社）日本病院会薬事管理研究会委員牧戸宏行

５．
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＜２日目＞11月１０日（士）９時から12時

講演「薬剤業務の質的向上をめざして－薬の開発から市販後まで」

ａ．「新薬が患者さんに届くまで－非臨床試験、臨床試験、承認審査」

藤沢薬品工業株式会社開発本部調査役正木重夫

ｂ・「ＧＰＭＳＰ体制の現状と課題一市販直後調査の導入」

藤沢薬品工業株式会社第一ＰＭＳ部調査役松尾宏

ｃ・追加発言東京女子医科大学附属第二病院薬剤部長谷古宇秀

③講演「行政からみた薬剤業務のあり方」

東京都衛化局薬務部薬事指導課監視計画係課長補佐平井政已

座長．（社）日本病院会薬事管理研究会副委員長八木下将也

質疑応答

講演「診療報酬改定について」

社団法人日本薬剤師会常務理事（社会保険担当）

社団法人東京都薬剤師会副会長秋葉保次

（元中央社会保険医療協議会委員、秋葉薬局社長）

座長樺山照一

質疑応答

４．総評

今年は東京２回と静岡１回の研修会を開催した｡テーマもその時々の話題が中心であった。

参加者もここ60名前後のようだ。

今後も受講者の意見が反映できるテーマ・内容でプログラムを作成していく。

来年度は夏季の国際モダンホスピタルショウ時と１１月の新潟開催の２回を予定している。

例年３月に開催していた分は来年度からなくなる。

６．栄養調理研究会

Ｌ開催回数２回

２．開催曰など①１１月１５曰（木）と翌１６曰（金）午前。サンピア岐阜。受講者は78施設102

名

②２月１３曰（水）午後。曰本病院会会議室。受講者は53施設77名

３．内容について

①＜１日目＞11月１５曰（木）

開会挨拶社団法人日本病院会理事松波英一

（社団法人岐阜県病院協会会長）

社団法人岐阜県栄養士会会長横山弘子
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社）日本病院会栄養調理研究会委員長松崎

教育講演「肝硬変・肝がんの栄養管理」 岐阜大学医学部教授森脇

文化講演「いのちの母胎、森の文化」

岐阜県立森林アカデミー教授篠田

シンポジウム「衛生管理を考える」

ａ・中規模病院における衛生管理ISOの導入について

名古屋市立城西病院栄養管理係長太田

hHACCPと病院の衛生管理

国立国際医療センター栄養管理室長高橋

ｃ、人量調理施設の衛生管理

岐阜県健康福祉環境部健康局生活衛生課課長上田

く２日目＞１１月１６日（金）

「糖尿病性腎症の栄養管理の実際」 栄養管理研究会委員本田

特別講演「薬草と料理」 自然科学総合研究所所長水野

（元岐阜薬科大学学長）

②「人間ドック・健診業務と栄養士の役割一栄養指導からフォローアップまで－」

財団法人東京顕微鏡院健康医学センターこころとからだ相談室主任金内

「人間ドック・健診受診者への食事管理一食材料費の管理から食事提供一」

河北総合病院栄養科長中西

「病院食における専門調理師の役割」 今国病院調理師協会副会長小林

三
隆

政
久

暢之

喜 久

興亜

宏

子
夫

佳
端

則子

靖子

武夫

４．総評

今年も充実した内容で盛りだくさんの話題で好評を得た。

７．ハウスキーピング研究会

1．開催回数２回（東京都･栃木県）

（１回目）

２．日時

３．会場

４．参加状況

５．開催要領

平成13年７月１２日（水）１３：００～１５：００

江東区・東京ファシヨンタウン９階904会議室

５２施設・６５名

①講演「病院の建物施設管理」～既設の電気・空調・給排水設備の経費節

減～

ハウスキーピング研究会委員・虎の門病院

施設環境課長島野文夫

②質疑応答・情報交換
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（２回目）

Ｌ日時

２．会場

３．参加状況

４．開催要領

平成14年２月８日（金）ｌＯ：００～１６：００

栃木県済生会宇都宮病院２階「グリーンホール」

３９施設・５２名

開会挨拶

．□本病院会ハウスキーピング研究会委員長松

・栃木県済生会宇都宮病院院長中

講槙「病院の廃棄物とリサイクル～現場の取り組み～」

①栃木県済生会宇都宮P病院の場合

ハウスキービング研究会副委員長滝

②東京都立大塚病院の場合

ハウスキーピング研究会委員長松

③虎の門病院の場合

ハウスキーピング研究会委員島

施設見学（栃木県済生会宇都宮病院）

概要説明

・栃木県済生会宇都宮病院総務課長金

浦弘Ｔ

ｍ功

田敦子

浦弘子

野文夫

敷恭之

５．総評

院内環境の維持、院内感染防止を図るため研究会ごとにテーマを設定している。

最近では院内感染事故が新聞等で取りあげられ､防ｌＬに向け参加施設も定着の傾向にある。

今後も会員の参考となるような諸問題を取りあげ充実した企画をいたしたい。

８．図書研究会

１．開催回数１回

２．開催曰など１０月５日（金）午後と翌６日（士）１０時から16時。一ツ橋の学術総合センタ

ー。受講者は５１施設５８名

３．内容について

く１日目＞10月５円（金）

開会挨拶社団法人日本病院会常任理事三浦恭定

日本病院会図書研究会委員長渡辺幸代

特別講演「患者さんの権利」

日本医科大学医療管理学教室助教授高柳和江

継続教育「国立情報学研究所(NII)の学術情報サービスを知る」

ｐａｒｔｌ－ＮＩＩの概要

国立情報学研究所開発・事業部コンテンツ課米澤誠
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part2-グルーブワーク①（NACSIS-CAT/ILLの実習）

part3-NACSIS-CAT/ELS/IRの紹介①

国立情報学研究所国際・研究協力部成果普及課細川聖

part４‐NACSIS-ILLユーザ会

東邦大学医学メディアセンター司書平輪麻

ｐａｒｔ５－病院図書室にNACSIS-ILLを導入して

済生会下関総合病院図書室野原千

継続教育全体について質疑応答

く２日目＞10月６日（十）

実務講庫①「レファレンスワーク」三井記念病院図書室

上原み

教育講演「電子教科書の現状と今後一病院医療情報とのリンク」

東京大学医学部附属病院新病院整備企画室助手美代賢

写真撮影

実務講座②「病院図書室に揃えたい看護の基本資料」

東京医科大学看護専門学校図書室塩田純

グループ討議①病院図書室のルーチンワーク（新任担当者のために）

②病院図書室でアクセスできる電子ジャーナル

③国内医学文献検索システムについてＪＯＩＳと医中誌

④患者さんへの医学情報の提供

⑤看護職へのサービス

グループ討議発表

総評

今年は国立情報学研究所のご好意で貴重な実習が出来たり豊富な内容で充実していた。

麻里子

鶴

みどり

吾

子

４．

９．診療報酬改定説明会

開催回数２回

開催概要（東京会場）

平成14年３月１５日（金）

場所ゆうぼうと簡易保険ホール

参加者1815名

講師厚生労働省保険局医療課主査 高城 品

(神戸会場）

平成１４年３月１８日（月）

場所神戸国際会館こくさいホール

参加者2071名

講師厚生労働省保険局医療課課長補佐 井上筆

-158-



第６セミナー

１．病院長幹部職員セミナー

１．開催回数１回

２．開催月曰平成13年８月２日（木）・３日（金）

３．開催地東京・京王プラザホテルエミネンスホール

４．参加者数164施設231名

５．演題

第一日目８月２日（木）１３：００～１９：２０

特別講演Ｉ「２１世紀の医学医療」

講師：自治医科大学学長高久史麿

座長：（社）日本病院会会長中山耕作

特別講演Ⅱ「健康日本21」

講師：厚生労働省健康局長篠崎英夫

座長：（社）日本病院会副会長大道學

シンポジウムＩ「看護の質と看護度」

座長：（社）日本病院会参与・東京都看護協会

会長内田卿子

①日本における看護度の取り組み

（前)社会保険中央総合病院総看護婦長長尾眞澄

②看護度とクリティカルパス

東京都済生会中央病院副院長・看護部長山崎絆

③診療報酬における入院看護サービスの評価と看護必要度

厚生労働省保険局医療課課長補佐岩澤和子

④医師から見た看護度の評価と疑問

青梅市立総合病院院長星和夫

懇親会京王プラザホテル錦の間

あいさつ：（社）日本病院会副会長武田隆男

第二日目

特別講演Ⅲ「ＩＴ革命とこれからの医療」

講師：国立国際医療センター情報システム部長秋山

座長：（社）日本病院会常任理事三浦

特別講演Ⅳ「再興感染症と院内感染対策」

講師：国立療養所東京病院院長毛利

座長：（社）日本病院会副会長武田

特別講演Ｖ「２１世紀医療経済の見通し」

講師：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

範
定

昌
恭

史
男

昌
隆
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教授川渕

座長：（社）日本病院会常任理事西村

シンポジウムⅡ「医療の安今と事故発牛時の対応」

座長：（社）日本病院会副院長奈良

①内科の立場から武蔵野赤十字病院副院長三宅

②外科の市場から上都賀総合病院名誉院長大井

③事故の責任について加藤法律会計事務所弁護士加藤

④看護部のrZ場から済能会横浜市南部病院看護部長村上

６．総評

２１世紀に向かって医療のあり方、方向性など各々の有識者の方々より講演を戴き、

らの病院運営を行うにあたり参考にして戴けるものと思う。

孝一

昭男

治
三
大
仁
好

昌
祥
利
済
美

これか

２．医療安全対策のためのセミナー

１．開催回数２回

２．開催日時(第１回）平成13年７月１２日（木）

１３日（金）

３．開催地東京・有明ワシントンホテル

４．参加者数163施設275名

５．演題

１０:００～１６:３０

９：００～１２:００

講演「看護事故防止とリスクマネジメント」

－与薬事故と転倒・転落事故防止の考え方一

講師：杏林大学保健学部教授

識演「医療安全対策一米国の実状を参考にして－」

講師：三宅坂総合法律事務所弁護士・医師

講演「医療安全対策その背後にあるもの」

講師：日本医師会医療安全対策委員会委員長

平山内科クリニック院長

講演「医療安全推進と院内感染対策」

講師：名古屋大学大学院医学研究科教授

講槙「医薬品・医療用具関連医療事故防止対策について」

講師：厚生労働省医薬局安全対策課

安全対策企画官

川村治子

児玉安司

平山牧彦

武澤純

伏見環

開催日時(第２回）平成14年３月６日（水）１０:00～１６:2０

７日（木）９：00～１２:２０

開催地東京・センチュリーハイアット東京

参加者数４０施設５８名
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演題「チーム医療におけるリスクマネジメント」

講演「ヒューマンエラーに伴う医療用具の安全管理」

講師：テルモ㈱甲府東工場生産技術課課長赤池義明

講演「薬剤部の立場から］

講師：東京医科歯科大学歯学部薬剤部部長土屋文人

溝演「医師の祓場から」

講師：都立駒込病院副院長佐々木常雄

溝演「看護部の立場から」

講師：聖母女子短期大学看護科老年看護学教室

講師福留はるみ

講演「総論」－医療安全の基盤づくり－

講師：横浜市r広大学医学部医療安全管理学

教授橋本廸生

６．総評

医療施設における医療安全対策の取り組みについて、有識者の方や、実際に担当している

方々より講演を戴いた。医療安全対策の取り組み方について参考にしていただけるものと恩

つ。

３．病院医療の質を考えるセミナー

１．開催回数２回（特別集会含む）

２．開催曰など①７月１１日（水）13時から１６時30分。東京ファッションタウンビル（東京

国際展示場）で受講者lOO施設２４８名

②１１月９日（金）午後と翌１０日（士）１日。昭和大学上條講堂で受講者６１

施設70名。後援は財団法人日本医薬情報センター

３．内容について

①テーマ「クリティカルパスのメリットとデメリットは何か？」

基調講演「クリティカルパスを振り返る－わが国における将来'性についての提言一」

国立長野病院副院長武藤正樹

シンポジウム「クリティカルパスのメリットとデメリット」

座長武藤正樹

シンポジスト福島県立医科大学医学部附属病院薬剤技師尾形浩

熊本市立熊本市民病院神経内科部長橋本洋一郎

昭和大学病院救命救急センター講師引重壽一

公rZ昭和病院看護部婦長中原順子

筑波メディカルセンター病院事務部長鈴木紀之

コメンテーター青梅市立総合病院看護部長東美智子
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日本病院会病院幹部医会木田義久

日本病院会病院幹部医会渥美哲至

テーマ「医薬品治療におけるPatientSafety確保の諸問題一新GPMSPの施行に伴う新

薬の市販直後調査に関する諸問題一」

＜１日目＞

基調講演「世界の医薬品治療におけるPatientSafetyの動向」

財団法人日本医薬情報センター理事長三宅浩之

臨床支援システム「ファルマ・アシスト」の実演紹介

総合ワークショップ「医薬品治療におけるPatientSafety確保の諸問題」

名古屋第二赤十字病院医療情報部長・小児科医師岸真可

聖隷浜松病院薬剤部鈴木千恵子

東京医科歯科大学歯学部附属病院薬剤部長土屋文人

（日本病院薬剤師会リスクマネージメント特別対策委員会委員長）

板橋中央総合病院病棟婦長藤塚隆子

田辺製薬（株）医療情報部企画情報部長宮城島利一

く２日目＞

基調講演「新薬のGPMSP（新薬市販直後調査）の意図するところ」

医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構理事土井脩

総合ワークショップ「新GPMSPにおける臨床の場でのモニター実施の諸問題」

昭和大学医学部薬理学助教授内田英二

日本製薬工業・医薬品評価委員会PMS部会推進リーダー澤田雅裕

（第一製薬（株）学術管理部市販後薬事グループ長）

曰本病院会病院幹部医会船越孝

（株）クラヤ三星堂薬事情報部PMSマネージャー増永陵一

公立昭和病院薬剤部薬品情報室課長補佐町田道郎

②

総評４．

今年は２回の研修会を開いた。夏季は話題のクリティカルパスを検証し、秋季は新薬市販

直後調査（GPMSP）について学んだ。

医療を取り巻く環境は毎年厳しいものになっているが「医療とは何のため」の原点を忘れ

ずに、今セミナーが有意義な自己研鐙の場となるようにと願っている。

４．救急医療防災セミナー

１．開催回数１回

２．開催曰など１０月１２日（金）１０時から17時。大宮ソニックシテイーホール小ホール。125

施設367名（ただし消防庁関係などは63施設272名）

３．内容について
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開会あいさつ日本病院会常任理事・救急医療防災対策委員会委員長

士屋章

（渕野辺総合病院理事長）

日本病院会常任理事・国立療養所東埼玉病院院長川城丈夫

来實埼玉県医師会会長川崎寛一郎

講槙「災害医療における危機管Ｍ

講師：日本医科大学救急医学教室聿任教授山本保博

司会：救急医療防災対策委員会委員渡邊高

調査報告「地震発し'三時における対応に関する調査」

講師：救急医療防災対策委員会委員河口豊

（広島国際大学医療福祉学部医療経営学科教授）

司会：救急医療防災対策委員会委員小室克夫

講演「日本赤十字社の最近の救護活動について」

講師：曰本赤十字社事業局救護・福祉部救護課長

司会：救急医療防災対策委員会委員

市橋和彦

小峰健二

｢日本災害医療支援機構（ＪＶＭＡＴ）の今後の活動展開」ＪＶＭＡＴ事務局

シンポジウム「救急医療の今曰の課題一救急医療の質の保証と評価一」

座長：川口市立医療センター救命救急センター長小関

①「救急医療における質の保証と評価」 昭和大学医学部救急医学教授有賀

②「今国救命救急センターの質の評価」

厚牛労働省医政局指導課課長補佐田中

③「ＥＢＭの視点からみたＡＨＡ（米国心臓協会）新ガイドラインが意味するもの」

川崎医科大学救急医学教授小濱

④「プレホスピタルケアにおける質の保証としての

メディカルコントロールが目指すもの」

東京大学名誉教授前川

⑤「救急隊からみたメディカルコントロールの意義と可能性」

東京消防庁救急部部長金子

⑥「米国のプレホスピタルケアにおけるメディカルコントロールの実際」

曰本医科大学救急医学医師吉田

⑦「わが国でのメディカルコントロール体制の構築には何が必要か」

日本医科大学付属千葉北総病院救命救急センター医師松本

閉会あいさつ 救急医療防災対策委員会委員加藤

英
徹

一

一成

啓次

和彦

勉

竜介

尚

彰
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４．総評今年は今日における救急医療についていろいろな視点から考えてみた。また、毎年

行っている全国調査では地震発生時における各病院の状況を把握することが出来、今

後の重要な示唆になる内容になっている。

来年度は福田浩三先生の地元・名古屋で開催することになり、地域性豊かな内容に

なるようだ。

事務長セミナー

1．開催回数１回

２．開催期日平成14年３月１３日（水）～１４日（木）

３．開催地横浜・神奈川県総合医療会館

４．参加者数137施設184名

５．演台

第一日目３月１３日（水）

開会挨拶（社）日本病院会病院経営管理研究会委員長竹田秀

役員挨拶（社)日本病院会常任理事.（社）神奈川県病院協会会長土屋章

講演「平成１４年度診療報酬改定について」

講師田名病院事務局長玉木義朗

竹田綜合病院理事長竹田秀

「新医療法による『医療計画」について」

講師神奈川県庁衛生部医療整備課課長代理杉山仁

「レセプト電算化について」

講師財団法人医療情報システム開発センター理事長開原成允

「老健と療養型（医／介）の将来性」

講師八王子保健生活協同組合城山病院事務長佐藤健二

５．

第二曰目３月１４日（木）

講演「病院経営～急性期病院の今後の展開

とマイナス改定を踏まえたコスト削減～」

講師聖路加国際病院事務長中村彰吾

講師倉敷中央病院常務理事・事務長相田俊夫

※質疑応答・ディスカッション

６．総評

今年度も前年度と同様、（社)神奈川県病院協会共催のもと、神奈川県総合医療会館で開催

された。

タイムリーな問題として診療報酬改定、近い将来、医療界で必須とされるであろうＩＴ化

や医療保険、介護保険の狭間で揺れる療養型病床などの諸問題を講演テーマに掲げ、日本全

国から参加者を迎えることが出来た。
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６．総婦長セミナー

１．開催回数

２．日時

３．会場

４．参加状況

５．開催要領

１回（神奈川県）

平成13年８月３１日（金）ｌＯ：００～１６：００

横浜市・ウイリング横浜１２階研修室

152施設・’75名

開会挨拶

社団法人口本病院会代議員

社団法人神奈川県看護協会会長

基調講演「２１世紀の看護の課題」

聖路加国際病院副院長・看護部長

司会：日本病院会看護管理研究会委員

シンポジウム「２１世紀の看護の課題」

（シンポジスト）

教育の面から

愛媛大学医学部教授

実践の面から

ＮＴＴ東日本関東病院主任看護婦

人材育成の面から

㈱大丸本社業務管理部専門部長

心と身体の面から

鎌倉女子大学教授

司会：日本病院会看護管理研究会委員

司会：日本病院会看護管瑚研究会委員

閉会挨拶看護管理研究会副委員長

（敬称略）

松島善

浅川明

視
子

井部俊子

増ｆひさ江

穀山聰子

曽根原純子

田中啓

林
大
古
長

幸範

ノブ子

敬子

眞澄

川
瀬
尾

総 評

２１世紀の看護の課題と題して、基調講演に井部俊子先生からのご講演をいただいた。

容のシンポジウムを組み教育、実践、人材育成、心と身体の面から各シンポジストを｝

催した。各講師とも医療制度改革の変貌により設庁テーマを的確に押えることに苦慮［

同内

容のシンポジウムを組み教育、実践、人材育成、心と身体の面から各シンボジストを招き開

催した。各講師とも医療制度改革の変貌により設定テーマを的確に捉えることに苦慮してい

た。
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第７予防医学活動

この項では、「、坊医学姿Li会ｆＷｉ」から人Ⅱl｛|ドック指定ｿ,jj院・施設の状況と受『珍打統i;|を服('ｉ

する。（第４姿ij会・部会の]F防医学委しi会の皿参照）

人間ドックが我が国に誕生して、４７年を経ています。その間に人間ドックの形式も交通

機関の発達と同様にスピード化が進み、一週間から－泊二日の入院コースへ、更には総合

健診と言われる一日コースが普及している現況です。

日本病院会・予防医学委員会は、1959年（昭和34年）に－泊二日の短期人間ドックが発

足以来、優良施設の認定と共にその利用状況を調査し、毎年発表してまいりました。

第26回日本人間ドック学会（1985年）の宿題報告を契機として、人間ドック検査成績に

ついても全国調査の必要性が認識されるようになりました。その後、毎年日本人間ドック

学会の際に予防医学委員会より報告が行われ、１７年目を迎えました。

全国集計の内容は日本病院会雑誌並びに日本人間ドック学会誌「健康医学」に掲載し、

学会員及び優良認定病院長並びに施設長に配布しています。

このたび、第42回日本人間ドック学会の際に、人間ドック実施状況調査とともに全国雌

計成績の要点を抜粋して『予防医学委員会報告（人間ドックの現況)』を作製し、ご希望の

方々に広く配布することにいたしました。

なお、－泊人間ドック指定病院で行われている一日コースのドックが急増していますの

で、1997年４月より日本病院会では人間ドックの名称を下記のとおりに変更いたしました。

－泊人間ドック（短期人間ドック）

一日病院外来ドック

－日人間ドック（総合健診）

集計にあたっては、従来は一泊人間ドックの中に一日病院外来ドックを含めていました

が、1998年より外来ドックを区別し、総合健診およびその他の人間ドックとあわせて４稀

類に分類して集計を行っています。

また、1999年より人間ドック認定指定医制度が発足し、その後本学会の正会員が急増し

ています。その影響のためか、今回全国調査資料の返信率は過去最高の９６～９９％に達し、

対象の人間ドック受診者数も約２０万人増えて260万人を越えています。

本資料が、各病院・施設の健康評価の一環としてご利用いただくとともに、人間ドック

の質的向上に役立つことを期待しております。
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Ｉ日本病院会人間ドック指定病院及び指定施設（１３年１月）

都道府県別一覧表

■

■ ■■

■■

北Ｙ毎道９８新潟厚

胄森県５１富山厚

手厚６石川厚

北海道 ２０

秋Ｂ目見

山形厚２静岡県２７１２愛媛厚７

福島早1４愛知厚１７１４高知厚３

茨城厚１７８三重厚９２福岡県４１１４

栃木早９２磁賀厚、１佐賀県１

愛媛県

１７

栃県

泉都府

持主厚1５９大阪府２９３４能本厚５３

千葉早３８８季良厚２大分県１３

宮峪県東宇都８１６７和歌山厚３３

神亭川厚４０２３丘庫厚２６４鹿ﾘEI島厚３

山梨厚６二取厚２沖縄厚２２

長野早１２島根厚３＋６０５２６６

鹿ﾘＥＩ＝･貝
一

神奈＝ ４０

沖縄，弓鳥目Ⅳ県

＝･根県 ６０５ ２６６

合計一泊人間ドック（短期人間ドック）指定病院数605施設

一日人間ドック（総合健診）指定施設数266施設

注①一泊人間ドック（短期人間ドック）指定病院中、新病棟建築中並びに医師、看護婦不足等の事

由により一時休止５病院が含まれている。

②一泊人間ドック（短期人間ドック）指定病床数は、2,184床である。

③一泊人間ドック（短期人間ドック）新指定病院４病院

一泊人間ドック（短期人間ドック）指定辞退病院６病院

※３年毎に行う曰病・健保連との指定見直しにより指定取消病院を含む。

④－曰人間ドック（総合健診）新指定施設９施設

一曰人間ドック（総合健診）指定辞退施設２施設
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泊 曰 泊 曰 泊 曰

北海道 ９ ８ 新潟県 2０ ９ 岡山県 1５ ５

青森県 ５ １ 富山県 ３ ２ 広島県 1４ ７

岩手県 ６ 石Ⅱ｜県 ９ 山口県 1６ ２

宮城県 ６ ６ 福井県 ５ 徳島県 ３ １

秋田県 ４ １ 岐阜県 ７ ３ 香川県 ４ ２

山形県 ２ 静岡県 2７ 1２ 愛媛県 ７

福島県 1４ 愛知県 1７ 1４ 高知県 ３ ２

茨城県 1７ ８ 三重県 ９ ２ 福岡県 4１ 1４

栃木県 ９ ２ 滋賀県 1１ １ 佐賀県 １

群馬県 1９ ２
■▲

泉 都府 2９ ８ 長崎県 ２ １

埼玉県 1５ ９ 大阪府 2９ 3４ 熊本県 ５ ３

千葉県 3８ ８ 奈良県 ２ 大分県 １ ３

東
■＿

泉 都 8１ 6７ 和歌山県 ３ 宮崎県 ３

神奈川県 4０ 2３ 兵庫県 2６ ４ 鹿児島県 ３

山梨県 ６ 』鳥取県 ２ 沖縄県 ２ ２

長野県 1２ 島根県 ３ 計 605 266



Ⅱ人間ドック指定病院・指定施設経営主体別一覧（2000年）

Ⅲ最近10年間の一泊人間ドック指定病院、－日人間ドック指定施設の推移

7００

6００

5００

０
０

０
０

４
３

病
院
・
施
設
数

2００

1００

９１０１１１２２ ３ ４ ５ ６ ７

年別

８

_●－－泊人間ドック---●－－－日人間ドック
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泊

病院数 ％

日

病院数 ％

泊

病院数 ％

日

病院数 ％

厚生省 ２ 0.3 ０ 0.0 船保会 ３ 0.5 ３ 1.1

郵政省 １ 0.2 ０ 0.0 健保及連合 ７ 1.2 ２ 0.8

労働福祉事業団 ２ 0.3 １ 0.3 共済及連合 1６ 2.6 ５ 1.9

都道府県 ８ 1.3 ２ 0.8 公益法人 5１ 8.4 8７ 32.7

市町村 4６ 7.6 ４ 1.5 医療法人 282 46.6 113 42.5

赤十字 4５ 7.4 ２ 0.8 学校法人 ７ 1.2 ８ 3.0

済生会 2８ 4.6 ５ 1．９ 会社 ７ 1.2 ４ 1.5

厚生連 2８ 4.6 ４ 1.5 その他法人 2１ 3.5 ７ 2.6

全社連 2４ 4.0 ０ 0.0 個人 2４ 4.0 1９ 7.1

厚牛団 ３ 0.5 ０ 0.0 合計 605 100.0 266 100.0

６１０
只只４－Ｒ７Ｒ 595

607
￣

6０１ 607 ６０５
￣－

～●一つ
￣

－泊人間ドック

1８０１８６ 1９９
209

－－－－■■■■■■●
￣￣￣

￣￣
￣￣￣

239
●

￣￣
￣￣

￣￣

259
￣￣ ●---

266
-----●

1２９

●--￣
￣￣

1４５

￣￣￣ ０－－－

1５８

----6---

1６５
----0--~￣

￣￣￣￣ ●--- -----9--
－－－－￣￣

一日人間ドック(総合健診）



Ⅳ最近１０年間の各種人間ドック・健診受診者数の推移

4，５００，０００
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Ｖ人間ドック実施状況調査（平成121.1～1231）

曰病会員約2,700の病院施設に対しアンケート提出を求めたが、報告提出は一泊人間ドック

1,174病院と－曰人間ドック292施設であった。

○一泊人間ドック（短期人間ドック）実施病院1,174［曰病指定（健保連契約）病院605］

○一曰人間ドック（総合健診）実施病院２９２［曰病指定（健保連契約）病院265］

(1)曰病会指定病院における各種人間ドックの受診者報告589病院（前年553）

（単位：人）

(注）精度管理サーベイ参加状況498病院（84.6％）が曰本医師会などへ参加

･生活習慣病健診とは政府管掌成人病予防健診（35才以上）や成人病健診など

･集団検診とは一般（定期）健診など

(2)曰病会指定病院における一日人間ドックの受診者報告265病院（前年231）

（単位：人）

(注）精度管理サーベイ参加状況265病院（100.0％）が曰本総合健診医学会などへ参加
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受診者数（平成12年１月～12月）

男性 女性 計

平成||年１月～'2月

計（553病院）

泊人間ドック
175,522

(6,050↑）

5９，９７６

(3,217↑）

235,498

(9,267↑）
226,231

一曰病院外来ドック
443,233

(26,812↑）

264,240

(11,197↑）

707,473

(38,009↑）
669,464

(３～７日）入院ドック
7,843

(3,814↓）

4,682

(272↓）

1２，５２５

(4,086↓）
1６，６１１

生活習慣病健診
917,098

(345,295↑）

558,849

(5,687↑）

1,475,947

(350,982↑）
1,124,965

集団健診
9０１，１３７

(71,671↓）

926,305

(308,896↑）

1,827,442

(237,225↑）
1,590,217

総計
2,444,833

(302,672↑）

1,814,052

(328,725↑）

4,258,885

(631,397↑）
3,627,488

受診者数（平成12年１月～12月）

男性 女性 計

平成１１年１月～'2月

計（231病院）

曰人間ドック
967,952

(117,232↑）

555,784

(79,018↑）

1,523,736

(196,250↑）
1,327,486



(3)その他日病会員病院における各種人間ドックの受診者報告585病院（前年488）

（数値：人数）

(注）精度管理サーベイ参加状況426病院・施設（72.8％）が日本医師会などへ参加

(4)その他曰病会会員施設における－曰人間ドック（総合健診）受診者報告２７施設

（単位：人数）

【】１．０１m

(注）精度管理サーベイ参加状況２５施設（92.6％）が日本総合健診医学会などへ参加

(5)－泊人間ドック実施病床数

(単位：病床数）

参考：ホテルドック設置病院・施設数

(単位：病院数）

(6)－曰人間ドック１日の実施可能数

(単位：人数）

Ｌｂ， 呂馳pHi鐡側|】ｐｊｌｉ－ｐ又

４０４n文７７０３３３３

２６４１報告』mlll７２４３０２

-171-

受診者数（平成12年１月～12月）
男

ノ
ー

一
二

一 女 性
-

－

－－

－

口

平成１１年|月～１１月
一

一▲

一一
一

口 (488病院）

泊人間ドック
77,333

(10,206↓）
30,768

(10,848↓）
108,101

(21,054↓）
129,155

一日病院外来ドック
233,379

(29,940↓）
142,986

(34,284↓）
376,365

(64,224↓）
440,589

(３ ～ 7日）入院ドック
2,774

(8,502↓）

985

(2,378↓）
3,759

(10,880↓）
1４，６３９

生活習慣病健診
1,259,257

(45,552↓）
692,903

(512,897↓）
1,952,160

(467,345↓）
2,419,505

集団健診
1,365,727

(335,184↓）
927,419

(71,725↓）
2,293,146

(406,909↓）
2,700,055

総計
2,938,470

(338,280↓）
1,795,061

(632,132↓）
4,733,531

(970,412↓）
5,703,943

受診者数（平成12年１月～12月）

男 生 女

ｊ
ｌ
ｌ

一
二
一

一二

一

一

一

口

平成'１年１月～１０月

口 (24病院）

日人間ドック 41,514 26,102 6７，６１６ 81,524

実施病床数 健保連契約(指定） 健保連契約外(そのHij 総計 平成'0年１月～'1月

日病会指定病院(報告681病院） 2，１８４ 1,653 3,837 3,309

その他会員病院(報告ｉｉｉ病院） 1,593 1,593 993

実施病床数 平成12年 平成11年

日病会指定病院(報告681病院） 1１２ (報告553病院） 103

その他会員病院(報告616病院） 9７ (報告488病院） 4８

平成１２年

一日実施rjFi数倍

Ｊ
１ １施設平均

平成１１年

一傾緬敷后 １施設平均

[]病会指定病院(報告266病院） 1０，７０３ 4０．４ (報告201施設） 7,703 3３．３

その他会員病院(報告21病院） 713 2６．４ (報告２４施設） 724 30.2



第８診療情報管理課程通信教育（旧診療録管理課程通信教育）

１．入学状況

・第59(11)期牛入学

ｌ）開講月日平成13年７月ｌ曰

２）人学者数672名（ただし、専門課程編入生67名含む）

３）受講料70,000円（年額）ただし、専門課程編入で教科書不要の者は、

る。）

・第６0(12)期隼人学

ｌ）開講月日平成14年１月１日

２）人学者数923名（ただし、専門課程編入生198名含む）

３）受講料70,000円（年額）ただし、専門課程編入で教科書不要の者は、

る。）

２．卒業状況

・第54(11)回生卒業

ｌ）卒業者数245名男87名、女158名

２）卒業式典平成13年４月２８日（士）

同会場東京：ダイヤモンドホテル

・第５５(12)回生卒業

１）卒業者数468名男146名、女322名

２）卒業式典平成13年１１月１７日（士）

同会場東京：ダイヤモンドホテル

３．受講者人員数状況

・入学者の総数受講者数

診療録管理課程5,355名（第１回昭和47年７月～第48回平成8年１月）

男1,155名女4,200名

診療情報管理課程5,582名（第49(1)回平成8年７月～第60(12)回平成14年１月）

男1,905名女3,677名

通算10,937名男3,060名女7,877名

・卒業者の総数卒業者数

診療録管理士2,232名（第１回昭和49年９月～第43回平成7年１０月）

男392名女1,840名

診療情報管理士3,142名（第44(1)回平成8年４月～第55(12)回平成13年１１月）

ただし、特別補講（第46(3)回860名、第50(7)回77名）を含

60,000円とす

60,000円とす

ただし、特別補講（第46(3)回860名、第50(7)回77名）を含む

男828名女2,314名

通算5,374名男1,220名女4,154名

受講者の総数3,728名
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５６（８）期以前564名

５７（９）期851名５８(１０)期７

５９(11)期635名６０(12)期９

４．集中スクーリング及び試験実施状況

ｌ）夏期

第59回スクーリング期日

東京：平成13年１０月２５日（木）～31口（水）

大阪：平成13年９月１３日（木）～１９日（水）

福岡：平成13年８月２３日（木）～29口（水）

スクーリング会場及び参加者数（延べ人数）

東京：桐杏学園

大阪：天満研修センター

福岡：国立病院九州医療センター

試験曰

東京・卒業：平成13年８月１９日（口）

東京・進級：平成13年１０月２８日旧）

大阪：平成13年９月１６日（日）

福岡：平成13年８月２６曰（日）

試験会場及び受験者数

東京：国立オリンピック記念総合センター

桐杏学園

大阪：天満研修センター

福岡：国立病院九州医療センター

２）冬期

第60回スクーリング期日

東京：平成14年３月１４日（木）～20日（水）

大阪：平成14年２月１４日（木）～２０日（水）

福岡：平成14年２月１４曰（木）～20日（水）

スクーリング会場及び参加者数（延べ人数）

東京：桐杏学園

大阪：天満研修センター

福岡：国立病院九州医療センター

試験日

東京：平成14年３月１７日（日）

大阪：平成14年２月１７日旧）

福岡：平成14年２月１７日（曰）

試験会場及び受験者数

58(１０)期762名

60(12)期916名

基礎・専門課程

基礎・専門課程

基礎・専門課程

2,900名

2,332名

1,205名

名
名
名
名

４
５
６
８

４
５
８
６

１
３
３
１

業
業

一
牛
一
牛

業
級
級
級

卒
進
進
進

基礎・専門課程

基礎・専門課程

基礎・専門課程

名
名
名

９
４
４

２
９
１

５
５
３

３
ａ
Ｌ

-173-



進級・卒業 424名

京
阪
岡

東
大
福

桐杏学園

天満研修センター

国立病院九州医療センター

進級・卒業 329名

進級・卒業 178名

）開催地、

コーアイ．

ｉ
ｉ

強会（補講授業）

、日時

５

１

lJiT
１３：３０～１６:００

１４：００～１６：３０

１４：００～１６：００

１４：００～１６３０

１４：００～１６．３０

１４３０～１６３０

１３００～１６００

分類法実習のコーディングについて集中スクーリングだけでは修得が不十分な受講生が多

いため各地で少人数制（講師１名に対し受講生30名程度）の勉強会を開催した。

）出席者数897名（延べ人数）２）
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会場地 回数 会場 日時

札幌 １ 札幌市生涯学習ｾﾝﾀｰ １３」ｌ」０ １３:３０～１６:００

２ 札幌お茶の水医療秘書歯科助手専門学校 1４．２．２３ １３:３０～１６:００

仙台 １ 仙台お茶の水医療秘書福祉専門学校 1４．３．２ １３:３０～１６:００

福島 １ ｢ビッグアイ」市民 ザ 1３．９．２２ １４:００～１６:３０

２ ｢ビッグアイ」市民 ザ １４．Ｌｌ９ １４：００～１６:３０

３ ｢ビッグアイ」市民 ザ 1４．４．２０ １４:００～１６:３０

東京 １ 日本病院会 1３．６．２３ １３:００～１６:００

２ 曰本病院会 1３．１２．８ １３:００～１６:００

３ 日本病院会 1４．３．２ １３:３０～１６:００

岐阜 １ 岐阜市文化センター 1４．２．２３ １４：００～１６:３０

２ 岐阜市文化センター 1４．３．１６ １４:００～１６:３０

３ 岐阜市文化センター 1４．４．２０ １４:００～１６:３０

名古屋 １ 名古屋お茶の水医療秘書福祉専門学院 1４１．１９ １３:３０～１６:３０

三重 １ 松阪中央総合病院 1３．６．２３ １３:００～１６:００

大阪 1 関西医科大学附属病院 1３．６．１６ １４:００～１６:００

２ 高槻赤十字病院 1４．１１９ １３:００～１６:３０

倉敷 １ くらしき健康福祉プラザ １３．１２」５ １４:００～１６:３０

２ くらしき健康福祉プラザ 1４．１．１２ １４:００～１６:３０

３ くらしき健康福祉プラザ 1４．２．２３ １４:００～１６:３０

４ くらしき健康福祉プラザ 1４．３．２３ １４:００～１６:３０

広島 １ 広島市医師会臨床検査ｾﾝﾀｰ 1３．６．２３ １３:００～１６:００

２ 広島市医師会臨床検査ｾﾝﾀｰ １３．ｌＬ２４ １０:００～１２:００

高知 1 細木病院 1３．９．２９ １３:００～１６:３０

２ 細木病院 1３．１２．１５ １３:３０～１６:３０

３ 細木病院 １４．Ｌｌ９ １４:００～１６:３０

４ 細木病院 1４．２．２３ １４:００～１６:３０

福岡 １ 渕上医療福祉専門学校 1３．６．２３ １３:００～１６:００

２ 渕上医療福祉専門学校 1４．１．１９ １４：３０～１６:３０

３ 渕上医療福祉専門学校 1４．２．２３ １３:００～１６:００



第９病院経営管理者養成課程通信教育

Ｌ入学状況

．第２4(3)回生入学

ｌ）開講式平成13年７月１曰

２）入学者数５２名

３）受講料480,000円（年額）

２．卒業状況

.第２2(1)回生卒業

１）卒業者数２３名（男17名女6名）

２）卒業式典平成13年９月２２口（ｔ）

会場東京：ダイヤモンドホテル

３．受講者人員数状況（平成14年３月３１曰現在）

・入学者の総数

［第１回～第２４(3)回生］

累計550名

男506名

女４４名

・認定者の総数

［第１回～第22(1)回生］

累計314名

男294名

女２０名

・現受講者の総数

２３(2)回牛３７名

（その他留年生１０名）

２４(3)回牛５０名

４．修了試験、集中スクーリング及び試験実施状況

（１）修了試験（２年次後期試験：含施設見学）

・期別第22回生

・期曰平成13年６月１５曰（金）

・会場武蔵野赤十字病院三番館

（２）スクーリング(上記修了試験以外の各年次

山崎記念講堂

スクーリング(上記修了試験以外の各年次各期試験はスクーリング前曰の月曜日に開催）

前期平成13年７月９日（月）～１４日（士）

７月１６日（月）～２１日（士）

延出席者数２年次生[第23(2)回生］210名

ｌ年次化[第24(3)回生］307名

●
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･後期 平成14年１月１４日（月）

１月２１口（月）

２年次とｔ[第23(2)回生］

ｌ年次牛[第24(3)回化］

～１９日（士）

～２６日（土）

197名

285名

延出席者数

３と

(３） 単位取得状況

･修了試験（2年次後期）

ｌ）期別第22(1)回堆

２）試験期日平成13年６月１５日（金）

３）会場武蔵野赤十字病院三番館山崎記念講堂

４）受験者数２７名

５）単位取得者数２７名

.ｌ年次後期

ｌ）期別第23(2)回牛

２）受験者数３５名

３）単位取得者数３５名

ｌ年次前期

ｌ）期別第２４(3)回生

２）受験者数４７名

３）単位取得者数４７名（見込）

２年次前期

ｌ）期別第23(2)回生

２）受験者数３２名

３）単位取得者数３２名（見込）
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期
日

７月９曰 １０日 １１日 １２曰 １３日 １４日 １６日 １７日 １８日 １９日 ２０曰 ２１日

曜
日 月 火 水 木 金 士 月 火 水 木 金 士

内
容 試験

｢＃23(2)ｌ年次後期］

スクーリング

[丼23(2)２年次前期］

スクーリング

[＃24(3)ｌ年次前期］

会
場

東
■▲

爪： ホ フー ルＢ＆Ｇ

期
日

１月１４日 １５日 １６日 １７日 １８日 １９日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５Ｕ ２６日

曜
日

月 火 水 木 金 士 月 火 水 木 金 ＋

内
容 試験

[＃24(3)ｌ年次前期］

スクーリング

[丼24(3)ｌ年次後期］

試験

[#23(2)２年次前期］

スクーリング

[丼23(2)２年次後期］会
場

束
■▲

凧 ホ フー ルＢ＆Ｇ



５．総評

今年度の入講生が50名を超え、各病院の病院経営管理教育に対する強い期待

受講生増の要因としては、毎年続けて受講牛派遣を行っている病院の存在や、

各病院の病院経営管理教育に対する強い期待が感じられる。

病院からの受

講隼派遣人数の増加などが挙げられる．
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第10第51回日本病院学会

1．学会長井手道雄（医療法人雪ノ聖母会聖マリア病院理事長・院長）

２．テーマ 「新世紀・病院の進む道一激変する社会環境における生命の尊厳一」

３．開催期曰平成13年６月２１日（木）～２３日（士）

４．開催地福岡県・福岡市

５．会場アクロス福岡・博多東急ホテル・ソラリア西鉄ホテル

６．演題

（１）会長講演１題

「新世紀・病院の進む道一激変する社会環境における生命の尊厳一」

講師：第５１回曰本病院学会学会長井手道雄

（２）特別講演６題

①「人間の尊厳について」

講師：（社）口本病院会会長中山耕作

②「プロフェッショナル・フリーダムを確保するために」

講師：（社）曰本医師会会長坪井栄孝

③「国際協力一日本の皆様に期待すること」

講師：世界保健機関西太平洋地域事務局事務局長尾身茂

特別発言：東京女子医科大学客員教授紀伊国献三

④「マザー・テレサからの伝言」

講師：曰本映画学校副校長映画監督千葉茂樹

⑤「私の生命観」

講師：作家加賀乙彦

⑥「臨床看護の能力の効果的教育について」

講師：聖路加国際病院理事長日野原重明

（３）シンポジウム７題

①「臨床看護の質の向上を目指した教育と方策」

座長：聖路加国際病院理事長日野原重明

大阪府立看護大学学長小島操子

ｌ)青森県立保健大学健康科学部長・教授中村恵子

２)日本赤十字社医療センター看護部長村上睦子

３)社団法人日本看護協会専務理事岡谷恵子

４)福岡市民病院看護部長長野玲子

②「感染管理担当者の育成と活用」

座長：東北大学大学院医学系研究科

病態制御学講座分子診断学分野教授賀来満夫

ｌ)沖縄県立中部病院内科医長遠藤和郎
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２)ヘルスケアリソース研究所所長ｔ

３)岡山大学医学部附属病院看護部感染管理担当婦長渡

４）日本医科大学医療管理学助教授高

③「病院経営の新たな展開を目指して」

座長：医療法人弘仁会理事長梶

ｌ)特定医療法人水和会水島中央病院事務部長川

２)特定医療法人敬愛会新田原聖母病院院長大

３)特定医療法人財団董仙会忠寿総合病院理事長・院長神

４)社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院事務長正

５)岩手県医療局管瑚課主幹雑課長補佐相

④「少子化と母子対策」

座長：社会福祉法人賛育会賛育会病院院長鴨

医療法人雪ノ聖母会聖マリア病院副院長橋

ｌ)九州大学大学院医学研究員教授尾

２)読売新聞社解説部次長南

３)厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課課長藤

４)政策研究大学院大学客員教授・東京大学名誉教授古

⑤「２１世紀における保健・医療・福祉の展望」

座長：評論家・医療ジャーナリスト行

ｌ)厚4t労働省健康局局長篠

２)社団法人日本医師会副会長糸

３)九州大学総長.（第26回日本医学会総会会頭）杉

４)聖路加国際病院看護部長・副院長丼

５)ノンフィクション作家向

⑥「医療の質／情報ネットワークの進展に伴う広告規制緩和と診療録公開」

座長：日本医科大学常任理事岩

九州大学大学院医学系研究科医療システム学教室

教授信

ｌ)福岡県医師会専務理事・医療法人弘恵会ヨコクラ病院

院長横

２)済牛会熊本病院腎泌尿器センター部長・病診連携室長副

３)鹿児島大学医学部保健学科地域看護・看護情報学講座

助教授字

４)ささえあい医療人権センターＣＯＭＬ代表辻

⑦「中小病院の経営戦略パートⅥ」

座長：日本病院会理事・中小病院委員会委員長

医療法人財団織本病院名誉院長織

井
邉
柳

英史

都貴子

和江
原
本
北
野
木
馬

優
廣
夫
博
博
克

幽
豆
泰
止
義
敏

下軍

本武

形裕

彦
夫
也
砂
道
之崎清

川俊

良
英
英
洋
俊
承

天
崎
氏
岡
部
丼

雄
夫

士
口

子
子

崎榮

友浩

倉義武

島秀久

都由美子

本好子

本正慶
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優
雄
秀
之

l)千葉県・医療法人弘仁会理事長

2)愛知県・医療法人愛生会総合上飯田第一病院院長

3)静岡県・特定医療法人松愛会理事長・院長

4)福岡県・医療法人佐田厚牛会佐田病院理事長・院長

梶

原
本
田
田

秀
保
派

岸

松
佐

４)福岡県・医療法人

（４）一般演題等556題

７．医療人の集い（ソラリア西鉄刀

８．併設展示会

９．カルチャーコース２コース

１０．参加者数延べ5,000名

556題

(ソラリア西鉄ホテル）

Ⅱプログラム (別掲）
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第５１回曰本病院学会曰程表

王６目２０卜

王６ｐＰ

］
の
］

平成１３年ｅ月２０曰（水）

ZOOr嚢xxx
2７

Zoo起亜xxx
2８

会場名 場所
－

８:３０ｇ:ＯＯ１０:ＯＯ１１：ＯＯ１２:ＯＯ１３:００ １４:ＯＯ１５:００１６:ＯＯ１７:００１８:００１９:００２０:ＯＯ

ホテル

オークラネ畠岡

｢せいうん」

３Ｆ

副
長
調

正
会
会

オミテノレ

オークラネ畠岡

｢平姜２２」

４Ｆ 合同I里事会

ホテノレ

オークラネ畠岡

｢ｴ厘安２１．２」

４Ｆ 自学会長蟇}召雲堅

会場名 場所 ８:３０ｇ:００１０:００１１：００１２:００１３:００ ９１４:００１５:００１６:ＯＯ１７:００１８:００１９:００２０:００

第１会場

シンフォニーホール

東ウイング

１Ｆ
受イ寸 開会式

曰病会長

ﾛ日切『

曰医会且Ｚ

胸演

学会長

E日〉戸

特BU鋼演①
１国煽旧ｶｰ日本の百側に期WiTることＩ

(９月師：尾身茂氏）

休憩

特別ﾛ日>頁②

ﾏｻｰｰ･ﾃﾚｻからの{云宮」

(狽師：干薫茂樹氏）

シンポジウム①

｢臨床缶腫の月E力の効栗的教育について」

｢臨床名蛎の質の向上を目指した教育と方策｣

;寝２会場

イペントホールＡ

東ウイング

Ｂ２Ｆ

ﾗﾝﾁﾖ>'ｾﾐﾅ。

｢インフルエンザ潮
とワクチン接租Ｉ

１１医洞q機能8平1面・ＩＳＯ・医例[の賀（１１－５～２７）

第３会191

国際会繊t易

西ウイング

４Ｆ

ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ②

｢8+刺し事故が

病院に与えるﾛ泊１

シンポジウム②

｢感染宙理担当者

の可成と活用」

シンポジウム③

｢病院経■の新たな

展開を目指して」

第４会1２１

大会麹窒

西ウイング

７Ｆ

ﾗﾝﾁﾖ>'ｾﾐﾅｰ③

｢病院姶食の有り方（

綱へﾙｽｹｱﾌｰﾄﾞU剛

１０１Ｔ・病歴苣理・医原梱報百浬（１０－１～２０）

１１医用■能岬■・

ＩＳＯ・医療の質

(１１‐1～４）

第５会場

６０７会鍾室

西ウイング

６Ｆ

ｇ事務芭理

(９－１～１０）

Ｂ回イロ期リハビリテーション

病棟に関する錬題

(Ｂ－１～ｇ）

Ｄ凍垂病棟

の煉四

(Ｄ－１～３）

第６会場

ＳＯＳ会麺室

西ウイング

６Ｆ

Ｉ病病・拓U2参迎余月

(１－１～１５）

Ｍおいしい食事とは

(Ｍ－１～６）

第７会1用

交>流ギャラリー

(ボスター会切）

西ウイング

２Ｆ
ボスター貼付

２救急医療（２－６～ｇ）、３忘度先進医原（３－４～５）

４，性期医凍（４－９～１６）

５亜急性X月医凍（５－６～１３） ７在宅医原・在宅介硬（７－６～１７）

１４リスクマネージメント（１４－２４～４２）

１４リスクマネージメント（１４－４３～６２）

ボスター撤去

第８会t易

セミナー室②
(ボスター会場）

西ウイング

２Ｆ
ボスター鮎ｲ寸

１２物流システム（１２－６～１４）

１３病院建築・医例U般１薦・廃棄物処理（１３－９～１９）
ボスター撤去

第９会場
ｅｏ１会議室
(ボスター会場）

西ウイング

６Ｆ
ボスター貼ｲ寸 ６長期医卿Uと介護（６－１３～３０） ボスター撤去

第１０会場
６０６会麺室
(ボスター会t易）

西ウイング

６Ｆ
ボスター貼ｲ寸 １６患者・家族への指導、教育（１６－３３～５７） ボスター撤去

第１１会tBI

イベントホールＢ

東ウイング

Ｂ２Ｆ
医原器械・福祉機器展示

第１２会場
円形ホーノレ

(出展社プレtiﾝﾃｰﾝｮﾝ）

西ウイング

１Ｆ
～

医原用只と
NII､ホルモンの

今1■の螺胆
(ＰＶＣフリー）

医療用具とリスクマネージメント

博多東急ホテル
｢高砂」

２Ｆ 評頚氏会

￣
巳

､ノラリア
西鉄ホテル
｢彩璽」

８Ｆ

且

医原人の集い



第５１回曰本病院学会曰程表

平成１３年６月２２曰（金）

会場名場所

］
西
国

１
１
１ Zoo趣xxx

３０

ZOO趣xxx
２９

会場名 場所 8:1５９:００１０:００１１:００１２:００ Ｆ

げ

゛１

１３:００１４:００１５:００１６:００１７:００１８:００

第１会場

シンフォニーホール

東ウイング

1Ｆ

シンポジウム④
｢少子化と母子対策」

総会

市民公開講座①
特別講演

｢私の生命観」

(ｉｎ師：加賀乙彦氏）

市民公開講座②

シンポジウム

｢２１世紀における保健・医療・福祉の展望」

開会式

第２会場

イベントホールＡ

東ウイング

B２Ｆ

２救急医療

(２－１～５）

３高度先進医療

（３－１～３）

４急性期医療

（4-1～３）

４急性期医療

(４－４～８）

ランチョ； ｾﾐﾅｰ④

|医鳳鰄１Fける
ﾊﾟﾂｸｼｽﾎﾟﾑ頤用性]

轍

５亜急性期医療

(5-1～５）

６長期医療と介護

(6-1～１２）

７在宅医療・在宅介護

(7-1～５）

第３会場

国際会議場

西ウイング

４Ｆ

シンポジウム⑤
｢医iiの質/情報ネットワークの進展に伴う広告規制腸和と診､I線公開Ｉ

ランチョ jｌ ｾﾐﾅｰ⑤

｢M1能T5i院内事故
防止はＷを鵬する
ため０１ﾎﾟｲﾝﾄＩ

Ｇ患者満足度

(Ｇ－１～６）

Ｈ贋員の意識改革

(H-1～6）
」クリニカルパスの問題点

(｣－１～１３）

第４会場

大会議室

西ウイング

7Ｆ

１４リスクマネージメント

(１４－１～１４）

１４リスクマネージメント

(14-15～２３））

シンポジウム⑥
｢中小病院の経営戦略パートＶ|」

第５会場

６０７会議室

西ウイング

６Ｆ

１６患者・家族への指導、教育

(１６－１～１５）

１保健．

予防活動

(1-1～５）

８緩和医療

(８－１～７）

１２物流システム

(１２－１～５）

１３病院建築・医療設備．

廃棄物処理

(１３－１～８）

第６会場

６０８会議室

西ウイング

６Ｆ

１６患者・家族への指導、教育

(１６－１６～３２）

Ⅱ
■
〃
ｂ
ｌ
Ｃ
中
Ｃ
ｇ
Ｐ
ｄ
■
６
Ｊ
■
Ｐ
Ｐ
ｑ
■
■
９
１
■
Ｐ
Ｎ
Ｆ
□
い
け

‐
９

Ｃ小児救急

の問題点

(Ｃ－１～5）

Ａ急性期特定病院
に関する課題
(A-1）

Ｅ病院の診＃H特化
(E-1～4）

Ｆホスピスに

おける霊的ケア

(F-1～5）

Ｌカルテを

吾かせる

方法

(し－１～３）

Ｎ国際医療

協力

(Ｎ－１～４）

Ｏ規制緩和

と

情報公開

(０－１～４）

第７会場

交流ギャラリー

(ポスター会場）

西ウイング

2Ｆ

ポスター貼付

Ｇ患者満足度（Ｇ－７～１９）

Ｇ患者満足度（Ｇ－２０～２９）

Ｈ職員の意識改革（Ｈ－７～１８）

Ｈ職員の意識改革（Ｈ－１ｇ～３０）

１１医療機能評価・ＩＳＯ・医療の質（１１－２８～５０）

１１医療機能評価・lSO・医療の質（１１－５１～６８）
ボスター撤去

第８会場

セミナー室②

(ポスター会場）

西ウイング

２Ｆ

ポスター貼付 １保健・予防活動（１－６～１０） Ｉ病病・病診連携（1-16～33）、Ｍおいしい食事とは（Ｍ-7～１２） ポスタ－撤去

第９会場

６０１会議室

(ポスター会場）

西ウイング

６Ｆ

ボスター貼付

」クリニカルパスの問題点（｣-14～１９）

Ｇ患者満足度（Ｇ-30～３３)．
ボスター撤去

第１０会場

６０６会議室

(ポスター会場）

西ウイング

６Ｆ

ポスター貼付 ９事務管理（９－１１～２１）

二 ￣

ｇ事務管理（9-22～３３） ポスター撤去

第１１会場

イベントホール8

東ウイング

B２Ｆ

医療機器・福祉機器展示

￣

第１２会場

円形ホール

(出刷ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）

西ウイング

1Ｆ

感染制御に閏する課題
医原用具の消毒滅菌

に闇する課題

＝
￣

新しい物流管理

システム･経営革新
リサイクルに関する課題・その他



第'’第42回日本人間ドック学会

１．学会長西村昭男（医療法人社団カレスアライアンス理事長）

２．テーマ 「生命の年輪一原点から考えなおす健康づくり－」

３．開催期日平成13年８月３０日（木）・３１日（金）

４．開催地北海道・札幌市

５．会場ロイトン札幌・北海道厚生年金会館

６．演題

（１）会長講演ｌ題

「生命(いのち）－原点から考えなおす健康づくり－」

講師：第42回会日本人間ドック学会学会長西村昭男

（２）特別講演１題

「豊かに生きる予防医学」

講師：聖路加国際病院理事長日野原軍明

（３）教育講演２題

「遺伝子情報に基づく予防医学への道一遺伝子医学教育と遺伝カウンセリングの重要性

一」

講師：信州大学医学部教授福嶋義光

「ポジトロン・エミッショントモグラフィー（ＰＥＴ）を中心とした人間ドック」

講師：医療法人社団山中湖クリニック理事長井出満

（４）公開講演３題

「健康と個性」

講師：京都大学名誉教授・京都文教大学学術顧問河合隼雄

「心とからだの健康一西野流呼吸法一」

講師：女優由美かおる

「北海道で考える」

講師：作家倉本聰

（５）パネルディスカッション２題

「先端診断技術の人間ドックへのインパクトと展望」

司会：自治医科大学名誉教授・国際臨床病理センター所長河合忠

ｌ）「人間ドック情報を支えるＥＢＬＭ」

自治医科大学名誉教授・国際臨床病理センター所長河合忠

２）「画像技術一ＰＥＴを中心に－」

北海道大学大学院医学研究科核医学教授玉木長良

３）「遺伝子検査」

熊本大学名誉教授・曰本人類遺伝学会理事・江津楜療育園

施設長松田一郎

-183-



４）「高感度免疫測定技術一ＣＲＰ中心に」

関西医科大学臨床検査医学講座教授高橋伯上

特別発言「脳波によるアルツハイマー病初期診断法“DIMENSION，，」

東京工業大学名誉教授・㈱脳機能研究所代表取締役社長武者利光

「健康日本21-目標と戦略一｜

「Ｔｌ会：国Ｗ:がんセンター名誉院'三ﾐﾆ市川平三郎

基調講演「｢健康Ｕ本2Ｍの推進と諸課題」

厚fk労|動省大臣官房参事官（健康担当）芝池伸彰

｜）「"がん”の予防について」

国立がんセンター名誉院長市川平三郎

２）「北海道健康づくり基本指針一すこやか北海道21-について」

北海道保健福祉部長毛利義原

３）「喫煙対策の戦略について」

深川市fz総合病院内科医長松崎道。；丘

４）「栄養・食と牛活習慣について」

聖マリアンナ医科大学病院栄養部長・女子栄養大学大学院

客員教授中村丁次

特別発言「治療の時代から予防の時代へ」

日本人間ドック学会理事長奈良昌治

(6)予防医学委員会報告３題

「人間ドック全国集計報告」

報告者：牧田総合病院附属健診センター院長笹森典雄

「閉経期以降に高コレステロール血症の予後調査報告」

報告者：三井記念病院総合健診センター所長山門実

「人間ドック判定成績に関するガイドライン作成小委員会報告」

報告者：三井記念病院総合健診センター名誉顧問清瀬闇

(7)ランチョンセミナー９題

(8)一般演題292題

医療人の集いロイトン札幌小椋佳「歌談の会」北海道厚牛年金会館大ホール

併設展示会

参加者数3,790名

プログラム（別掲）

●
●
●
●

７
８
９
川

曰本人間ドック学会

理事会平成13年８月29日（水）

義題

１．第41回日本人間ドック学会

１３:００～１３:４５

会計報告
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２．日本人間ドック学会理事および評議員の移動について

３．第43回．４４回日本人間ドック学会学会長・開催地について

４平成12年度一般会計収支決算、平成14年度事業計画案および収支予算案につい

て

５．人間ドック認定指定医に関する報告

（第１回）平成13年８月２９日（水）１１:30～１２:００

題

1．本年度の「健康医学｜の発fll予定他について

編集委員会

議

２．「健康医学」英文抄録について

（第２回）平成13年12月７日（金）

題

１．健康医学11月号の発刊について

２．巻頭言の今後の依頼要領について

１７:００～１７:５０

義
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Oili;l学会日程８月3.曰(木） ､鰐

、
ノ

ア
、

S月３１曰（金）

】
函
③

夕(） ２１

第１会場

(3階）

ﾛｲﾄｿjli-ﾙABC

第２会場

(3階）

Oｲﾄｿﾎｰﾙ，

第３会場

(2階）

ｴｿﾌﾞﾚｽjli-ル

第４会場

(2階）

ﾘｰｿﾞｴｿﾄﾎｰﾙ

第５会場

(2階）

ﾊｲﾈｽili-ﾙAＢ

第６会場

(2階）

ﾊｲﾈｽjli-ﾙｃ

第７会場

(20階）

ﾊﾞｰﾙｊ１ｉ－ル

０
０
０
０
０
０

０
０
０
０

０
０
０
０
０
０

０
：
、
０
０

０
１
２
３
４
５
６
７
８

９
１
１
１
１
１

１
１

１
１

雛
房mKiliii1F三丁’

人間ドック半U定に岡する

ガイドライン作成小要因会蛆告

浦和砲

司会；笹廠典匹

パネルディスカッション１１

｢健康日本21」－目標と戦略一

司会：市)||平三郎

基調縄漬

「『健康日本21』の推進と緒問題」

芝池伸彰

【一般公開】

閉会式’

蕊
F1三壼丁:三壼菫ii歪三三i示;i三三1J三!；､豆

森山埋立

座Ｅｑ：篠原正Ｉ５

｜赤座英之

座目：塚本泰司

中村治雄

座長：北二顕

三木一正

座只：判＆嚢男

爵

実査委員会

nlR圏･高血圧．Oﾁﾘl届４

－股179～183

座長：武田樽

■旧麗･目皿圧．O\I鵬3５

一般184～190

座長：安厩幸夫

消化管６

一般150～154

座侵：藤瀬幸保

亘鱈血丘･皿滴脂241

一般191～195

座長：ＷＶ常男

■66旨Ⅲ淀･miFiHg質２

一般196～200

座昼：池汀原曲

消化管４

一般138～143

座長：召１局秀理

消化管５

一般144～149

座長：鈴木屋明

事後}旨導･問診１

－股219～225

座長：宮崎忠昭

事後}旨導･問診２

一般226～232

座長：金>雇鉄男

事後}旨導･問診３

－股233～238

座長：北條展一

三匹、存･皿沼UE負３

一般201～205

座展：西海寛俊

糖尿病･血胆１

－股206～211

座長：元原利武

食寧･栄費１

一般170～174

座長：佐藤拓造

負車・栄養２

一般175～178

座長：)||合弘＄1１

｡r鯵の豆兵･ｼｽﾃﾑ５

一般121～125

座長：三宅浩之

肝･胆･脾２

一般159～164

座長：瀬戸山元一

寧後l旨導･問&参４

－股239～244

座長：栗山原介

恵後}旨導･問診５

一般245～250

座艮：伊願千頁子

事後}旨導･問診６

－股251～256

座長：小関忠尚

第１会場

(3階）

Oｲﾄｿﾉ11-ﾙABC

第２会場

(3階）

0ｲﾄｿﾎｰﾙ、

第３会場

(2階）

1ｿﾌﾟﾚｽﾉ１－ル

第４会場

(2階）

リヅIｿﾄﾉ'１－ル

第５会場

(2階）

ﾊｲﾈｽﾉ'１－ﾙAＢ

第６会場

(2階）

ﾊｲﾈｽﾉli-ﾙＣ

第７会場

(20階）

ﾊﾟｰﾙｊｌｉ－ル

００９

０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
２
３
４
５
６
７
８

１
１

１
１

１
１

ランチョンセミナー

評議員会

｢高尿醗mlYE･痛風

の諺１１ﾘTと治り園」

山中号

座浸：市川皿司

｢E、治ｉｉｉの遍義」

ｲ圓木哲腫

高Mi英専

座属：山ＲＦＴ

｢Hpylo｢1感染と
閂塵」

上村直実

座目：洩習正岡

｢心臓ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ‐.

最初|こＢＮＰ」

中村元行

木之下正彦

座長：平盛勝彦

[如脈硬化の

新しい危I9W-D-

とその対応」

中材治避

座風：lIi亘弘西

総会

人間ドック全国集計輯吉

笹森典塵

脂質渦査竪員会銅

山門実

司会：奈良＆jＳ

iう'

パ卒ルデイスカッジョン’

｢先端診断技術の

人間ドックへの

イソパクトと展望」

司会：河合忠

ジー
超音波検西１

一般００１～００７

座長：萎沢利行

超音波検査２

一般008～０１３

座長ｆ大井利夫

超音波検査３

一般014～019

座長：小笠原鯨夫 蟇
｢閉経期以後に高コレステロール皿症の

予後調査Hi吉」

婦人１斗

-,31061～064

座ＣＱ：岸Ｉ令子

泌尿器１

一般065～071

座畏；熊本悦明

泌尿竃２

一般072～079

座長：小ｲﾘﾘ知彦

消化管１

一般020～０２６

座長：秋山洋

■I認3.,6ｍｍ\OII認１

一般041～047

座長；依田忠雄

苗１日:3.畠Ⅲ王･OfOq薮

一般048～053

座長：岩l蚕徹

翻1認3.畠Ⅲ王･秤H1:３３

一般054～０６０

座長：宇津典彦

消化管２

一般027～034

座長：櫻井健司

消化菅３

一般035～040

座長：登内輿

小椋･佳「歌談の会」
～国境なき医師団支援事業一

場
湯
漬
金

会
開
開
料

北海道厚生年金会館大ホール

１７：００

１７：３０～１９：００

5000円（記念ＣＤ《2枚組》贈呈）

懇親 会
会場：ロイトン札|幌３階第１会場ロイトンホールＡＢＣ
開宴：１９：３０～２１：００

参りO費：６，０００円



。；篝○i急学会曰程S月3.曰(木） ８月３１曰（金）

’
｜￣

_

旨
函
『

,`婁室1罰２０

第１会場

(3階）

､ｲﾄｿﾎｰﾙABC

第２会t易

(3階）

Oｲﾄｿﾎｰﾙ，

第３会場

(2階）

ｴｿﾌﾞﾚｽﾎｰﾙ

第４会場

(2階）

ｿｰｼﾞｴｿﾄii-ル

第５会場

(2階）

ﾊｲﾈｽﾎｰﾙAＢ

第６会t易

(2階）

ﾊｲﾈｽﾎｰﾙＣ

第７会場

(20階）

ﾊﾞｰﾙjli-ル

－９:00-

－１０:00-

－１１:00-

－１２:0０－

－１３:0０－

－１４:0０－

－１５:0０－

－１６:0０－

－１７:0０－

－１８:0０－

蕊
扇7勵雲Iiilii貢三’

人、ドック判定に、する

ガイドライン作成小昼■会頭告

活頑■

囚会：笹衝只座

パネルディスカッション１１

｢健康Ｂ本21｣－目標と戦略一

司会：市)||平三郎

基圏閃演

「「健康Ｂ本21」CD}佳進と膳問題」

芝池伸彰

【一般公開】

開会式’

蕊
F壽壼T壼薫T三三二i;示壽i毒1ﾗ!ii薦

森山紀。

座日：伍原正裕

｜赤座英之
座日：広本妄司

中村治座

座呂：北■猟 座呂

木一正

:４］■辰男

爵

実査委員会

栢阻臆･高血圧｡Oﾜ期l脇４

－股179～183

座長：武田惇

疽旧麓・21皿RE･呼51825

一般184～190

座長：安藤幸夫

消化管６

－股150～154

座長：藤瀬幸保

二匹血症･mNB麗質１

一般191～195

座長：ｉｌＶ常男

＝唾mWF･血埋､ご愛Ｚ

一般196～200

座長：池汀康郎

消化管４

一般138～143

座長：高橋秀I里

消化管５

一般144～149

座長：鈴木＆明

寧後}旨導･問診１

－股219～225

座長：宮崎忠昭

涙後)旨導･問８２２

－船226～232

座長：金澤鉄男

事後)旨導･問診３

－股233～238

座長：北條慶一

三座、扉･血涌■質３

一般201～205

座呂：西河寛俊

疽尿病･血■１

－股206～211

座長：元原利武

食Ｆ･栄養１

一般170～174

座艮：佐原祐造

戊碩・栄受２

一般175～178

座長：川合弘殿

■鯵の已轟･ﾂｽﾃﾑ５

一般121～125

座艮：三宅浩之

肝･胆･廃２

－股159～164

座呂：瀬戸山元一

事後)目導･問診４

－殿239～244

座長：栗山康介

広後I目導･問鯵５

一般245～250

座長：伊原千頁子

忘後Ｉ旨導･問診６

－股251～256

座長：小間忠尚

第１会場

(3階）

､ｲﾄｿﾎｰﾙABC

第２会場

(3階）

Oｲﾄｿﾉli-ﾙ，

第３会場

(2階）

ｴｿﾌﾞﾚｽﾎｰﾙ

第４会場

(2階）

ﾘｰｿﾞｴｿﾄﾎｰﾙ

第５会iii

(2階）

ﾊｲﾈｽﾎｰﾙAＢ

第６会i易

(2階）

ﾊｲﾈｽﾎｰﾙＣ

第７会ｉｉｉ

(20階）

ﾊﾞｰﾙﾎｰﾙ

－９:0０－

－１０:００－

－１１:００－

－１２:００－

－１３:00-

－１４:００－

－１５:00-

－１６:00-

－１７:００－

－１８:００－

Ｐ
ランチョンセミ トー

評識員会

｢高原６０，癖･痛風

の診断と治原」

山中弓

座日：市川９８印

｢E、治頂の恵渥」

旧木哲唯

高侶英専

座艮：山門面

｢Hpylori感染と
円厘」

上村直実

座日：浅香正、

｢心臓ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ‐．

股初にＢＮＰ」

中村元行

木之下正彦

座艮：平盛■産

[動脈硬化の

新しい危険ﾏｰｶｰ

とそのjil応」

中村治雄

座曰：ｕｉ己弓I研

総会

人間ドック全国典8+函告

笹森典雄

脂質鯛盃委■会報

山門実

司会：宗EQB泊

言／

パネルディスカッションＩ

｢先端診断技術の

人間ドックへの

インパクトと展望」

司会：河合忠

三
超

座

日

８５

超

座

、

長

超

ﾛ

|座艮 蕊
｢閉経期以後に囚コレステロール皿症の

予後切盃砠宙」

婦人科
1061～

岸

O64

11h子

泌尿墨１

一般065～071

座長：熊本悦明

泌尿器２

一般072～079

座長：小柳知彦

消化管１

一般020～026

座良：秋山洋

■間､?.■血圧･呼吸凶１

－DQO41～047

座艮：依田忠唾

笛用■･高血圧･呼報政

一般048～053

座長：岩塚徹

■旧呂･■血圧･呼吸、

一般054～060

座長：宇津典彦

消化管２

一般027～034

座長：櫻井健司

消化管３

一般035～040

座長：登内貝

ノ｣'椋佳「歌談の会」
－国境なき医師団支援事業一

場
湯
漬
金

会
開
開
料

北海道厚生年金会館大ホール
１７：００

１７：３０～１９：００

5,000円（記念ＣＤ《2枚組》贈呈）

懇親 会
会場：□イトン札幌３階第１会場ロイトンホールＡＢＣ
開宴：１９：３０～２１：００

参加費：６，０００円



第１２第27回日本診療録管理学会

1．会期平成13年９月６日（木）～７日（金）

２．開催地東京（ホテル日航東京）

３．学会長大道久（日本大学医学部教授）

1．テーマ患者'三体の医療と診療情報管珂

一医療の科学性と透明性を同指して－

５．槙題

ｌ）学会長講演ｌ題

２）特別講演ｌ題

３）教育講演ｌ題

４）要望演題２題

５）シンポジウム４題

６）一般演題５３題

６．参加者1,002人

７．プログラム

１）学会長講演

９月６日９：３０～ｌＯ：００

「医療の科学性を目指した診療情報管理」

大道久（日本大学医学部教授）

２）特別講演司会：大道久（日本大と２）特別講演司会：大道久（日本大学医学部教授）

９月６日１０：００～１１：００

「米国の診療録管理記載および管理から学ぶべきもの」

廣瀬輝夫（秀明大学医療経営学科主任教授）

３）教育講演司会：岡島光治（藤田保健衛生大学名を３）教育講演司会：岡島光治（藤田保健衛生大学名誉教授）

９月６日１１：００～１１：５０

「ＥＢＭと医療記録」

久繁哲徳（徳島大学医学部教授）

４）要望演題１座長：梅里良正（口本大学医学部助教授）

９月７日１１：００～１１：５０

「医療の質および効率向上への診療情報の活用」

５）要望演題２座長：寺崎仁（日本大学医学部助教授）

９月７日１３：２０～１４：１０

「医療の安全への診療情報の活用」

６）シンポジウム座長：山本修三（済生会神奈川県病院）
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９月７日１５：００～１７：００

｢患者主体の医療と診療情報管理」

①只野寿太郎（佐賀医科大学教授）

②森功（医療法人医真会理事長）

③伊藤伸一（医療法人大雄会理事長）

④瀬戸山元一（高知県・高知市病院組合）
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第１３国際モダンホスピタルショウ2001

国とモタンホスヒタルシヨウ２００１開－１W…

１．名称国際モダンホスピタルショウ2001

２主催社団法人曰本病院会／社団法人日本経営協会

３テーマ「新世紀の健康・医療・福祉」

４会期2001年７月11曰(水)～13日（金）３日間

S,開場時間午前10時～午後5時（最終曰は、午後４時まで）

５面積会場面積14,000mｒ展示面積4,400mﾄﾞ

ﾌ.出展社数290社〔前回307社〕

８来場者数55,300人〔前回58,900人〕いずれも３曰間延べ

９会場東京ビッグサイト（東京・有明）西展示ホール１．２、アトリウム、会議棟

〒1350063東京都江東区有明３－２１－１

東京ファッションタウンビル／有明ワシントンホテル

総務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、消防庁、東京都、日本貿

易振興会、助製品輸入促進協会、中小企業総合事業団、（社)日本医師会、杣日本歯科

医師会、（|<i)曰本薬剤師会、肋日本看護協会、（1M)医療｣情報システム開発センター、側

日本医薬情報センター、㈱医療機器センター、財医療関連サービス振興会、㈹全国

自治体病院協議会、㈹全日本病院協会、(tt)曰本精神病院協会、(社)曰本医療法人協会、

全国公私病院連盟、杣曰本病院薬剤師会、肋日本栄養士会、肋日本放射線技師会、

㈹曰本臨床衛生検査技師会、㈱日本理学療法士協会、㈹曰本作業療法士協会、㈱東

京都臨床衛生検査技師会、（社)全国社会保険協会連合会、（財)日本訪問看護振興財団、

ＮＨＫ、㈹曰本民間放送連盟、アメリカ合衆国大使館商務部、英国大使館、オー

ストラリア大使館、オランダ大使館、デンマーク大使館（順不同）

１０.後援

１１.協賛 全国社会福祉協議会､日本医療機器関係団体協議会､(社)曰本エム・イー学会､(社)日本

画像医療システムエ業会､㈹電子情報技術産業協会､日本薬科機器協会､日本医療機

器同友会､日本医用機器工業会､曰本医療器材工業会､曰本理学療法機器工業会､日本

医用光学機器工業会､日本分析機器工業会､棚日本衛生検査所協会､(tt)曰本衛生材料

工業連合会､㈹曰本ホームヘルス機器工業会､(tt)日本医療福祉建築協会､㈹全国消防

機器協会､保健医療福祉情報システムエ業会､日本在宅医療福祉協会､㈱東京都医療

社会事業協会､東京医科器械商業組合､日本臨床工学技士会､東京商工会議所､特定非

営利活動法人生活・福祉環境づくり２１０１頂不同）

①病院環境・設備

②医療機器・材料

③事務機器・用品

④医療情報システム

⑤看護支援関連

⑥在宅関連

⑦医療関連サービス（アウトソーシング）

⑧人材教育・図書など
-190-
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１３企画展示「IT時代の医療の方向性を探る－開かれた医療と電子カルテ」

〈企画：ホスピタルショウ委員会医療’情報部会〉

「安全に医療を提供できる環境をめざして」

〈企画：ホスピタルショウ委員会保健･医療･福祉部会〉

１４企画コーナー

医療・福祉車両コーナー

ブックコーナー

ベンチャー企業コーナー

「新世紀の健康・医療・福祉」建築コーナー

１５ホスピタルショウカンファレンス

「新世紀の日本の医療を語る～ヒトゲノムから国民健康づくりまで～」

「２１世紀の病院経営を考える～病院の機能選択とこれからの医療提供体制～」

「IT時代の開かれた医療をめざして－電子カルテの運用と今後の展開～」

「曰本初、PFI導入による新病院構想～自治体病院のモデルをめざして～」

「EBMの実践における病院情報システムの活用」

「ペーパレス電子カルテとクリニカルパスの実践から」

「EBMに基づく感染対策の実際」

「看護でのセイフティ（リスク）マネジメントを考える」

1ｓ・セミナー・研究会一曰本病院会主催一

「病院医療の質を考えるセミナー」

「医療安全対策のためのセミナー」

「これからの医薬品情報のあり方」「２１世紀の薬剤師像」（薬事管理研究会）

「病院の建物施設管理」（ハウスキーピング研究会）

1フ.テクニカルセミナー＜4セッション開催＞

「健診・人間ドックの新世代システム戦略」

「末梢血管血流測定の有用性について」

「人が動く.考える：変革時代の病院経営」

「評価体系・方法の見直しと更新審査に向けて」

－１９１－



_し､モタンホスヒタルショウ２００１三胴逵腱

国際モダンホスピタルショウ2001は、“新世紀の健康・医療・福祉”をメインテーマに７月11日

(水)～13日(金)の３日間、東京ビッグサイト（東京国際展示場）の西１．２ホール、アトリウム（会場面

積14,000㎡・展示面積4,400mf）を使用して開催した。会期中３日間の来場者数は55,300名であった。

出展社数は290社（内、海外出展は6ヵ国1地域から23社・４機関．l団体）を数えた。

展示内容は、一般展示として環境設備、医療機器、ナース・サポート、在宅ケア、医療関連サー

ビス（アウトソーシング)、医療’情報システムゾーンに分かれ、国内外のメーカー・ディーラーに

よる展示・実演が行われた。

今回、企画事業として2つの企画展示が実施された。「IT時代の医療の方向性を探る－開かれた医

療と電子カルテ」と題した企画展示では、３つの病院の電子カルテ活用例を実演紹介した。折しも、

診療記録等の電子媒体による保存に関する規制緩和もあり急進展している状態にあり注目を浴び

た。電子カルテは』情報開示のツールにもなるとして、パネル展示で患者さんへの｣情報提供の実例も

紹介した。もうひとつの企画展示は、「安全に医療を提供できる環境をめざして」をテーマに掲げ、

患者さんが安心して医療を受けられる医療環境、そして医療者が安全に医療を提供できる環境につ

いてセーフテイ機器（事故防止、予防機器）を中心に展示した。その他、海外出展は、アメリカ、

イギリス、オランダ、オーストラリアの各国大使館をはじめ韓国、マレーシア、台湾（医療機器関

係団体および傘下の会員企業）と彩りある展示となった。

今回、新たに設けた「建築コーナー」では、（社)日本医療福祉建築協会が主催する「医療福祉建築

賞」を受賞した4施設をパネル紹介した。また、「ベンチャー企業コーナー」「医療・福祉車両コー

ナー」「ブックコーナー」も昨年に引き続きの実施となった。

カンファレンスでは、ナースの参加も多いことから看護セッションと題して2つのテーマを取り

上げた。さらに企画展示に連動した形で「電子カルテ」を題材としたシンポジウム等、８本のセミ

ナーが実施された。この他、出展社によるテクニカルセミナー、日本病院会セミナー等、多彩な内

容で開催し、聴講者は延べ4,000名近くに及んだ。

》ごＺ

、■迩 一己ﾉ圏際モダシ…場?､ス屋ダル…□濁ウュＯ仏

EＬ二二

IiliiiliiLiLiiiliiilHjll

i，
遇

～げ

１２

Iiiljliilii
熟.:蕊■．

192



圧，、jEIE

2001年

2000年

’99年

’98年

社
社
社
社

０
７
０
６

９
０
９
１

２
３
１
２

会場面積

会場面積

会場面積

会場面積

展示面積4,400,ｆ

展示面積6,000mｒ

展示面積3,900㎡

展示面積4,500mＩ

14,000ｍ「

19,000ｍｆ

ｌ４,OOOITf

l9,OＯＯｍｆ

:三房二劃

会期３日間の来場者数と近年の来場者数推移は以下のとおりである。

Ｉ曰別来場者数

曰
曰
曰

１
２
３

第
第
第

14,300名

22,100名

18,900名

７月１１日（水）

７月12日（木）

７月１３日(金）

合計55,300人

２国際モダンホスピタルショウ来場者数推移

(単位：人）
60000

50000

40000

30000

20000

10000

０
'9８ '9９ 2000 2001

ａ海外来場者

今回は、以下のとおり、１２ヵ国・地域、288名の外国人の来場者があった。

９６名

９２名

100名

７月１１曰（水）

７月12曰休）

７月13日(金）

合計288名

〈国別〉

アメリカ、イギリス、ドイツ、デンマーク、

国、シンガポール、マレーシア、台湾

ノルウェー、リビア、シリア、中国（香港含む)、韓

(順不同）
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主催者ならびに出展社から、病院関係者、ユーザーに対し

40万部の招待状が発送されたほか､、ニュースレリース、各

種印刷物を作成し、積極的なパブリシティ活動を展開すると

ともに業界専門紙・誌の広告を通じて来場者動員に努めた。

1．ポスター（製作部数：3,000部）

（社)日本病院会会員の病院および出展社、後援・協賛団体を

中心に配布。

２招待状（制作部数：400,000部）

㈲日本病院会会員病院、後援・協賛団体、ホスピタルショ

ウ委員会委員、出展社および行政機関、公的機関、社会福祉

施設、老人保健施設、訪問看護ステーション等に配布。

ａ専門紙・誌広告

病院新聞

曰経へルスケア2１

2/１，６/14号

６月号

４インターネットホームページ

年間を通してホスピタルショウのホームページ

を開設。インターネット上の広報活動とともに、

出展社ホームページとリンクを行なう。

ＵＲＬ：http://www・noma・orjp/hs／

５国際モダンホスピタルショウ２００１ガイド

（発行部数：70,000部）

会期中、招待状持参者に無料配布。来場者のガイ

また、病院経営に役立つ情報誌として刊行。

①会場案内図

②企画展示

「IT時代の医療の方向性を探る

－開かれた医療と電子カルテ」

「安全に医療を提供できる環境をめざして」

③セミナープログラム

④出展社の見どころ

⑤出展社一覧／分野別出展社一覧

⑥出展社名簿

体裁：Ａ４判変型本文132頁

ドとして、
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６バブリシティ活動

●記者会見ならびに記者クラブ゛資料入れ

事務局では、下記のとおり記者会見ならびに記者クラブへの資料入れを行なった。

－１２３卜

戎13年６１=l３１Ｅ

牛６Ｆ１２９１ゴ

戎13年６Ｆｌ２９Ｅ

●報道資料の配信

下記のニュースレリースを報道関係者に配信した。

-1,ﾖト

手５１=１７卜

三l３１Ｅ

手６１=l２９Ｅ

ｎｔｅｒｎａｔＩｏｎａＩｏｄｒｅｎ

ＨｏｓｏｌｔａＩＳｈｏｗハフリシテイ蒜ﾛ果已oD1＝＝'ＤＢ現；

1．テレビ

フジテレビ「FNNスピーク」（７月11曰（水）１１：３０～）

テレビ東京「WBS（ワールド・ビジネス・サテライト)」（７月11日（水）２３：００～）

NHK衛星第１（BS7）「ワールドニュース・ＢＳ２３（経済最前線)」（７月12曰（水）２３：００～）

パーフェクＴＶ／医療福祉チャンネル（ch744）

「特集：回復期リハ病棟の経営（土田昌一先生)」（９月１日出／2曰(日)／8日出１５：００～）
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曰時 方式 場所 対象

平成13年１月23日(ｿ|（） 会見 東条インペリアルパレス 一般紙・専門紙誌

平成13年６月31日(木） 〃 曰本病院会 〃

平成13年６月29日(金） 資料入れ 厚生労働記者会 一般紙・テレビ

平成13年６月29日(金） 〃 厚生曰比谷クラブ 専門紙誌

曰時 内容

平成13年１月５日(金） 記者説明会ならびに新春講演会を１月23日(lﾉ|()に

平成13年１月23日()（） 出展申込受付開始に関するしリース

平成13年５月７日(月） 開催内容決定に関する記者説明会案内／ポスター完成に関するしリース

平成13年５月31日(木） 開催内容決定に関するしリース

平成13年６月29日(金） 開幕に関するしリース

平成13年７月16日(月） 閉幕に関するしリース



２－般紙・専門紙誌の記事掲載一覧

千ＬＯに

ａ全体

テレビ

全国紙／地方紙等

病院・医療専門紙誌

経済・工業紙／その他業界専門紙誌

インターネットマガジン

件
件
件
件
件

４
０
４
７
２

１
４
６
２

合計 147件

鰯
di1ii:i遡

i蓬ii藝,ii讓零I1U罵
鴬

ﾌﾞＩＤＬ
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曰時 掲載紙.誌

平成13年１月 日刊工業新聞､asahi・com企業リリース、ＮｉKkeiBPNetwork(Medwave）等１６件

平成13年２月 病院新聞、医理産業新聞、薬事曰報、保健産業事報、

日本医科器械新聞、曰本病院会ニュース、月刊事務用品等１２件

平成13年３月 財形福祉、月刊福祉環境、薬局新聞、ＭＥジャーナル、

月刊シルバービジネス、シルバー新報、東京医療品新報等９件

平成13年４月 月刊総合ケア、曰本病院会ニュース、事務機器新聞等４件

平成13年５月 薬局新聞、東京医療品新報、保健産業事報、曰経産業新聞等１４件

平成13年６月 岐阜新聞、病院新聞、日刊医薬特信、曰本薬業新聞、薬事日報、

日本病院会ニュース、NURSESENKA、月刊シルバービジネス、

日本看護協会協会ニュース、日刊工業新聞、月刊文具、

asahi・com企業リリース、InternetEdition産経Ｗｅｂ等３０件

平成13年７月 産経新聞、MEDICALObserver、福島民報、秋田魁新報、

上毛新聞、病院新聞、月刊新医療、シルバー新報、保健産業事報、

曰本薬業新聞、Phase3、寝装リビングタイムス、財形福祉、

曰経産業新聞、曰刊工業新聞、曰本工業新聞、日本事務機新聞、

BiztechNews、NikkeiBPNetwork(Medwave)、CyberMed等５１件
平成13年８月 薬局新聞、東京医療品新報、ドラッグマガジン、実業界等６件

平成13年９月 新医療１件

●出展申込受付開始に関する記事 ２３件

●茂木会長年頭所感に関する記事 ９件

●出展社決定に関する記事 ４４件

●開幕・閉幕に関する記事 ２８件

●特集・企画に関する記事 １２件

●催事案内 ２７件
/△～ 計143件ロ
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開幕初曰（７月11日）午前9時30分から、開会式が東京ビッグサイト・西展示棟内のアトリウムで

挙行され、関係者多数が出席した。

(以下、敬称略・順不同）

●開会式のプ□グラム

主催者挨拶

社団法人日本病院会

社団法人日本経営協会

会長中山耕作

理事長本松茂敏

来賓

厚生労働省医政局

社団法人日本医師会

伊藤雅

坪井栄

星北

南裕

山崎摩

治殿

孝殿

斗殿

子殿

耶殿

局長

会長

代理常任理事

会長

代理・常任理事

社団法人日本看護協会

出展社代表挨拶

川鉄情報システム株式会社 取締役社長富島正殿

国際モタ､ンホスピタルショウ委員長挨拶

ホスピタルショウ委員会 委員長里村洋

テープカット

厚生労働省医政局

社団法人日本医師会

社団法人日本看護協会

川鉄’情報システム株式会社

社団法人曰本病院会

社団法人日本経営協会

ホスピタルショウ委員会

局長伊

常任理事星

常任理事山

取締役社長富

会長中

理事長本

委員長里

藤

雅
北
摩

治
斗
耶
正

殿
殿
殿崎
島
山
松
村

殿

耕
茂
洋

作
敏
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第１４国際活動

、国際病院連盟（lHF）

★ＩＨＦ理事会（香港、2001年５月１４口）

秋山ＩＨＦ理事出席

今回の香港Congressへの参加者は寮録出席者が1900名。国内より1200名、海外は44カ国よ

り約500名など。

ＩＨＦ事務局長の財政報告：1999年（１月から１２月まで）はコペンハーゲンでのCongress

からIHFへの収入がゼロであったことと、ロンドンの事務所の移転費用などで前年の赤字

（』C66,910)に比べてもかなり大きな赤字（ｆ119,429）であった。

しかし、2000年は総会もPan-RegionalConferenceもない年であったのに収支の均衡を取る

ことができた．主としてロンドンの事務所の余分な部屋の又貸しと出版と広告の収祐による

ものであった。

メキシコとタイがＩＨＦ加入を申し込んでいること、カナダがIHFを退会したこと。事務局

長がカナダ保健省の大臣宛に引き留めの手紙をだしたこと。

アメリカ代表理事のDr・DavidsonがＩＨＦの出版事業に国内出版業者を通じて強力な支援

を進めており、順調に計画が進んでいること。スペイン語とフランス語の新しいニュースレ

ターが発行されること。

曰病による北海道でのFieldStudyCourseの準備が進んでいる旨、秋山理事の報告があっ

たこと。ブカレストブエノスアイレスでのカンファレンス準備の進捗状況、及び2003年の

サンフランシスコでの総会の準備状況報告。

次々期会長としてバーレーンのMr・AbdulRahmanBu-Ali氏が選出され、総会の承認を求め

ること。また、フランス代表Mr・Vincentが驍事になったこと。

任期満了で退任する理事６名に対し、新しい理事候補者６名（フィンランド、ハンガリー、

日本、クウェートノルウェー、イギリス）が立候補、無競争なので今回は総会での選挙投

票を行わないこと。

★ＩＨＦ総会（2001年５月１７日、於：香港、秋山、牧野新旧理事出席）

６理事候補者の正式承認。

定款改定の承認：2000年１１月６日に開かれたバーレーンでのIHF理事会（秋山理事欠席）で

中華人民共和国のＩＨＦ入会勧誘に関する重要な提案が行われた。それは当時のＩＨＦ次期

会長，香港代表のＤＬＥＫＹｅｏｈが北京政府の要人と接触があり、北京政府がＩＨＦ加入に関

心を持っているという感触を得た。ただし、それは重要な条件付きであった。それは中国は

一つという原則を認めることである。ＩＨＦとしては長年台湾はＩＨＦのＡメンバーであり、

理由無しに排除するわけには行かないので、中国と台湾両者を共にＡメンバーとして迎える

方法があるかという問題である。その方法として香港側は台湾、香港そしてオランダから変

換されて香港と同様な扱いを受けているマカオを中国内の別個徴税地域としてＡメンバーと

して独立人格を賦与するという提案を行った。この問題とと取り組み、可能性があり、さら

１

★
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に必要があれば定款の改定も行って、香港での総会にかけようという決議が行われた。

その結果執行部で作られた前述の趣旨に添った定款改正案が提出され、反対がなく評決さ

れた。

この問題に関しては、提案の内容は台湾をオリンピック方式に準じて国際的にはChinese

Taipeiとして扱い、台湾病院協会の名前を維持することは差し支えないとするものなのだが、

その後台湾から激しい攻撃を受け、台湾は今回の香港IHF総会をボイコットしている。

ＴｏｎＫｒｏｌ現会長の任期切れに伴い､次期会長に決まっていた香港代表のDrEng-KiongYeoh

の会長就任が認証された。

ＩＨＦ理事会(2001年５月１８口、於：香港、牧野出席）

新理事６名の紹介と顔合わせの会

バーレーンの時から始まっている全理事に対する職務分担の形で３つのworkingparty(定

款に関するもの、会員増強に関するもの、文書類発行に関するもの）の選択が行われ、牧野

は第１の定款グループに入った。

IHF理事会(20012月８口、於：パリ曰病の予算の関係で牧野欠席）９月１１口の

ニューヨークテロの影響で急避欠席したものが多く、出席者１２名､欠席者９名であった。

2002年９月のブエノスアイレスでのPan-RegionalConferenceの後、引き続いてのField

StudyCourseをメキシコが申し出ている。

2003年のＣｏｎｇｒｅｓｓはサンフランシスコでアメリカ病院協会の総会と同時開催で開

かれる。

会の標語は”FromVisiontoAction-HospitalasaHealthyFuture"、

2004年のPan-RegionalConferenceにはタイ、メキシコ、イタリアが手を挙げている。

2007年のＣｏｎｇｒｅｓｓにはインドネシアのバリ島が候補にあがっている。

ロンドンの事務所の特別レートによる借用期限が2003年３月に切れ、続けて借りるために

は家賃が倍になり、IHFの負担に耐えなくなる。そのため、他の場所を探している。

ＩＨＦ理事は本国での現職が大きく変わるときはIHFに報告すべきで､その後の職が病院や

国の代表として適当か否かを判断する必要がある。

★

アジア病院連盟（ＡＨＦ）

ＡＨＦ理事会（於：香港、2001年５月１４日、秋山、牧野両理事出席）

・出席：オーストラリア、韓国、フィリピン、日本、モンゴル

・欠席：台湾、インドネシア、ニュージーランドタイ、ベトナム

・定款の一部改正、会員資格をnationalhospitalassociationとしてあるのを、必ずしも

国を代表する団体ではなく、民間の一般的な病院組織も入っているというので、national

の言葉は抜くこととした。

･インドの加盟問題が継続審議になっているが、その後、インドからの反応がないとのこと。

・任期満了に伴う次期会長選出に入り、現職のDr・Laiが再選された。

・ＡＨＦの費用捻出の一環として、いくつかの発行機関に機関紙、広告類の折衝を続けてき

２．
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たが、実質的な成果はほとんど得られなかった。

ＩＨＦの中国加照問題を取り上げ、ＡＨＦとしての対処が諮られたが、ＩＨＦとＡＨＦは

完全に独辻Zの機関であり、ＩＨＦ問題は見守るだけでいいという牧野ＩＨＦ、およびＡＨ

Ｆ理事の意見で収拾された。

３．海外視察研究会

１０月予定した「医学の歴史を巡る旅」（第３回）は、アメリカの同時多

[ことし、情勢が落ち着いた新年度早々に再度開催を検討することとした。

アメリカの同時多発テロ事件の関係で中
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第１５広報

1．曰本病院会ニュースの発行（主な記事・寄稿）

<号数〉〈発行日〉

626号４月１０日

ｌ）社会保障改革の動向と課題

政府・与党が社会保障改革大綱をまとめ

老人医療費抑制の方向性を打ち出す（解説：谷野浩太郎・広報委員）

２）就任挨拶日本病院会会長中[１１耕作

３）「実調」病床数、機能で客体区分調査方法を了承、６月実施へ－中医協一

４）拒潮「病院医療のキーワード」

５）中小病院コーナー「中小病院で地域医療支援病院を実現して思う」（岡田玲一郎・社会医

療研究所所長）

６）常任理事会だより（３月度）

627号４月２５日

ｌ）創立50周年記念式典５．２５挙行へ

秋篠宮殿下・妃殿下がご臨席

東京・帝国ホテルで新たな門出祝う

２）「診療報酬体系の検討事項」高齢者入院医療が焦点に－中医協一

３）曰病の平成13年度事業計画

四病協に積極的な協力方針、３学会、ホスピタルショウ、通教など

４）特集く本紙に見る曰病の歩み〉第１回

・合同による団結めざし

・曰病の意思決定の礎

５）中小病院コーナー「公の世紀からI固の'1t紀へ」（中佳一・特定医療法人社団三思会理事

長）

６）寄稿「医療事情と事務長の役害１１」（秋山俊二・蘇生会総合病院事務局長）

628号５月１５日

ｌ）容積率緩和の運用指針建替による病床削減問題

国士交通省が各地方行政に通達、今後は病院単位で個別相談を

２）処理の統一化に向け会計準則研究会発足一四病協一

３）異常死等の解釈で中間報告

医師法21条と医療事故は別扱

４）春の叙勲遠藤良一元常任理事らが受章

５）特集く本紙に見る曰病の歩み〉第２回
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・病院医療費原価割れ是正求め

・社会の信頼回復に倫理綱領制定

６）245人を登録、通算で4900入超に

７）常任理事会だより（４月度）

～診療情報管理通教第54回（11回）認定式～

629号６月１０日

ｌ）本会の半世紀の歩みを寿く゛記念式典を挙行

信頼される病院作り誓う

秋篠宮殿下・妃殿下がご臨席

２）藤澤副会長が急逝

３）内藤元会長・顧問が逝去私的から初のトップに就任

４）内藤景岳先牛を偲んで（中山耕作・日本病院会会長）

５）特集く曰病創立50周年記念〉

世紀を超えて「医の倫理の確亙Z」「医療の質の向上」めざす

６）平成12年度事業報告と収支決算・監査報告を承認（平成13年度代議員会・総会）

７）顧問・参与・外部監事の委嘱を承認

８）常任理事会だより（５月度）

９）臨床研修制度について要望一四病協－

１０）主潮「ＤＲＧの試行拡大」

630号６月２５曰

１）第５１回曰本病院学会縣況に

新世紀の病院の方向探る

一般演題540題、延べ4800人が参加

２）国際モダンホスピタルショウ2001テーマは「新世紀の健康・医療・福祉」

３）藤澤正情先生を偲んで（中山耕作・日本病院会会長）

４）経済財政諮問会議が基本方針医療分野一効率化とコスト抑制基調に

５）論点「消費者から見た営利企業の病院経営参入の是非」（石井孝宜・公認会計士）

６）常任理事会だより（６月度）

７）平成14年度税制で当局に要望書

８）寄稿「医療機能評価と事務長の投害１１１（林茂・医療法人社団カレスアライアン寄稿「医療機能評価と事務長の役割」（林茂・医療法人社団カレスアライアンス経営管

理部長）

631号７月ｌＯ曰

ｌ）特集く第５１回日本病院学会〉

「新世紀・病院の進む道」激変する社会環境における牛命の尊厳

２）主潮「保険団体も情報開示を」
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３）

４）

５）

優秀・優良演題各５題を表彰第50回学会発表者より

中小病院コーナー「中小病院の在り方について」（角田幸信・済生会広島病院長）

寄稿「一般病床の選択」（江原正恭・東名厚木病院事務部長）

632号７１１２５日

ｌ）期待集まる第42に1人間ドック学会メインテーマ「化命（いのち）の年輪～原点から弩えな

おす健康づくり」

〈開催を間近にひかえて〉西村昭男学会長

新副会長に111本修三氏

乖潮「営利企業の病院経営参入再議論」

故藤澤副会長を送るしめやかに福井県済生会葬

建物容積率制限で特例制度～国士交通省が通知～

近隣の敷地での建替も適用

国際モダンホスピタルシヨウ20015万5300人来場

中小病院コーナー「迫られる最後の選択」（清水鴻一郎・清水病院長）

常任理事会だより（７月度）

２）

３）

４）

５）

１
１
１

６
７
８

633号８月１０日

１）会長意見「規制改革への警告」

経済財政諮問会議等の方針危倶

経済主導の医療改革は本末転倒と

２）病院長セミナー感会に東京で250人

シンポジウムは看護の質、医療事故を討議

３）来年度予算社会保険関係費3000億円を圧縮

４）３割が電子カルテ導入に意欲曰病調査761会員回答

５）勲三等瑞宝章の栄に対し遠藤、栗山向先生を祝う

634号

ｌ）

９月１０日

第４２回人間ドック学会「生命（いのち）の年輪く原点から考えなおす健康づくり〉テー

マに札幌に3800人、過去最多の292一般演題

健常者割合4.8％再び悪化～平成１２年人間ドック全国集計成績～

主潮「そしてＣとＡを」

｢営利法人参人論議は時期尚早］曰病法人形態検討小委が答申

常任理事会だより（８月度）

中小病院コーナー「第４次医療法改正く介護保険制度を見据えて〉（松谷之義・松谷病院

理事長）

１
１
１
１
１

２
３
４
５
６
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635号９月２５口

ｌ）第27回診療録管理学会を開催「患者謨体の医療と診療情報管理」

人

大道久学会長が「医療の科学性を目指した診療情報管理」を提言

２）宅潮「経済財政諮問会議の基本方針」

３）総婦長セミナー「２１世紀の看護の課題]を論議

テーマに東京でlOOO

636号１０月１０日

ｌ）財政拒導の医療改革を問題視一四病協一

医療の質の低下を懸念

２）厚労省が医療制度改革試案老人医療費の伸び率管理鴨る

３）高齢者医療制度で意見書一四病協一急性期病院の機能区分に新解釈

４）望ましい医療改革へ具体的事項を論議一常任理事会一

５）第２２回病院経営管理者通教認定式２３人を窟録、通算314人に

637号１０月２５日

ｌ）救急・災害医療対策を活発論議救急医療防災セミナー、埼玉で400人参加

２）病院の地震発牛時の対応を調査曰病873会員の回答、避難の目安2/3は無し

３）宅潮「改革を巡る最近の議論について」

４）来年度診療報酬改定、200床区分の撤廃など10項曰、四病協が初の要望

５）常任理事会だより（９月度）

６）中小病院コーナー「地域連携は強者の連携く地域に支持され続ける病院へ〉

板倉病院理事長）

７）医療用具の無償貸出に制限

(梶原優.

638号１１月１０日

１）あるべき医療制度改革の課題と方向

総合規制改革会議・重点６分野の中間とりまとめ（医療）に対して中山会長メモ

２）再度、株式会社参入に反対一四病協一

３）桑名理事が逝去

４）乖潮「マネジメントケアと国民皆保険」

５）薬剤師の人員配置措置、３年後の検討開始祷る

６）秋の叙勲福井常任理事が受章

７）常任理事会だより（１０月度）

８）中小病院コーナー「中小病院の利点を活用しよう」（福田浩三・上飯田第二病院名誉院長）
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639号１１月25日

１）医療法人制度等の見直し着手厚労省検討委員会

「これからの医業経営の在り方に関する検討会」に臨んで（川合弘毅

２）大学病院等の包括評価導入へ－中医協小委一

病院ごとに前年度人院費実績で勘案

３）６力）1超に特定療養費の考え医療保険ﾉﾄﾞﾘ療養Bi！病床酢－１早労省一

Ｄ稜潮「医療改箪試案をめぐって］

５）医療のセイフティ・ネット等要望たばこ、アルコールのト1的税化を

６）診療情報管理ｔ468人を議録、第55回（121回1）通教認定式

７）常任理事会だより（１１月度）

常任理事）

640号１２月１０日

ｌ）本会の「病院倫理綱領」改訂へ

医療環境の変化に対応、倉１１立50周年事業の一環で21年振り

２）平成14年度診療報酬改定３１下げ明記、政府・与党が「医療制度改革大綱」

３）秬潮「医療制度改革大綱公表される」

４）「いま日本の医療はどこへ行くのか」四病協が国民向けポスター等を用意

５）桑名理事を偲んで（中山耕作・日本病院会会長）

641号１月１日

ｌ）新春座談会病院の岐路を迎えて、「医療制度改革」前夜に熱論

２）年頭所感中山耕作・日本病院会会長

３）初のマイナス改定に平成14年度診療報酬改定

４）緊縮下で厚労省は3.2％増平成14年度政府予算

５）主潮「医療の抑制に直結するもの」

６）中小病院コーナー「中小病院経営戦略～独自の電算化～」（織本

７）シリーズ特集く小泉医療改革の中身と痛み〉第１同「原点から弓

中小病院コーナー「中小病院経営戦略～独自の電算化～」（織本正慶・織本病院名誉院長）

シリーズ特集く小泉医療改革の中身と痛み〉第１回「原点から考えなおし、大きな一石を

役ずる好機」（西村昭男・常任理事）

本会サイトにメーリングリスト８）

642号１月２５口

ｌ）診療報酬２案に懸念表明一四病協一

「現状では混乱を招く恐れ」６ヵ月超の特療化、大学病院等の個別包括評価に

２）四病協会長座談会「さらなる四病協の結束をめざして」

３）拒潮「保健医療計画に思う」

４）シリーズ特集く小泉医療改革の中身と痛み〉第２回「二万両損の一方大儲け」（奈良昌治

副会長）
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中小病院コーナー「病院の進路選択の時せまる」（松谷之義・松谷病院理事長）

福井常任理事を祝う秋の叙勲受章で宴囲む

寄稿「最近の医療問題」（豊島範夫…神奈川県病院協会理事）

常任理事会だより（１２月度）

１
１
１
１

５
６
７
８

643トナ２月１０口

ｌ）会員の実質負担額が増大消費税調査速報値

一般病院で平均7842万円、１．３２％に496会員回答

２）診療報酬改定で要望技術料減額に除外求める一四病協一

３）シリーズ特集く小泉医療改革の中身と痛み〉第３回「わが国の医療システムは世界第1位」

（大道学・副会長）

４）常任理事会だより（１月度）

５）中小病院コーナー「中小病院の動態」（松田朗・日本医業経営コンサルタント協会会長）

644号２月２５口

ｌ）診療報酬新点数が確定中医協で諮問・答申

合理化と要件で厳しさ、体系見直しで一部メリハリも

２）平成14年度薬価改定を承認、材料価格含めマイナス1.4％に

３）主潮「病院団体の責任と使命」

４）人間ドック実施施設の第三者評価へ曰病が機構設立準備会を発足、他機関と連携し２年

後に事業化

５）シリーズ特集く小泉医療改革の中身と痛み〉第４回「医療制度改革と消費者」（野本睦美・

曰病広報委員）

６）中小病院の赤字対策を説明広島で情報交換会

645号３月１０日

ｌ）総収支比率0.3ポイント悪化の105.8に１３年度病院運営実態調査

依然厳しい経営状況、赤字病院害11合1.5ポイント増の66.1％に、曰病と公私病連1217会員

が回答

２）医療の質等の確保に懸念一四病協一診療報酬下げの影響を重大視

３）主潮「紹介率について～特に小児～」

４）病院会計準則見直しの方向示す、四病協研究委が６月に中間報告を予定

５）消費税損税解消を要望

６）座談会「曰病と病院医療の未来を語る～本会半世紀の歩みを踏まえて～」

７）中小病院コーナー「診療報酬改定と中小病院」（梶原優・板倉病院理事長）

８）常任理事会だより（２月度）
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646号３月２５日

ｌ）「ビジョンなき診療報酬改定」（中山会長）「財政調整に集中と」代議員会・総会開く

２）外来診療料の特定療養費化に疑義診療報酬改定の通知に配慮求める四病院団体協議会

が当局に要望手術の施設基準に地域差指摘

３）診療報酬改定説明会を開催体系の組換え随所に（東京・神戸）整形外科は大幅な減収

力〕？

４）口病ウェブ・サイトアクセス400万件超える

５）「医療法人会計基準」の検討開始夏めどに集約めざす（四病院連絡協議会）

６）主潮「公的病院・民間病院」

２．曰本病院会雑誌

三秬要掲載記事

(４月号）168ページ

グラフ：水島中央病院・倉敷リハビリテーション病院

巻頭言：医療制度改革の行方（大道學）

記事：講演介護保険と福祉の市場化（矢野聡）

講演欧米の災害医療対策について（西法正）

保険教室「医師のための保険診療常識集（第14版)」（国保旭中央病院）

(５月号）160ページ

グラフ：第26回日本診療録管理学会

巻頭言：今、為すべきこと（藤澤正情）

記事：講演病院における医事紛争とリスクマネージメント（押田茂賞）

講演看護業務と医療事故防止（高橋美智）

(６月号）148ページ

グラフ：秋田組合総合病院

巻頭言：新世紀・病院の進む道一激変する社会環境における生命の尊厳一

記事：講演医療法改正（榊原毅）

講演２１世紀の医療改革と病院経営（尾形裕也）

(井手道雄）

(７月号）

グラフ

巻頭言

記事

168ページ

：日本病院会創立50周年記念式典

：日本病院会創立50周年記念式典に出席して（奈良昌治）

：日本病院会創立50周年の佳節を祝す－大臣表彰５名・会長表彰９８名一

講演廃棄物処理法改正に伴う医療機関の対応（斉藤伸明）
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(８月号）174ページ

グラフ：愛知厚生連渥美病院

巻頭言：第４２回日本人間ドック学会開催にあたって（西村昭男）

記事：鉗夏随筆

(９月号）160ページ

グラフ：第５１回日本病院学会

巻頭言：医療制度改革の新たな局面（大道久）

記事：倉'111Z50周年記念講演生命科学、世紀を越えて（岸本忠三）

シンポジウム看護管理者に必要なリスクマネジメント

(１０月号）170ページ

グラフ：熊本リハビリセンター病院

巻頭言：医師臨床研修の必修化に望むこと（天川孝則）

記事：学会長講演堆命への賛歌（井手道雄）

特別講演マザー・テレサからの伝言（千葉茂樹）

シンポジウム少子化と母ｆ対策

(１１月号）

グラフ

巻頭言

記事

172ページ

：第４２回日本人間ドック学会

安全管理におけるインターフェース・コントロールの意義（山本修三）

学会長講演生命の年輪一原点から考えなおす健康づくり（西村昭男）

市民公開講座・特別講座私の生命観（加賀乙彦）

シンポジウム感染管理担当者の育成と活用

(１２月号）160ページ

グラフ：病院長・幹部職員セミナー

巻頭言：国民のための医療制度改革を（武田隆男）

記事：特別講演過去の災害を教訓とした災害医学とその進歩（太田宗夫）

シンポジウムチーム医療の中でのリスクマネジメント

(１月号）168ページ

グラフ：山梨赤十字病院と富上

巻頭言：2002年年頭所感（中山耕作）

記事：特別講演再興感染症としての結核院内感染対策（毛利昌史）

シンポジウム医療の安今と事故発生時の対応

(２月号）160ページ
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フ
言
事

ラ
頭
グ
巻
記

第27回日本診療録管理学会

医療費の抑制と、医療そのものの抑制（真田勝弘）

日本病院会の倫理綱領

講演診療報酬における人院看護サービスの評価と看護必要度（岩澤和子）

医療制度改革一経済諮問会議・総合規制改革会議をふまえて－（星 北斗）

(３月号））１７２ページ

フ：留萌市市病院

言：卒後臨床研修必修制度は日本の医療改革のｔ台である（川城丈夫）

事：特別講演アメリカの管理医療の現状と日本の方向（大村昭人）

グラフ

巻頭言

記

講演病院経営改善 －ＰＦＩをふまえて－（瀬戸山元一）
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第１６医療従事者無料職業紹介所

トによる求人情報を取り扱い89件の情報をネット上に掲載。今後の今年度より、インターネットに

求職者の活用と成果が期待される。
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第１７統計情報室

1．「病院運営実態分析調査」を実施し「病院概況調査報告書」を発刊した。

◎平成13年度病院概況調査報告書

病院概況（病院数、入院某本科の状況、病床数、専用病床保有状況）

患者状況（入院一外来、救急比率等）

設備状況（ＩＣＵ、ＣＣＵ、未熟児室、医療機器、コンピュータ等）

職員数（職種、病床規模、１病院当り、開設者、常勤、非常勤別）

部門別業務量（診療、薬斉１１、放射線、検査、給食、事務等）

外注委託状況（寝具、清掃、給食、検査等）

その他（人院基本料、救急告示、手術件数、敷地建物面積、剖検率、

病床利用率、平均在院日数等）

２．会員病院の情報システムの導入状況を調査し、調査結果を公表した。

◎病院内情報システム導入状況調査(調査結果報告書）

電子カルテシステム

オーダーリングシステム

医事業務システム等他の業務システムの導入状況を個別に調査し、

問題点もアンケート調査した。

なぜ導入できないかの
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第１８病院幹部医会

1．幹事会２回

①１回目（７月11日夕方。東京ファッションタウンビル。幹事＝11名、オブザーバー＝1名）

ａ、明年４月５口、６口IiIii口におこなわｵlる札幌での病院医療の質を考えるセミナーについて

ｈ11月の日本医薬情報センターと合同のセミナーについて

②２回目（１１月１０日早朝。昭和大学人院棟１７階。幹事＝９名、オブザーバー＝１名）

ａ、明年４月５日、６日両口におこなわれる札幌での病院医療の質を砦えるセミナーについて

２．人退会

人会＝今井昭雄（新潟市民病院副院長。４月。同時に幹事就任）

鈴木勝（国保旭中央病院院長補佐。４月）

石川清（名古屋第二赤十字病院副院長。４月）

板津武晴（名古屋第二赤十字病院副院長。４月）

草深裕光（名古屋記念病院副院長代理。１月）

退会＝大川日出夫（４月）

川北祐幸（逝去）

伊藤拓（慶応大学小児科。４月）

萩森宏一（高松赤十字病院副院長。５月）

吉田長生（豊島中央病院理事長。１２月）

根路銘恵二（中頭病院。１２月）

中北武男（大雄会病院。１月）

森明弘（南ヶ丘病院。２月）

柴田光一（土浦協同病院退職。２月）

安藤幸夫（聖路加国際病院退職。３月）

３．総評

夏季の研修会は多方面からたくさんの受講生が集ったが、第二回目（４月に変更）の札幌でのセミ

ナーは１００名を大幅に割る定員となった。

昨今の社会事情を踏まえ、時期や場所、ニーズについて一層の熟慮が必要だ。
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第１９他団体との連絡協議及び連合

川病院団体協議会

庶務事

４月２５口

６月２９日

項

厚牛労働省『医療安全対策検討会議』に四病協として曰病藤澤副会長を推薦

医業経営税制委員会が財務省税制第二課長を招致し議員会館で勉強会を実施。平成

14年３月４日には相澤英之自民党税制調査会長と、厚牛労働省・総務省・財務省の

各審議官出席のもと勉強会を実施。消費税損税に関して四病協の考えを要望

厚生労働省『医療安今対策会議』に、藤澤副会長の死去（６／11）に伴い全日病中村

定敏常任理事を推薦

財団法人医療情報システム開発センター各委員会に委員派遣

第９回総合規制改革会議に中山会長、全曰病西澤副会長が出席

医療の質の向上に資するような規制緩和であるべきと陳述（詳細後掲）

記者会見高齢者医療制度・医療保険制度委員会がまとめた「今後の高齢者医療の

あり方」を、委員長の猪口全日病医療保険・診療報酬委員長が発表

高齢者医療制度・医療保険制度委員会で、引き続き将来の医療提供体制のあり方を

検討。委員会名を医療制度改革検討委員会と改称

記者会見中山会長が、全日病西澤副会長同席のもと、「医療機関の経営における株

式会社の参入については、現時点において反対であることを明言する｡」と表明

平成14年度診療報酬改定項目、特に大学病院などに対する疾病ごとの患者一人当た

り１日定額払い、６ヵ月超えの入院患者に対する特定療養費化の具体的内容につい

て、厚生労働省医療課の担当官を招致し意見交換会を実施

阿部士良日本医療法人協会副会長死去

医道審議会医師分科会医師臨床研修検討部会で、四病協を代表して奈良副会長が意

見陳述

日本医師会役員と四病協会長が意見交換

７月２５日

７月２６日

９月２０日

９月２７日

１０月２５曰

１０月３０曰

１１月１９日

１１月２５日

11月２７日

１１月２８日

平成14年

１月１７日１月１７日平成14年度診療報酬改定作業のなか、病院に係わる内容を、日本医師会星常任理事

と医療保険・診療報酬委員会が集中的に検討、

l／２３，１／３１，２／１４，２／21と継続的に審議

１月２３日総合部会に松谷医療課長を招致、平成14年度改定の特に、「高齢者等の長期入院に係

る診療報酬上の評価｣、「医療機関別の包括評価」の具体的内容について説明を受け

意見交換を実施

１月２３日医療情報システム開発センター『次世代介護情報システム検討委員会」に曰精協中

村英雄委員に替わり、日野頌三医法協副会長を推薦
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委員会開催実績（）内は通算回数

総合部会１０回

医療制度委員会７回

医療保険・診療報酬委員会１１回

医業経営税制委員会７回

介護保険委員会４回

医療従事者対策委員会５回

医療安全対策委員会１回

民間病院等における診断群分類

を活用したプロジェクト委員会１回

高齢者医療制度・医療保険制度委員会６回

医療制度改革検討委員会４回

病院会計準則研究委員会１１回

医療法人会計基準研究分科会１回

その他８回

委員会名

第１（２）回病院会計準則研究委員会

第１回総合部会

第１回医業経営税制委員会

第１回医療保険・診療報酬委員会

第２回総合部会

第１回医療従事者対策委員会

第１（３）回民間病院等における診断

場所

日病

曰医

医法協

全日病

曰医

曰精協

出席者

７名

１８名

７名

８名

１６名

６名

月日

４月２０曰

４月２６曰

４月２７日

５月１１日

５月２３日

６月１日

６月７曰 第１（３）回民間病院等における診断群分類を活用した調査

の参加に関する打合会 今日病

第２（３）回病院会計準則研究委員会 曰病

第２回医療保険・診療報酬委員会 全日病

高齢者医療制度の検討に関する打合会全日病

第２回医業経営税制委員会 衆議院第二議員会館

病院の建替え等に関する要望の打合会 曰病

第１回医療安全対策委員会 全曰病

第１回高齢者医療制度・医療保険制度委員会全日病

第３（４）回病院会計準則研究委員会 曰病

第２回医療従事者対策委員会 曰精協

第１回介護保険委員会 曰病

第１回医療制度委員会 曰病

第３回総合部会 曰医

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

Ⅱ
Ⅲ
Ⅵ
６
田
６
８
９
田
９
８
８
四

６月１３日

６月１５日

６月２７曰

６月２９日

７月４日

７月４日

７月６日

７月１７曰

７月１８曰

７月２４日

７月２４日

７月２５日
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四病協各団体会長等による懇談会ダイヤ

第２回高齢者医療制度・医療保険制度委員会

第３回医療保険・診療報酬委員会

規制緩和の状況説明会

第３回高齢者医療制度・医療保険制度委員会

第２同医療制度委員会

第４（５）回病院会計準則研究委員会

第３回医療従事者対策委員会

第４回医療保険・診療報酬委員会

第４回高齢者医療制度・医療保険制度委員会

第５回高齢者医療制度・医療保険制度委員会

第２回介護保険委員会

第３回医療制度委員会

第５（６）回病院会計準則研究委員会

第４回総合部会

第３回医業経営税制委員会

第６（７）回病院会計準則研究委員会

第４回医療制度委員会

第５回総合部会

第６回高齢者医療制度・医療保険制度委員会

記者会見

第５回医療保険・診療報酬委員会

第４回医療従事者対策委員会

第１回医療制度改革検討委員会

第７（８）回病院会計準則研究委員会

厚生労働省保険局医療課との意見交換会

第３回介護保険委員会

第５回医療制度委員会

第４回医業経営税制委員会

四病協会長と日本医師会役員との意見交換会

第６回総合部会

第６回医療保険・診療報酬委員会

第８（９）回病院会計準則研究委員会

第７回総合部会ダイヤ

第２回医療制度改革検討委員会

ダイヤモンドホテル

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

６
ｍ
Ⅲ
９
８
６
田
川
Ⅲ
皿
８
７
７
Ｍ
四
９
Ｍ
７
旧
９
２
８
旧
い
旧
９
９
９
５
田
旧
７
旧
旧
胆

７月２７日

７月３１日

８月３曰

８月７日

８月２１日

８月２１日

８月２４日

９月５口

９月７日

９月７日

９月１４日

９月１８日

９月１８日

９月１９日

９月２６日

９月２８日

１０月１５日

１０月１７日

１０月２４日

１０月２５日

１０月３０日

１１月２日

１１月７日

１１月９日

１１月１３日

１１月１９日

１１月２０日

１１月２１日

１１月２２日

１１月２８日

１１月２８日

１１月３０日

１２月５日

１２月１９日

１２月２１日

平成14年

１月１５日

全日病

全日病

曰病

全日病

曰病

曰病

曰精協

今日病

全日病

全日病

曰病

曰病

曰病

曰医

医法協

曰病

曰病

曰医

全日病

曰医

全日病

曰精協

全日病

曰病

全日病

曰病

曰病

医法協

曰医

曰医

全日病

曰病

ダイヤモンドホテル

全日病

７名曰病第６回医療制度委員会
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８名

９名

10名

18名

14名

９名

１０名

８名

11名

10名

10名

14名

５名

１０名

20名

１０名

17名

８名

12名

７名

15名

第７回医療保険・診療報酬委員会 全日病

第４回介護保険委員会 曰病

第８回医療保険・診療報酬委員会 曰医

第８回総合部会 曰医

第９（lO）回病院会計準則研究委員会 曰病

第３回医療制度改革検討委員会 今日病

第９回医療保険・診療報酬委員会 今日病

第５回医業経営税制委員会 医法協

第５同医療従事者対策委員会 日精協

第10回医療保険・診療報酬委員会 今日病

第１１回医療保険・診療報酬委員会 全日病

第1０（11）回病院会計準則研究委員会 曰病

第７回医療制度委員会 曰病

厚堆労働省保険局医療課長と懇談会 曰医

第９回総合部会 口医

第４回医療制度改革検討委員会 全日病

第６回医業経営税制委員会 衆議院第一議員会館

第１回医療法人会計基準研究分科会 医法協

第1１（１２）回病院会計準則研究委員会曰病

第７回医業経営税制委員会 医法協

第10回総合部会 曰医

１月１７日

１月２２日

１月２３日

１月２３日

１月２４日

ｌ）]２５日

１月３１日

１月３１日

２月１３日

２月１４日

２月２１口

２月２１口

２月２６日

２月２７日

２月２７日

３月１日

３月４日

３月１８日

３月１９日

３月２６日

３月２７日

要望内

月曰

５月７日

５月９日

６月７日

８月３曰

容

内容要望先

臨床研修について厚生労働省医政局長ほか

病床数による診療報酬点数区分について厚生労働省保険局長ほか

患者紹介率の算定式統一化について日本医師会長ほか

病院増改築に対する建築補助と融資制度について

厚生労働省医政局長ほか

平成14年度診療報酬改定に対する要望厚生労働省保険局長ほか

平成14年度診療報酬改定、

特に「高齢者等の長期入院に係る診療報酬上の評価の在り方」

「医療機関別の包括評価の導入」に関する意見書の送付について

日本医師会長ほか

１０月４日

１２月１９日

平成14年

１月２８日平成14年度診療報酬改定について
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特に、マイナス改定に関する見解と要望厚生労働省保険局長ほか

療養病床等に６ヶ月を超えて入院している患者の診療報酬上の取扱いについて（要

望）厚牛労働省医療課

平成14年度診療報酬改定における通知等への要望書

厚生労働省医療課

消費税における社会保険診療報酬非課税制度の見直しについて

自由民幸党税制調査会長

１月２８日

３月４口

３月４日

(総合部会）

平成13年度第１（10）回４月２５日（水）午後２時30分～４時30分

○構造設備基準の改正に伴う病院の建替え等について

昨年度末、病院建替えに際して障壁となっている用途制限、容積率についてその打開策を

関係方面に要望｡当日出席された国ｔ交通省住宅局住宅総合整備課長から、自治体の裁量で、

高齢者施設に対して、容積率、用途地の規制の緩和が図られる旨の局長通知（都市計画運用

指針）が４月１８日付で提出されたと報告された。

○病床数による診療報酬点数区分について

○臨床研修について

みだしの要望書を厚生労働省他あて提出することが承認された。

○「改正医療法Ｑ＆Ａ」について

仮設病棟についても新しい構造設備基準を適用しなければならないとする厚生労働省の考

えに対して疑義が提出された。

○病院薬剤師の人員配置基準について

実態把握のためアンケート調査を実施することとし、医療従事者対策委員会に付託するこ

とを申し合わせた。

○その他

厚牛労働省『医療安全対策検討会議』委員に曰病藤澤副会長を推薦することとした。

平成13年度第２（11）回５月２３日（水）午後２時～４時

○病院薬剤師の人員配置基準について

改めてアンケートを医療従事者対策委員会で実施することを確認した。

○厚牛労働省『医療安全対策検討会議」について

四病協として医療事故調査・防止、被害救済に関する第三者機関設置に向け、その具体案

を医療安全対策委員会に付託することとした。

○「改正医療法Ｑ＆Ａ」について

平成15年８月３１曰までに病床の届け出が義務付けられていることに対して、診療報酬上、

介護力強化病院は同年３月３１曰で廃止される。この間の取り扱いについて疑義が日本医師会

に対して提出された。星常任理事から医療法と診療報酬は連動しない、診療報酬上は３月３１
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曰までで延長できないとの厚生労働省の回答が紹介された。

また仮設病棟の新基準適用については医療制度委員会で要望案をまとめることとした。

○「患者紹介率算定式の統一化について」の要望について

みだしの要望書を厚生労働省、日本医師会に提出することが了承された。

○「臨床研修制度について」の要望書について

「病床数による診療報酬点数区分について」の要望書について

厚化労働省、口本医師会に対して要望した旨報告された。

○ＮＨＫからの取材申し込みについて

室料差額に関する取材について全日本病院協会の西澤副会長があたることとした。

平成13年度第３（11）回７月２５日（水）午後２時～４時

○職域における空気汚染問題の対応について

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課調査官からシックハウス対策について内

容説明と協力要請を受けた。

○経済財政諮問会議の骨太の方針について

『医療サービス効率化プログラム」の具体的内容について意見交換を実施。

○病院の容積率緩和に関する陳情及び通知について

新たに７月６日に出された国士交通省の通知「病院の建替えと容積率制限等に係る特例制

度の運用について」で、容積率緩和の特例として病院の病室が明記され、一人当たり病室の

床面積が4.3naiを超えた部分は容積率に上乗せできるようになったことが紹介された。

また、病院増改築に対する建築補助と融資制度について、曰精協要望を採用し四病協要望

とすることが了承された。

○病院薬剤師に関するアンケートについて

調査表原案を採択、曰精協会員は調査対象としないことを了承した。

○高齢者医療制度・医療保険制度委員会の設置について

委員の披露と併せ、７月６日に初回の会議をもったこと、報告書の内容を高齢者にとって

必要な医療サービス内容とその提供体制のあり方とすることが紹介された。

○厚生労働省「医療安全対策検討会議」委員の交替について

藤澤副会長の死去に伴って、後任の委員に、四病協医療安全対策委員長である全日病中

村定敏常任理事を届け、了承を得た旨報告された。

○「医療情報システム開発センター委員会』の委員推薦について

①ＭＥＤＩＳ事業委員会中山耕作曰病会長

②次世代介護システム検討委員会中村英雄曰精協委員長

③電子カルテ関連事業委員会瀬戸山元一曰病常任理事

④医療情報の標準化事業委員会飯田修平全日病理事

⑤電子文書保存・交換・医療

ＰＫＩのあり方委員会秋山一郎曰精協理事
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⑥クリティカルパスの情報交換

委員会宮城敏夫全日病代議員会副議長

⑦医療情報技術者のあり方委員会武田隆男曰病副会長

⑧情報技術を用いた医療事故防止

システムのガイドライン委員会ｔ谷晋一郎日本医師会法協常務理事

⑨ＩＣカードの医療応用委員会川原弘久日本医師会法協常務理事

各団体からの推薦者を調整の結果、上記の名簿になり届け出た旨報告された。

平成13年度第４（12）回９月２６日（水）午後２時～４時

ロ本医師会から、医政局総務課より都道府県に対して、一定の条件を満たす仮設病棟は、既

存病院建物としての基準を適用することを同I能とする通知が出されることが紹介された。

○９月20日『第９回総合規制改革会議」ヒアリング報告

中山会長と西澤全日病副会長が発言内容と会議模様を報告された。

○厚生労働省の「医療制度改革試案」について

試案内容について意見交換を実施。

○厚生労働省「病院における薬剤師の人員配置基準に関する検討会』について

審議内容が出席した委員から報告された。

○「平成14年度診療報酬改定に対する要望書（案)」について

要望原案が了承された。

○厚生労働省『社会保障審議会医療部会」について

審議内容が出席した委員から報告された。

○高齢者医療制度・医療保険制度委員会の報告について

委員会報告「今後の高齢者医療のあり方について」を四病協提案とする旨が了承された。

○介護保険に関するアンケートについて

介護保険委員会からアンケートを実施したい旨の申し出があり了承された。

平成13年度第５（13）回１０月２４日（水）午後２時～４時

○医療制度改革について

みだしに関する四病協の意見をとりまとめるため、高齢者医療制度・医療保険制度検討委

員会に、引き続いて付託することとした。

○病院における薬剤師の人員配置基準について

事前調整で現行規定“入院患者７０人に１人、外来処方菱75枚に１人'，が継続されること。

また経過措置である“80調斉Ｉに１人”“１００床未満に対する取り扱い，，が廃''二されることとな

った旨報告された。

○『第４回医療安全対策連絡会議」について

医療安全対策ネットワーク整備事業の概要、医療安全推進習慣の設置、安全な医療を提供

するための１０の要点がまとめられた等が報告された。
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○『社会保障審議会第２回医療部会』について

議事内容が紹介された。

○日本医師会から異常死体の警察への届け出に替わる第三者機関の設置は困難である旨の見

解が披露された。

平成13年度第６（14）回１１月２８口（水）午後２時～４時

○厚生労働省『これからの医業経営の在り方に関する検討会」について

医療法人の理事長要件の見直し、経営情報の開示促進策について、平成１４年度中に中間

報告をとりまとめるため審議が開始された旨報告された。

○『社会保障審議会第３同医療部会」について

当曰のヒアリングの模様が報告された。

○『医道審議会医師分科会医師臨床研修検討部会」におけるヒアリングについて

当日出席した奈良副会長から陳述内容と他団体の発言内容が紹介された。

○平成14年度診療報酬改定について

・医療機関別の包括評価の導入について

大学病院に平成15年度から導入される「疾病ごとの患者一人あたりｌ曰定額払い」に対し

て出席者から懸念が表明された。

・高齢者等の長期入院に係る診療報酬上の評価の在り方について

四病院団体協議会に予め相談もなく中医協で決定されることに対し日本医師会の見解を質

した。

○第１回医療制度改革検討委員会の提案事項

国民の視点にたった医療制度改革であるべきとの考えに基づき、当委員会が患者向けチラ

シを作成。文面を一部修正後了承された。

平成13年度第７（１５）回１２月１９曰（水）午後４時30分～５時30分

○今回の診療報酬改定が病院に与える影響について

診療報酬本体がマイナス1.3％に至った経緯をもとに、日本医師会とより密接な意見交換の

必要性が話し合われた。

○医療保険・診療報酬委員会の提案事項について

当該委員会がまとめた「高齢者等の長期入院に係る診療報酬上の評価の在り方｣、「医療機

関別の包括評価の導入」について、慎重な検討が必要である旨の意見書が了承され、当日出

席された日本医師会星常任理事に手渡された。

平成13年度第８（16）回平成14年１月２３日（水）午後２時～４時

○委員会からの提案事項

・介護保険委員会

介護保険施設の参酌標準の見直しにより、介護療養型医療施設の必要病床数が５万６千床
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減ることについて日本医師会の見解を質した。

また、医療情報システム開発センター『次世代介護情報システム検討委員会』委員に、四

病協から派遣されていた曰精協中村英雄委員の辞意を受けて、後任に医法協曰野頌三副会長

を選出した。

・医療保険・診療報酬委員会

当該委員会がまとめた「平成１４年度診療報酬改定について、特に、減額改定に関する見

解と要望」を厚生労働省と日本医師会に対して要望することを了承。

○日本医師会星常任理事からの提案事項

医療法人の理事長要件について日本医師会は反対の立場から病院団体の見解を打診された。

併せて今後共同歩調を取りたい旨の申し入れが示された。

○松谷医療課長からの説明と意見交換

松谷医療課長を招致。

今回改定の特に、「高齢者等の長期入院に係る診療報酬上の評価｣、「医療機関別の包括評価」

の具体的内容の説明を受け、意見交換を図った゜

○石川副会長からの提案事項

医療従事者の派遣労働について見解をまとめるよう要請された。

平成13年度第９（17）回２月２７日（水）午後２時～４時

○委員会からの提案事項

・病院会計準則研究委員会

石井委員長から病院会計準則見直しに向け中間報告のｽｹﾙﾄﾝ案が示され､同時併行で医療法

人会計基準も検討したい旨が述べられ了承された。医療法人会計基準は日本医療法人協会が

担当することとなった。

・医業経営税制委員会

当該委員会が作成した「消費税における社会保険診療報酬非課税制度の見直しについて」

の要望を日本医師会会長に対して実施したい旨の提案があり了承された。

・医療制度委員会

提案事項の一部を委員会で改めて検討することとし、非常勤職員の常勤換算については口

精協が原案を作成することとした。

○医療制度改革等について

・診療報酬改定について

改定の主な事項を猪口委員長が解説。

未だ決定していない通知関連について各団体の要望を収集しているところと報告。

・３割負担について

中山会長から問題提起がなされた。

平成13年度第1０（18）回３月２７日（水）午後２時～４時
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○医療安全推進総合戦略について

厚生労働省医療安全推進室長より概略説明と協力要請がなされた。医療の安全と信頼を高

めるため、今後の医療安全対策の目指すべき方向'性と緊急に取り組むべき課題について、『医

療安全対策検討会議』がまとめた報告書の内容を説明。施行を診療報酬の未整備減算が実施

される１０月１日にしたいとのこと。

○医療分野における労働者派遣規制の見直しについて

医療分野の有資格者の派遣事業について、改正後は医療施設では認めないが、社会福祉施

設・在宅では認めるという内容。厚生労働省医政局指導課課長補佐が説明。

○社団医療法人における出資額限度法人の制度化について

医法協よりみだしの要望を３月２５日に実施したとの報告がなされた。

○四病院連絡協議会委員会の再編について

曰病より『厚牛労働省医療制度改革推進本部」の検討テーマに沿い、委員会を再編したい

旨の提案があり意見交換を図った゜次回に結論を得ることとした。

○診療報酬改定への取り組みについて

四病院連絡協議会として何らかの行動を起こすことを申し合わせた。そのため今次改定の

矛盾、不合理を医療保険・診療報酬委員会で意見収集を図ることとした。

医療制度委員会

1．開催回数７回

２．出席者数延べ46名

３．協議事項

ｌ）医療制度改革に係わる対応について

①医療提供のグランドデザイン策定（短期、中期、長期戦略）について

②一般病床の考え方（急↓性、亜急性、』慢性、リハ）について

③急'性期のＤＲＧ／ＰＰＳの対応について

④混合診療について

⑤医師臨床研修に関する対応について

⑥医療に関する情報提供について

⑦広告規制の緩和について

⑧厚生労働省医師臨床研修検討部会団体ヒアリングについて

２）経済財政諮問会議の基本方針と総合規制改革会議中間報告に係る対応について

①株式会社方式の病院経営参入について

②消費者（支払者一患者・保険者）機能の強化について

３）社会保障審議会医療部会について

４）その他

①医療法上の仮設病棟について

②医療保険制度改革について
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③老人医療費自己負担の軽減を目的のための増税論（たばこ税等）について

④診療報酬改定について

⑤病院従業者数の標準と現実数の端数処蝿の取り扱いについて

⑥社会的入院の解消について

４．総評

経済財政諮問会議の基本方針、総合規制改革会議中間報告、厚化労働省医療制度改革試案等

に示されている医療制度改革に係わる問題事項を洗い出し、医療提供のグランドデザインを策

定するために短期、中期、長期戦略の面から論議を繰り返した。これら論議を踏まえて、医療

に関する情報提供、広告規制の緩和等を検討議題とする社会保障審議会医療部会で四病協とし

ての意見を述べた。

（臨床研修制度）

昨年５月７日付で、厚生労働省へ臨床研修制度について４項目を骨子とする要望書を提出

した。

①臨床研修指定病院の独自性を強化し、地域医療に貢献している中小民間病院も含め、研修

病院・診療所群という概念で全人的な教育制度を確立する。

②研修医の給料は、研修医養成費として国家予算化し、指導医の報酬は教育施設に補助金等

にて支給する制度を確立する。

③現在認められている研修医の権利を保障し、中小民間病院にても研修できる制度を確rZす

る。

④今後厚生労働省等にて設置される、臨床研修のカリキュラム作成委員会（仮称）には四病

院団体協議会が推薦する複数の委員を参画させる。

１１月27日には四病協に対するヒアリングが行われ、下記４項目の私案を示した。

①現在大学病院を中心にして行われている臨床研修から、これからは臨床研修指定病院を中

心にした第一線病院の病院群で行うようにしていただきたい。ごく限られた診療科の研修を

終えた医師は極論すると偽専門医である。このような医師を何名育成しても足りない。

②研修医も司法修習生のように国費で面倒を見て、月20万円程度支給していただきたい。

③研修医は医師免許証を所持しているのであるから、所定の手続きを行えば保険診療を認め

るべきである。研修期間２年の前半を臨床研修指定病院群で研修し、後半を地方の小病院、

診療所、離島、僻地で研修を行うのが望ましい。都会の大病院に研修医が偏在するのは不自

然である。

④臨床研修指定病院の要件にある剖検率は再検討すべきである。臨床研修は、日本医療機能

評価機構認定病院、臨床研修指定病院、救命救急センターの３条件を備えた病院を核にして

組織した病院群で行うべきである。

○委員会開催

開催曰会場出席者数
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名
名
名
名
名
名
名

８
６
７
７
９
７
５

曰本病院会

日本病院会

曰本病院会

日本病院会

日本病院会

日本病院会

日本病院会

１
１
１
１
１
１
ｊ

火
火
火
水
水
火
火

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ

回
回
回
回
回
回
回

１
２
３
４
５
６
７

第
第
第
第
第
第
第

７月２４日

８月２１口

９月１８日

１０月１７口

１１月２１日

１月１５日

２月２６日

医業経営・税制委員会

1．開催回数７回

２．出席者数延べ65名

３．協議事項

ｌ）今後の税制改正要望について

２）消費税制について

３）事業税について

４）出資額限度法人について

５）厚化労働省「これからの医業経営の在り方検討会」について

４．総評

平成１４年度税制改正要望書を見る限り、日本医師会、平成１４年度税制改正要望書を見る限り、日本医師会、曰病、医法協からの要望書にはさほ

ど差異がないことから、消費税の見直しに関しては今後四病協として意見を統一し、厚生労働

省や曰本医師会等に要望することになった。意見調整の結果、消費税における社会保険診療報

酬非課税制度の見直しの要望促進方がまとまった。その骨子は、医業にかかる消費税について

社会保険診療報酬の非課税制度を見直し、消費税制度の在り方にも合致する原則課税に改めら

れたい。但し患者負担に配慮し、ゼロ税率または軽減税率の適用を要望する内容で、坪井栄孝

（日本医師会会長）と相澤英之（自民党税制調査会会長）に提出した。

○税制改正要望

ｌ）要望書「消費税における社会保険診療報酬非課税制度の見直しについて」

２）提出先平成14年２月27曰社団法人曰本医師会会長坪井栄孝様

平成14年３月４曰自由民主党税制調査会会長相澤英之様

○委員会開催

開催曰

４月２７曰

６月２９日

９月２８日

会場

日本医療法人協会

衆議院第二議員会館

日本医療法人協会

出席者数

７名

１２名（税制勉強会）

９名

回
回
回

１
２
３

第
第
第

１
Ｊ
ｊ

金
金
余

Ｉ
１
１
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回
回
回
回

４
５
６
７

第
第
第
第

Ｊ
１
１
１

木
木
月
火

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

１１月２２日

１月３１日

３月４日

３月２６日

日本医療法人協会

日本医療法人協会

衆議院第一議員会館

口本医療法人協会

５名

８名

17名（税制勉強会）

７名

○税制勉強会

委員会での税制改正に関する論議を踏まえて、関係者を交えた税制勉強会を２回開催した。

いずれも消費税是正に関する要望および検討依頼が主眼で､第１回目は財務省韮税局担当官と、

第２回目は相澤英之（自民党税制調査会会長）と行った。

開催曰 会場出席者数

第１回６月29日（金）衆議院第二議員会館１２名

第２回３月４日（月）衆議院第一義員会館１７名

(規制改革関連）

I・規制緩和の状況説明会

1．開催曰平成13年８月７日（火）

２．会場日本病院会

３．出席者厚生労働省３名、日本病院会７名

４．意見交換内容

ｌ）今後の経済財政運営および経済社会の構造改革に関する基本方針について

２）重点６分野に関する中間とりまとめについて

３）中間とりまとめ（案）（医療分野）に対する考え方について

４）医療法人理事長要件について

５）今後のスケジュールについて

Ⅱ規制改革の意義

1．開催曰平成13年９月６日（木）

２．会場日本病院会

３．出席者中山耕作・曰本病院会会長

河北博文・総合規制改革会議医療ワーキンググループ専門委員

４．意見交換内容

１）規制改革の意義について

Ⅲ内閣府規制改革ヒアリング

１．開催曰平成13年９月２０日（木）

２．会場内閣府（合同庁舎第４号館供用第一特別会議室）
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３．出席者中山耕作・日本病院会会長

西澤寛俊・今日本病院協会副会長

４．陳述内容

ｌ）医療に関する徹底的な情報公開とＩＴ化の推進

①原則電子的手法によるレセプトの提出

②カルテの電子化・ＥＢＭ・医療の標準化などの推進

③複数の医療機関による患者情報（カルテなど）の共有、有効活用の促進

④日本医療機能評価機構を含む第三者機関による医療評価の充実

⑤医療機関の広告及び情報提供に係る規制の抜本的見直し

２）診療報酬体系の見直し

①定額払い制度の拡大

②公民ミックスによる医療サービスの提供など公的医療保険の対象範囲の見直し

③診療報酬、薬価、医療材料価格の決定方法などの見直し

④医療機関の経営情報の開示

３）保険者の経営情報の開示

４）医療分野における競争の導入と効率化

①医療機関の経営形態の多様化、理事長要件の見直し

②医療資源の内外価格差の是正

５）その他

①医療分野の労働者派遣について

②医療従事者の質の確保

③医師の教育改革

④医薬品販売における範囲の見直し

Ⅳ、総合規制改革会議：河北博文委員との懇談会

Ｌ開催曰平成13年９月２１日（金）

２．会場日本病院会

３．出席者９名

４．懇談会内容

ｌ）規制改革の意義について

２）医療費の配分と雇用の確保等について

①医療と福祉における雇用の確保等について

②営利企業の参入等について

３）医療の質の向上について

①臨床研修制度について

②保険者における契約概念について

③営利、非営利の定義について
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Ｖ・総合規制改革会議に対する検討会

1．開催曰平成13年１０月１２日（月）

２．会場日本病院会

３．出席者６名

４．歳題

ｌ）鈴木良男氏（旭リサーチセンター社長）及び飯Ｈ１亮氏（セコム最高顧問）への補足意

兄の説明について

①保険音機能の強化

②営利法人の参入

③公民ミックス

④病院会計準則の統一化

⑤理丘事長要件の緩和

⑥臨床研修指定病院の在り方

⑦医療従事者のゆとり

⑧「精神論」の根幹なくして「経済論」のみでは医療は成りｆＺたない

Ⅵ、総合規制改革会議：鈴木良男・医療ワーキンググループ主査との意見交換会

1．開催曰平成13年１１月７日（水）

２．会場旭リサーチセンター（帝国ホテルインペリアルタワー内）

３．訪問者中山耕作・日本病院会会長

西澤寛俊・全日本病院協会副会長

４．意見交換内容

ｌ）医療に関わる規制を主に広範な問題について

Ⅶ、総評

経済財政諮問会議の基本方針や総合規制改革会議など内閣府の取り組みに対応し、 医療制度

改革に関して厚生労働省、財務省等から試案が示された。

当会としても、関係者との意見交換を行う一方、９月２０曰の内閣府規制改革ヒアリングでは

中山会長が四病協代表として、ＷＨＯで評価されている我国の医療の質をいかに担保するかの

視点から、対ＧＤＰ比７％台と比較的安く医療提供がなされている国民皆保険制度の存続など

を要望した。

また、何のための規制改革なのかを問うとともに、公民ミックスの定義が暖昧で混合診療とも

受け取れる、保険者と医療機関とが契約することによるメリット株式会社方式の医業経営参

入に係る営利，非営利の定義等不明確な箇所を指摘し、セーフテイーネットを出来るだけ高い

所に置いてほしいと申し入れた。
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医療保険・診療報酬委員会

1．開催回数１１回

２．出席者数延べ102名

３．協議事項

（１）患者紹介率算定式について

（２）平成14年度診療報酬改定に対する各団体からの要望書について

（３）各団体の病院経営に関する実態調査について

（４）高齢音等の長期入院に係る診療報酬上の評価の在り方皮び医療機関別の包括評価の導入に

対する意見書について

（５）療養病床等に６ケ月超入院している患者の診療報酬上の取扱いについて

（６）平成14年診療報酬改定、特に減額改定に関する見解と要望について

（７）平成14年診療報酬改定、中医協総会資料を元に協議、討論

４．総評

診療報酬改定の動向、老人医療費の問題などについて協議、討論を行った。

今後の医療保険のあり方について、高額療養費の見直しを図るほか、高齢者を除いて給付率

の一本化をすべきであり、保険料の見直しにあたり、保険料率が同一になると保険者間の競争

がなくなる懸念を指摘。医療提供側にも保険者側にも無駄があることから、その解決策の一つ

として患者一人一人にソーシャルセキュリティカードを作成する。保険証と１枚にして過去３

年間くらいの検査データや服用している薬を議録する。医療がＩＴ化してもソーシャルセキリ

ュティカードがなければ意味がない。電子カルテもこのカードを土台に作成しやすい。中期的

課題として、ソーシヤルセキリュテイカードを2004年までに作り2005年にはスタートする。経

費面、ソフト開発面等について、国が面倒をみるようはたらきかける旨の意見が出された。

曰病が行っている小児医療についてのアンケート調査について、社会的問題となっている小

児救急医療の見直しを図り充実させる観点から、休日夜間の小児救急医療体制、看護体制につ

いて、曰病会員病院の小児科を標傍している約1,500会員に調査を実施した。

高齢者等の長期入院に係る診療報酬上の評価の在り方及び医療機関別の包括評価の導入に対

する意見書について曰病の意見書を提出、協議した。

【医療機関別の包括評価の導入】

①将来計画としてのDRG/PPSとの関連性を明確にするなど､本提案の論拠と方向が明示される

べきである。

②本案を施行するに足る十分な精度で医療機関別実績データを提出できる対象医療機関は現

状で極めて少なく、極めて限定的である。先ずは、診療情報管理の基盤整備の推進（国の委

託で継続中の「診療情報提供環境整備事業」など）の成果を基に実施すべきである。

③実施にあたっては「特定機能病院」の枠組み対象として、先ずは、試行を踏まえて段階的

に進めるべきでないか。
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④対象病院の「特定機能病院」枠外への手挙げ拡大は同時に行うべきでない。少なくとも時

期を画し慎重を期して段階的に行うことが望ましい。

⑤包括評価の短所として指摘される過小診療に関わる防止策が示されているが、十分に適切

な効果が期待されるとは考えられない。

⑥本提案は、経済財政諮問会議の「医療サービス効率化プログラム（仮称)」に係わっている。

その最初の項目「医療サービスの標準化と診療報酬体系の見直し」には、医療サービスの費

用対効果の向上を図るとともに、それを踏まえた支払い方式の見直し（包括払、定額払（診

断群別定額報酬支払い方式くＤＲＧ・ＰＰＳ〉等）の拡大）や薬価制度の見直しを行うと明

示されている。

平成14年度期診療報酬改定について協議。

【診療報酬改定の疑問事項】

①急性期人院加算等の実施基準の見直しについて、急性期入院医療の質の向上と効率化を図

る観点から、急性期入院加算、急性期特定入院加算の要件として、診療録管理体制の整備が

追加された。

中小病院ではカルテ庫を院外に持っているケースがある。この場合も専属職員の配置が必要

なのか。

②入院期間の計算について、一般病棟、療養病棟、老人病棟、有床診療所療養病床等への入

院期間が180日を超える者（別に厚生労働大臣の定める状態にある者を除く。）に対しての入

院期間は他の保険医療機関での入院期間を含めて計算するとされている。

リセットに関して、例えば病名が変わった場合はどうなのか。

受けmとなる施設が満室で空き待ちとなる地域の患者への対応はどうするのか。

【厚生労働省への提案・申入れ事項】

①長期入院に係る保険給付の範囲の見直しについて、入院医療の必要｣性は低いが、患者側の

事情により長期入院を要する患者に対して、特定療養費制度の対象とし、保険給付の範囲を

見直す文言での注記（厚生労働大臣が定める状態）の中に、難病患者等入院診療加算を算定

する患者、悪'性新生物に対する腫瘍用薬を投与している状態、人工呼吸器を実施している状

態にある患者と、この三項目は除外規定になるがこれ以外の項目は現時点では不明である。

平成14年４月以降１０月までに課長通達でこの項目を周知する意向と聞いている。介護との

絡みもあり、今後病院の方向'性を定める意味で一刻も早く通知を出すよう申し入れたい旨の

提案。

②特定機能病院における医療機関別包括評価の導入は概ね1年後を目途に導入を図ること。

この問題に関しては、すでに四病院団体協議会としての見解をあらわしている。導入する

にあたって懸案となる事項について四病院団体協議会としての意見を早急にまとめる必要が

ある旨の提案。

③平均在院日数要件の見直しについて、一般病棟入院基本料ｌと２及び急'性期入院加算、急

性期特定入院加算のそれぞれの日数が減数になり、これについてはこれからの通知、通達で

変更の余地は見られないとのこと。
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例えばカテゴリーを増やし、２：１を超えるものに対し特定療養費として認めた方が妥当

ではないか。１．５：ｌの取扱いと併せて次期改定時の検討課題としたい旨の提案。

④再診料、外来診療料の見直しについて、診療所、病院とも初回の受診点数は上乗せ、４回

目以降の受診は半分とされた。

これを機に、四病院団体協議会として外来診療の中身をきちんと整理し、機能分化に関す

る意見をとりまとめ厚生労働省に拒張すべきである旨の提案。

⑤精神科救急入院料の新設について、算定要件に病院に５人以上、各病棟に１名以上の精神

保健指定医とあるが、大学病院でもハードルが高くこの要件は厳しいとの意見。

⑥医療技術の適正評価における新規技術の保険導入で､ポジトロン断層撮影に7,500点がつい

た。一方、検体検査画像診断の適正化において単純ＭＲＩ撮影（頭部）が1,660点から１，１４０

点となった。

【その他事項】

①看護婦の人員配置について、看護配置を５：ｌを標準とし６：１を廃止した（平成15年４

月施行)。この場合に補助看護婦が４：ｌになり、トータルでは２：ｌにならないため、実質

的に人員が減ることになる。その影響はどうか。

②特定療養費として給付する額について、入院基本料の基本点数の85％は予想より少なかっ

たが、各病院の対応はいかがか。

③医療安全管理体制体制未整備及び褥瘡対策未実施について減算（平成14年１０月施行)。従来

は専従の医師だったが、今回専任の医師とあらためた経緯はなにか。

④夜間看護体制の評価の見直しについて、看護配置の１０：ｌの評価を新設する一方、夜間勤

務等看護加算基準ｌＣ（30対１，看護職員２人以上）の廃lfは痛手になる。看護婦の派遣方

について問題提起がなされたのではないか。

⑤薬剤関連技術料の見直しについて、処方せん料１０点滅（後発品を含む処方)、その他12点滅

となった。

厚牛労働省に改正要望した結果、平成14年度診療報酬改定では下記項目が認められた。

①紹介率算定方式について

（紹介患者）＋Ａ＋Ｂ／（初診患者数）＋Ａ－Ｃ

Ａ：他の病院または診療所に紹介した患者数

Ｂ：緊急的に入院し治療を必要とした救急患者数

Ｃ：当該救急医療事業において休日または夜間に受診した初診救急患者数（但しＢを除く）

↓

具体的内容：

（文書により紹介された患者の数）＋（救急用自動車で搬送された患者の数）／（初診患

者の数）－（時間外、休曰又は深夜に受診した６歳未満の初診患者の数）

②小児科医療の充実について
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近年、小児医療の減少、さらに小児科専門の診療所の減少により、一般病院の小児科診療

は外来が中心となっている。しかしその不採算性により、縮小を余儀なくされている病院が

多く、小児科医の当直医を常駐させている施設は極めて少ない。このような現状を踏まえ、

急性期病院加算、急性期特定病院加算の要件から小児を外すこと

６歳未満の乳幼児が休日もしくは夜間に入院した場合、その病態にかかわりなく救急医療

管fW加算及び乳幼児救急医療管卵加算の算定ができること

平均在院日数の対象外患者に超未熟児、未熟児を加えること

等、小児科医療の充実に貢献できる改定を要望する。

↓

現状、課題及び趣旨：

現行の小児入院医療管理料は小児科常勤医師1名、看護配置３：１を基準としており、よ

り充実した急'性期小児医療を提供する医療機関は算定していない。

急性期小児入院医療提供体制を確保している医療機関に対する評価の充実を図る観点から、

小児入院医療管理料の新たな施設要件につき検討する。

診療報酬上の200床区分について

日本病院会社会保険・老人保健委員会は、診療報酬上にみられる200床区分について、改正医

療法の一般病床の病床数を以て線引きされるのが適当であると考える。

（理由）：

病院の機能は、本来、病床数で決まるのではなく、地域の特'１ｆｔにより定まるものである。

しかし､200床で分けることに合理性があるとしても､療養病床と一般病床では性質が異なり、

許可病床として、介護療養型医療施設の病床や精神病床、結核病床、感染症病床を一律に取

り扱うことは妥当性に欠ける。

そもそも、病床の機能を明確化しようとする改正医療法の趣旨にも合致しない。

↓

解説本のＰ､４１７：

許可病床のうち医療法第７条第２項第５号に規定する一般病床に係るものの数。

当委員会としては今回のようなマイナス改定を避けるべく、２年後の改定に向けて協議を

していく方針である。

介護保険委員会

1．開催回数

２．出席者数

３．協議事項

４回

延べ33名

（１）講演「介護保険をめぐる状況と今後の課題」（厚生労働省老健局介護保険課長貝谷伸氏）
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Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１

介護保険アンケートについて

介護保険における請求上の問題点について

高齢者医療制度について

療養病床における６ヶ月超等、患者の診療報酬上の取扱いについて

介護支援専門員実施調査について

次世代介護情報システム検討委員会の報告について

療養病床の介護老人保健施設への転換特例について

ｌ総評

厚生労働省老健局介護保険課長、貝谷氏よりレクチャーを受け、介護保険をめぐる主な状況

として、①第１号被保険者が2,200万人に対して、要介護認定者が250万人、そのうち実際にサ

ービスをうけている者が200万人で､５０万人が何らかの理由によりサービスを受けていないこと。

②居宅サービスと施設サービスの受給者害１１合が２：ｌであること。③二次判定で一次判定を変

「吏した害Ｉ合が30％にのぼること。④介護給付費が平成12年度予算対比で９割弱に止まっている

こと。⑤都市部は在宅サービスが充実している割に施設サービスが遅れていること等々を説明

し、今後の課題として、介護サービスの質の向上、介護サービス提供量の拡充、介護施設の関

する規制改革をあげ、特に、特養ホームにおける個室、ユニットケア化の推進、痴呆の在宅患

者に対する見守り時間をどのように判定ソフトに取り入れるか､都市部においてはケアハウス、

グループホームの拡充を図り施設ニーズに充てたいとこれからの取り組みを紹介。また'5年度

に向けた対応として、市町村の介護保険事業計画の見直しや介護報酬の見直しを図り、これら

を踏まえ保険料の改定に向けた準備を図りたいと述べた。

介護保険の請求上の問題点について、委員の病院による医療現場の意見を取りまとめた。

【介護保険請求上の問題点】

①支払われた金額の明細がない、すなわち個人の特定が出来ない

②変更申請をした患者の場合、その月から認定がおりるまでの間支払いが行われない

③保険料未納、滞納者の受けたサービスが焦げ付くおそれがある

④返戻になった場合の事由が理解しにくい

⑤返戻未収金の税制上の取扱い

⑥請求の時効

【介護保険制度上の問題点】

①通所リハビリテーションの場合の問題

②在宅サービスとショートステイの一本化による問題点

介護保険の場合、支払われた金額の明細がないため個人データが特定できない。特養と介護

療養型の場合、多くの利用者は月単位の請求でそれほど間違いが起こらず請求が出来、支払い

が行われるが、月途中の入院患者や入所者は日割り計算で支払いが行われる。定額制であるの
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で請求事務自体はそれほど難しくはないが、入金と突き合わせるとすっきりと行かない部分が

出てくる。また、入院、在宅、主治医の意見書の費用など事業者単位で行われるため課税、非

課税かわからない。国保連合会がサービス事業者に支払った金額が誰のものかもわからないと

いう状態。請求の時効もあることから、個人の明細が必要ではないかとの意見。再請求は２年、

返戻は５年で時効となる。

平成１１年の社会医療診療行為別調査を医療経済研究機構の研究Hlfが提出した資料について、

老人医療費のうち、人院期間６ケ月超1年以内の１件あたりの月平均は351,668円。そのうち人

院基本料は309,986円となり、約31万円は入院医療費の８割にあたる。これを入院せず、外来で

診るとひと目２万円となり、特定療養費はおよそ月２９万円でおさまることから年間5,000億円の

削減となると述べられた。また、療養型病床群に入院している総患者数は362,346人、そのうち

145,663人が社会的入院患者数と約４割の推計。

四病院団体協議会、介護保険委員会として平成１５年の改定にむけて協議をしていく方針。

医療従事者対策委員会

１．開催回数５回

２．出席者数延べ46名

３．協議事項

病院薬剤師の配置基準について

病院薬剤師に関するアンケートについて

病院における薬剤師の人員配置基準について

平成12年度「ナースセンター登録データに基づく分析調査」について

診療報酬収入2.7％減に対する病院職員人件費問題について

大阪府看護職員確保コンサルテーションモデル事業について

日本病院薬剤師会の役員との意見交換について

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

(７）

４．総評

８月に実施した病院薬剤師に関するアンケート調査について、院外処方、混合処方、院内処

方に分類を分けた統計を取りあげた。薬剤師の充足率は法的基準の1.5倍だが、法的基準に満た

ない医療機関も全体の12.5％とあり、薬剤師の充足については、約７割の医療機関が「困難」

又は「非常に困難」と回答。主に病床規模が小さい医療機関にこのような回答が多く、また、

地域別では四国、九州地区の医療機関が補充困難との報告。四病院団体協議会でまとめたアン

ケート調査結果を厚生労働省「病院における薬剤師の人員配置基準に関する検討会」に提出し

た。

厚生労働省「病院における薬剤師の人員配置基準に関する検討会」において、３年後を目途

に病院薬剤師の業務の実態及び薬剤師の需給の状況を踏まえて見直しを行うことについて、今
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後３年後に向けて薬剤師の教育のあり方、地域偏在の問題検討のほか、薬剤業務の範囲を明確

にして、薬剤師を雇用できる診療報酬の点数化にあたり四病院団体協議会と病院薬剤師会とが

連携を密にする必要があることから、日本病院薬剤師会の役員の方と病院薬剤師の人員配置基

準、病院薬剤師が抱える問題点などについて、意見交換を行った。

日本病院薬剤師会が考える医薬分業の推進（案）として、院外処方を積極的に行い、外来担

当の薬斉'１師を入院担当に振り向け、患者の安全を図るために薬剤管理指導を充実させる。新人

薬剤師の教育は個々の病院で行う。やりがいのある仕事を与える｡地域偏在の問題については、

地方の調斉１１薬局の方が病院で勤務する薬剤師より、初年度の給与は良いが次年度以降の昇給が

少ない。むしろ東京は、病院の方が規模の大きさ、ボーナスなどの面から、薬剤師にとってメ

リットがあると指摘した。また、薬科大学の教育カリキュラムでは、薬剤師に医療人たる自覚

を持たせる意味から、実務実習を含めた薬学教育を進め服薬指導を教育したい。地域医療に貢

献するためにも､臨床研修を出身地で行ってはどうかとの意見がだされ､細部を検討中である。

四病院団体協議会から病院薬剤師の人件費を含めた診療報酬の点数化で共同歩調をはかりたい。

ついては、医療の質向上のために薬の医療事故を防止するに必要な薬剤師の人数を示して欲し

い旨の要望を述べた。

当委員会でも診療報酬改定の協議を行い、技術料の引き下げについて、技術料は医師の技術評

価のみではなくすべての人件費や産業廃棄物の処理費、光熱費まで含まれ医療に関わる運営管

蝿に影響が及ぶと思われる。診療報酬引き下げについて、２．７％の減は現状のものを一律に下げ

るのではなく、毎年上がるものを下げなければならない。民間病院は国家公務員給与に準じて

俸給表を定めているケースが多いので、国家公務員の給与を下げなければ影響が大きい。それ

に対して、これを機に院長が中心となって、特に医師の意識改革をはかり仕事の成果で評価す

る方策を導入する必要がある。いたずらに給与を下げたりすると、職員の働く意欲を削る旨の

意見が出された。

高齢者医療制度・医療保険制度検討委員会

１．開催回数６回

２．出席者数延べ56名

３．協議事項高齢者に相応しい医療サービスの提供のため必要な施設体系、保険制度

を提案

４．総評

下記の「今後の高齢者医療のあり方」をまとめ関係方面に配布、理解を求めた。
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今後の高齢者医療のあり方について（要旨）

四病院団体協議会

高齢者医療制度・医療保険制度検討委員会

最近の医療制度改革とくに高齢者医療制度改革は保険制度・財源論が主体となってい

るが、高齢者医療においては望ましい医療提供体制を検討することが不可欠である。

1．高齢者医療の特徴として、

○多くの疾患は、老年期に急性疾患として発症する

○複数の基礎疾患を有していることが多い

○基礎疾患の急'性増悪、基礎疾患のある急性期疾患の発症が多い

○発病前よりＡＤＬが低下している場合が多い

○終末期医療のニーズが重要

Ⅱ．「生涯にわたり地域での化活を支援する、医療を核としたトータルケアサービス体制」

が必要である。

○コミュニティーケアを中軸としたトータルケアサービス

○トータルケアサービスにおける病院機能の明確化

○在宅ケアなど施設外ケアの充実

○地域におけるネットワーク、ケアマネジメント機能の充実

Ⅲ､急`性期医療を担う病院は､急性専門病棟と地域一般病棟に分化することが望ましい。

○急性専門病棟：医療ニーズの高い急性期医療に特化した施設

○地域一般病棟：リハビリテーション機能・ケアマネジメント機能・高齢者にふさ

わしい急'性期医療・後方支援機能・ターミナル対応機能を持つ施

設

Ⅳ、診療報酬支払制度は、出来高払いと定額払いの組み合わせを考えることが実際的で

ある。

Ｖ，自己負担率は、簡潔明瞭な体系として、介護保険など他の制度との整合性を図るこ

とが望ましい。

Ⅵ、高齢者医療保険制度は、高齢者の健康問題の基本的な考え方、医療提供体制、医療

サービスの質の保証、社会としての医療費負担等について検討され、その中で財源論

についても検討されることが望ましい。
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今後の高齢者医療のあり方につし )て

平成１３年９月

四病院団体協議会

高齢者医療制度・医療保険制度検討委員会
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今後の高齢者医療のあり方について

四病院団体協議会

高齢者医療制度・医療保険制度検討委員会

１．はじめに

平均寿命の延長、少子化に伴い人口に占める高齢者の割合は急速に増加しつつある。

また、高齢者の中でもADL(ActivityofDailyLiving)が比較的低く、疾病リスクが高い

75歳以上の後期高齢者の増加割合が顕著であり、この傾向は今後も持続することが予想

される。

高齢者を対象とした医療保険制度としては老人保健制度が設けらｵ'ており、2000年か

らは介護ニーズを医療ニーズから分離し、別個に取り扱うことを目的に介護保険が導入

されている。老人保健制度は被用者保険、国民健康保険の双方からの拠出を主たる財源

として、若年者を対象にした医療保険寺比較して高齢者の疾病リスクが高く疾病が長期

化しやすいという健康問題に配慮した低額の自己負担制度、及び包括的な健康管理を促

進し、かつ医療ニーズの低い患者の長期入院を抑制することを目的とした診療報酬支払

方式が用いられている。現行制度を維持した場合には、高齢者医療に必要な社会資源は

今後とも増加を続け、社会に対して大きな負担となることが危愼される。病院団体は

高齢者の医療提供に密接に関わることから、高齢者の健康問題の現況及び特徴、これら

に配慮した望ましい医療提供体制のあり方について見解をまとめ、内外に問うことがそ

の重要な役割である。

本報告書はこのような観点から全国規模の四病院団体の代表者からなる高齢者医療制

度・医療保険制度検討委員会の議論の成果をまとめたものである。高齢者医療問題は従

来経済面から議論されることが多かった。我々は、医療人として、高齢者の健康問題の

特徴に配慮した形で医療サービスの質をいかに確保し適切に供給すべきかが優先的に議

論されるべきであると考える。現行制度では高齢者に対して十分な医療サービスが提供

されていない。望ましい体制を整備するために必要な社会的資源を投入するか否かは最

終的には社会が決定すべき事項であるが、医療サービスの質についての検討を欠いた高

齢者医療論が成立しえないことは明らかである。本報告書が高齢者の健康問題について、

単に経済面だけではなく、医療提供体制や医療サービスの質を含めて社会全体で考える

端緒となれば幸いである。

２．高齢者にとって望ましい医療提供体制

（１）高齢者の医療問題の特徴
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高齢者では疾病リスクが若年者に比較して高い。また医療ニーズの内容も以下の

特徴を有する。すなわち、

①がん、心疾患、脳血管障害の３大死因、および骨折の多くは老年期に急性疾患

として発症することが多い。高齢者は若年者に比較して、急性期を含めて医療ニ

ーズが高く、急性期に適切な対応がされない場合には寝たきりを牛じゃすい。初

期人院からのケアマネジメントリハビリテーションを含めた適切なケアが必要

である。

②複数の慢lft疾患を基礎疾患として有していることが多い。慢性疾患の適切な管

理には総合診療医による包括的管理の他、適宜、専門医のコンサルテーションが

必要である。またADL低下のため、服薬管理、栄養管理などに問題を有すること

も多い。多職種、複数施設の協同によるケアが必要であり、これを円滑に進める

ため情報共有の仕組の整備が図られなければならない。

③基礎疾患の急性増悪、または基礎疾患をすでに有している状況での急性期疾患

の発症の場合、高齢者特有の急性期医療ニーズを認めることが多い。

④発病前から既にADLが低下している場合がしばしばあり、例え急性期であって

も、医療サービスを提供するのみでは、急速なADL低下、治療の長期化を生じる

可能性が高い。早期から、介護、リハビリテーションなどのニーズ評価、サービ

ス提供を円滑に行うためのケアマネジメント機能が医療の現場においても不可

欠である。

⑤人生の完結の場としての終末期への対応と看取りのニーズが重要な位置を占

める。

（２）高齢者に望ましい医療提供体制

従来の医療提供体制では、若年者、高齢者を区別せず急性期医療の対象とし、ま

た高齢者に特有な医療として、主として慢性期医療を取り扱ってきた。急性期医療

において高齢者の特性が考慮されることは稀であった。また医療サービス提供者は、

主として単一．完結した医療機関であり、医療サービスの対象は臓器の異常及び疾

病の治療であった。このような施設主体・疾病医療の枠組みでは、高齢者の健康問

題の有する多面的な状況（肉体的、精神的、社会的、ＱＯＬ＝人生の質）、個人の

価値観に対応することが不可能である。

高齢者にふさわしい医療提供体制は、「生涯にわたり地域での堆活を支援する、医
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療を核としたトータルケアサービス体制」でなければならない。具体的には以下の

事柄が検討されるべきである。すなわち、

①コミュニティーケアを中軸としたトータルケアサービスの確市

②施設、病院の偏重から脱却し、トータルケアサービスにおける病院機能の明確

化

③在宅ケアなど施設外のケアの充実による、患者の状態を考慮しない救急・搬送

兼体の医療からの脱却

④地域におけるケアサービスの複合化に対応したネットワーク、ケアマネジメン

ト機能の体制整備

である。トータルケアサービスはコミュニティーを基盤として、複数のサービス提

供宅体のネットワークから構成される。病院もサービス提供羊体として一定の機能

を担うが、在宅ケアなど施設外のケアの比重が高まるため、病院機能は従前に比較

してやや限定されたものとなる。高齢者のニーズ評価とサービス提供i三体との連絡

調整を行うケアマネジメントは、利用者のエージェントとしてネットワークにおい

て中心的な機能を担う。このケアマネジメントは、機能を意味するものであり、物

瑚的にはネットワークを構成する提供者のどこに位置しても、あるいは独辻Zしたネ

ットワーク構成j三体として存在することも可能である。利用者の情報の複数施設に

よる共有と活用にはIT技術の発展、個人情報の保護についての法的・技術的整備が

重要である。

高齢者の健康問題の特徴からは以下のような医療サービス提供が行われる必要

がある。

、言面蘆|:複数の慢性疾患を有する高齢者に対して、生活指導を含めた包括的な健康管
理を行う。高齢者の栄治医あるいはかかりつけ医は予防予測的医学管理、介護・

看護ケア、指導を介護者、介護チームとともに行っていく必要がある。特に要介

護者にはケアマネージャーとの連携を密にした対応が重要となる。

また、必要に応じて専門医によるコンサルテーション、検査依頼を行う。急

性増悪時においては、ゲートキーパーとしてまず診療にあたり、入院など必要

な医療サービスを提供できる医療機関を紹介する。外来診療は、診療所の他、

比較的中小規模病院の医師（外来一般医師）が行うことが想定される。

なお、専門医、あるいは高額検査機器を有する施設は外来一般医師の依頼に

もとづいて、必要な診療・検査などを行うが、これは若年者・高齢者を特に区

別しない。
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I宝Z言うテーラ|:ADLが低下し、外来通院が困難な高齢者に対しては在宅ケアを行う。住まい

における医療、介護への安心、安全を担保していくため医療機関内での自己完

結ではなく、地域内完結を目指した24時間体制でのかかりつけ医と病院等にお

けるチーム医療体制を組むことが必要である。また、予防的視点、介護者への支

援という観点から居宅療養管理指導への積極的かかわりをもっていくべきであ

る。

在宅ケアは、医師、歯科医師、看護婦、理学療法士・作業療法士、薬剤師、

栄養士など多職種により行われ、ケアマネージャー（あるいはMSWなど他のケア

マネジメント機能を有する職種）によるニーズ評価に基いて､相互の役割分担、

連絡調整のＦに行われることが望ましい。適切な在宅ケアの実施は、医療サー

ビスに対するコンブライアンスを増加させるのみでなく、日常生活を改善し、

急性増悪時の自宅での対応を可能にさせ、緊急入院を予防することが期待され

る。コミュニティーを基盤としたトータルケアサービスにおいて、今後一層拡

充されるべき分野である。

P(１F盃i菫’|:急性期治療を行う医療機関は、高齢者の健康問題の特徴に配慮した地域一般
病棟（病院）と急１ft専門病棟（病院）に分化することが望ましい。

高齢者医療においては、治療に伴う日常生活への支障がおきないよう３次予

防への対策が重要となり、予防予測的ケア体制の整備が不可欠となる.病棟への

リハビリテーションスタッフ、十分な看護職員の配置が必要となる。早期の退院

のためにもケアマネジメントを支援していく専門職（社会福祉士あるいはＭＳ

Ｗ）の配置が必要となる。

さらに高齢者に最も注意を要する廃用性の機能低下を予防していくために

は､病院での生活においても在宅での生活の延長線上の継続した生活パターン、

環境作りが重要となり高齢者に相応しい療養環境が不可欠である。

地域一般病棟はこれらのニーズに応え、急性期〈亜急'性期、一部は慢性期の

医療を担当し、リハビリテーション、ケアマネジメント機能を必要とする高齢

者の入院（急』性専門病棟から病状がやや安定したもの、基礎疾患の急'性増悪に

よる初期入院など)、ターミナルケアが対象として想定される。急性期医療に対

応するものの、急’性期専門病棟に比較して、病床規模は小さく軽装備であり、

内科系主体の医療サービス提供を行う。現行の療養型病床群の施設基準に、人

員基準としては一般病床の看護人員基準、リハビリテーションスタッフ、ケア

マネジメントスタッフを加えたものが想定される｡リハビリテーションスタッ

フ、ケアマネジメントスタッフは病棟チームに所属し、入院の当初から高齢者

の医療サービス提供に関与する。

急,性専門病棟は、現在の大規模病院において提供されている急性期医療サー

ビスを更に施設．人員面で強化し、医療ニーズの高い重症患者の急'性期医療に
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特化した施設である。救急救命、高度医療、重症患者の急性期医療に対応する。

また、比較的小規模な病院でも、専門的医療（眼科〃耳鼻科・整形外科・脳

外科等）に特化する場合には、急性専門病棟の一系と考えられる。に特化する場合には、
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図１高齢者医療のシェーマ

①急性専門病棟

（急性期医療）

．極めて医療ニース､が

高いもの：救命救急

など

②亜急性期医療

・回復期リハビリテ

ーション病棟など

③慢性期医療

・特殊疾患療養病棟

など
一ス、が

命救急
一ショ

⑤地域一般病棟（急性期医療～壽部は慢性期医療）

・高齢者の入院で、ケアマネジメント、リハビリテ

ーションを早期から必要とするもの

・ターミナルケア

⑥外来(外来一

般医師）

中小規模病院

または診療所

ケアマネジメ

ント機能

⑥外来(外来一

④介護保険による老

人入所施設

・介護療養型医療施

設など
⑦訪問診療

⑧訪問看護

ステーショ

(注意）矢印は歪な高齢者患者の

流れを示す。 ⑨その他在宅

サービス（HOT、

HITなど）
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表１患者の病態と利用可能なサービス

⑤

ま①

①弓②。退院=>⑥ ⑧

⑨

②→③または④

① ③または④

②

⑦、⑧、⑲

⑤弓③： '’

⑤=>退院=⑯ ⑦、⑧、Ｃｅ

①。② ⑦､⑮

⑨

①=>②弓③または④

①→（②=>）⑤→③または④

②。）⑤

⑦、⑧、④

⑤。③または④

⑤ ⑦、⑧、④

２，コ⑤

⑥=>⑦ ⑦、⑧、⑨

(注意）ゴシックは、医療サービスの提供の主な流れを示す。
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患者像 患者が利用するサービス

基礎疾患がなく、がん、心疾患、脳血管

疾患、骨折などを急に発症

医療ニーズに応じて(⑤で対応可能なと

きには①に優先する）

①弓②=>退院=>⑥(必要に応じて⑦､⑧、

⑨）

①=>②→③または④

①→（②=>）⑤=>③または④

①=＞（②=>）⑤=>退院=>⑥（必要に応じ

て⑦、⑧、⑨）

⑤弓③または④

⑤=>退院=>⑥（必要に応じて⑦、⑧、⑨）

基礎疾患を有し、その急'性増悪または他

の急'性疾患を発症したもの

医療ニーズに応じて(⑤で対応可能なと

きには①に優先する）

①=>②=>退院→⑥(必要に応じて⑦､⑧、

⑨）

①=>②=>③または④

①→（②=>）⑤→③または④

①=＞（②=>）⑤=>退院→⑥（必要に応じ

て⑦、⑧、⑨）

⑤。③または④

⑤=>退院=>⑥（必要に応じて⑦、⑧、⑨）

ターミナルケア ⑥。⑤

⑥=>⑦（必要に応じて⑦、⑧、⑨）

糖尿病、高血圧症などの'|曼性疾患 ⑥（必要に応じて⑦、⑧、⑨）

予防、健診サービス ⑥



３．診療報酬支払制度

（１）医療費の決定因子としての診療報酬支払制度

医療費は、Ｆ（受療率、受療１回当たりの医療サービス量、医療サービス単価、管

珂費用）で決定される。医療費の抑制は、４つの変数のうち1つ以上に介入すること

によりnJ能である。すなわち、

①受療率に影響を与える因子：高齢化率、医療機関数、ゲートキーパー機能、自己

負担、健康増進・予防活動など

②受療1回当たりの医療サービス量に影響を与える因子：ガイドライン、定額払い、

ベンチマーキングなど

③医療サービス単価に影響を与える因子：中央社会保険協議会、医療費総額予算制

度など

④管理費用に影響を与える因子：レセプト審査、保険者の統合など

診療報酬支払制度を検討するにあたっては、医療サービスの質向上に寄与するもの

であること、患者の診療への協力・予防活動を促進すること、医療サービスの過剰・

過小を排し効率的な医療サービス提供に寄与すること、事務処理が容易であること、

行政・医療機関などが予算をrZてることが容易であること、などが考慮されなければ

ならない。

（２）各種の診療報酬支払方式

診療報酬支払方式には以下のものがある。

①出来高払い(feeforservice）：個々の医療サービスに単価を設定して、その合

計金額が保険者・患者より医療機関に対して支払われるもの。

②定額払い(fixedpayment）：あらかじめ決まった定額を支払うもの｡支払の対象、

１回の入院医療全て（DRG/PPSなど)、１日ごと（RUGなど)、受診1回ごとなどがあ

る。

③人頭払い(capitation）：医療機関を受診するか否かに関わらず、1年間ｌ人当

たりの健康管理費用を医療機関、プライマリーケア医師に支払うもの。

④総額予算制度(globalbudgeting）：独立した診療報酬支払方式ではなく、通常

①～③に併用される。
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現在、曰本では出来高払いが用いられる。世界的には、出来高払いつ定額払いゴ人

頭払いの方向にあり、一部では総額予算制度が併用されている。現在、日本では出来

高払いを主として用いており、一部で定額払いが（まるめとして）用いられている。

表２に出来高払いと定額払いの比較を示す。出来高払いでは医師は積極的に新しい

治療法を行う傾向にあり、新技術の導入・波及は円滑に行われるが、反面、医師のコ

スト意識は低く過剰診療に陥りやすい。また、医療サービスの質については医師の裁

量権が大きいために逆に意識されにくい。

定額払いでは医師のコスト意識を高めるが、反面、過小診療に陥りやすいという問

題を有する。米国で1980年代に導入された際には、この問題が認識されていたため、

逆に医療サービスの質についてインディケータ－を定め質が低下していないか否かの

検証が積極的に行われた。また、EvidenceBasedMedicineやクリニカルパスなどの医

療の標準化が促進された。

人頭払いでは、出来高払い、定額払いでは期待できなかった予防医療についてのイ

ンセンティブをもたらす。しかし、受診機会が少ないほど医療機関に収益をもたらす

ため、医療サービスの質については地域集団ベース(populationbase)で慎重に検討さ

れる必要がある。

日本では、医療サービスの質についてのインディケータ－設定、情報公開が未だ十

分に進んでいない状況にあり、人頭払いにいきなり移行するよりも、むしろ出来高払

いと定額払いの組み合わせを考えることが実際的である。

表２出来高払いと定額払いの比較

(注意）定額払いとしては急性期医療でしばしば用いられるDRG/PPS(DiagnosisRelated

Group／ProspectivePaymentSystem)を例に取り上げた。
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Ｌ

来高己ｾﾞﾑい 定額§当い(DRG/PPS）

支皀進 ４，
ＬＬ▲

1 至療サービス行為 診釿名・処置名

危険負担（費用が予想を越

えた場合の費用負担者）

患者・保険者 医療機関

診療のインセンティブ 過剰診療(overuse） 過小診療(underuse）

医B「Jのコスト意識 /」 、 犬

医療サービスの質について

の意識

/I 、 大

病院経営上のインセンティ

ブ

売上増加 コスト肖'１減

予防医療 インセンティブなし インセンティブなし



（３）高齢者に若年者と異なる診療報酬支払制度を導入することの是非

一般に、疾病リスクが異なり、かつ健康問題の特徴が異なるグループでは、異なっ

た診療報酬支払制度を用いることは、適切な対応である。

現在、高齢者については若年者と異なる診療報酬支払制度が用いられている。高齢

者の診療報酬支払制度の特徴としては、

①まるめ制度の導入（慢性期医療、慢性疾患の外来、ターミナルケアなど)、②長期入

院を是正するための人院長期化にともなう逓減制、

が代表的なものである。

（４）望ましい診療報酬支払制度

現行制度は比較的高齢者の健康問題の状況に配慮されたものとなっている。まるめ

制度の導入はいっそう拡充され、また医療ニーズの高い一部の慢性期病院患者を除い

ては、入院医療費の逓減処置は継続して行われることが望ましい。この他、以下につ

いて今後検討されるべきである。

①病院医療の現場、医療ネットワークにおけるケアマネジメント機能の評

価

医療ネットワークの拡充、ケアマネジメント機能強化を診療報酬における評価

を介して行う必要がある。

・患者個人情報の取扱い規定の整備（法律の整備、データ方式の決定）

・電子的な患者情報の提供について現行の診療情報提供の概念を導入する。

．'慢性疾患外来におけるケアマネジメント機能を持つ包括的管理について、ケアプ

ラン作成と同様に取扱う。

②ケアマネジメント機能、リハビリテーション機能を有する地域一般病棟

地域一般病棟については新たに施設基準、人員基準などを定めて、医療法上、あ

るいは診療報酬上これを認める。

③在宅医療についての診療報酬支払の拡充

在宅医療は今後拡充される必要があるが、未だ十分に整備されていない。

在宅ケアでは、医師、歯科医師、看護婦、理学療法士・作業療法士、薬剤師、栄

養士など多職種により行われることが望ましいことから、各職種の業務範囲の見直

しを含めて、診療報酬上検討されることが望ましい。
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（５）診療報酬支払制度案

診療報酬支払制度については今後も検討が必要であるが、医療の特徴を考慮して以

下の案を中心に今後検討が進められるべきである。

表３診療報酬支払方式案

(注意）上記は案であり、今後より詳細な検討が必要である。
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医療内容 診療報酬支払方式

在宅医療 訪問看護

訪問診療

１回当り定額（特別な医療処

盾については別途出来高で

加算）＋管理費用

１回当り定額（特別な医療処

眉については別途出来高で

加算）＋管理費用

外来 `慢性疾患

急'性疾患

救急診療

専門医療（コンサルテーショ

ンを含む)、高額機器を用い

た検査

lか月当り定額（ケアマネジ

メント機能を加算で評価す

る）

出来高

出来高

出来高

入院 地域一般病棟

急'性専門病棟

亜急性期医療

』慢性期医療

１日当り定額（特別な医療処

置については別途出来高で

加算）

DRGを用いた支払

1日当り定額（医療ニーズを

考慮する）

l日当り定額（医療ニーズを

考慮する）

不必要な長期入院を排除す

る工夫を行う



４自己負担のあり方

（１）受診行動と自己負担

医療費の自己負担（－部自己負担令）のあり方は受療行動に影響を与える。特に高

齢者においては、若年者に比較してストックを有しているがフローが少ないために、

自己負担に対する価格弾力性が高く、自己負担のわずかの変化が受療率に大きな変化

をもたらすことが予想される。自己負担の増大は不必要な受療を抑制する反面、必要

な受療を妨げる可能性に留意する必要がある。

日本では、欧米諸国に比較して外来受診率が高くⅥ入院受療率が低く、入院１回当

りの在院日数が長いという特徴を有する。医療費からは入院医療費の占める割合が低

く、外来医療費の占める割合が高い。外来医療では入院医療に比較して短期的には医

療ニーズが低いことを考慮すると、自己負担制度の変更は外来受診率に、より大きな

影響をもたらすことが考えられる。

（２）高齢者の自己負担制度

若年者に比較して高齢者が低率、低額の自己負担で受療機会を保証される明らかな

根拠はない。しかしながら「３．診療報酬支払制度」に記したように、高齢者の健康

問題の特徴に配慮した診療報酬支払制度を若年者とは別に設けることには一定の根拠

があること、同じ医療サービスについて若年者と高齢者での価格設定の相対比には必

ずしも明確な根拠に基づかないものがあること、からは高齢者用の自己負担制度を若

年者とは別個に設定することは、現状においては、実際的な対応であると思われる。

（３）介護保険制度との整合

現在介護保険では自己負担は、定率で１害I|負担である。慢性期医療を行う医療型療

養型病床群と介護療養型医療施設、医療保険による訪問看護と介護保険による訪問看

護など、ほぼ同様のサービスが医療保険、介護保険の双方から提供される場合には、

両者の整合を図ることが望ましい。

（４）自己負担案

自己負担のあり方については今後も検討が必要であるが、医療の性格、若年者用医
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療保険および介護保険との整合からは以下の案を中心に今後検討が進められるべきで

ある。現行制度は、多様な経緯を有する支払制度の集合体であり、制度も複雑であり、

統一的な見解に欠けるため、簡潔な方式が望ましい。なお、若年者においても一定金

額以上の自己負担に対しては高額療養費の償還制度が設けられているが、これについ

て若年者より低い自己負担額上限を設定することは可能である。

友４口己負担案

）上記は案であり、今後より詳細な検討が必要である。

ては医療保険の自己負担（２－３害Ｉ）を考慮して検討

*の具体的な負担割合につい(注意）

を考慮して検討を進める必要がある。
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医療内容 目□負担率

在宅医療 訪問看護

訪問診療

介護保険と同率

定率＊

外来 慢性疾患

急性疾患

救急診療

専門医療（コンサルテーショ

ンを含む)、高額機器を用い

た検査

定率＊

入院 土h域一般病棟

急性専門病棟

亜急性期医療

|曼 ft期医療

定率＊

介護保険と同率



５．高齢者医療保険制度と財源論についての各案の検討

現在の医療保険制度は、国民健康保険、被用者保険（組合健康保険、政府管掌保険）

および両者の拠出により運営される老人保健から構成される。現行保険制度では、

①保険音と被保険昔間の関係が一義的に定まり選択の余地がない、

②被保険者の年齢構成、所得構成が大きく異なっており経営状況に格差を生じている、

③特に高齢者は退職に伴い国民健康保険に加入することが多い、

④年齢別医療費は各保険で明らかな差はなく、医療費の保険間での相違は張として被

保険者の年齢構成に起因する、

という問題が指摘される。

表５各種保険制度の比較

これまで医師会、保険者、経済団体などから高齢者医療保険制度の試案が公表されてい

る。高齢者医療保険制度を財政論の観点から考えた場合に検討すべき点は以下の通りであ

る。すなわち、

①高齢者の医療費を社会保険方式でまかなうべきか、あるいは扶助（税金からの投入）

でまかなうべきか

社会保険方式でまかなう場合、世代別に横断的に保険を設定することは不可能である。

高齢者のみで構成される保険では、保険料率が高くなりすぎて被保険者の支払能力を超

えてしまうからである。各年代にまたがる縦断的な保険を設定する必要がある（突き抜

け方式)。逆に、高齢者の疾病リスクの担保は社会保険方式になじまないと考えた場合に
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国民健康保険 政府管掌保険 組合健康保険

加入者数 4102万人 3757万人 3258万人

加入者平均4三齢 51.3歳 36.9歳 33.6歳

老人加入害I|合（70歳

以上、または65歳以

上の寝たきり者）

24.6％ 5.6％ 2.9％

１世帯当り年間所得 179万円 236万円 383万円

１世帯当り保険料 15.4万円 15.1万円（30.3万

円：事業主負担を含

めた場合）

15.8万円（36.2万

円：事業主負担を含

めた場合）

国庫負担 50％（2兆8244億円

平成11年度）

●

● 13％（9148億円

成11年度）

●

■ 平 定額（217億円：平成

11年度）

１人当り診療費 16.4万円 12.3万円 10.2万円

年間所得をもとに算

定した保険料率

8.6％ 6.4％

(12.8％
●

● 事業主負

担を含めた場合）

4」％

(9.5％：事業主負担

を含めた場合）



は、高齢者のみの保険を設定し（独rZ方式)、一般財源あるいは目的税（消費税の目的税

化など）により運営することになる。表６に独iZ方式と突き抜け方式の比較を示す。

②保険者問での競争原理の導入と移行コスト

現在の国民健康保険と被用者保険では被保険者の構造に明らかな差を有し、これは保

険者の経営努力によりカバーできる範囲を越えている。lilj者の統合、単一保険化（段階

的統合を含む）は、リスクプールを拡大し、保険間での格差を解消するという利点を有

するが、反面、保険者間での競争原蝿は働かず、一部管理費用削減を除いては医療費の

有効利用にはつながらないという欠点を有する。単一一保険制度下で医療費削減を行うた

めには、総額予算制度の導入が有効であるが、医療サービスの質についてのインディケ

ータ一導入、医療情報開示がト分に行われていない状況での総額予算制度の導入は、医

療サービスの質低下をもたらす恐れがある。

保険者問での競争原理を導入するためには、医療情報の公開、保険者の経営状況につい

ての情報公開の下で、被保険者による保険者の選択が可能であり、かつ逆選択を防ぐた

めのリスク調嬢の仕組が確立することが不可欠である。現在の国民健康保険、被用者保

険では、被保険者の構成に大きな差が有り、この枠組みを維持した状態では競争原理の

導入は困難である。複数の保険者による競争原理の導入には、国民健康保険、被用者保

険の枠を越えた再編成が必要である、これに要する費用、時間などの移行コストについ

ても検討される必要がある。

③その他

現行では70歳以上とされている高齢者医療の年齢基準を75歳に上げる、あるいは若年

者と高齢者という年齢区分のうち、高齢者については70～74歳、７５歳以上など区分を詳

細化し、自己負担率を区分に応じて設定するとの検討がなされている。

高齢者の年齢基準の変更、年齢区分による自己負担率の段階的設定は、一時的に受療

率を減らし医療費を削減する効果は期待されるものの、表層的な検討に留まっている。

高齢者の健康問題についての基本的な考え方、医療提供体制のあり方、医療サービスの

質の保証と向上のための仕組、医療費の有効利用を促すための仕組、社会としての医療

費負担のあり方になどについて基本的な議論を行うことなく、技術的な医療費負担軽減

のみを目的とする議論は、その効果が限定的なだけでなく、望ましい医療を阻害する可

能性すらある。今後、高齢者医療制度については、上記の点について検討が行われ、そ

の中で財源論についても検討されることが望ましい。
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表６独工Z方式と突き抜け方式の比較

表７にこれまで提案されている主な高齢者医療制度試案をまとめて示す。

表７高齢者医療制度に関する各案の比較
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独市方式 突き抜け方式

基本的な考え 高齢者の疾病リスクは若年

者と異なり普遍的であり、か

つ若年者とは比較にならな

いほど高い。そのため若年者

の社会保険とは分離する必

要がある。高齢者のみで社会

保険方式を取ることは保険

料が高くなりすぎて維持で

きない。そのため税金で支払

う必要がある。

高齢者の疾病リスクが高い

ことは認めるが、１１t代間の相

互扶助の考え方で対応すべ

きである。ただし、被用者保

険と国保を-一体化すること

は望ましくなく、それぞれが

別個に対応すべきであり、財

政的に対応が困難な国保に

ついては税金からの補填を

行う ○

財源 税金（一般財源または消費税

を目的税化して用いる）

保険料

国保の被保険者については

一般財源

問題点 一般財源を用いる場合：熟年

の税率が上昇し、労働意欲の

低下、国際競争力の低下を牛

じる可能lftがある。

消費税を用いる場合：現行で

10％程度の消費税率が必要。

日本の直接税は、課税最低所

得が高く、また高齢者には控

除の特典が大きい。比較的低

所得者、高齢者からの税収が

期待できる半面、弱者への負

担増が問題となる。

保険者が再分化されており

(全国で5100)、被保険者プ

－ルが小さい。

突き抜け方式では転職に際

して、給付水準の低下を生じ

る可能性がある。

比較的大規模の被用者保険

保険者では、疾病リスクの高

い人のドロップアウトなど

で有利なfZ場を形成しやす

い反面、小規模の被用者保

険、国保では不利になりやす

い ０

日本医師会案 健康保険組合連合会案 経済団体連合会/日本経営

者団体連覗案

理念と特徴

独寸Z方式。保障的性格を有

する制度とする。将来的に

介護保険制度との統合を検

討する。

突き抜け方式。年金制度と

関連させ、介護保険との関

係も含め高齢者の保障を一

体的に進める。

曰ｒＺ・自助を基本とする独

立方式。「選択・契約・競

争」の理念を導入。

保険者（運

営主体）

都道府県あるいは広域連合

体

全被用者保険を通じて1つ

(民間）とする
市町村主体に広域で運営
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被保険者

給付対象

75歳以上

被用者年金の老齢年金受給

権者と被用者年金加入者

被用者年金の老齢年金受給

権者と配偶者、その直系卑

属

原則65歳以上。「世代内保

険」の考え方が基本。

75歳を境に、自己負担、

保険料等の取扱いに差を

設ける。

財源

保険料

公費を90%､保険料と自己負

担を10%程度とする。

拠出令制度を廃止する。

公費は給付費の５害I|程度と

する 。

拠出令制度は廃llこする。

被保険者：老齢年金額に被

用者保険の平均保険料率の

２分の１を乗じて得た額

現役世代：２０歳以上から

｢老人医療保険料」を徴収

(労使折半）

公費中心とする。

保険料と自己負担の合計は

65歳～74歳で35％程度、７５

歳以上で20％程度。拠出令

制度は廃llこする。

現役と同じ負担を求める

(65歳～74歳で給付費の

15％程度、７５歳以上で10％

程度）

自己負担
独自の高額療養費制度を設

定する。

75歳未満２害'１，７５歳以上

l害'１.薬斉||費別途一部負担、

高額療養費制度を設ける。

65～74歳は20％程度

75歳以上は１０％程度

支払い方式

医療度、自立度を加味した

独自の包括払い方式を導入

する ０

終末期医療は、「看取り」の

医療に対する国民的合意形

成を推進する。

(入院）患者特性分類に基

づく段階的評価体系を橋

簗。

(外来）現行定額制を根本

的に見直し入院と同様の評

価導入を検討すべき。

終末期医療を見直す。

ＤＲＧ／ＰＰＳの全面的導

入など包括化を進める

保険者の

機能など

国保に対しては公費投入に

よる財政調薬を実施し市町

村国保の広域化を図る。組

合健保間の財政調整を促進

し保険者の整理．

統合を図る゜

保険者の運営コストを再検

討し、効率化と透明化を図

る 。

・保険医療機関の選択や診

療報酬等の契約ができる

・保険者によるレセプトの

１次審査

・患者や保険医療機関など

に対する調査

･統一コード化にもとづく

医療情報の共有

● 医療機関と健保組合間の

害||引契約

･医師・看護婦の技術しべ

ルに対応した自費上乗せの

導入

･健保組合の統合再編（保

険会社への業務委託など）

曰本医師会案 健康保険組合連合会案 経済団体連合会/日本経営

者団体連盟案

その他

(激変の緩和措置）

一般医療保険制度の再編と

合わせて、対象年齢、公費

投入率を徐々に引き上げ、

拠出金を徐々に引き下げる

段階的実施を行う

高齢被保険者の適用や保険

料徴収の管理などは厚生年

金に業務を委託する。

国保にも、被用者保険グル

ープと同様、老齢基礎年金

受給者を対象に制度を構

簗、国庫負担を重点的に役

入する。

現行制度よりも公費負担が

増加する分は、消費課税で

賄う ０



(注意）上表については、日本医師会「医療構造改革構想」、健康保険組合連合会「今後

の制度改革に向けての考え方」、経済団体連合会/曰本経営者団体連閣「「高齢者医

療制度改革に関する基本的考え方」について」をもとに本委員会の責任でまとめた

ものであり、内容が実際と異なる場合の責任は本委員会にある。

-255-



６．おわりに

最近の経済不況や構造改革構想などを背景に、医療制度改革とくに高齢者医療制度改革

は保険制度・財源論が主体になっている。しかし、高齢者医療を論ずるときには、高齢者

医療の特徴.望ましい医療提供体制を検討することが不可欠である。

四病院団体協議会の高齢者医療制度・医療保険制度検討委員会は、本報告書を作成する

にあたり、現行医療制度を基本に据え、欧米諸国との医療費・医療制度の比較、各種診療

報酬制度の比較検討などを行うと共に、医療現場にいる各委員からの意見を集約した。そ

の結果が、ここに示された高齢者特有の医療問題を基本に置いた、高齢者に望ましい医療

提供体制である。

それは、「生涯にわたり地域での生活を支援する、医療を核としたトータルケアサービス

体制」の確立である。高齢者医療という言葉は、ともすると慢性医療を示しているように

考えられやすいが、急性期入院医療ではその多くが高齢者であり、在宅医療・外来医療で

も高齢者が中心である。それは老年期に急性発症する疾患が多いとともに、すでに複数の

基礎疾患が存在し増悪することが多く、さらに発病前からＡＤＬが低下していることが多

い、などの理由による。

当委員会では、急'性専門病棟（病院）医療を極めて急性期医療ニーズが高い、若年者・

高齢者を区別しない入院施設と考え、一方、診療所や中小病院が担う外来医療・在宅医療

や介護保険各サービスには、ネットワーク・ケアマネジメント機能が不可欠と考えた。そ

して、高齢者にふさわしい入院医療・リハビリテーション機能・ケアマネジメント機能・

急‘性専門病院の後方支援機能・ターミナルケア対応機能などを合わせ持つ「地域一般病棟

（病院)」の概念を示した。

また、今後に望まれる診療報酬支払い制度や、医療サービスにおける質の保証と向上を

目標とする高齢者医療保険制度の創設についても検討を加えた。

本報告書の趣旨が、高齢者の健康・医療問題について単に経済面だけでなく、医療提供

体制や医療サービスの質を含めて社会全体で考える端緒となることを望む。
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資料．各国の医療状況の比較

以下の資料はOECDのデータを基に作成した。国際比較においては、国により医療提供体制

が異なり、しばしば用語の定義も異なることからは、厳密な比較は困難であることに注意

していただきたい。
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け)病床数（人口lOOO当たり）
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(工)急性期病床数（人口lOOO当たり）
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(オ)慢性期病床数（人口１０００当たり）
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(キ)平均在院曰数
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(ケ)国民医療費年次推移（1995年＝１００）
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(サ)外来医療費の割合（％）
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(ソ)急'性期病床当たり看護婦（人/床）
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(医療制度改革検討委員会）

１．開催回数４回

２．出席者数延べ41名

３．協議事項将来の医療提供体制のあり方について考察、

ている。

４．総評

報告書としてまとめることとし

、総評

関係機関の提言に先駆け、サービス提供者側から２１世紀に相応しい医療提供のあり方を

提示することを目途に意見交換を図っている。

なお、初回の会議で、医療制度改革に関する患者向けチラシの作成を決め、総合部会の議

を経て、各団体の会員病院へ配布した。
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どこへ行くのzうり仰蒙

蕊鬮も:､職､:、珂職､、、､､q、ＱＮ､０口閏､:、QqS騨騨§も､、蝋i､､、Ni§蝋$､､、Ｘｑ騨騨もF､b､、bSq騨騨騨鰯､ﾛミ

病院団体は国民の健康を第一に考え、医療の質。安全の向上に努力しています

あなたのご意見をお寄せください

(四病院団体協議会医療制度改革検討委員会担当事務局）

e-mailseido＠ajhaorjp
FAXOS-S2S7-gSSe

四病院団体協議会

（社）日本病院会

（社）全日本病院協会

（社）日本医療法人協会
（社）日本精神科病院協会
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病院会計準則研究委員会

１．開催回数１１回

２．出席者数延べ138名

３．協議事項開設主体に共通な病院会計基準の構築

４．総評

石井委員長から中間報告の骨組みが示され、６月を目途に取りまとめることとしている。

医療法人会計基準研究分科会

Ｌ開催回数１回

２．出席者数８名

３．協議事項経営の多様化した医療法人に相応しい会計基準を策定するため、病院会計準

則研究委員会の下に設置。病院会計準則研究委員会中間報告と併せ報告書を提

出することとしている。

４．総評

病院会計が施設会計の域をでないのを補完するため､病院の多岐にわたる法人形態のうち、

特に、医療法人の法人会計の原則を示すこととしている。

医療安全対策委員会

１．開催回数１回

２．出席者数８名

３．協議事項医師法第２１条の死体検案について日本法医学会「異常死ガイドラインの対

応について」に関して医療安全に使用された報告書の免責について

４．総評

医療事故調査･第三者機関の設置の必要性とそのあり方を中心に検討することとしている。

第３回「民間病院等における診断群分類を活用した調査」プロジェクト委員会

開催曰平成13年６月７日（木）

開催場所全曰本病院協会６Ｆ会議室

出席者数１３名

協議項目・調査に関わる諸問題について

・調査の現状についての厚生労働省からの説明及び質疑応答について

・その他
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その他団体との業務連携

全国公私病連との病院運営実態分析調査に関する検討会

開催曰平成13年11月１３日（火）

開催場所ルポール麹町４階「真珠」

出席者数８名

協議項目・病院運営実態分析調査の基本方針について

・その他

全国公私病連との病院運営実態分析調査に関する合同検討会

開催曰平成14年１月１０日（木）

開催場所弘済会館１階会議室「葵」

出席者数１９名

協議項目・平成十四年病院運営実態分析調査について

・その他

全国公私病連との平成14年病院運営実態分析調査票の検討小委員会

開催曰平成14年１月２４日（木）

開催場所曰本病院会第一会議室

出席者数８名

協議項目・平成14年病院運営実態分析調査票(案)について

・その他

〔全国病院団体連合〕

今年度の活動は行われなかった。
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第２O日本病院会政治連盟

(会務報告）

平成13年

４月２４日 自民党両院議員総会を開き、森喜朗総裁の後継を選ぶ総裁選を実施、小泉純一郎元

厚相を第20代総裁に選出した。小泉総裁は２６日、衆院本会議で首相に指名され、同

曰組閣。自民、公明、保守三党連立の小泉内閣を発足させた。厚生労働大臣には坂

口力氏が再任。

日本病院会新執行部選出後の第１回常任理事会・理事会合同会議を開催、役員の業

務分担を決め、政治連盟委員長に引き続き藤澤委員長を選任した。

４月２８日

藤澤委員長が多臓器不全のため急逝。７月２８日の曰病常任理事会を理事会合同とし

て繰上げ開催し、政治連盟委員長は曰病会長が原則兼任する会則であるため、中山

会長が委員長として復帰することになった。

６月１１日

日本医師連盟主催の第19回参議院議員選挙全国医師･支援団体総決起大会が開かれ、

当連盟から５名出席。

６月１７曰

第19回参議院議員選挙が７月12日公示され、２９日投票が行われた結果、小泉内閣の

高い支持率に支えられて自民及び連立与党が圧勝した。当連盟は比例区、選挙区合

わせて８名を推薦、内7名の当選であった。

７月２９日

民主党の2002年度税制改正ヒアリングに池澤常任幹事が出席、重要要望項目として

消費税のゼロ税率化を求め、ほか国税11、地方税７項目について要望した。

１１月７曰

自民党主催、厚生関係団体協議会との平成14年予算税制改正に関する懇談会に池澤

常任理事が出席、予算については社会保障制度における医療給付の充実、ＩＴ関連

予算の大幅増額、研修医の処遇改善の3点について要望し、税制は民主党への要望と

同じ内容とした。

11月９日

平成14年

２月１４日 自民党組織本部及び団体総局主催、厚生関係団体との新年懇親会に奈良副委員長、

山口事務局長が出席。
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第２１要望・提 脛Ｉ

曰病会発第８０

平成１３年６月７

ロ
百
口
］

厚生労働省医政局

指導課長石塚栄殿

繍露
社団法人

会長

平成１４年度税制改正に関する要望

社団法人曰本病院会の「平成１４年度税制改正要望」は別紙のとおりです。

ご査収の程、よろしくお願いいたします。

記

重要要望項目 １項目

要望項目

国税

地方税

１１項目

７項目

以 上
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曰病会発第８０号

平成１３年９月６曰

財務省主税局

税制第二課長古谷一之殿

社団法人

会長

曰本病院

中山耕：

－－＝ごＭｌＤ１（

平成１４年度税制改正に関する要望

社団法人曰本病院会の「平成１４年度税制改正要望」は別紙のとおりです。

ご査収の程、よろしくお願いいたします。

記

重要要望項目 1項目

望要 項目

国税

地方税

１１項目

７項目

上以
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曰病会発第１６４号

平成１３年９月１９曰

自由民主党

政務調査会長

組織本部長

麻生太郎殿

自見圧三郎殿

社団法人

会長

曰本病

中山

平成１４年度税制改正に関する要望

社団法人曰本病院会の「平成１４年度税制改正要望」は別紙のとおりです。

ご査収の程、よろしくお願いいたします。

記

１項目重要要望項目

望 項目

国税

地方税

要

１１項目

７項目

上以
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平成ユ４年度税制改正に関する重点要望項目

【国税】

１．医業に係る消費税については社会保険診療報酬に係る非課税制度を見直し、ゼロ税率
課税制度に改めること。

《理由》

現行、最終消費者である患者に転嫁できない仕入れ消費税相当分は、社会保険診療報酬
に加算され、中間段階である医療機関には、益税は勿論、損税も発生しないシステムを敷
いてるとのことである。

厚生労働省は、社会保険診療報酬に消費税分として１．５３％の点数加算しているが、

医療機関が購入する医薬品や医療材料、医療器具、病院用建物増改築や委託業務の際に係
る支払消費税がこの割合をを上回った場合は、非課税制度であるが故に還付の手続きをと
ることができない。つまり医療機関がその分の差額を負担する、いわば損税が発生するこ
とになる。

このような不合理を是正するため、社会保険医療も消費税の体系に組み入れ、ゼロ税率
による課税制度に改め、医療機関に損税が生じないように措置を講じられることを強く要
望する。

その際、正確な税額計算を実行できるように、インボイス方式による算出に努めるもの
である。
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平成１４年度税制改正に関する要望

【国税】

１．医療法人については公益法人の収益事業と同一の法人税率を適用するとともに、特定
医療法人については承認基準の見直しを図Ⅱ非課税とすること。

《理由》

医療法人は医療法を根拠とし、剰余金の配当が禁止されるなど営利追求が認められない
法人である。このような制約を受けているにも拘わらず、営利法人と同様の税率が課せら
れているという不合理が生じている。また、公益法人の行う医療保健業と何ら差異がない

にも拘わらず、税率においては均衡を欠いており、極めて不公平である。したがって、医
療法人の法人税率（現行３０％）は公益法人のそれと同率の２２％に是正すべきである。
特定医療法人は、その組織・運営及び解散時の財産帰属が社会福祉法人と同一条件であ
りながら課税法人とされていることは極めて不公平である。そのため現行税率２２％を非

課税に改めるべきである。

また特定医療法人の承認基準においても、次の項目について見直しを図られたい゜

[差額ベッドについて」

全病床に占める差額ベッドの割合２０％以下を緩和すること。
差額ベッドの平均料金５０００円以下を緩和すること。

[医師等に対する給与について」

現行の基準では、承認を受けることにより、経営に専念している役員は従来の給与月
額の水準が保障されなくなる。病院規模によっては経営に専念している理事長等が多

い現状を考慮しこの基準を見直すべきである。

２．病院建物を耐震構造に強化した場合の改善費については、当該年度の損金処理を可能
にすること。

《理由》

現在、国や自治体は災害拠点病院や後方支援病院の指定を策定し、災害発生時の医療提
供体制の確保・充実を図っているとのことである。

これらの病院が建物を免震構造に改造した場合に要した費用については、当期の所得の

計算上、全額を損金に算入できるよう税制面の配慮をお願いしたい。

３．医療機器の特別償却制度の対象となる機器の範囲を拡大すること。
また電算ソフト取得費については、当該年度の損金に算入できるようにすること。

《理由》

医療機器については技術革新が著しく、経済的使用可能年数と法定耐用年数との乖離が
生じているのが現状である。法定耐用年数を大幅に短縮すべきである。

更に、医療機器の特別償却の対象となる範囲は「直接医療用に供される機器・装置並び

に器具・備品」と限定されているが、医療サービスを提供するうえで必要欠くことのでき
ない間接的なものにも特別償却制度の適用範囲を拡大すべきである。

〈参考〉救急車、患者運搬車、解剖台、死体保存庫、自動カルテ抽出機など。

また医療情報の提供を促進させるためにも、税制面での特例措置を図るべきである。電

子カルテシステムや医療情報システムに係るソフト等を購入した場合、当該年度の損金に

算入できるよう図られたい゜
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４．個人が法人化する場合の現物出資分に係る譲渡所得の軽減措置を図ること。

医療法人の承継時の相続税評価の適正を図ること。

《理由》

医業経営の合理化や病院診療の継続性を指向する医療法人制度を推進するため、個人か

ら法人へ転換する際に医業用の土地や建物等を現物出資した場合には、これに係る譲渡所

得の課税が軽減されるよう税制面での配慮を図るべきである。

また、地域医療に果たす医療法人の役割から、医療サービスが安定的永続的に供給され

るように措置を講じるべきである。地価の評価並びに納税手段においても特段の配慮がさ

れるべきである。

５．中小医療法人の医療施設近代化準備金制度の創設を図ること。

《理由》

第４次医療法改正により医療提供体制や医療情報提供体制、また診療情報提供体制の整

備促進が求められている。これらを税制面から誘導するためにも、医療法人が行う医療保

健業の収益金のうち、一定割合を「医療施設近代化準備金」とし、損金処理による引当て

を認めるという制度を創設すべきである。

６．医療関係者が医療に関する高度の知識及び技能研修のために要する費用の額が増加し

た場合の法人税額の特別控除を創設する．
《理由》

近年の医学・医術の進歩は飛躍的であり、医療従事者にとってその知識習得は不可欠で

ある。従って、医師や看護婦をはじめとする医療従事者の技能向上等のための試験研究及

び新しい技術の習得に要する費用については、法人税の特別控除ができる措置を創設すべ

きである。

７．中小企業新技術体化投資促進税制の適用期限を延長するとともに、対象医療機器の追

加、対象範囲の拡大を図ること。

《理由》

医療関連設備の近代化とその整備充実の促進を図るべき、電気機器利用設備の適用期限

を平成１４年３月３１曰以降も引き続き延長のうえ、適用機器の追加をすべきである。

〈要望〉自動血球分析装置レーザー手術装置一般人工呼吸器

更に、医療機器が高度急速な進歩により短期間で更新を余儀なくされていること、取得

に際して多額の資金が必要とされていることに鑑み、本適用を中小企業に限らず一般の医

療法人にも対象拡大を図ること。

８．病院における休日、夜間等の救急医療・予防接種・乳幼児健診等各種健診への報酬は

非課税とすること。

《理由》

休曰・夜間の救急医療、予防接種または各種健診業務は、極めて社会的責任の高い医療

活動である。これらの報酬については、所得の計算上非課税取引とすべきである。
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９．病院に対する寄付金については、第三者の監査のもと基金に組み入れたい場合、課
税対象外の取引とみなすこと。

《理由》

国民の医療に対するニーズや疾病の多様性、著しい医療技術の進歩など病院を取りまく
環境は年々厳しくなっている。このような環境であっても病院は絶えず患者サービスに努
め、医療の質向上を図るという社会的使命がある。
現在多くの病院は診療報酬を唯一資金の源泉としているが、これでは将来のわが国医療
を担う供給体制としてはあまりにも選択肢がない。医療関連への助成寄付などを通じ社会
福祉に貢献したい患者等篤志家の要望に応えるためにも、当該寄付金を所得税或いは相続
税の算定にあたって所得控除に算入可能とすべきである。
また、病院が第三者の監査を経てこれらを寄付金を基金に組み入れた場合、課税外取引

として資金調達を容易にすべきである。

１ｏ、病院用建物の耐用年数を短縮すること。
《理由》

病院用建物は、医学の進歩に対応した機能的構造をもった施設が要求されているにもか
かわらず陳腐化が激しいのが現状である。平成１０年度改正で建物耐用年数は３９年に短
縮されたが、医療の進歩に応じた快適な医療環境を確保するには未だ十分な減価償却が行
えない状況である。従って建物耐用年数は３０年に短縮すべきである。

１１．介護老人保健施設用建物や療養型病床群用建物等、それらの付属設備に係る割増し
償却率を引き上げること。
介護老人保健施設用建物の耐用年数を短縮すること。

《理由》

高齢化社会の進展や介護保険制度の施行に伴い、介護老人保健施設用建物、老人性痴呆
症疾患療養病棟、療養型病床群用建物の整備促進が必要不可欠である。これらの施設は長
期収容施設であり、大規模な施設である。その設置の負担を軽減するために平成３年４月
以降（老人性痴呆症疾患療養病棟、療養型病床群用建物は平成５年４月）に取得・建設し
た該当施設に対し、取得後５年間１０％の割増し償却制度（老人性痴呆症疾患療養病棟、
療養型病床群用建物は８％）が認められた。この割増し償却率の引上げを図るとともに、
介護老人保健施設の建物耐用年数を現行の３９年から３０年と短縮すべきである。
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【地方税】

１．医療機関における社会保険診療報酬に係る事業税非課税の特例措置を存続すること。

また、この特例措置は開設者を問わず、全ての民間医療機関に適用すること。

医療法人については特別法人として事業税の軽減措置を存続すること。

《理由》

公的医療機関に比較して税負担という出費を余儀なくされている民間医療機関に、更に

税負担の加重を強いることは、経営の悪化を招き医療事業の健全性を損なう恐れがある。

地域医療の円滑推進のために本特例措置は存続させるべきである。また、この特例措置を

医療生協立の病院（日本生活協同組合連合会に８１病院が加盟）にも適用すべきである。

医療法人は営利を目的として開設することは認められず、剰余金の配当は禁止されるな

ど、営利を目的とする普通法人とは質的に異なる法人である。また、医療法人は地域住民

に医療サービスを提供するという公共性の高い法人であることから、特別法人として扱い

普通法人より軽減された事業税率の適用を存続すべきである。

加えて、事業税の算出は各々の都道府県によって計算方法が異なっているので合理的に

統一を図るべきである。

２．民間病院の直接その用に供する固定資産については、公的医療機関と同様に固定資産

税を非課税とすること。特に公的性格そのものである特定医療法人には直ちに適用す

ること。

《理由》

現在、公的医療機関においては、直接その用に供する固定資産については固定資産税は

非課税となっている。地域医療を担う民間病院も、公的病院と同様に社会的に位置づけら

れるものである。殊に、介護保険制度が施行した現在では、介護関連施設の整備を求めら

れていることからも、この非課税措置は必要である。

３．国、地方公共団体から交付された補助金で取得した固定資産について、法人税法上の

圧縮記帳が行われた場合、当該圧縮分に見合う不動産取得税及び固定資産税は非課税

とすること。

《理由》

政策誘導のための助成措置の趣旨に鑑み、一連の処置を講じて補助の効果を高めるべき

である。

４．医療法人が運営する看護婦養成所等において、直接その用に供する固定資産について、

固定資産税・不動産取得税を非課税とすること。

《理由》

医療関係者の養成機関については、公的または特定医療法人以外の施設においてもその

機能と社会的貢献度は何ら変わらない。課税面でも同一とすべき。

５．病院・老健施設等に設置された在宅介護支援センターの整備を促進するため、固定資

産税を非課税とすること。

《理由》

高齢化社会の進展や介護保険制度の施行に伴って、在宅介護支援センターの役割は益々

重要なものとなっている。本施設の整備を促すため|この税制面からの誘導措置は不可欠で

ある。

-277-



６．介護老人保健施設等について登録免許税・固定資産税及び不動産取得税を非課税とす

ること。

《理由》

高齢化社会の進展や介護保険制度の施行に伴って、介護老人保健施設や療養型病床群の

整備は社会的な要請である。これらの施設の普及を促進し、制度の円滑な確立を期すため
にも税制面からの誘導措置は不可欠である。

全ての医療機関における訪問介護、通所介護、訪問入浴介護、短期入所生活介護、痴
呆対応型共同生活介護等、福祉系サービスの報酬に係る事業税を医療系サービスと同

７

呆対応型共同生活介護等、福祉系サービスの報酬に係る事業税を医療系サービスと同

様に非課税とすること。

《理由》

医療法に基づく医療の非営利性や介護保険の社会保険制度たる性格に鑑みれば、医療系
・福祉系を問わずサービス全てにおいて、社会保険医療機関が行う場合として一律に取り
扱う方が合理的である。
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曰病会発第２１４号

平成１３年１１月６曰

自由民主党

政務調査会厚生労働部会

会長金田勝年殿

組織本部厚生関係団体協議会

委員長熊代昭彦殿

社団法人

会長

曰本病

中山

平成１４年度予算・税制改正に関する要望

社団法人曰本病院会の「平成１４年度予算・税制改正要望」は別紙のとおりです。

ご査収の程、よろしくお願いいたします。

記

予算要望 ３項目

税制改正要望

重要要望項目

要望項自

国税

地方税

１項目

１１項目

７項目

上以
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ｴＦ、之１４jEFj匡奎一子ｊ二三要皀三菖（こ－つし。‐て

１．セイフティ・ネットをより高い処に設定していただきたい。

昨年末、経済企画庁が発表した平成１１年度国民経済計算をみると、平成１１年暦

年末現在、家計が所有する金融資産は１，４０８兆円で、前年に較べ９４兆円増えて

おります。ここ数年、平成１０年１月３０日の「平成１０年分所得税の特別減税のた

めの臨時措置法」、同年５月２９日「総合経済対策」に盛り込まれた特別減税及び政

策減税に関する法律、翌１１年３月２４日には「経済社会の変化等に対応して早急に

講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律」の成立と、個人消費の拡大

のため度重なる政府の減税政策が実施されておりますが、その効果なく家計の金融資

産は増加の一途をたどっております。これは偏に、先行き不透明な社会に対して、国

民が消費に走らず自衛手段をとっているからに他なりません。いま求められるのは将

来とも安定した社会保障制度を早急に再構築し、国民が将来の憂いなく安心して生活

できるようにすることです。

一方、社会保障制度の大きな割合を占めています医療の現状をみますと、医療技術

において日進月歩が著しく、また人口の高齢化と相俟って、医療費の高騰化は避けて

通ることはできません。そのため－部選定医療については混合診療を導入せよとする

意見や、特定療養費の拡大化を図り民間保険を活用せよとする考えが示されておりま

す。

しかし、新たな民間保険の導入は必然的に初期投資、管理費用を伴い、保険料の全

てを給付に回すことはできないという不合理が生じます。また、何れにしても受診機

会を失う患者さんも出現するものと思われます。国民の負担の限度は、結局国民が判

断すべきことでありますが、特定療養費の形態をとれば差額徴収はいくらでも認めら

れる風潮の常態化は避けなければなりません。何より、新しい有用な検査治療が開発

されたときは、速やかに保険給付すべきで、給付までの期間を極力短くすべきであり

ます。

私ども医療現場に携わる者は、医療の質の向上に努めるとともに、医療資源の効率

的活用に充分に配慮しなければなりません。しかし効率性の追求は、同時に保険者に

対しても求められるものであり、様々な民間保険が参入するより、むしろ事務や管理

の一元化が図れる公的医療保険の基盤を堅固にした方がはるかに合理的であります。

従って、一層の公費の投入、保険料負担の拡大、健康に対･する危険因子である「た

ばこ」・「アルコール」の増税分の医療目的税化（特に、たばこはその価格をＯＥＣ

Ｄ諸国並みに５００円程度に引き上げることにより２兆５０００億円の増収が図られ、

引き上げに伴う喫煙者の減少は健康被害を少なくする、その際、たばこ栽培業者、同

流通業者に対して相応の補償を実施することを要する）等により財源確保を図I)、よ

り高い処にセイフテイ・ネットを設けるよう提言したい。また、確固たるルールのも

と、国民皆保険下でa）高度先進医療、ｂ)予防、健康増進・生活習慣、ｃ）サービス・ア

メニテイ、ｄ)専門・付加価値医療などそれぞれについて、選択により上乗せの給付を

望む者に対しては、当該医療保険料を追加払いすることで可能となるよう公的医療保

険の拡大化を提案したい。

現在、米国の消費の鶏Ｄにより大幅な景気の浮揚は望むことはできません。これ田以

上のわが国経済の停滞を生じせしめないように、一日もはやくそのときどきの経済財

政に左右されない持続可能な社会保障制度を再構築されることを要望いたします。
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２．電子カルテの普及推進のためＩＴ関連予算を大幅に増額していただきたい。

電子カルテは患者との診療情報の共有化を図り、診療内容の透明性を高めるという

患者中心の医療を実現するうえで有効なツールであるばかりでなく、標準的な医療を

推進し、同時に運営コストの削減に資するものであります。

しかし、その導入費用は大きく、現行の診療報酬下では－民間病院が工面できる金

額ではありません。

当会が、本年４月１日現在の電子カルテ導入状況を、会員病院に対して調査しまし

たところ、７５２の回答病院中、既に稼働している施設は８病院にとどまり、その割

合は１，１％で、開発中乃し計画中が２２０病院、予定なしが５２４病院で７割を占

めます。そして、電子カルテ導入にあたっての問題点・障害等に対しては、７割弱の

病院が導入費が高額であると答えております。

改めて電子カルテの有用性を考えますと、国民に対しソーシャル・セキュリティ番

号を付することで、個人の診療情報を何れの医療機関からでも入手できるという提供

体制を敷くことを可能とします。これは、医療資源の効率的な活用に資するとともに、

患者自身が負担の大きい検査等の受診から解放されることとなります。

申すまでもなく、国民に対するソーシャルセキュリティ番号は、社会保険料・労働

保険料の一括徴収から年金給付と医療・介護給付の併給調整まで、国民個々の社会保

険勘定の一元的管理に資するものであり、これらを併せて推進することによる利点は

多大なものと考えます。

３．臨床研修の必修化に伴い、研修医の処遇を改善していただきたい。

今回の医療法改正で実施される臨床研修の必修化は、単に医師の資質の向上、全人

的医療の推進という医師の卒後研修に限った問題にとどまらず、患者ニーズに合った

医療の実現と、同時に、医療資源の効率的活用に資するという医療制度の充実・向上

に寄与するものでなければなりません。

具体的には、研修生に対して、コア部分に関して共通の研修プログラムを課すこと

により、全ての診療科で対応できる専門医としての「家庭医」を育成することとを視

野に、全国何処の－－次医療機関でも、一定水準以上の標準的な医療サービスが提供で

きることを基礎として、必要に応じて高次機能・専門病院へ患者を紹介するという医

療提供システムを構築することであります。

そのための臨床研修制度は、卒前教育の場である大学医学部を離れて、診療所をは

じめ、特別養護老人ホーム等福祉施設、保健所など多角的な医療現場で、多くの指導

医のもと医学交流を積み重ねることであります。

しかし、これらは研修生の身分の保障・生活の安定が為し得てはじめてできるもの

であり、研修医の養成費用を国庫から支出するにせよ、保険医として診療報酬から給

与相当分を支払うにせよ、専ら研修に専念できる体制を敷くことが重要であります。

次代の医師を養成することは国としての責務と考・えます。
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平成１４年度税制改正に関する重点要望項目

【国税】

１．医業に係る消費税については社会保険診療報酬に係る非課税制度を見直し、ゼロ税率

課税制度に改めること。

《理由》

現行、最終消費者である患者に転嫁できない仕入れ消費税相当分は、社会保険診療報`＃|に

加算され、中間段階である医療機関には、益税は勿論、損税も発生しないシステムを敷いて
いるとのことである。

厚生労働省は、社会保険診療報mllllに消費税分として１．５３％の点数加算しているが、医

療機関が購入する医薬品や医療材料、医療器具、病院用建物増改築や委託業務の際に係る支

払消費税がこの割合を上回った場合は、非課税制度であるが故に還付の手続きをとることが

できない。つまり医療機関がその分の差額を負担する、いわば損税が発生することになる。

このような不合理を是正するため、社会保険医療も消費税の体系に組み入れ、ゼロ税率に

よる課税制度に改め、医療機関に損税が生じないように措置を講じられることを強く要望す
る。

その際、正確な税額計算を実行できるように、インボイス方式による算出に努めるもので
ある。

-282-



平成１４年度税制改正に関する要望

【国税】

１．医療法人については公益法人の収益事業と同一の法人税率を適用するとともに、特定

医療法人については承認基準の見直しを図り、非課税とすること。

《理由》

医療法人は医療法を根拠とし、剰余金の配当が禁止されるなど営利追求が認められない法

人である。このような制約を受けているにも拘わらず、営利法人と同様の税率が課せられて

いるという不合理が生じている。また、公益法人の行う医療保健業と何ら差異がないにも拘

わらず、税率においては均衡を欠いており、極めて不公平である。したがって、医療法人の

法人税率（現行３０％）は公益法人のそれと同率の２２％に是正すべきである。

特定医療法人は、その組織・運営及び解散時の財産帰属が社会福祉法人と同一条件であり

ながら課税法人とされていることは極めて不公平である。そのため現行税率２２％を非課税
に改めるべきである。

また特定医療法人の承認基準においても、次の項目について見直しを図られたい゜

[差額ベッドについて」

全病床に占める差額ベッドの割合２０％以下を緩和すること。

差額ベッドの平均料金５０００円以下を緩和すること。

[医師等に対する給与について］

現行の基準では、承認を受けることにより、経営に専念している役員は従来の給与月額

の水準が保障されなくなる６病院規模によっては経営に専念している理事長等が多い現

状を考慮しこの基準を見直すべきである。

２．病院建物を耐震構造に強化した場合の改善費については、当該年度の損金処理を可能

にすること。

《理由》

現在、国や自治体は災害拠点病院や後方支援病院の指定を策定し、災害発生時の医療提供

体制の確保・充実を図っているとのことである。

これらの病院が建物を耐震構造に改造した場合に要した費用については、当期の所得の計

算上、全額を損金に算入できるよう税制面の配慮をお願いしたい。

３．医療機器の特別償却制度の対象となる機器の範囲を拡大すること。

また電算ソフト取得費については、当該年度の損金|こ算入できるようにすること。

《理由》

医療機器については技術革新が著しく、経済的使用可能年数と法定耐用年数との乖離が生

じているのが現状である。法定耐用年数を大幅に短縮すべきである。

更に、医療機器の特別償却の対象となる範囲は「直接医療用に供される機器・装置並びに

器具・備品」と限定されているが、医療サービスを提供するうえで必要欠くことのできない

間接的なものにも特別償却制度の適用範囲を拡大すべきである。

〈参考〉救急車、患者運搬車、解剖台、死体保存庫、自動カルテ抽出機など。

また医療情報の提供を促進させるためにも、税制面での特例措置を図るべきである。電子

カルテシステムや医療情報システムに係るソフト等を購入した場合、当該年度の損金に算入

できるよう図られたい゜
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４．個人が法人化する場合の現物出資分に係る譲渡所得の軽減措置を図ること。

医療法人の承継時の相続税評価の適正を図ること。

《理由》

医業経営の合理化や病院診療の継続性を指向する医療法人制度を推進するため、個人から

法人へ転換する際に医業用の土地や建物等を現物出資した場合には、これに係る譲渡所得の

課税が軽減されるよう税制面での配慮を図るべきである。

また、地域医療に果たす医療法人の役割から、医療サービスが安定的永続的に供給される

ように措置を講じるべきである。地価の評価並びに納税手段においても特段の配慮がされる

べきである。

５．中小医療法人の医療施設近代化準備金制度の創設を図ること。

《理由》

第４次医療法改正により医療提供体制や医療情報提供体制、また診療情報提供体制の整備

促進が求められている。これらを税制面から誘導するためにも、医療法人が行う医療保健業

の収益金のうち、一定割合を「医療施設近代化準備金」とし、損金処理による引当てを認め

るという制度を創設すべきである。

６．医療関係者が医療に関する高度の知識及び技能研修のために要する費用の額が増加し

た場合の法人税額の特別控除を倉']設する。

《理由》

近年の医学・医術の進歩は飛躍的であり、医療従事者にとってその知識習得は不可欠であ

る。従って、医師や看護婦をはじめとする医療従事者の技能向上等のための試験研究及び新

しい技術の習得に要する費用については、法人税の特別控除ができる措置を創設すべきであ

る。

７．中小企業新技術体化投資促進税制の適用期限を延長するとともに、対象医療機器の追

加、対象範囲の拡大を図ること。

《理由》

医療関連設備の近代化とその整備充実の促進を図るべき、電気機器利用設備の適用期限を

平成１４年３月３１曰以降も引き続き延長のうえ、適用機器の追加をすべきである。

〈要望〉自動血球分析装置レーザー手術装置一般人工呼吸器

更に、医療機器が高度急速な進歩により短期間で更新を余儀なくされていること、取得に

際して多額の資金が必要とされていることに鑑み、本適用を中小企業に限らず一般の医療法

人にも対象拡大を図ること。

Ｓ・病院における休曰、夜間等の救急医療・予防接種・乳幼児健診等各種健診への報酬は

非課税とすること。

《理由》

休曰・夜間の救急医療、予防接種または各種健診業務は、極めて社会的責任の高い医療活

動である。これらの報酬については、所得の計算上非課税取引とすべきである。
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９．病院に対する寄付金については、第三者の監査のもと基金に組み入れたい場合、課

税対象外の取引とみなすこと。

《理由》

国民の医療に対するニーズや疾病の多様性、著しい医療技術の進歩など病院を取りまく環

境は年々厳しくなっている。このような環境であっても病院は絶えず患者サービスに努め、

医療の質向上を図るという社会的使命がある。

現在多くの病院は診療報酬を唯一資金の源泉としているが、これでは将来のわが国医療を

担う供給体制としてはあまりにも選択肢がない。医療関連への助成寄付などを通じ社会福祉

に貢献したい患者等篤志家の要望に応えるためにも、当該寄付金を所得税或いは相続税の算

定にあたって所得控除に算入可能とすべきである。

また、病院が第三者の監査を経てこれらを寄付金を基金に組み入れた場合、課税外取引と

して資金調達を容易にすべきである。

１０．病院用建物の耐用年数を短縮すること。

《理由》

病院用建物は、医学の進歩に対応した機能的構造をもった施設が要求されているにもかか

わらず陳腐化が激しいのが現状である。平成１０年度改正で建物耐用年数は３９年に短縮さ

れたが、医療の進歩に応じた快適な医療環境を確保するには未だ十分な減価償却が行えない

状況である。従って建物耐用年数は３０年に短縮すべきである。

１１．介護老人保健施設用建物や療養型病床群用建物等、それらの付属設備に係る割増し

償却率を引き上げること。

介護老人保健施設用建物の耐用年数を短縮すること。

《理由》

高齢化社会の進展や介護保険制度の施行に伴い、介護老人保健施設用建物、老人性痴呆症

疾患療養病棟、療養型病床群用建物の整備促進が必要不可欠である。これらの施設は長期収

容施設であり、大規模な施設である。その設置の負担を軽減するために平成３年４月以降（老

人性痴呆症疾患療養病棟、療養型病床群用建物は平成５年４月）に取得・建設した該当施設

に対し、取得後５年間１０％の割増し償却制度（老人性痴呆症疾患療養病棟、療養型病床群

用建物は８％）が認められた。この割増し償却率の引上げを図るとともに、介護老人保健施

設の建物耐用年数を現行の３９年から３０年と短縮すべきである。
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【地方税】

１．医療機関における社会保険診療報酬に係る事業税非課税の特例措置を存続すること。

また、この特例措置は開設者を問わず、全ての民間医療機関に適用すること。

医療法人については特別法人として事業税の軽減措置を存続すること。

《理由》

公的医療機関に比較して税負担という出費を余儀なくされている民間医療機関に、更に税

負担の加重を強いることは、経営の悪化を招き医療事業の健全性を損なう恐れがある。地域

医療の円滑推進のために本特例措置は存続させるべきである。また、この特例措置を医療生

協立の病院（曰本生活協同組合連合会に８１病院が加盟）にも適用すべきである。

医療法人は営利を目的として開設することは認められず、剰余金の配当は禁止されるなど、

営利を目的とする普通法人とは質的に異なる法人である。また、医療法人は地域住民に医療

サービスを提供するという公共性の高い法人であることから、特別法人として扱い普通法人

より軽減された事業税率の適用を存続すべきである。

加えて、事業税の算出は各々の都道府県によって計算方法が異なっているので合理的に統

一を図るべさである。

２．民間病院の直接その用に供する固定資産については、公的医療機関と同様に固定資産税

を非課税とすること。特に公的性格そのものである特定医療法人には直ちに適用するこ

と。

《理由》

現在、公的医療機関においては、直接その用に供する固定資産については固定資産税は非

課税となっている。地域医療を担う民間病院も、公的病院と同様に社会的に位置づけられる

ものである。殊に、介護保険制度が施行した現在では、介護関連施設の整備を求められてい

ることからも、この非課税措置は必要である。

３．国、地方公共団体から交付された補助金で取得した固定資産について、法人税法上の圧

縮記帳が行われた場合、当該圧縮分に見合う不動産取得税及び固定資産税は非課税とす
ること。

《理由》

政策誘導のための助成措置の趣旨に鑑み、一連の処置を講じて補助の効果を高めるべきで

ある。

４医療法人が運営する看護婦養成所等において、直接その用に供する固定資産について、

固定資産税・不動産取得税を非課税とすること。

《理由》

医療関係者の養成機関については、公的または特定医療法人以外の施設においてもその機

能と社会的貢献度は何ら変わらない。課税面でも同一とすべき。

５．病院・老健施設等に設置された在宅介護支援センターの整備を促進するため、固定資
産税を非課税とすること。

《理由》

高齢化社会の進展や介護保険制度の施行に伴って、在宅介護支援センターの役割は益々重

要なものとなっている。本施設の整備を促すために税制面からの誘導措置は不可欠である。
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６．介護老人保健施設等について登録免許税・固定資産税及び不動産取得税を非課税とす

ること。

《理由》

高齢化社会の進展や介護保険制度の施行に伴って、介護老人保健施設や療養型病床群の整

備は社会的な要請である。これらの施設の普及を促進し、制度の円滑な確立を期すためにも

税制面からの誘導措置は不可欠である。

７．全ての医療機関における訪問介護、通所介護、訪問入浴介護、短期入所生活介護、痴呆

対応型共同生活介護等、福祉系サービスの報酬に係る事業税を医療系サービスと同様に

非課税とすること。

《理由》

医療法に基づく医療の非営利性や介護保険の社会保険制度たる性格に鑑みれば、医療系・

福祉系を問わずサービス全てにおいて、社会保険医療機関が行う場合として一律に取り扱う

方が合理的である。
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平成１３年５月７曰

厚生労働省

医政局長伊藤雅治殿

1１四病

社団法人

会

社団法人

会長佐々英達

社団法人曰本医療法人協会

会長豊田堯

社団法人曰本精神病院協会

会長仙波恒雄

要望室已

(臨床研修制度について）

（１）臨床研修指定病院の独自性を強化し、地域医療に貢献している中小民間病院

も含め、研修病院・診療所群とし、つ概念で･全人的な教育制度左確立する。

大学病院、研修指定病院では、同一診療科内ですら、益々専門・細分化され、

研修計画にも問題が多い。大学病院や大病院だけの研修では全人的な真の臨床

医は育たない。指導医のいない病院に研修医を出すのは如何という意見もある

が､研修制度では、まずかかりつけ医・家庭医の養成を考えなくてはならない。

国際医療援助でも諸外国の医師は産科でも小児科でも小外科でも診療するが、

曰本の医師は適応できない場面も多く、これは専門分化した医局制度を引きず

った現在の医学教育制度の欠陥である。２年間の臨床研修には、まず明確な教

育理念と目標がなくてはならない。広く一般臨床の基礎を徹底的に教育すべき

で、研修初期の一定期間は、臨床研修指定病院で研修を受けさせなければなら

ないが､残りの期間は臨床指導ができる医師がいる地方の医療機関に配属する。

地｣或|至療に貢ilil<している中小民間病院も含め研修病院・診療所群というＩ既念で

研修させるべきである。

更に、心のケアの出来る医師を育てる為には､精ﾈ'|]科病院での研修を義務づけ

る必要がある。なお、臨床研修病院は新しく制定される指定基準に従って、現

在の大学病院も含め研修指定の認定を受けることが望ましい。
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（２）研修医の給料(さ、研｛|多医養成費として国家予算化し、指導医の報酬|さ教育施

設に補助金等にて支給する制度丘確立する。

いわゆる大学医学部だけで育った擬専門の欠陥医師を育てないためにも､臨床

研修制度を早くスタートさせるべきである。また研修教育費は診療報iljlllから捻

出するのではなく国民の健康維持のために国家から拠出するのが必要である。

これは医療事故防止、大学病院、大病院で研修医による無駄な検査経費の節約

のためにも、研修医の給料は、研修医養成費として国家予算化し、指導医の報

ulllは教育研修施設に補助金の形で支給をすべきである。

原則として研修医のアルバイトは禁｣上とする。

(Ｓ）現在認lのらI|'ている研ＩI多医の権利左保障し、中小民間病院にても研修で'きる

制度Ｅ確立する。

研修期間中２年間、保険医として診療できないと、中小民間病院での研修は事

実上不可能となり、地域医療の体得が出来にくくなるとともに、地方の中小病

院の医療が混乱する恐れがある。研修医単独では保険診療を認めないが保険医

の指導の下で保険診療が可能とすべきで、実務的に保険診療を認めるべきであ

る。研修中も施設長・病院長が認めれば診断書等が書けるように認めるべきで

ある。

（４）今後厚生労働省等にて設置さ''てろ、臨床研修のカリキュラム作成委員会（仮

称）に(さ四病院団体協議会がI推薦する複数の委員を参画させる。

現在四病院団体協議会では、我が国の医学研修の統一化（標準化）を図る目

的にて、卒後初期臨床研修カリキュラムの検討を開始しており、今後設置され

る臨床研修のカリキュラム作成委員会には、実'１祭に地域医療の担い手として貢

献している四病院団体協議会から複数の委員を参画させることを要望する。

以上

-289-



平成１３年５月９日

厚生労働省保険局長

大塚義治殿

四病院団体協

社団法人日本病

会長中山

社団法人日本医療法
鱈要霊ＩＦ

会長豊田堯

社団法人曰本精神病院協会

会長仙波‘垣雄

社団法人全日本病院協会

会長佐々英達

要望書

(病床数による診療報酬点数区分について）

病院の機能分化と外来診療のあり方（特に２００床問題）は、地域医療の充実、

病診連携・病病連携の構築において極めて重要な意味を持っている。

第四次医療法改正では、入院医療の機能分化が明確にされている。「その他病床」は

「一般病床」と「療養病床」に区分され、「精神病床」「感染症病床」等とともにその

機能がより明確になっている。また､既に法的に定められた「地域医療支援病院」は、

全国的に整備が進んでいないのが現状である。

一方、平成１２年診療報酬改定で、２００床以上の病院には病床機能とは関係なく

「外来診療料」が導入され、改正健康保険法では高齢者の自己負担上限が５０００円

（２００床未満３０００円）となった。これらは大病院への外来集中を是正するため

の経済誘導と考えられるが、現実には変化していないばかりか、逆効果となっている

面もある。

今後の効率的な医療提供体制の構築という観点から下記要望する。

記

1．病床数による診療報酬上の点数区分を撤廃する。

改正医療法で入院医療における機能分化が明確にされたにもかかわらず､｢療養病

床」や「精神病床」等の機能を無視し、病院を２００床で区分することには整合性

がない。病床数ではなく病院機能が、地域医療構築の基本となるべきである。
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2．外来診療報酬は、病院の外来機能を明確にした上で一物一価とする。

本来同じ医療行為には同一の診療報酬が支払われるべきである。外来診療にかか

わる診療報酬は、機能を明確にした上で一物一価とすべきである。

また、曰本の医療へのフリーアクセスは世界に冠たる制度であり、より良いもの

に育てていかなければならない。病院の外来診療は、その機能・専門性に沿った紹

介制・逆紹介制を充実させ、病診連携を強化していく必要がある。

そして「かかりつけ医」制度の信頼性を、診療所・病院双方の努力により高めな

くてはならない。

以上、医療機関の機能分化に応じた診療報酬体系を制定し、

による、今後のより効率的な医療提供体制の構築を要望する。

病診・病病連携の充実
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平成１３年６月７１ヨ

社団法人日本医師会

会長坪井栄孝様
－－竺一一＝－－－兵ロ--.-sご←￣生‘■

聰輿官him鐘
社団法人全曰本病院協会

会長佐々英達

社団法人日本医療法人協会

会長豊田堯

社団法人曰本精神病院協会

会長仙波恒雄

要望

(患者紹介率算定式、

三皀
＝

統一化につし'て）

今曰まで、数次の医療法改正において病院の機能分化がはかられ、特定機能病院、

地域医療支援病院につづき新たにその他の病床が一般病床・療養病床に区分された。

このことは、病診連携、病々連携をもって、地域医療の機能的連携と効率化を推進

することにより、より質の高い地域医療の提供を目的としていることと理解されて

いる。

しかしながら、これら病院機能を医療法上で区分する際に、歴史上さまざまな経緯

があったことは事実である。特に問題とされるのは、紹介率とその算定式である。

特定機能病院の承認の際は、当初希望する医療機関が少なく、紹介率の引き下げ、

算定式の中に連携の実をあげるために逆紹介も導入された。

地域医療支援病院の承認の際は、地域医療機関支援と連携の為に紹介率８０％と

高いレベルを設定したが、これも非常にハードルが高い為、算定式のなかに、救急用

自動車による搬入を削除し、緊急的に入院した患者数を紹介率の分子に加え、分母:の

初診患者数より休日、時間外、夜間の救急患者数を差し引くことにより、紹介率の

上昇をはかった。

急性期一般病院のみ、従来よりの診療報llIIlll上の算定式があり、同じ地域医療を機能

分担して連携していくうえに非常に不利となっている。

特に、今回の診療報11州改定に際し、紹介率３０％を条件とする加算が多く設定され

た。医療法上の医療機関承認と同じ考え方が診療報uWlにも反映されたわけであるが、

診療報i1lIlに反映される以上、早急に全ての医療機関の紹介率は統一を|辺り、整合され

るべきものと考える。

従って、紹介率を次の算定式に統一することを提案する。
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＜紹介率計算式＞

で■<【特三定機能病院の｣場合”紹介率（医癖法）＝△_±_巳_±_Ｑ紹介率（洲報１９''Ｉ上）＝Ａ＋Ｄ

Ｃ＋ＢＣ

●紹介率（医療法）

Ａ）文聖こよる紹介串若数十（Ｂ）紹介ノだ．Ⅵ

(Ｃ）初診患者数十（Ｂ）紹介した患者数

●紹介率（診療報酬上）

孜十】敗魚片|日勤車にる柵嶺君熱

（Ｃ）初診患者数

蕊【;地j域;医|療;妻}援ii病ｉｉ院1種1場；岩|】霧紹介率＝△_±_E
Ｃ－Ｆ－Ｅ

●紹介率＝壷こ，刀へ詣鍬十堅日、こ￣＆△，ｘ

（Ｃ）初診患者数一（Ｆ）休曰・夜間に受診した救急患者数

一（Ｅ）緊急的に入院し治療を必要とした救急患者数

雛議｛股｝病Ｉ院{鰯1場｛饗11】篝紹介率＝△_±_且
○

二約魚窯

文書による紹介照岩数十（，救急用臼動車による搬入照者勤●紹介率

（Ｃ）初診患者数

雛四病Ｉ腺翻繊協議鍔(綴i灘ｉ案|】蕊紹介率＝△_土ｴﾖｰ土旦
［Ｃ＋Ｂ]－[Ｆ－Ｅ］

●紹介率

介した亀者数十介串 緊急.的に入院し治凋 攻鴬隠患者鋤Ｘ

［（Ｃ）初診患者数十（Ｂ）紹介した患者数］

－［（Ｆ）休日・夜間に受診した救急患者数一（Ｅ）緊急的に入院し治療を必要とした救急患者数］

逆紹ｉｉ臓鰯鰯議識織臓蝋蝋理灘

病診連携、病々連携の活性化への促進策。

紫'i急蝋蝋熟｛院蝋譲治;澱滋泌(要職蟻潅救i急;患i識数ill嚢改}ぬ識理蝋

救急患者は必ずしも救急用自動車で来院するわけではなく、自家用車でも来院してくる。

救急車以外を算入できないならば、病院側は全て救急車で来院するよう指示を出すため、

救急出動件数が飛躍的に上昇し、社会負担の増大を招く。

;救Ｉ急i患:醗織母顛初:診態識蝋ｌｌｉｉ減;凝議識理繊

どこの地域医療でも救急医療システムを構築しており、休日夜間の救急初診患者を減

算しなければ、紹介率の低下につながり、救急患者の受付拒否の方向となる。

これは、救急医療システムの崩壊につながる。
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(紹介患者数)＋(他の病院又は診療所に紹介した患者数)＋

（緊急的に入院し治療を必要とした救急患者数）

×１００

(他の病院又は診療所に紹介した患者数)＋(初診患者数)－

（当該救急医療事業において休曰又は夜間に受診した初診救急患者数

（緊急的に入院し治療を必要とした救急患者数を除く)）

1．逆紹介を分子、分母に入れる理由

病診連携、病々連携の活性化への促進策。

２．緊急的に入院し、治療を必要とした救急患者数に改める理由

救急患者は必ずしも救急用自動車で来院するわけではなく、自家用車でも来院

してくる。救急車以外を算入できないならば、病院側は全て救急車で来院する

よう指示を出すため、救急出動件数が飛躍的に上昇し、社会負担の増大を招く。

救急患者を分母の初診患者より減算する理由

どこの地域医療でも救急医療システムを橘築しており、休日、夜間の救急初診

患者を減算しなければ、紹介率の低下につながり、救急患者の受け付け拒否の

３．

方向となる。これは、救急医療システムの崩壊につながる。
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(ご参考一現行の紹介率の算定式一）

○特定機能病院（医徳法施行規則第９条の２０第６号）

(紹介患者数)＋(他の病院又は診療所に紹介した患者数)＋

（救急用自動車によって搬入された患者数）

×１００

(他の病院又は診療所に紹介した患者数)＋(初診患者数）

○地域医療支援病院（平成１０年５月健政局長通知第６３９号、－部修正第８５８号）

(文書により紹介された患者数)＋(緊急的に入院し治療を必要とした救急患者数）

×１００

(初診患者数)－（当該救急医療事業において休曰又は夜間に受診した救急患者数

（緊急的に入院し治療を必要とした救急患者数を除く)）

○一般病院（診療報酬上）

(文書により紹介された患者数）＋（救急用自動車によって搬入された患者数）

×１００

(初診患者数）
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平成１３年８月３日

厚生労働省医政局長

篠崎英夫殿

=管雲関篶iii二N訂

=君勲腫鱒
社団法人日本医療法人協会

会長豊田尭

社団法人曰本精神病院協会

会長仙波恒雄

要望害

(病院増改築に対する建築補助と融資制度について）

第四次医療法改正によって、民間病院は大規模な新増改築の時期に立たされている。

現在の診療報酬の中にこのような増改築に関する費用は全く算入されていないことは

周知の事実であり、これらに要する資金の鯛達についても、政府系融資機関として、

唯一、社会福祉・医療事業団に依存している実情にある.

また、政府の規制緩和政策が瞼議され、このままで行くと民間病院の経営基盤は

ますます弱体化し、ひいては地域医療に重大な支障を来ず事が危倶される。

従って、下記について要望する。

記

Ｌ社会福祉・医療事業団関連として

①病院増改築資金の融安限度額を引き上げろ（７億２千万コ２０億）。

②医療法改正関連に伴う増改築については甲種増改築とする。

③医療法改正関連に伴う隣地取得については土地取得資金融賓対象にする。

２．現在、社会福祉・医療事業団の病院増改築資金償還期間が２０年となっているが、

これを税法上の減価償却期間の３９年に合わせる。

3．医療施設近代化施設整備補助金の増額と諸制限の緩和。
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平成１３年１○月４日

厚生労働省 保険局長

義治殿大塚

四ｦF三rE完団ｲ本傍ｦ５

社団法人曰本病

会長中山

社団法人全日本病

会長佐々英達

社団法人日本医療法人協会

会長豊田堯

社団法人日本精神病院協会

会長仙波』垣雄

診療報酬改定に対する要望書平成１４年

平成１４年診療報酬改定に際し、下記事項を要望する。

記

1．病床数による診療報酬上の点数区分の撤廃

改正医療法で入院医療における機能分化が明確化されたにもかかわらず、

「療養病床」や「精神病床」等の機能を無視し、病院を２ＣＯ床で区分する

ことには整合性がない｡病床数ではなく病院機能が地域医療構築の基本である。

病床数による診療報酬上の点数区分の撤廃を要望する。

２外来診療報酬の一物一価

本来同じ医療行為には、同一の診療報酬が支払われるべきである。外来診療

にかかわる診療報酬は、診療所と病院の外来機能を明確にした上で一物一価と

することを要望する。
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３病院外来の紹介率算定方式の統一

現状では、地域医療支援病院、特定機能病院、一般病院について、それぞれ

の紹介率算定式がある。地域医療支援病院は、紹介状持参による受診が難しい

夜間､休曰の初診患者数を全初診患者数より除くことができ､特定機能病院は、

逆紹介患者数を算定式に加算できることにより、それぞれ紹介率を上げること

が可能な算定が行われている。

しかし現状では、大半の休日、夜間の救急患者に対する診療（特に小児救急）

は、一般病院が対応している。また、逆紹介患者も特定機能病院だけが実施

しているものではない。

これらを踏まえ、下記の紹介率に統一することを要望する。

(紹介患者数）＋Ａ＋Ｂ／(初診患者数)＋Ａ－Ｃ

他の病院または診療所に紹介した患者数

緊急的に入院し治療を必要とした救急患者数

当該救急医療事業において休日または夜間に受診した初診救急患者数

（但しＢを除く）

Ａ
Ｂ
Ｃ

４小児科医療の充実

近年、小児科医の減少、さらに小児科専門の診療所の減少により、一般病院

の小児科診療は外来が中心となっている。しかしその不採算性により、縮小を

余儀なくされている病院が多く、小児科医の当直医を常駐させている施設は

極めて少ない。このような現状を踏まえ、

・急性期病院加算、急性期特定病院加算の要件から小児を外すこと

・６歳未満の乳幼児が休曰もしくは夜間に入院した場合、その病態にかかわ

りなく救急医療管理加算及び乳幼児救急医療管理加算の算定ができること

・平均在院日数の対象外患者に超未熟児、未熟児を加えること

等、小児科医療の充実に貢献できる改定を要望する。
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５精神科入院料の充実

精神科入院診療点数は、他科に比し低く設定されて来た。しかし、現状の

曰本の精神科医療におけるその重要性を鑑み、

・精神病棟入院基本料の、他病棟と同等への引き上げ

・代表的な精神科技術料である入院精神療法の引き上げ

等、精神科入院医療の充実に貢献できる改定を要望する。

６平均在院曰数計算の対象外患者の拡大

一般病床の平均在院日数短縮が現在促進されているが、一般病床以外では

医療管理不可能な病態は多く存在する。老人一般病棟入院基本料における特定

患者除外規定は、適正な入院医療提供および禾|｣用者の理解と同意において理に

かなった方法である。やむを得ず一般病床において長期入院に至っている疾患

群（病状）を調査・把握し、除外規定を拡大するとともに、老人以外にもこの

規定を拡大することを要望する。

７．２：１看護を超える入院基本料新設・看護補助加算上限の撤廃

医療の質を高め、そして医療の安全を推進するためには、現行の看護要員で

はあきらかに不足である。２：１を超える看護の入院基本料の新設、看護補助

加算上限の撤廃を要望する。

８特定入院料算定患者、療養型病床・老人保健施設の入院・入所中の患者が他

医療機関を受診した場合の取り扱いの変更

上記による入院患者が他医療機関を受診する際、数多くのそして複雑な規制

がある。ここに挙げた入院状態でも、他の専門的診断・治療を要する場合が

数多く存在するため、医療現場ではしばしば問題が起きている。

包括的入院料算定患者に対しても、必要に応じて適切な医療を提供する義務

がある。従って他の医療機関に受診した場合、当該医療機関は出来高算定が

できるよう取り扱いの変更を要望する。
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９診療録管理体制加算の弓|き上げ

チーム医療を基本とする病院医療の提供に際して、診療記録の正確な記載と

管理・保管は、ＥＢＭに基づいた信頼される医療の提供という点からも重要で

あり、医師法・医療法等にも規定されているところである。

このように重要な診療記録・情報の管理に携わる職員の作業量、記録の保管

スペースの確保と管理を考慮し、大幅に点数を引き上げることを要望する。

１０病院薬剤師の技術料の評価

病院薬斉Ｉ師の技術料は､薬剤管理指導料･調剤料･調斉U技術基本料であるが、

どれも薬剤師の人件費に見合うものではない。また調斉Ｉに関しては、調斉Ｉ薬局

の技術料と比し極めて低く設定されている。

これらの病院薬剤師技術料の引き上げを要望する。

以上

(以下添付資料）

四病院団体協議会各団体別要望書

資料．①（社）日本病院会

資料②（社）全日本病院協会

資料③（社）日本精神病院協会
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|i黍７１守寶栗iてつ

平成１４年度診療報酬改定に対する要望事項

社団法人日本病院会

１．病床数による診療報酬上の点数区分を撤廃すること

地域によっては、診療所機能、病院機能、救急医療をはじめとする急性期医療、療養を目的

とした慢性医療も併せて行わなければならない多機能病院も存在する。

病院周辺に診療所も少なく、地域に密着した医療で地域の信頼を古くから得ている病院では

当然ながら外来患者も多い。

従って、診療所からの紹介率も少ないので、入院外来比率も大きくなる。すなわち、病院の

地域性、特性を考慮せず、医療機関を２０ｏ床の病床数で線引きして、一律に類型化すること

は、地域に密着した医療政策とはいえない。

２．複数科受診にあっては初診料、再診料、外来診療料をそれぞれ算定できるように

すること

大病院では、診療科･が専門化されており、複数科を同日受診した場合、診療科は１科のみの

算定しかできず、受診者にとっては１病院で複数科受診でき、そのうえ診療所を受診するより

も支払額は少ないので、ますます大規模病院への受診傾向が高まる。

したがって、大規模病院の紹介外来を推進するなら、病院における各科ごとの診察科を算定

できるようにすべきである。

３．迅速病理組織検査は特定集中治療室管理料と別に算定できるように改めること

①手術中の迅速病理組織検査を特定集中治療室管理料の包括外にするべきである。

②迅速病理組織検査について､入室状況の如何を問わず算定できるようにするべきである。

したがって、特定集中治療入室日が手術日と同日であっても、手術中の上記の検査に関して

は、包括化の対象から除外すべきである。

４．回復期リハ病棟の入院患者にも薬剤管理指導料を算定できるようにすること

発症後の服薬治療中にリハを開始するので、実際に与薬が行われており、服薬指導料も算定

できるようにするべきである。

５．言語聴覚士の資格認定に基づく診療報酬上の再評価

言語聴覚士の資格認定に伴い言語療法、摂食機能療法の点数引き上げを要望する。また、訪

問リハビリテーション指導管理料を算定できる者として言語聴覚士を加えるべきである。

６セカンドオピニオンの点数新設

セカンドオピニオンの定着化を図るため、特定の疾病に関し推進元の医療機関に対して診療

情報提供料とは別に点数新設を図ること。

同時に、セカンドオピニオンを提供する医療機関に対しては、内視鏡検査、脳波等の検査半|」

断料を認めるべきである。
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７．１Ｔ推進化のため電子カルテシステムを採用している病院に対して、診療録管理体制加算

とは別に新たな点数設定を図ること

８「その他の医療の担い手」（医療法第一条の二）を業務実態に則して評価すること

保険診療報酬上で医師が施行した場合のみ算定できるとされていても、実態として誉え医師

の指導下といえども、他の専門職が専ら医療行為を担当している状況は少なくない。

かかる規定と実状の間の齪齢を解消して適正化を図ると共に、当該専門職の適切な育成と業

務分担により、医療の質の向上と効率化を目指して、臨床心理士、音楽療法士、診療情報管理

士、管理栄養士などの専門業務を評価する。

９調斉Ｉ技術等における保険薬局と院内薬斉U部での点数評価を是正すること

院内での調剤は、内服薬一回の処方につき調剤料９点であるが、保険薬局での調斉Ｉ料は投与

日数により６点から８０点であり、頓服薬、外用薬等についても同様な評価がなされている。

技術面等において、院内薬剤部は保険薬局以上のことが多く、かかる不公平を是正し、適正

に評価するように要望する。

１０血液製斉Ｉ管理加算の算定を図ること

血液製剤管理簿の作成が平成９年９月から義務化されたが、業務量も多い。生物学的製剤注

射加算と同様に、血液製剤管理加算の算定が図られるように要望する。

１１．開設者が同一の保険医療機関についての入院基本料の算定について（転院および再転院

に係る場合について）

現在、開設者が同一の保険医療機関で、病院（急性期）と病院（慢性期）の間で転院（ある

いは再転院）が行われた場合（単独の介護老人保健施設は除く）入院基本料は通算して算定し

ているところですが、急性期から慢性期への転院に関しては現行のままとしても、慢性期から

急性期へ転院若しくは再入院した場合については慢性期の入院期間は通算しなくても良いとす

るように要望する。

１２．新生児特定治療室管理料の点数

新生児医療の地域化が各県で進められており、新生児特定集中治療室管理が可能な施設が各

県とも数カ所は積極的に活動している。しかしながら、総合周産期母子医療センターの指定は

各県に１カ所ということから、その診療内容・実績は総合周産期母子医療センターの新生児集

中治療室と同等もしくはそれ以上である新生児医療施設が地域周産期母子医療センターに指定

されているのが現状である。

しかるに、平成１２年４月の診療報酬改定では、総合周産期母子医療センターの新生児集中

治療室管理料が８６００点／日なのに対して、それ以外の新生児特定集中治療室管理料は８５００

点／日と100点の差がみられる不合理が存在する。総合周産期母子医療センターを各県の周産

期医療の実態に応じて複数施設を指定するのであれば別だが、現時点では総合周産期特定集中

治療室管理料の新生児集中治療室管理料と新生児特定集中治療室管理料は同点数にすべきであ

る。
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１３．母体・胎児集中治療室管理料が産褥期に認められないことについて

総合周産期母子医療センターの母体・胎児集中治療室（PICU）は、ハイリスクの母体と胎

児の集中管理を行い、母体死亡や周産期死亡を未然に防止していくことが責務である。

分娩が終了することによって母体の全身状態は多くの場合に改善傾向になるが、妊娠中毒症

や合併症妊娠の帝王切開手術後は母体の全身状態の安定には少なくとも数曰間は要する｡また、

母体死亡に連なる母体救急は産褥出血を代表として多くの場合、分娩後に惹起される。したが

って、このような母体産褥救命の治療・管理も母体・胎児集中治療室の責務であると考えられ

る。しかしながら、母体産褥救命の治療・管理に対して母体・胎児集中治療室管理料が認めら

れない不合理が存在する。母体産褥救命の治療・管理の必要性・重要性および周産期の定義か

らも、母体・胎児集中治療室管理料については、妊娠２２週から出産後７曰までは必要に応じ

て算定可能とすべきである。

１４．特定入院料等の矛盾

Ｌ特定入院料を算定している患者の他医療機関への受診の際、他医療機関では当該特定入

院料に含まれる診療の費用は初診料や再診療以外は請求できないと定めている保険発通

知は削除すべきである。

【理由】

①算定できる項目は各特定入院料により、相当なバラツキが認められる（表参照)。

②患者移送に生命危機の高い救命救急入院料をはじめとする重症者を対象とした特定入

院料に外来算定できる項目が多い。

③逆に、他医療機関受診の必要度の高い高齢者に係る特定入院料に外来算定できる項目

が極端に制限されている。

Ⅱ定額入院料における出来高費用の矛盾の解消と簡素化

１曰定額払いの入院料として特定入院料１７種類、入院基本料３種類等があり、入院料

に包括されない出来高の算定項目は多種多様である。

一方、介護保険（指定介護療養型医療施設等）における１曰定額払いの入院料について

も、特定診療費として出来高の算定項目があり、さらには緊急その他の場合として特定

診療費に相当する部分を除く項目について医療保険請求（外来レセプト）ができる。こ

れらの内容はまったく煩雑極まりない。

診療報酬における入院基本料並びに特定入院料の包括項目の差異はもとより、医療保険

と介護保険における包括項目の制度間格差の矛盾の解消と簡素化を図るべきである。

例１：回復期リハビリテーション病棟入院料等において、薬剤指導管理並びに麻薬管理指導加

算が算定できるよう改める。

【理由】

①救命救急入院料・特定集中治療室管理料・新生児特定集中治療室管理料・総合周産期

特定集中治療室管理料・広範囲熱傷特定集中治療室管理料・一類感染症患者入院医療

管理料・老人一般病棟入院医療管理料は、薬剤指導管理料並びに麻薬管理指導加算を

算定できる

②指定介護療養型医療施設は薬剤指導管理料並びに麻薬管理指導加算を算定できる。
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③特殊疾患入院医療管理料・小児入院医療管理料・回復期リハビリテーション病棟入院

料・特殊疾患療養病棟入院料・緩和ケア病棟入院料・精神科急性期治療病棟入院料・

精神療養病棟入院料および老人性痴呆疾患治療病棟入院料・老人性痴呆疾患療養病棟

入院料・診療所老人医療管理料（老人特定入院料のみ）までの特定入院料は、薬剤指

導管理料並びに麻薬管理指導加算を算定できない。

例２：回復期リハビリテーション病棟入院料等において、初診料が算定できるよう改める。

【理由】

①救命救急入院料・特定集中治療室管理料・新生児特定集中治療室管理料・・総合周産期

特定集中治療室管理料・広範囲熱傷特定集中治療室管理料・一類感染症患者入院医療

管理料・老人一般病棟入院医療管理料は、初診料を算定できる。

②特殊疾患入院医療管理料・・小児入院医療管理料・回復期リハビリテーション病棟入院

料・特殊疾患療養病棟入院料・緩和ケア病棟入院料・精神科急性期治療病棟入院料・

精神療養病棟入院料および老人性痴呆疾患治療病棟入院料・老人性痴呆疾患療養病棟

入院料・診療所老人医療管理料（老人特定入院料のみ）は、初診料を算定できない。

表他医療機関で（特定入院料を算定している患者が他医療機関を外来受診した場合）外来算

定できる項目（○：算定可△：一部算定可×：算定不可）
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①救命救衞嵐入院準 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

②特定集に.治療室管I里料 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

③新生児！寺定集中治;１１蔦室管理半 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

④総合周産期’ 寺定集 に.治療室管Ｉ里】
ＯＧ
■ｑ

、■ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

⑤広範囲熱傷！寺定集 に.治療室管王里；
'･
■Ｑ

ｂｐ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

⑥一類感染症患者入院医療管理料 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

⑦特殊疾患入院医療管理料 ○ × × × × × × × × × × ×

⑧小児入院医療管理料 ○ × ○ ○ × ○ ○ × × × × ×

⑨回復期リハビリテーション病棟入院料 ○ × × × × × × ○ × × × ×

⑩特殊疾患療養病棟入院料 ○ × × × × × × × × × × ×

⑪緩和ケア病棟入院料 ○ △ × × × × × × × × × ×

⑫精神科急性期治療病棟入院料 ○ × × × × × × × ○ × × ×

⑬精神療養病棟入院料 ○ × × × × × × × ○ × × ×

⑭老人一般病棟入院医療管理料 ○ ○ × × △ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

⑮老人性痴呆疾患治療病棟入院料 ○ × × × × × × × ○ × × ×

⑯老人性痴呆疾患療養病棟入院料 ○ × × × × × × × ○ × × ×

※診療所老人医療管理料(老人特定入院料のみ） ○ × × × × × × × × × × ×



《注：△（－部算定可）の内容》

救命救急入院料・特定集中治療室管理料・－類感染症患者入院医療管理料

注射（点滴注射、中心静脈注射を除く）、処置（酸素吸入、留置カテーテルを除く）、

検査（病理・生理学的検査、検体採取料等のみ）

新生児特定集中治療室管理料

注射・検査は１に同じ、処置（酸素吸入、インキュベーターを除く）

総合周産期特定集中治療室管理料

注射・検査は１に同じ、処置（酸素吸入、留置カテーテル、インキュベーターを除く）

(1)

(2)

(3)

広範囲熱傷特定集中治療室管理料

注射・検査は１に同じ、処置（酸素吸入、留置カテーテル、倉'１傷処置、皮膚科軟膏処

置を除く）

緩和ケア病棟入院料

在宅悪性腫瘍患者指導管理料、在宅寝たきり患者処置指導管理料

老人一般病棟入院医療管理料

別に厚生労働大臣が定める処置（※）を除くもの

※厚生労働大臣が定める処置

創傷処置（熱傷処置を除く）、湿布処置、喀疲吸引、摘便、酸素吸入、酸素テント、皮

膚科軟膏処置、膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿（間歌的導尿を除く）、膣洗浄、

眼処置、耳処置、耳管処置、鼻処置、口腔、咽頭処置、喉頭処置、ネブライザー、超

(4)

(5)

(6)

音波ネブライザー、消炎鎮痛処置及び鼻腔栄養
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平成１３年１２月１９日

社団法人日本医師会

会長坪井栄孝殿

四病

社団法人 ＨフＺ

会

社団法人 窒曰。Ｅ病應モ恩

今
云 ケ丑侶

社団法人曰本医療法人協会

会長豊田 堯

社団法人日本精神科病院協会

会長仙波恒雄

平成１４年度診療報酬改定に関する意見害の送付について

謹啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は四病院団体協議会の活動につきまして、格別のご支援とご協力を賜り

厚く御礼申し上げます。

さて、平成１４年度の診療報酬改定に伴い、中央社会保険医療協議会で検討

されて承認されました「高齢者等の長期入院に係る診療報酬上の評価の在り方」

及び「医療機関別の包括評価の導入」につきまして、四病院団体協議会として

別添の意見書をとりまとめましたので､ご高配のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具
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｢高齢者等の長期入院に係る診療報酬上の評価の在り方」、

｢医療機関別の包括評価の導入」についての意見

平成１３年１１月２８日の中央社会保険医療協議会総会において了承された

標記「高齢者等の長期入院に係る診療報酬上の評価の在り方」及び「医療

機関別の包括評価の導入」について、四病院団体協議会としては、早期の

導入は好ましくなく慎重な検討が必要である、と意見集約いたしました。

標記について次のように考えます。

平成１３年１２月１９曰

四病院団ｲ本t窃言義会写

社団法人

社団法人

社団法人

社団法人

曰本病院会

全曰本病院協会

日本医療法人協会

曰本精神科病院協会
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１．高齢者等の長期入院に係る診療報酬上の評価の在り方|こついて

○医療提供体制の整備として、医療保険適用療養病床と介護療養型医療

施設との入院・入所対象者の区分を明らかにすることは必要である。

○現状では、介護保険施設には空床が少なく、医療保険施設からの転入

が極めて困難である。

○特定療養費は、差額ベッド、外来予約料等、患者の選択による選定医

療に係る費用である。入院基本料は医療の根幹に係る費用であり、こ

れを特定療養費の対象とすべきではない。入院基本料の特定療養費化

は新たな自己負担増と考えられる。

○介護療養型医療施設等の社会基盤の整備もなく、療養病床等に６ケ月

を超えて入院している者の入院基本料を特定療養費化すれば、入院継

続の出来なくなる患者が続出し、社会問題化することは明らかである。

○現時点で行うべきことは、

①医療保険適用療養病床に長期入院している患者の実態調査

②長期入院が必要な病態・状態の基準作成

③介護療養型医療施設の整備目標病床数を見直し、医療保険適用療養

病床から介護療養型医療施設への病床転換を容易にする

などが考えられる。

○今後、医療保険適用療養病床を、リハビリテーションやターミナルケ

アの対応等を含めて医療必要度の高い病床に位置付けるならば、現行

の人員基準などの見直しが必要である。
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２医療機関別の包括評価の導入について

○現在、厚生労働省主導で「急性期入院医療の定額払い方式の試行」調

査等が行なわれている。しかし、今回の中医協資料を見る限り、将来

的に急性期入院医療を、国際疾病分類等を用いた支払い方式に転換し

ていくという従来方針に整合するとは考え難い。

○医療機関ごとの前年度の入院診療報酬を参考にしても、当該医療機関

における入院医療の質の向上や、曰本の医療の標準化には繋がらない。

○提示された過少診療予防策は、一般に急性期医療機関に求められてい

る項目であり、特定機能病院等における予防策として評価できるもの

ではない。他に有効適切な基準を明確に設ける必要がある。

○特定機能病院等における医療は、国民だれもが必要に応じて利用でき

る提供体制が必要である。しかし、今回の特定療養費の拡大案は、負

担金増による受療制限を発生させる可能性が高い。

○現在行うべきことは、

①医療情報提供環境整備の推進ならびに医療の標準化に必要なデー

タの集積

②国際疾病分類等を用いた支払い方式に関わるコストを含めたデータ

の集積

③これら前項に基づく診療報酬制度の導入に向けての具体的なスケ

ジュールの作成

などである。

以上
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平成１４年１月２８曰

厚生労働省保険局長

大塚義治殿

四病院団体|錫高義会

社団法人曰本病院

会長中山耕

社団法人全曰本病院協

会長佐々英

社団法人曰本医療法人協

会長豊田

社団法人曰本精神科病院＃

会長仙波恒

司冒面

曰本医療法人協会

豊田堯

曰本精神科病院協会

仙波恒雄

平成１４年度診療報酬改定について

特に、マイナス改定に関する見解と要望

謹啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は四病院団体協議会の活動に格別のご支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。

さて、標記の平成１４年度改定については、既に四病院団体協議会から平成１３年

１０月４曰付けで「平成１４年診療報酬改定に対する要望書｣、１２月１９曰付けで「意見

書」を提出させていただいたところであります。

しかし、医療制度の抜本改革が進捗しない中で、公的医療保険の医療費抑制策のみ

を先行させる流れで、診療報酬本体のマイナス改定に踏み込む事態になったことは

極めて遺憾であります。先般提出いたしました要望書も、より良い医療サービスを

目指す真蟄な願いの集積であります。

この度、マイナス改定等の現在の動向に伴い、下記に要望事項を再度取り纏めまし

たので、宜しくお取り計らい下さいますようお願い申し上げます。

記

１．いわゆる「マイナス改定」を今後も安易に繰返すことは許しがたい事である。

適切な医療制度への抜本改革による基本問題の解決を先行させる必要がある。

２．現行の診療報酬体系のなかには度重なる当面処理の改定の結果として、大きな

矛盾を含み、妥当性を欠いた項目が少なくない。報酬点数の増減に拘らず是正

することが望ましい。
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３．診療報酬体系の本体部分の減額は医療の質的低下を招くと危恨される。

なかんずく「医師及び看護婦等の技術料」は絶対に減額の対象とすべきでない。

４．社会問題化している「小児科医療の充実｣、折角のＩＴ化推進施策を無駄にしない

「診療録管理加算の引き上げ」などの重要項目については、平成１４年度改定に

おいてもメリハリのある特段の配慮が必要である。

５．マイナス改定については、診療所と病院が共に痛みを分かち合うべきである。

以上
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平成１４年１月２８曰

療養病床等に６ヶ月を超えて入院している患者の

診療報酬上の取扱いについて（要望）

現在、中医協において「長期入院に係る給付の見直し」に絡んで、療養病床等に６ヶ

月を超えて入院している患者について、入院基本料を特定療養費化する案が検討されて

いるが、下記の状態等については、６ヶ月超えても入院が必要と考えるのでご配慮願い

たい。

記

○老人一般病棟入院基本料特定患者の除外規定にあるもの

難病患者等入院診療加算を算定する患者

重症者等療養環境特別加算を算定する患者（準超重症者も含む）

人工呼吸器を使用している状態

ドレーン法若しくは胸空又は腹腔の洗浄を実施している状態

人工腎臓又は血漿交換療法を実施している状態

（その他、同規定にあるもののすべて）

○特殊疾患療養病棟入院料の対象疾患

脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィ－患者及び難

病患者等

○介護保険において在宅患者訪問診察料及び在宅患者訪問看護・指導料の算定対象疾患

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、等

その他下記の状態にあるもの

(呼吸器管理を要する状態）

○気管内挿管、気管切開を施行している患者

○鼻咽頭エアウェイを挿入している患者

○SaO2が９０％以下となるため、酸素吸入を必要とする状態

○夜間吸引を必要とする状態

○ネプライザーを３回／曰以上必要とする状態

(栄養管理を要する状態）

○中心静脈栄養を施行している患者

○経管栄養（鼻腔、胄瘻）を施行している患者
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(感染症患者）

○感染症（ＭＲＳＡ等）が持続しており加療継続を要する状態

(悪性腫瘍の治療患者）

○悪性腫瘍に対し持続加療を施行している患者（血液悪性腫瘍等を含む）

(リハビリテーションを要する患者）

○長期の医学的管理に基づくリハビリテーションを必要としている状態

脊髄障害、高次脳機能障害、在宅環境整備中等

(痴呆症の患者）

○合併症のある痴呆症の患者

(ターミナルケアの状態）

○ターミナルの状態が長期化している場合

(その他）

○これらに準ずる状態

以上
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平成１４年３月４日

平成１４年度診療報酬改定における

通知等への要望書

四病院団体協議会

医療保険・診療報酬委員会

(特定療養費の拡大について）

今回の改定で、長期入院患者の入院基本料９２００床以上の病院におけ

る再診料に特定療養費が導入された。選定医療である特定療養費が医療本

体の技術料に対して導入されたものであり、これは形を変えた自己負担増

にすぎない。特定療養費の明確な定義、今後の方向性を国民にわかり易く

示すことを要望する。

(長期入院に係る保険給付範囲の見直しについて）

１８０曰を越える入院基本料の特定療養費化除外規定は、一般病院９０

曰超特定患者除外規定は当然であるが、その他に慢性呼吸障害・感染者・

合併症のある痴呆症・長期リハビリテーションを要するもの等、十分に範

囲を拡大することを要望する。

(平均在院日数の短縮について）

今回、平均在院曰数を短縮し・看護基準は据え置き・医療安全を推進し・

入院基本料は減という、相容れない改定が行われる。今後、医療事故の発

生増加が多いに危倶されるとともに、看護職員の労働条件悪化は避けられ

ない。告示・通達等において十分な配慮が行われる必要がある。
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(リハビリテーションについて）

リハビリテーションの算定方法が大きく変更となった。脳血管疾患等で

は、急性期および回復期の十分なリハビリテーションが機能回復・入院期

間の短縮に必要である。個別療法月１１単位を超える場合の減算除外規定

に十分な配慮を要望する。

(特定入院料の他科受診について）

特定入院料算定患者、療養型病床・老人保健施設の入院・入所中の患者

が他医療機関を受診した場合、数多くのそして複雑な規制がある。

包括的入院料算定患者に対しても、必要に応じて適切な医療を提供する

義務がある。従って他の医療機関に受診した場合にも、その医療機関は出

来高算定が出来るよう取り扱いの変更を要望する。

(手術に係る施設基準について）

手術に係る施設基準については、手術件数に地域差が存在する．年数だ

けでは医師の技術は評価できない．アウトカム評価の未整備等、現時点で

導入することは拙速である。十分に検討した上で導入することを要望する。

以上
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厨『寶雨

平成１４年２月２８曰

社団法人曰本病院会

社会保険・老人保健委員会

委員長西村昭男

平成１４年度診療報酬改定に関する要望

○特定集中治療室管理に係る評価の見直し

「重症患者等が￣定割合以下の場合に特定集中治療室管理料の「９５％」を算定」で

いう一定割合とは重症患者以外の患者が５０％以上とすること。

○長期入院に係わる保険給付の範囲の見直し

他の医療機関での入院期間を通算するのは、『主病名が同じである』場合に限るべきで

ある。

○医療安全対策等の評価

新設される褥瘡対策未実施減算について「当該保険医療機関において、褥瘡対策に専

任の医師、看護婦からなる対策チームが設置されていること」となっているが、『対策

チームの担当責任者に特定の医師、看護婦をあてる」こととすべきである。

○再診料、外来診療料

逓減制の除外患者である別に厚生労働大臣が定める患者として、『重度身体障害者、特

定疾患患者、熱傷患者』を加えること。

○緩和ケア診療加算（１日につき）２５０点について

一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る)、専門病院入院基本

料を算定している患者について加算することとなっているが､『緩和ケア病棟が特別入

院基本料を除くすべての入院基本料を算定している病棟に設置できることからも療養

病棟入院基本料等にも拡大すべきである｡』

○手術に関する施設基準

手術件数には地域差が少なくないこと等から、その施設基準は施設年間症例件数「１

０例以上』､医師要件は当該手術分野の臨床経験を『３年以上有する医師』とすること。
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○術後創傷処置及びドレナージについて

削除となっているが、「使用した薬剤及び材料は別途算定する」を追加すること。

○特定療養費制度の対象拡大について

今回の改定で、①患者の事情により１８０曰を超える長期入院患者について、②２０

０床以上の病院における再診について、それぞれ特定療養費制度が導入された。

本来、特定療養費は選定医療である。①の場合、患者個々の支払い能力に個人差があ

ることを考慮すれば、医療施設を追い出される状況が生じないか。②の場合、再診料

が選定医療といえるのか。特定療養費と混合診療の定義が不明確で、国民皆保険制度

の崩壊に繋がらないか懸念する。

①長期入院の特定療養費について

入院基本料の８５％が給付されるが、自費として患者から徴収できる金額は差額１

５％分となるのか。あるいは病院独自で設定できるのか。また、患者から徴収しない

選択もできるのか。

②再診時の特定療養費について

初診時に他診療所、２００床未満病院に文書による紹介を説明したにもかかわらず、

３５点をすべて徴収できるのか。次回来院した場合７７点、７０点、｜

また、その際患者の同意書は必要か。
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平成１４年３月１曰

社団法人曰本病院会

社会保険・老人保健委員会

委員長西村昭男

平成１４年度診療報酬改定に関する要望（追加）

○リハビリテーションの不合理

理学療法、作業療法、言語療法の１曰合計４単位（別に厚生労働大臣が定める患者は

６単位）の上限設定や、理学療法、作業療法、言語療法についてそれぞれ、個別療法は、

患者１人につき１曰３単位、１月１１単位以上を行った場合は１００分の７０に相当す

る点数により算定し、集団療法については、患者１人につき１日２単位かつ１月８単位

を限度としているが、特に個別療法について、発症期間で（例えば３月目以降が１００

分の７０）減額するのであれば合理的であるが、月単位で回数制限、点数の減点方法（発

症１月目も６月目も同じように１１単位以降は１００分の７０）は不合理と言わざるを

得ない。

早期加算の拡大はあるものの､発症からのリハビリ実施制限が文面から消失している。

（１８０曰超の長期入院患者の特定療養費化の影響か？）

疑義の項の２．リハビリテーションに記載しているように、別に厚生労働大臣が定め

る患者の状態を、「回復期リハビリテーションを要する状態」とするのであれば、この減

点方法でもまだ問題ないと考えるが、そうでないならば、

（算定例１）

発症１月以内３０単位まで１００分の１００３１単位以降１００分の７０

発症３月以内２０単位まで１００分の１００２１単位以降１００分の７０

発症３月超１０単位まで１００分の１００１１単位以降１００分の７０

（算定例２）

発症１月以内１０単位まで１００分の１００１１単位以降１００分の９０

発症３月以内１０単位まで１００分の１００１１単位以降１００分の８０

発症３月超１０単位まで１００分の１００１１単位以降１００分の７０

というように、発症期間により暫減する。

以上
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平成１４年３月４曰

自由民主党税制調査会

会長相沢英之殿

四病院団体協議

社団法人日本病院会

会長中山耕作

社団法人全曰本病院協会

会長佐々英逹

社団法人曰本医療法人協会

会長豊田堯

社団法人曰本精神科病院協会

会長仙波恒雄

（要望促進方のお願い）

｢消費税における社会保険診療報酬非課税制度の見直しについて」

社会保険診療報酬に対する消費税の非課税制度は、幾多の矛盾や問題を含ん

でいることは、かねてから指摘され、これの是正のための税制の見直しを求め

られてきたところであります。

この税制改正が速やかに促進されますよう格段のご尽力をお願いいたします。

（要望別紙）
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別紙

消費税における社会保険診療報酬非課税制度の見直しについて

(要望）

医業にかかる消費税について、社会保険診療報酬の非課税制度を見直し、消

費税制度の在り方にも合致する原則課税に改められたい。

但し患者負担に配慮し、Ｏ（ゼロ）税率または軽減税率の適用を要望する。

（理由）

①現在､社会保険診療報酬額に､仕入消費税の一部が加算補填されているが、

国民にその事実が周知されておらず、かつ補填内容の明確さを欠いている。

加うるに画一的補填方式は、個別性の高い医療機関の消費税負担の実態

になじまず、税の公平性が損なわれているのが現状である。

②非課税制度のゆえに、事業者たる医療機関に転嫁できない消費税負担を

強いる結果となっている現在の矛盾を解消されたい。

③現行の不明瞭な補填方式の解消は、患者ならびに被保険者（国民）が負担

する医療費も、消費税分の負担が軽減となり、併せて医療機関（事業者）の

いわれなき負担の矛盾も解消し、透明性が確保される。

④選択の余地のない医療の特質と､社会保障制度としての社会保険診療の在

り方に即した消費税の運用が望ましく、患者負担に係る配慮は、別途の政策

課題として扱われるべきものである。
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第２２創立50周年記念行事

開催日時

開催会場

平成13年５月２５日（金）

帝国ホテル

１．記念式典帝国ホテル（光の間） １６:００～１６:４５

会

開
式
来

辞
辞
辞

日本病院会副会長

日本病院会会長

の 大道學

中山耕作

賓祝

厚生労働大臣 坂口 力

(佐藤勉厚生労働大臣政務官代読）

坪井栄孝

豊田堯日本医療法人協会会長

日本医師会会長

四病院団体協議会代表

秋篠宮殿下

日本病院会会長

厚生労働大臣

御言

御礼の

表

葉
葉
彰 中山耕作

￣

にＩ

受彰者 荒尾素次

武田隆男

士屋章

星和夫

宮地知男

98名うち58名出席

和夫

昌治

日本病院会会長 受彰者

星

奈良

受章者代表謝辞

閉会の辞 日本病院会副会長

厚生労働大臣表彰受彰者

会長表彰受彰者

来賓等

役員等

報道関係

５名

５８名

２０名

136名

２０名

合計 239名

記念講演帝国ホテル（富士の間）１４:３５～１５:３５

「生命科学；世紀を超えて」

大阪大学総長岸本忠三先生

２．

役員・一般会員等約200名参加
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３．記念祝賀会帝国ホテル（冨士の間）１７:00～１９:0０

祝賀会出席者

役員

関係団体

国会議員

行政関係

賛助会員

表彰者

一般会員

来賓

曰病関係者

111

８５

３８

３３

１１１

４７

１８

２５

(病院団体、支部含む）

(役員との重複分除く）

5７

525名出席合計
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式辞

日本病院会会長中山耕作

本日ここに社団法人日本病院会創立５０周年記念式典を挙行す

るにあたり、かねてより保健医療分野に深いご理解と、幅広いご

造詣をお持ちのこととお伺い申しあげております、秋篠宮殿下・

同妃殿下にご臨席を賜り、また、厚生労働大臣をはじめ関係各位

のご臨席を頂き盛大に挙行できますことは、光栄の極みでありま

す。

日本病院会は「全病院の一致協力によって病院の向上発展と使

命の遂行を図Ｄ、社会福祉増進に寄与する」ことを目的として昭

和２６年に設立されⅥ現在では公・私立病院の他、国立大学病院、

私立大学病院を含めた正会員数２７００余を超える名実共に曰本

を代表する病院団体となりました。本日めでたく５０周年を迎え

ること出来ましたことは、会員各位の尽力はもとより厚生労働省、

日本医師会、各病院団体、医療機関団体のご支援によるものと心

より感謝申し上げる次第であります。

日本病院会はこの５０年間、医の倫理の高揚のもとに、病院医

療の質の向上、患者サービスの向上をまず第一に揚げ、信頼され

る病院づくりに懸命に努力して参りました。また、病院経営の健

全化、医療制度改革、介護保険問題等々に対しましてもそれぞれ

の専門家から構成される委員会、研究会等を設け調査研究、』情報

収集、政策提言を行ってまいりました。

２１世紀に入り、少子・高齢化はますます進み、医療界におい

ても病院の類型化、地域における医療機関の連携、看護職員等の

マンパワーの確保、医療安全対策等さまざまな難しい問題に対応
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しなければならない大変革期に直面しており、曰本病院会にとっ

て今後果たす役割も益々大きなものが課せられております。

一方、国際活動においても、これまで国際病院連盟、アジア病

院連盟の理事国として国際的な医療の向上のため活動を行って参

りましたが、引続き内外からその役割と責任を果たすことが強く

求められております。

創立５０周年を機に会員一同さらに身を引き締め、国民医療の

増進のため、より一層研鐺し、もって国民より信頼される病院と

なるため努力を重ねて行く所存でございます。今後とも日本病院今後とも日本病院

ご指導賜ることを会に対しましてご列席各位のご理解、

お願い申しあげ、式辞といたします。

ご協力、
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祝辞

厚生労働大臣坂ロ力

(厚生労働大臣政務官佐藤勉代読）

本曰ここに、秋篠宮殿下・同妃殿下のご臨席を賜り、社団法人

日本病院会創立５０周年記念式典が開催されますことを心からお

慶び申し上げます。

曰本病院会は、昭和２６年の創立以来、医の倫理の確立や病院

医療の質の向上に関する様々な活動を通じ、国民の医療確保及び

増進に大きく貢献されてこられました。この間における関係者の

皆様方のご尽力に対しまして深く敬意を表するとともに本日の栄

えある表彰を受けられます方々に対しまして心よりのお祝いを申

し上げます。

今曰、少子・高齢化が急速に進展するなかで、医療の分野にお

きましても、より一層の質の高い医療の提供が求められておりま

す。

厚生労働省といたしましては、国民の声に的確に応え、医療を

めぐる諸課題について着実な前進を図ってまいりたいと考えてお

ります。

とりわけ、小児医療、特に小児救急の問題につきましては、安

心して子どもを育てるための基盤となる課題と位置づけ、専門家

や関係者のご意見に十分に耳を傾けながら、体制整備に努めてま

いります。

また、相次ぐ医療事故を契機として、医療の安全性に対する国

民の信頼が揺らいでいるところでございます。厚生労働省といた

しましては、２１世紀の始まりである本年を「,患者安全推進年」
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と位置づけ、各関係者との共同行動を「患者の安全を守るための

医療関係者の共同行動」と命名し、皆様方とともに総合的な医療

安全対策を推進してまいりたいと考えております。

皆様におかれましては、この創立５０周年の記念すべき曰を節

目として、国民の健康づくりに向けて一層の努力を賜りますよう

お願い申し上げます。

最後に本曰ご参集の皆様方のご活躍と社団法人曰本病院会のま

すますのご発展をご祈念いたしまして、私の挨拶とざせていただ

きます。
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祝辞

日本医師会会長坪井栄孝

本曰ここに、秋篠宮殿下並びに同妃殿下のご臨席を仰ぎ、社団

法人曰本病院会創立５０周年記念式典が盛大に挙行されるにあた

り、曰本医師会を代表して一言お祝いを申し上げます。

日本病院会が昭和２６年、「全病院の一致協力によって病院の

向上発展とその使命遂行とを図り、社会の福祉増進に寄与するこ

と」を目的として設立され、今回創立５０周年を迎えられました

ことを、心からお慶び申し上げます。

２１世紀に入り少子高齢社会がいよいよ本格化する中で、わが

国の社会保障制度は未曾有の変革期を迎え、未だにその今世紀の

指針を懸命に模索している状況が続いております。一方、近年の

医学・医術の進歩、発展は誠にめざましく、これに伴って医療の

内容はますます高度化し、国民の医療に対するニーズも多様化し

ております。そのような多様なニーズに応えるためには、今まで

の治療中心の医療から予防医学の充実、さらには健康増進へと政

策転換を図ることが重要であると考えております。

また、国民の生命や健康に直接かかわる医療においては、真に

国民の立場に立ったサービス提供が求められ、その質の向上が期

待されております。

曰本病院会は、創立時の理念と医の倫理の高揚を基本に据え、

これらの時代的なニーズの変遷と社会の動向を認識され、医療制

度の整備や効率的な医療提供体制づくりに邇進されているととも

に、病院医療の質の向上、病院経営の健全化などを図るための諸

施策にも尽力されてこられました。
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このような輝かしい実績は、先駆者の方々の未来を指向したご

英断と、歴代役員並びに関係者各位の並々ならぬご尽力の賜と深

く敬意を表する次第です。

このたび、創立５０周年を迎えられましたことを契機とし、新

世紀の良質な医療の提供に努められ、国民の健康と福祉の向上に

さらなる貢献をされますことを切望いたします。

日本病院会と私ども曰本医師会は、従来から緊密な連携を保ち

ながら、日本の医療のために力を尽くしてまいりました。これか

らもこの関係をさらに前進させていきたいと希望している次第で

ございます。

本日、歴年のご功績により表彰を受けられる皆さまに心よりお

慶びを申し上げるとともに、今後ますます日本病院会のご発展と

ご健勝並びにご活躍を心から祈念し、お祝いのご挨拶といたしま

す。
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祝辞

豊田堯四病院団体協議会代表

本曰ここに、秋篠宮・同妃殿下のご臨席のもと、社団法人曰本

病院会創立５０周年の記念式典が開催されますことに、心からお

祝いを申し上げます。

貴会は、「全病院の一致協力によって病院の向上発展と使命の

遂行により、社会福祉増進に寄与する」ことを目的とし、昭和２

６年に発足しておりますが、歴代の会長をはじめ、会員の皆様方

のご努力により、国、公的、私的を合わせて２７４４病院を会員

とする我が国最大の病院団体に発展されました。

貴会が創設以来目指してきたものは、「医の倫理の確立」であ

り「病院医療の質の向上」でありました。

貴会が、この５０年間に、医療の分野で成し遂げてきた数々の

業績に対し、深く敬意の念を表する次第であります。

今、我が国では、各方面において変革が求められておりますが、

医療の分野もまた例外でありません。戦後の混乱期から、関係各

位による多大のご努力により、我が国には国民皆保険制度の整備

と医療機関へのフリーアクセスが国民に保証されるという、世界

に冠たる医療制度が確立きれておりますが、一方で、貴会が目指

す「医の倫理」と「医療の質の向上」が国民から強く求められて

おります。

この度の、会設立５０周年を迎えられましたことを契機に、こ

れらの目標の実現に向け、更なる努力をされると共に、国民医療
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の向上に向け、一層の努力を賜りますようご期待を申し上げます。

終わりにあたり、社団法人日本病院会のますますの発展と関係

各位のご繁栄を祈念申し上げましてお祝いの言葉とさせていただ

きます。
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秋篠官殿下の御言葉

このたび曰本病院会が創立５０周年を迎えられますことを心からお祝

い申し上げます。

日本病院会は「病院の向上発展と使命の遂行を図Ｄ、社会福祉の増進に

寄与する」ことを目的として昭和２６年に発足し現在では会員２７００

を有する曰本を代表する病院団体の一つであります。

この５０年間、日本病院会は、戦後復興期の医療体制の確保に始まり

医の倫理の確立、病院医療の質の向上について種々の活動をしてこられま

した。また病院倫理綱領の策定と配布、曰本病院学会等の開催、研修会、

セミナー等の開催による教育研修、更には人間ドックをはじめとする予防

医学の事業を活発に行い、本会員のみならず広く日本の病院事業の発展向

上に大きな貢献をされてたと伺っております。

一方、最近医療事故の発生が広く報ぜられており、このことは病院に勤

務される職員にとっても、また医療を受ける国民にとっても大変不幸なこ

とであります。会員の皆様方におかれましては、それぞれの病院の組織を

挙げて医療事故の発生防止に特段の留意をされ、私たちが安心して医療を

受けることができる病院づくりに努めていただきたいと思います。

近年、医学医術の進歩は目覚ましく、臓器移植、ヒトゲノムの解明から

遺伝子治療、再生医学等生命倫理に関する新たな問題が発生し、また、少

子高齢化社会の到来にこれらを支えるべき制度の改革が議論され、病院の

あり方にもいろいろな検討を加えられることと思われます。その意味でも

日本病院会の果たす役割は更に大きくなるものと推察いたします。

終わりに日本病院会の創立５０周年を契機に、会員の皆様方の更なる

ご活躍と曰本病院会のますますのご発展を祈念し、お祝いの言葉といたし

ます。
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御礼の言葉

日本病院会会長中山耕作

只今、秋篠宮同妃両殿下におかせられましては、日本病院会の

創立ｓｏ周年記念式典にご臨席を賜り、病院事業への深いご理解

と曰本病院会会員に温かいお励ましのお言葉を賜りましたこと、

会員一同にとりまして誠に光栄と感激の極みでございます。

本曰の創立５０周年を契機に、会員一同、更に身を引き締め、

心を－つにして、医の倫理の高揚と人命の尊厳、医療の安全性を

守り、国民に信頼される良質な医療の提供に、より一層の努力を

尽くしてまいりますことをお誓い申し上げ、秋篠宮同妃両殿下に

御礼を申し上げる次第でございます。両殿下におかれましては、

ますますご健勝で、今後とも日本病院会事業に思し召しを賜りま

すよう、お願い申し上げます。

誠に有り難うございました。
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厚生労働大臣表彰被表彰者

荒尾 素次 りま病兵庫県 (土 院

武田 隆男

章

医仁会式田総今病京 都府 暁

土屋 ムニ
ロ渕神奈川県 野辺鯰 院病

ネロ夫星 青

人口

梅 院東京都 鯰立一市 病

宮地 知男 宮 地 病 院兵庫県
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被表彰者会長表彰

渥美哲至

有賀徹

安藤'恒三即

池澤康郎

石弁暎禧

石井孝宜

井子道雄

伊藤拓

伊藤千賀子

巖蔵

臼田多伎夫

梅里良正

漆原彰

荏原光夫

大沼洋司

大川日出夫

大滝秀穂

小田良彦

梶原優

聖隷浜松病院

昭和犬学病院

名舌屋第二赤十字病院

中野総今病院

石‘ｕ 会本部

石井公認会計士事務所

聖マリア病院

允国立小児病院

広島原対協健康管理増進センター

式歳野赤十字病暁

聖隷予防検診センター

静岡県

東京都

愛知県

東京都

神奈川県

東京都

福岡県

東京都

広島県

東京都

静岡県

東京都

埼玉県

神奈川県

東京都

東京都

福井県

新潟県

千葉県

本
官

大学医 学曰

部
院
暁
院
暁
院
暁
院

此〈犬 土

病
、
病

高

管
病
病
病

央
今

鋼

中
総
本
滝
山
倉

田

鳥
曰

鎌 病

￣

うじ 病

大
竹
板
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金井君江

様山照一

合羽井昭雄

川今弘毅

川瀬満雄

岸部陸

青田同正史

木津裕川

桑名昭治

小林武夫

小蜂建二

小山田患

小山ネロ作

齋藤壽明

三枝勇雄

佐埼捷彦

佐々木勇之進

佐藤眞杉

佐野忠弘

佐野壽夫

篠塚功

群馬県

東京都

東京都

大阪府

福井県

秋田県

東京都

香川県

新潟県

東京都

東京都

岩子県

熊本県

東京都

山梨県

北海道

福岡県

大阪府

東京都

東京都

前橋赤十字病暁

杏林大学医学部附属病院

水寿総合病暁

医療法人若弘会本部

福井県赤十字血L液センター

化秋中央病暁

公立昭手ロ病院

香川県立看護専門学校

桑名病院

都立駒込病院

武蔵野赤十字病暁

財団法人岩手県予防医学協会

日赤熊本健康管理センター

聖略加国際病院

山梨厚生病暁

総合病院旭川赤十字病院

福問病院

佐藤病院

青山病暁

昭和大学臨床薬学研究室

河ゴヒ総合病院東京都
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邦
行
雄
彦
五
昭
慶
敏
臣
一
久
博

正
利
幸
徹
九
忠
康
正
秀
秀
敬
正

島
澤
問
原
木
磨
田
田
島
、
良
杉
野

司
萎
下
杉
鋒
須
関
早
相
乎
高
・
局

萌気園古祥寺本町クリニック

藤問病院

医療法人 愛仁会

松江記念病院

西福岡病院

メディアーグ経営研究所

束北大学犬学院

山之内病院

相鳥病院

杏雲堂病院

博愛病院

高野病暁

見附市保健福祉センター

元都立駒込病院

竹田綜今病暁

(株）社会保隣研究所

総合病院北見赤十字病院

国 名ぅl完院

ＰＬ東京健康管理センター

途山病院

束名厚木病暁

東京都

埼玉県

大阪府

島根県

福岡県

東京都

官域県

千葉県

京都府

東京都

広島県

熊本県

新潟県

東京都

福島県

東京都

北海道

神奈川県

東京都

岩子県

神奈川県

、
耶
美
秀
、
耶
二
朗
紀
知
一

一
淳

大
幸
義
政
美
佳

士
浩

司橋
内
田
野
市
木
村
山

喬
竹
竹
各
種
玉
田
途
中

-336-



仲井信雄

長田敦夫

中村彰吾

南須原浩一

奈良昌治

西村昭男

野鳥丈夫

野原千鶴

漬正純

林雅人

羽山’恒人

日野原茂雄

姫弁主

藤田勝弘

船越孝

牧戸宏行

松浦梅春

松金秀暢

松島雅夫

松峯敢夫

松本功

石川県

長野県

東京都

北海道

栃木県

北海道

鳥取県

山ロ県

和歌山県

秋田県

禾ﾛ歌山県

東京都

岡山県

神奈川県

愛知県

三重県

兵庫県

熊本県

東京都

東京都

医療法人 和楽仁

国土長野病院

聖略加国際病院

幌南病院

足利赤十字病院

曰鋼記念病院

野 島病院

山ロ県済生会下関総合病院

浜病院

千鹿総今病暁

田 村病Ｉ完

聖路加国際病院予防医療センター

岡山県健康づくり財団附属病院

渕野辺総合病院

医療法人犬雄会

山田赤十字病院

姫落第一病院

熊本赤十字病院

(社）北里研究所

大森赤十字病院

西奈良中央病院奈良県
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松本祐二

美馬恭一

宣下正弘

宮田信熈

宮原忠夫

元原利武

森功

谷古宇秀

安田裕子

山下昭雄

山本敏博

吉井丈吾

吉澤繁男

苦杯哲也

矛ﾛ気たか子

渡邊高

済生会）１１ロ総合病院

香）１１県済生会病院

秋田赤十字病院

松山市民病院

奈良社会係隣病院

明舞中央病院

医具合人尾鰭今病院

東京★子医科大学附属第二病院

埼玉県

香川県

秋田県

愛媛県

奈良県

兵庫県

大阪府

東京都

新潟県

神奈川県

静岡県

東京都

東京都

山梨県

神奈川県

兵庫県

楽園病

南検診セン夕

隷福祉事業

暁

信
湘
聖
鎌

団
院
暁
院
暁
院

△病

十字病

泉病

民病

辺病

烏総

水戸赤

和温

沢市

営渡

￣

兀‘

石
藤
西
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謝辞

受賞者代表星和夫

受賞者一同を代表して、一言御礼を申し述べきせていただきま

す。

私どもは、長年にわたり日本病院会の活動を通じて、いざきか

の努力は致して参りましたが、この度このような栄誉を受けまし

たことを誠に光栄に存ずるとともに、関係各位のご尽力に心から

感謝申し上げる次第でございます。

私事で恐縮でありますが、私自身は、十数年前、前会長故諸橋

芳夫先生より、日本病院会の役員として出るようにとのご指示を

受けました際、院長として未だ年数も浅く、わが病院自体もとて

もそれどころではない状況故、お許し願いたいと一旦お断り致し

ました。

しかし、その際諸橋先生の申されましたことは、「少しはお国

のために尽くしなさい」という一言でした。以来役員の末席を汚

して参りましたが、この度の受賞に当たり、この間の私自身が、

果たして少しでもお国のためになっただろうかと顧みますと、誠

に|丑|尼たるものがございます。

本年は、２１世紀の始まりで、しかも曰本病院会の５０周年と

いう大変輝かしい年であると同時に、これから迎える超高齢社会

に対応した新しい医療制度を確立しなければならない重大なスタ

ートの年でもございます。

我々はこのような意義深い年に受賞し、大変感'慨深いものがご
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ざいますが、これを機会に、我々に課せられた責務の重大性を改

医療界の発展にめて深く認識し、国民の医療を守り、医療界のき

しますことをお誓い申し上げ、謝辞と致します。

層努力致

誠に有り難うございました。
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皇穂臓尉:(順不同）社団法人曰本病院会役員名簿

14年３月１日現在会長、副会長、常任理事

経営主体病院名 住所

名
長

職役
会

ＴＥＬ(FAX）

Ｏ５３－４７４－２２２２

(O53-471-6050）静岡県|中山耕作|聖隷浜松病院|その他法人|識§|浜松市住吉2-12-12

Ｏ６－６９６２－９６２１

(O6-6963-2233）
副会長

Ｏ２８４－２１－Ｏ１２１

(O284-22-O225）
〃

Ｏ７５－３６１－１３３５

(O75-361-7602）
〃

Ｏ４５－４３２－１１１１

(O45-432-1119）
〃

Ｏ１１－７２６－２２１１

(O11-726-7912）

Ｏ１４３－２４－１３３１

(O143-24-2201）

Ｏ182-32-5121

(O182-33-3200）

0298-23-3111

(O298-23-1160）

Ｏ４８－７６８－１１６１

(O48-769-5347）

Ｏ３－３２０２－７１８１

(O3-3207-1038）

Ｏ３－３３６４－Ｏ２５１

(O3-3364-5663）

０３－３５８８－１１１１

(O3-3582-7068）

Ｏ3-3382-1231

(O3-3381-4799）

Ｏ４５－６２２－Ｏ１０１

(O45-622-O106）

Ｏ427-54-2222

(O427-54-O334）

Ｏ５２－９１６－３６８１

(O52-991-3112）

O6-6375-O660

(O6-6375-O560）

Ｏ６－６６４６－Ｏ８１８

(O6-6630-9192）

Ｏ７８－９１７－２０２０

(O78-914-1877）

Ｏ88-871-3040

(O88-871-3151）

Ｏ942-35-3322

(0942-34-3115）

Ｏ９５－８７１－１５１５

(O95-871-1510）

常任理事

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
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理事

経営主体病院名役職名
一

理事

住所 ＴＥＬ(FAX）

Ｏ１６６－２２－８１１１

(O166-24-4648）

Ｏ１９－６５３－１１５１

(O19-653-2528）

Ｏ24-534-6101

(O24-531-1721）

Ｏ249-32-6363

(O249-39-4785）

Ｏ48-287-2525

(O48-280-1566）

Ｏ４２９－５３－６６１１

(O429-53-8040）

Ｏ４７９－６３－８１１１

(O479-62-O330）

Ｏ43-227-8366

(O43-224-4868）

Ｏ３－５３７５－１２３４

(O3-5944-3506）

Ｏ3-3833-8381

(O3-3831-9488）

Ｏ424-91-2121

(O424-94-1441）

Ｏ４５－８９１－２１７１

(O45-895-8351）

Ｏ４５－５９２－５５５７

(O45-592-9200）

Ｏ７６－２３７－８２１１

(O76-238-5366）

Ｏ26-226-4131

(O26-228-8439）

Ｏ５７２－２２－５３１１

(O572-25-1246）

Ｏ５８－３８８－Ｏ１１１

(O58-388-1206）

Ｏ５４－６４６－１１１１

(O54-646-1122）

Ｏ569-22-9881

(O569-24-3253）

0566-7５－２１１１

(O566-76-4335）

Ｏ566-97-8518

(O566-98-6191）

Ｏ５９８－５１－４１３３

(O598-51-1952）

Ｏ774-32-6000

(O774-33-2648）

Ｏ６－６９４２－１３３１

(O6-6943-6467）

Ｏ６－６５５２－ＯＯ９１

(O6-6553-8824）

Ｏ725-43-1234

(O725-41-O900）

０７０－

８５３０

０２０－

００６６

９６０－

８５３０

９６３－

８５８５

３３３－

０８３３

３５０－

１３２３

２８９－

２５１１

２６０－

8656

173-

0015

110-

8645

204-

0002

24７－

８５８１

２２３－

００６３

９２０－

８５３０

３８０－

8582

507-

8522

501-

6062

426－

8677

475-

8599

446-

8602

446-

8510

５１５－

００１９

６１１－

００１１

５４０－

０００６

５５１－

００３２

５９４－

0０７６

北海道

岩手県

福島県

芳賀宏光

樋口紘

水野章

白岩康夫

浅井亨

旭川赤十字病院 日赤 旭川市曙1条1-1-l

盛岡市上田l-4-l

福島市入江町ll-31

郡山市駅前1-8-16

川口市西新井宿180

都道府県

日赤

公益法人

市町村

医療法人

市町村

医療法人

都道府県

公益法人

医療法人

共済及連合

医療法人

都道府県

日赤

都道府県

医療法人

市町村

市町村

厚生連

医療法人

医療法人

その他法人

国

済生会

医療法人

岩手県立中央病院〃

福島赤十字病院

寿泉堂綜合病院

川口市立医療センター

石心会狭山病院

国保旭中央病院

柏戸病院

東京都立豊島病院

永寿総合病院

織本病院

横浜栄共済病院

高田中央病院

石川県立中央病院

長野赤十字病院

岐阜県立多治見病院

松波総合病院

藤枝市立総合病院

半田市立半田病院

愛知県厚生連更生病院

八千代病院

前田耳鼻咽喉科

気管食道科病院

字１台病院

〃

〃 〃

埼玉県〃

狭山市鵜ノ木1-33石井暎禧〃〃

旭市イの1326千葉県 村上信乃〃

千葉市中央区長洲2-21-8

板橋区栄町33-1

台東区東上野2-23-16

1青瀬市旭が丘l-261

横浜市栄区桂町132

横浜市港北区高田西2-6-5

金沢市南新保町ﾇ１５３

長野市若里5-22-l

多治見市前畑町5-161

羽島郡笠松町田代185-ｌ

藤枝市駿河台4-1-11

半田市東洋町2-29

安城市御幸本町l2-38

安城市東栄町l-lO-l3

松阪市中央町505-ｌ

宇治市五ケ庄芝/東54-2

大阪市中央区法円坂2-1-14

大阪市大正区北村3-4-5

和泉市肥千町1-10-17

柏戸正英

関口令安

崎原宏

織本正慶

〃 〃

東京都〃

〃 〃

〃 〃

元田憲神奈川〃

荏原光夫

大家他喜雄

宮崎忠昭

問部英雄

松波英一

阿曽佳郎

六鹿直視

久野邦義

佐藤太一郎

前田太郎

〃 〃

石川県

長野県

岐阜県

〃

〃

〃

〃 〃

静岡県

愛知県

〃

〃

〃 〃

〃 〃

三重県〃

赤松春義京都府

大阪府

〃

国立大阪病院

大阪府済生会泉尾

医療福祉センター

府中病院

井上通敏〃

武田惇

岸口繁

〃

〃 〃
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経営主体役職名
一

理事

病院名 住所 ＴＥＬ(FAX）

Ｏ６－６４８２－１５２１

(O6-6482-7430）

Ｏ791-43-3222

(O791-43-O351）

Ｏ６－６４８８－１８５１

(O6-6488-1854）

O7456-3-O601

(O7456-2-1092）

O734-31-O351

(O734-31-8715）

Ｏ８６－２７６－３２３１

(O86-274-1028）

Ｏ82-884-2566

(082-820-1746）

Ｏ８２－２４３－９１８１

(O82-241-1865）

Ｏ８３８－２２－２８１１

(O838-22-2815）

Ｏ8８８－２２－７２１１

(O888-25-O909）

Ｏ947-44-2100

(O947-45-O715）

Ｏ９６－３８４－２１１１

(O96-384-3939）

Ｏ９６－２３２－３１１１

(096-232-3119）

Ｏ９７７－２３－７１１１

(O977-26-4168）

Ｏ98-866-5171

(O98-864-1874）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
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摩
ユ

事

経営主体役職名 施設名 住所 ＴＥＬ(FAX）

1９８－

００４２

Ｏ428-22-3191

(O428-24-5126）
監事 東京都 青梅市立総合病院星和夫 市町村 青梅市東青梅4-16-5

2７３－

０００５

Ｏ474-31-2662

(O474-32-8578）
千葉県 梶原優 板倉病院 医療法人 船橋市本町2-10-1〃

千代田区紀尾井町3-27

剛堂会館

1０２－

８５５６

Ｏ３－３２６３－３３９７

(O3-3265-5868）
東京都 谷口孝 (槻自治体病院共済会〃

代議員会議長・副議長

経営主体役職名 病院名 住所 ＴＥＬ(FAX）

代議員会

議長

1３３－

００５２

Ｏ３－３６７３－１２２１

(O3-3673-1223）
加藤正弘東京都 江戸川病院 江戸川区東小岩2-24-18その他法人

9６１－

０９０７

Ｏ２４８－２２－２２１１

(O248-22-2218）

〃

園'１議長
福島県 赤沼克也 白河厚生総合病院 厚生連 白河市字横町114

-345-



顧問

住 所氏名役職名 ＴＥＬ(FAX）

(自宅）

練馬区中村南3-24

Ｏ3-3990-9589

（〃）

176-

0025
佼成病院名誉院長小野田敏郎顧問

O568-88-O568

(O568-88-2308）

487-

0031
春日井市廻問町字大洞681-47東海記念病院名誉顧問岡山義雄〃

Ｏ267-82-3131

(O267-82-9638）

384-

0301
南佐久郡臼田町臼田197佐久総合病院名誉総長若月俊〃

(自宅）

彦根市大藪町225-143

522-

0053
長浜赤1-字病院名誉院長財津晃 0749-26-2277〃

(なめがた地域総合病院)院長

行方郡玉造町丼上藤井字六十塚98-8

(日本赤十字秋田看護短期大学)学長

秋田市上北手猿田苗代沢17-3

O299-56-O600

(O299-37-4111）

３１１－

３５１６
士浦協同病院名誉院長登内頁〃

Ｏ188-29-3000

(O188-29-3030）

1０１－

１４０６
秋田赤十字病院名誉院長竹本吉夫〃

700-

8607

Ｏ８６－２２２－８８１１

(O86-222-8841）
岡山市青江２－１－１岡山赤十字病院名誉院長依田忠雄〃

(自宅）

小金井市東町1-15-13

1８４－

００１１

Ｏ４２３－８３－１９６８

〃 ）
元武蔵野赤十字病院院長高橋勝〃

489-

0065

Ｏ561-82-5101

(O561-82-O756）
公立陶生病院名誉院長 瀬戸市西追分町1６０寺田守〃

1１３－

８６２１

Ｏ3-3946-2121

(O3-O946-6295）
文京区本駒込2-28-16日本医師会会長坪井栄孝〃

千代田区永田町2-1-2衆議院第二議員会館
2３１

1００－

８９８２
衆議院自見庄三郎 義 員 0３－３２３９－３０２９

100-

8962
千代田区永田町2-1-1参議院議員会館731参議院議 員宮崎秀樹 03-3508-5731

100-

8962
千代田区永田町2-1-1参議院議員会館5２１参議院

≦きち

同手j６ 貝武見敬 03-3421-0714〃
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参与

住 所役職名 氏名 ＴＥＬ(FAX）

(自宅）

千代田区麹町２－１２ｸﾞﾗﾝｱｸｽ麹町701

1０２－

００８３
(財)厚生年金振興事業団常任理事参与 松田朗 O3-3511-5922

Ｏ285-44-2111

(O285-44-5019）

329-

0498
河内郡南河内町薬師寺3311-1高久史麿 自治医科大学学長〃

(賛育会病院)院長

墨田区太平3-20-2

Ｏ3-3622-9191

(O3-3623-9736）

1３０－

００１０
国立国際医療センター名誉総長鴨Ｆ重彦〃

Ｏ3-3815-5411

(O3-3814-1527）

１１３－

８６５５
東京大学医学部附属病院院長 文京区本郷7-3-1加藤進昌〃

Ｏ3-3353-1211

(O3-3357-2773）

160-

8582
新宿区信濃町3５慶應義塾大学病院院長村井勝〃

(自宅）

横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1-5-22

Ｏ45-331-2938

(O45-341-8188）

2４０－

００１１
家医事評 論行天良雄〃

(亀田総合病院)副院長

鴨川市東町929

Ｏ470-92-2211

(O470-99-1191）

296-

8602
元聖路加国際病院院長牧野永城〃

(自宅）

津市渋見町770-35

Ｏ592-25-4030

（〃）

514-

0063
国立津病院名誉院長岡崎通〃

(自宅）

中央区佃2-1-1-4511

Ｏ3-5547-3545

(O3-3498-7079）

1０４－

００５１
元聖路加国際病院副院長内田卿子〃

Ｏ3-3822-2131

(O3-5685-3068）

1１３－

００２２
学校法人日本医科大学常務理事 文京区千駄木1-1-5岩崎榮〃

０３－５２７５－５８７１

(O3-5275-5951）

101-

0003
日本看護協会会長 千代田区一ツ橋2-4-3南裕子〃

Ｏ3-3946-2121

(O3-O946-6295）

1１３－

８６２１
文京区本駒込2-28-16日本医師会常任理事星北斗〃

渋谷区渋谷2-12-15

日本薬学会長井記念館8Ｆ

O3-3406-O485

(O3-3797-5303）

150-

0002
日本病院薬剤師会会長全田 浩〃

-347-



代議員

経営主体 ＴＥＬ

-348-

都道
府県名
氏名 病院名 経営主体

｜
〒

住所 TEL

北海道

ヨニ
円

些Ｉ

ﾌEr

ﾉノ

ﾉノ

ﾉノ

ﾉノ

ﾉノ

森

手

宮城

ﾉノ

秋田

ﾉノ

山形

福島

ﾉノ

茨城

ﾉノ

ﾉノ

栃木

ﾉノ

群馬

ﾉノ

埼玉

ﾉノ

ﾉノ

千葉

ﾉノ

ﾉノ

ﾉノ

東京

ﾉノ

ﾉノ

ﾉノ

ﾉノ

ﾉノ

ﾉノ

神奈)|’

ﾉノ

ﾉノ

ﾉノ

藤本征一郎

)|｜上義和

小笠原篤夫

高田竹人

坂田優

森達也

力丸暘

遠山美知

藤村重文

志村早苗

岸部陞

児玉光

横山紘

赤沼克也

有我由紀夫

池田成昭

石岡国春

岡裕爾

古泉桂四郎

布施勝生

塩崎秀郎

山崎學

Ｐ 倉康之

漆原彰

井上寿

武者広隆

佐藤裕俊

亀田信介

早田正敏

鈴木謙三

平沼俊

山浦伊裟吉

足立山夫

石橋秀雄

加藤正弘

石橋晃

竹村浩

坂田壽衛

小 林泉

松島善視

北海道大学医学部附属病院

幌南病院

小笠原ｸﾘﾆｯｸ札幌病院

函館五稜郭病院

三沢市立三沢病院

鳴海病院

国立療養所盛岡病院

遠山病院

東北厚生年金病院

光ｹ丘ｽﾍﾟﾙﾏﾝ病院

北秋中央病院

藤原記念病院

山形県立中央病院

白河厚生総合病院

大原綜合病院

国立水戸病院

秦病院

日製日立総合病院

大田原赤十字病院

自治医科大学附属病院

前橋赤十字病院

慈光会病院

さいたま市立病院

大宮共立病院

上福岡総合病院

国立千葉病院

船橋市立医療ｾﾝﾀｰ

亀田総合病院

山之内病院

東京都立広尾病院

公立阿伎留病院

九段坂病院

東部地域病院

目蒲病院

江戸)||病院

救世軍ﾌﾞｰｽ記念病院

済生会横浜市南部病院

社会保険横浜中央病院

'１，林病院

松島病院

国

共済及連合

医療法人

その他法人

市町村

公益法人

国

医療法人

全社連

公益法人

厚生連

医療法人

都府県

厚生連

公益法人

国

医療法人

会社

日赤

学校法人

日赤

医療法人

市町村

医療法人

医療法人

国

市町村

医療法人

医療法人

都府県

市町村

共済及連合

公益法人

医療法人

その他法人

その他法人

済生会

全社連

医療法人

医療法人

060-8648

０６２－０９３１

O05-085C

O40-8611

０３３－０００１

０３６－８１８３

０２０－０１３３

020-0877

983-8512

983-0833

018-3312

010-0201

990-2214

９６１－０９０７

９６０－８６１１

310-0035

316-8533

317-0077

324-8686

329-0498

371-0014

370-0857

336-8522

330-0816

356-0011

260-0042

273-8588

296-8602

297-0022

150-0013

197-0834

102-0074

125-8512

146-0092

133-0052

166-0012

234－8503

231-8553

250-0011

220-0041

札幌市北区北十四条西５

札幌市豊平区平岸一条6-3-40

札幌市南区石山東7-1-28

函館市五稜郭町38-3

三沢市中央町4-1-10

弘前市品川町1９

盛岡市青山1-25-1

盛岡市下ﾉ橋町6-14

仙台市宮城野区福室1-12-1

仙台市宮城野区東仙台6-7-1

北秋田郡鷹巣町花園町10-5

南秋田郡天王町天王字上江)''4７

山形市青柳1800

白河市横町１１４

福島市大町6-11

水戸市東原3-2-1

日立市鮎)||町2-8-16

日立市城南町2-1-1

大田原市住吉町2-7-3

河内郡南河内町薬師寺3311-1

前橋市朝日町3-21-36

高崎市上佐野町786-7

さいたま市三室246O

さいたま市片柳1550

上福岡市福岡931

千葉市中央区椿森4-1-2

船橋市金杉1-21-1

鴨)||市東町929

茂原市町保３

渋谷区恵比寿2-34-10

あきる野市引田78-1

千代田区九段南2-1-39

葛飾区亀有5-14-1

大田区下丸子3-23-3

江戸)||区東小岩2-24-18

杉並区和田1-40-5

横浜市港南区港南台3-2-10

横浜市中区山下町268

'１､田原市栄町1-14-18

横浜市西区戸部本町19-11

011-716-116

011-822-181

011－591-120（

0138-51-2291

0176-53-216

0172-32-521

0196-47-219（

019-651-211

022-259-122

022-257-0231

0186-62-145（

0188-78-313］

023-685-262（

0248-22-221］

0245-26-030（

O29-231-521］

0294-36-255］

0294-23-1111

0287-23-ll22

J285-58-7102

J27-224-458E

)27-347-1177

)48-873-4111

)48-686-7151

)492-66-0111

)43-251-5311

)474-38-3321

)470-92-2211

)475-25-1131

)３－３４４４－１１８１

)42-558-0321

)3-3262-9191

)3-5682-5111

)3-3759-8888

)3-3673-1221

)3-3381-7236

)45-832-1111

)４５－６４１－１９２１

)465-22-3161

)45-321-7311



-349-

都道

府県名
氏名 病院名 経営主体

ｌ
Ｔ

住所 TEL

潟
山
１
井
梨
野
阜
岡
知
重
賀
都
阪
庫
良

１
ｊ

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃
〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃
〃
〃

〃
〃
〃

〃

新
Ｊ
１
富
石
福
山
長
岐
静
愛
三
滋
京
大
兵
奈

士屋俊晶

品田章

薄田芳丸

舘野政也

三ノ|｜正人

村本信吾

仲井信雄

田中猛夫

大滝秀穂

飯田龍

中澤良英

中藤晴義

関健

松下捷彦

山田實紘

結城研司

新居昭紀

原誠

奥山牧夫

小林武彦

伊藤伸

幸治隆

松本常男

原慶文

加藤明

木津明

清水紘

真鍋克次郎

藤井曉

加藤幹夫

佐藤真杉

小）|｜嘉誉

中野博光

石)|｜稔晃

鍋山晃

松浦梅春

安田俊吉

島田健太郎

松本功

国立療養所西新潟中央病院

済生会三条病院

信楽園病院

富山赤十字病院

不二越病院

公立能登総合病院

辰口芳珠記念病院

福井赤十字病院

大滝病院

社会保険山梨病院

加納岩総合病院

諏訪赤十字病院

城西病院

高山赤十字病院

木沢記念病院

富士市立中央病院

聖隷三方原病院

一宮市立市民病院

稲沢市民病院

小林記念病院

大雄会第一病院

松阪中央総合病院

遠山病院

長浜赤十字病院

琵琶湖病院

社会保険京都病院

嵯峨野病院

八幡中央病院

大阪市立総合医療センター

高槻赤十字病院

佐藤病院

多根病院

中野こども病院

神戸市立西市民病院

姫路赤十字病院

姫路第一病院

広野高原病院

済生会奈良病院

西奈良中央病院

国

済生会

その他法人

日赤

会社

市町村

医療法人

日赤

医療法人

全社連

医療法人

日赤

医療法人

日赤

医療法人

市町村

その他法人

市町村

市町村

医療法人

医療法人

厚生連

医療法人

日赤

医療法人

全社連

公益法人

医療法人

市町村

日赤

医療法人

医療法人

医療法人

市町村

日赤

医療法人

医療法人

済生会

医療法人

950-2074

955-8511

950-2087

930-0859

930-0964

926-8610

923-1226

918-8501

910-0029

400-0025

405-0018

392-8510

390-8648

506-8550

505－8503

417-8567

433-8558

491-8558

492-8510

447-8510

491-8551

515-8566

514-0043

526-8585

520-0113

603-8151

616-8251

614-8071

534-0021

569-1096

573-1141

550-0024

535-0022

653-0013

670-8540

671－0234

651-2215

630-8145

631-0024

新潟市真砂1-14-’

三条市大野畑6-18

新潟市西有明町1-27

富山市牛島本町2-1-58

富山市東石金町ll-65

七尾市藤橋町ア部6-4

能美郡辰口町緑が丘11-71

福井市月見2-4-1

福井市日光１－１－１

甲府市朝日3-8-31

山梨市上神内)''1309

諏訪市湖岸通り5-11-50

松本市城西1-5-16

高山市天満町3－１１

美濃加茂市古井町下古井590

富士市高島町5０

浜松市三方原町3453

一宮市文京2-2-22

稲沢市御供所町1-1

碧南市新)||町3-88

-宮市羽衣1-6-12

松阪市)||井町字小望１０２

津市南新町17-22

長浜市宮前町14-7

大津市坂本1-8-5

京都市北区小山下総町2７

京都市右京区鳴滝宇多野谷９

八幡市八幡五反田39-1

大阪市都島区都島本通2-13-22

高槻市阿武野1-1-1

枚方市養父西町24-10

大阪市西区境)''1-2-31

大阪市旭区新森4-13-17

神戸市長田区一番町2-4

姫路市龍野町5-30-1

姫路市御国野町国分寺143

神戸市西区北山台3-1-1

奈良市八条4-643

奈良市百楽園5-2-6

025-265-317］

0256-33-155］

025-267-125］

0764-33-2222

0764-24-2881

0767-52-6611

0761-51-5551

0776-36－363（

0776-23-321E

O552-52-8831

0553-22-2511

0266-52-6111

0263-33-640（

0577-32-1111

05742-5-2181

0545-52-1131

053-436-1251

0５８６－７１－１９１１

0587-32-2111

0566-41-0004

0586-72-1211

0598-51-5252

0592-27－6171

0749-63-2111

0775-78-2023

075-441-6101

075-464－0321

075-983-0119

06-6929－'221

0726-96-0571

072-850-8711

06-6581-1071

06-6952-4771

078-576-5251

0792-94-2251

0792-52-0581

078-994-1155

0742-36-1881

0742-43-3333



経営主体 ＴＥＬ

-350-

都道

府県名
氏名 病院名 経営主体

ｌ
Ｔ

住所 TEL

山歌和

取
根
山

島
口
島

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

鳥
島
岡

広
山
徳

１
媛
知
岡

賀
崎
本
分
崎

〃
〃

〃
〃

〃
〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃

香
吉
田

愛
一口同

佐
長

員
大

宮
下

衛

島児鹿

縄
〃
〃

沖

井関良夫

濱正純

山本好信

植木寿

野島丈夫

武田博士

内藤篇

広瀬周平

佐能量雄

石田豊

奥原種臣

高杉敬久

水田英司

西田 也

片岡善彦

矢野勇人

美馬恭

大林幸

白石恒雄

宮田信 )臣Ｂ
Ｊ、、、

高橋功

島津栄

吉田正彦

西田之昭

安藤文英

佐々木勇之進

幸田弘

山口弾之

田口厚

蒔本恭

宮崎久義

高野正博

坪山明寛

松本文六

本田正之

千代反田泉

中島洋明

徳留稔

高良英

安里哲好

済生会和歌山病院

浜病院

和歌浦中央病院

鳥取県立中央病院

野島病院

松江赤十字病院

松江記念病院

岡山済生会総合病院

光生病院

金光病院

安佐市民病院

博愛病院

小野田赤十字病院

阿知須同仁病院

徳島赤十字病院

碩心館病院

香)||県済生会病院

キナシ大林病院

松山赤十字病院

松山市民病院

高知県立中央病院

島津病院

福岡赤十字病院

浜の町病院

西福岡病院

福間病院

唐津赤十字病院

至誠会病院

日赤長崎原爆病院

田上病院

国立熊本病院

高野病院

大分県立三重病院

天心堂へつぎ病院

宮崎県立延岡病院

千代田病院

垂水中央病院

昭南病院

沖縄赤十字病院

ハートライフ病院

済生会

医療法人

医療法人

都府県

医療法人

日赤

医療法人

済生会

医療法人

医療法人

市町村

個人

日赤

医療法人

日赤

医療法人

済生会

医療法人

日赤

公益法人

都府県

医療法人

日赤

共済及連合

医療法人

医療法人

日赤

医療法人

日赤

医療法人

国

医療法人

都府県

医療法人

都府県

医療法人

市町村

医療法人

日赤

医療法人

640-8325

６４０－８１３７

６４１－００５４

680-0901

682-0863

690-8506

６９０－００１５

７００－８５１１

700-0985

７１９－０１０４

７３１－０２９３

737-0051

756-0889

７５４－１２１４

773-8502

773-0014

760-0074

761-8023

790－8524

790-0067

780-0821

780-0066

815-8555

８１０－８５３９

819-8555

811-3216

847-8588

840-0051

852-8511

851-0251

860-0008

862－0924

879-7101

879-7761

882-0835

883-0052

891-2124

899-８１０２

９００－８６１１

９０１－２４１７

和歌山市新生町5-35

和歌山市吹上2-4-7

和歌山市塩屋6-2-70

鳥取市江津730

倉吉市瀬崎町2714-1

松江市母衣町200

松江市上乃木3-4-1

岡山市伊福町1-17-18

岡山市厚生町3-8-35

浅口郡金光町占見新田740

広島市安佐北区可部南2-1-1

呉市中央2-6-13

小野田市須恵東

吉敷郡阿知須町4241-4

小松島市中田町字新開28-1

小松島市江田町字大江田44-1

高松市桜町1-16-4

高松市鬼無町佐藤54-1

松山市文京町１

松山市大手町2-6-5

高知市桜井町2-7-33

高知市比島町4-6-22

福岡市南区大楠3-1-1

福岡市中央区舞鶴3-5-27

福岡市西区生の松原3-18-8

宗像郡福間町花見が浜1-5-1

唐津市ﾆﾀ子l-5-l

佐賀市田代2-7-24

長崎市茂里町3－１５

長崎市田上2-14-15

熊本市二の丸1-5

熊本市帯山4-2-88

大野郡三重町宮野3964-1

大分市中戸吹二本木5956

延岡市新小路2-1-10

日向市鶴町2-9-20

垂水市錦江町1-140

曽於郡大隅町岩川5500-乙

那覇市古波蔵4-11-1

中頭郡中城村伊集208

0734-24-518［

0734-36-214］

0734-44-160（

0857-26-227］

0858-22-623］

0852-24-211］

0852-27-811］

0862-52-221］

086-222-680〔

0865-42-3211

082-815-5211

0823-23-8911

0836-88-0221

0836-65-555E

O8853-2-255E

O8853-2-355E

O878-33-1551

0878-81-3631

0899-24-llll

O899-43-ll51

0888-82-l211

0888-23-2285

092-521-1211

092-721－0831

092-881-1331

0940-42-0145

0955-72－5111

0952-24-5325

0958-47－1511

0958-26-8186

0963-53-6501

096-384-1011

0974-22-7700

0975-97-5777

0982-32-6181

0982-52-7111

0994-32-5211

)994-82-0622

〕988-53-3134

)98-895-3255



(社)曰本病院会支部名簿

-351-

支部名 支部長名

ｌ
Ｔ

住所 ＴＥＬ

北海道

フロック支部
西村昭男

0５１－

8５０１

室蘭市新富町1-5-13

曰鋼記念病院内
O143-24-1331

茨城県支部 真田勝弘
300-

0053

土浦市真鍋新町11-7

土浦協同病院内
O298-23-3111

群馬県支部 柴山勝太郎
370-

2393

富岡市富岡2073-1

公立富岡総合病院内
O274-63-2111

千葉県支部 柏 Ｐ 正英
260-

8656

千葉市中央区長洲2-21-8

柏戸病院内
O43-227-8366

東
■

月ヨ 都支部 池澤康郎
164-

8607

中野区中央4-59-16

中野総合病院内
O3-3382-1231

福井県支部 田中猛夫
9１８－

8５０１

福井市月見2-4-1

福井赤十字病院内
O776-36-3630

愛知県支部 福田浩三
460-

0008

名古屋市中区栄4-14-28

愛知県病院協会内
O52-263-O800

和歌山県支部 中村了生
640-

8342

和歌山市友田町2-32

中村病院内
O734-31-O351

山ロ県支部 水田英司
753-

0８１１

山ロ市吉敷3325-1

山ロ県病院協会内
O839-23-3682

高知県支部 細木秀美
780-

8535

高知市大膳町3７

細木病院内
O888-22-7211

長崎県支部 福井１１頂
8５１－

0３０１

長崎市深堀町1-11-54

長崎記念病院内
O95-871-1515

能
〃■、、 本県支部 高野正博

862-

0927

熊本市帯山4-2-88

高野病院内
O96-384-1011



委

Ａ
云三
貝 委員名簿

１．政策策定に関する委員会（担当昌Ⅱ会長奈良昌治）

１．医療制度委員会

-352-

委員長 福井Ill白

長崎記念病院顧問

〒851-030l長崎市深堀町1-11-54

ＴＥＬＯ９５８

ＦＡＸＯ９５８

７１

７１

1５１５

１５１０

副委員長 天川孝則

横浜赤十字病院院長

〒231-0836横浜市中区根岸町2-85

ＴＥＬＯ４５

ＦＡＸＯ４５

６２２

６２２

０１０１

０１０６

委員 石井孝宜

石井公認会計士事務所代表

〒ll3-0034文京区湯島3-35-9湯島□川ビル３Ｆ

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３８３９

３８３９

５９６０

５９６１

委員 梶原優

板倉病院理事長

〒273-0005船橋市本町2-10-1

ＴＥＬＯ４７４

ＦＡＸＯ４７４

３１

３２

２６６２

８５７８

委員 竹田秀

竹田綜合病院理事長

〒965-8585会津若松市山鹿町3-27

ＴＥＬＯ２４２

ＦＡＸＯ２４２

２７

２７

５５１１

５６７０

委員 西村昭男

医療法人社団カレスアライアンス理事長

〒051-850l室蘭市新富町1-5-13

ＴＥＬＯｌ４３

ＦＡＸＯｌ４３

２４

２４

１３３１

２２０１

委員 北條慶

公立昭和病院元院長

〒112-0014文京区関口l-47-l2-602（連絡先）自宅

ＴＥＬＯ３ ３２６７

ＦＡＸノノ

０６６７

委員 旱和夫

青梅市立総合病院院長

〒198-0042青梅市東青梅4-16-5

ＴＥＬＯ４２８

ＦＡＸＯ４２８

２２

２４

３１９１

５１２６

委員 星北斗

日本医師会常任理事

〒ll3-8621文京区本駒込2-28-16

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３９４６

３９４６

２１２１

６２９５

事務局 一之瀬秀樹

(社）日本病院会企画部政策課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



1-2．病院の法人形態を検討する小委員会

〕8-0042吉稚 １１１４－ｌｂ

[）４２８

AＬＸＯ４２８－２４

Iii部政策課=１本病Ⅱ完堯

02-8414 二n反－番1１

、
〕

0

、－２８９８A１ＸＣ

-353-

委員長 梶原優

板倉病院理事長

~Ｔ273-0005船橋市本町2-10-1

ＴＥＬＯ４７４ ３１

ＦＡＸＯ４７４－３２

２６６２

８５７８

委員 石井孝向

石井公認会計士事務所代表

~Ｔ113-0034文京区湯島3-35-9場島白)||ビル３Ｆ

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３８３９

３８３９

５９６０

５９６１

委員 )||合弘毅

医療法人若弘会理事長

=Ｔ556-0005大阪市浪速区曰本橋4-7-7テ゛ﾝｷﾖｰ日本橋ビル２Ｆ

ＴＥＬＯ６

ＦＡＸＯ６

６６４６

６６３０

０８１８

９１９２

委員 竹田秀

竹田綜合病院理事長

－７965-8585会津若松市山鹿町3-27

ＴＥＬＯ２４２

ＦＡＸＯ２４２

２７

２７

５５１１

５６７０

委員 尾和夫

青梅市立総合病院院長

~Ｔ198-0042青梅市東青梅4-16-5

ＴＥＬＯ４２８

ＦＡＸＯ４２８

２２

２４

３１９１

５１２６

事務局 一之瀬秀樹

(社）日本病院会企画部政策課

~Ｔ102-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



1-3．臨床研修問題検討小委員会

李匡

-354-

委員長 堺常雄

聖隷浜松病院院長

〒430-8558浜松市住吉2-12-12

ＴＥＬＯ５３

ＦＡＸＯ５３

４７４

４７５

２２２８

７５９６

委員 天川孝則

横浜赤十字病院院長

〒231-0836横浜市中区根岸町2-85

ＴＥＬＯ４５

ＦＡＸＯ４５

６２２

６２２

０１０１

０１０６

委員 大井利夫

上都賀総合病院名誉院長

=Ｔ322-855Ｏ鹿沼市下田町1-1033

ＴＥＬＯ２８９

ＦＡＸＯ２８９

６４

６３

２１６１

６０７６

委員 梶原優

板倉病院理事長

~Ｔ273-0005船橋市本町2-10-1

ＴＥＬＯ４７４

ＦＡＸＯ４７４

３１

３２

２６６２

８５７８

委員 西村昭男

医療法人社団カレスアライアンス理事長

~Ｔ051-8501室蘭市新富町1-5-13

ＴＥＬＯ１４３

ＦＡＸＯ１４３

２４

２４

１３３１

２２０１

委員 星和夫

青梅市立総合病院院長

=Ｔ198-0042青梅市東青梅4-16-5

ＴＥＬＯ４２８

ＦＡＸＯ４２８

２２

２４

３１９１

５１２６

委員 山本修三

済生会神奈川県病院院長

〒221-8601横浜市神奈川区富家町6-6

ＴＥＬＯ４５

ＦＡＸＯ４５

４３２

４３２

１１１１

１１１９

事務局 一之瀬秀樹

(社）日本病院会企画部政策課

〒102-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



２．社会保険・老人保健委員会

-355-

委員長 西村昭男

医療法人社団カレスアライアンス理事長

〒051-850l室蘭市新富町1-5-13

ＴＥＬＯ１４３

ＦＡＸＯ１４３

２４

２４

１３３１

２２０１

旨'|委員長 山本修三

済生会神奈川県病院院長

〒221-860l横浜市神奈川区富家町6-6

ＴＥＬＯ４５

ＦＡＸＯ４５

４３２

４３２

１１１１

１１１９

委員 大井利夫

上都賀総合病院名誉院長

〒322-8550鹿沼市下田町1－１０３３

ＴＥＬＯ２８９

ＦＡＸＯ２８９

６４

６３

２１６１

６０７６

委員 川合弘毅

医療法人若弘会理事長

〒556-0005大阪市浪速区日本橋4-7-7テ゛ﾝｷﾖｰ曰本橋ビル２Ｆ

ＴＥＬＯ６

ＦＡＸＯ６

６６４６

６６３０

０８１８

９１９２

委員 栗山康介

名古屋第二赤十字病院名誉院長

〒466-8650名古屋市昭和区妙見町2-9

ＴＥＬＯ５２

ＦＡＸＯ５２

８３２

８３２

１１２１

５３８９

委員 堺常雄

聖隷浜松病院院長

〒430-8558浜松市住吉2-12-12

ＴＥＬＯ５３

ＦＡＸＯ５３

４７４

４７５

２２２８

７５９６

委員 福井順

長崎記念病院顧問

〒851-030l長崎市深堀町1-11-54

ＴＥＬＯ９５８

ＦＡＸＯ９５８

７１

７１

１５１５

１５１０

委員 星北斗

日本医師会常任理事

〒ll3-8621文京区本駒込2-28-16

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３９４６

３９４６

２１２１

６２９５

委員 三浦恭定

社会保険中央総合病院顧問

〒l69-0073新宿区百人町3-22-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３３６４

３３６４

０２５１

６２１６

事務局 西川幸

(社）日本病院会企画部政策課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



３．医療経済・税制委員会

-356-

委員長 池澤康郎

中野総合病院院長

〒l64-8607中野区中央4-59-16

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３３８２

３３８２

１２３１

３２９６

副委員長 関口令安

都iZ豊島病院院長

〒l73-0015板橋区栄町33-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５３７５

５９４４

１２３４

３５０６

委員 石井暎禧

石心会狭山病院院

〒350-1323狭山市鵜ノ木1-33

長

ＴＥＬＯ４２９

ＦＡＸＯ４２９

５３

５３

６６１１

８０４０

委員 中佳

東名厚木病院理事長

〒243-857l厚木市船子232

ＴＥＬＯ４６２

ＦＡＸＯ４６２

２９

２８

１７７１

０３９６

委員 福田浩三

上飯田第二病院名誉院長

〒462-0802名古屋市北区上飯田北町3-57

ＴＥＬＯ５２

ＦＡＸＯ５２

９１６

９９１

３６８１

３１１２

委員 星北斗

日本医師会常任理事

〒113-8621文京区本駒込2-28-16

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３９４６

３９４６

２１２１

６２９５

委員 松本文六

天心堂へつぎ病院理事長

〒879-7761大分市中戸次二本木5956

ＴＥＬＯ９７

ＦＡＸＯ９７

５９７

５９７

４５３５

７２３１

委員 森功

医眞会八尾総合病院院長

〒581-0036八尾市沼1-41

ＴＥＬＯ７２９

ＦＡＸＯ７２９

４８

４８

２５００

２５４４

委員 山下昭雄

三省会本多病院経営顧問

〒253-0086茅ケ崎市浜之郷385（自宅）

ＴＥＬＯ４６７

ＦＡＸＯ４６７

８２

８２

８５８５

８５８５

事務局 一之瀬秀樹

(社）日本病院会企画部政策課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



3-1．医療経済・税制小委員会

-357-

委員長 大鶯雅昌

中野総合病院経理課長

Ｔ￣164-8607中野区中央4-59-16

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３３８２

３３８１

７７６８

４７９９

委員 尾崎優子

医療法人財団石心会本部事務局総務課

〒210-0023川崎市川崎区小''１町14-19浜屋八秀ビル

ＴＥＬＯ４４

ＦＡＸＯ４４

２１１

２４５

３０９５

０３２６

委員 佐藤賢治

東名厚木クリニック事務長

〒243-857l厚木市船子224番地

ＴＥＬＯ４６

ＦＡＸＯ４４

２２９

２２９

３３７７

１９３５

事務局 一之瀬秀樹

(社）日本病院会企画部政策課

〒102-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



４統計情報委員会

-358-

委員長 中後勝

医療法人愛仁会会長

〒531-0072大阪市北区豐崎3-2-ｌ淀川５番館１０Ｆ

ＴＥＬＯ６

ＦＡＸＯ６

６３７５

６３７５

０６６０

０５６０

副委員長 中西昌美

市立札幌病院院長

〒060-8604札幌市中央区北１１条西13-1-1

ＴＥＬＯｌｌ

ＦＡＸＯ１１

７２６

７２６

２２１１

７９１２

委員 梅里良正

口本大学医学部医療管理学教室助教授

〒l73-8610板橋区大谷口上町30-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３９７２

５９６４

８１１１

７０３６

委員 里村洋

千葉大学医学部附属病院医療情報部長

〒260-8677干葉市中央区亥鼻1-8-1

ＴＥＬＯ４３

ＦＡＸＯ４３

２２２

２２４

７１７１

３８３０

委員 下問幸雄

医療法人愛仁会顧問

〒531-0072大阪市北区豊崎3-2-ｌ淀川５番館１０Ｆ

ＴＥＬＯ６

ＦＡＸＯ６

６３７５

６３７５

０６６０

０５６０

委員 関田康慶

東北大学大学院経済学研究科教授

〒980-8576仙台市青葉区川内

ＴＥＬＯ２２

ＦＡＸＯ２２

２１７

２１７

６２８７

６３２１

委員 兀 原利武

明舞中央病院院長

〒673-0862明石市松が丘4-1-32

ＴＥＬＯ７８

ＦＡＸＯ７８

９１７

９１４

２０２０

１８７７

事務局 中田彬

(社）口本病院会企画部企画課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



4-2．統計情報ワーキング委員会

-359-

姿Ｌｌ 人イ「沖’｢１

練賜総合病院事務陵

〒176-8530練側j区旭｢f2-41-I

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

ｑ３９７２

３９７２

ｌＯＯｌ

ｌＯ３１

姿１１ 坂本屋一郎

宵城入学陣|;業構/Wjfﾋﾞﾊﾞ|<事業i汁lllli学科教授

〒981-3298寓城県)１１L川郡人『|]|Ⅱ｢学苑1番（070-6662-2691ケ

－タイ）

ＴＥＬＯ２２

ＦＡＸＯ２２

３７７

３７７

８３７３

８３９０

委し１ 噸 ｒｉ［

('１１台人'詮体育学部健康編祉学科講師

〒989-'693宮城県柴1Ⅱ郡柴[}IlH｢船岡南2-2-18

ＴＥＬＯ２２４

ＦＡＸＯ２２４

５５－１０９０

５７ ２７６９

委貝 [１１門『'１１ﾘ］

医療法人愛仁会局陸

〒531-0072大阪｢ｉｊ北区豐崎3-2-Ｉ淀川５番館１０Ｆ

ＴＥＬＯ６

ＦＡＸＯ６

６３７５

６３７５

０６６０

０５６０

委員 季
｣

|万

束北入学大学院経済学研究科福祉経済設計講応助手

〒980-8576仙台lIT青葉区川内

ＴＥＬＯ２２

ＦＡＸＯ２２

２１７

２１７

６２８７

６３２１

委員 加藤由美

束｣上人学大学院経済学研究科福祉経済設計講座大学院牛

〒980-8576仙台｢行青葉区川内

ＴＥＬＯ２２

ＦＡＸＯ２２

２１７

２１７

６２８７

６３２１

委員 糟谷昌志

宮城大学事業構想学部事業計画学科助手（東北大学大学院化）

〒980-8576仙台市青葉区川内

ＴＥＬＯ２２

ＦＡＸＯ２２

２１７

２１７

６２８７

６３２１

委止１ 鄭禮患

東北入学人学院経済学研究科福祉経済設計講応入学院生

〒980-8576仙台｢１７青葉区川内

ＴＥＬＯ２２

ＦＡＸＯ２２

２１７

２１７

６２８７

６３２１

事務局 中田彬

(社）［1本病院会ｆ企画部企画課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



５．介護保険制度委員会

-360-

委員長 川合弘毅

医療法人若弘会理事長

〒556-0005大阪市浪速区日本橋4-7-7テ゛ﾝｷﾖｰ日本橋ビル２Ｆ

ＴＥＬＯ６

ＦＡＸＯ６

６６４６

６６３０

０８１８

９１９２

副委員長 武田惇

大阪府済牛会泉尾医療福祉センター総長

〒551-0032大阪市大正区北村3-4-5

ＴＥＬＯ６

ＦＡＸＯ６

６５５２

６５５３

００９１

８８２４

委員 石井和博

大浜第一病院院長

〒902-0067那覇市安咀1-7-3

ＴＥＬＯ９８

ＦＡＸＯ９８

８６６

８６４

５１７１

1８７４

委員 漆原彰

大宮共rZ病院理事長

〒330-0816大宮市片柳1550

ＴＥＬＯ４８

ＦＡＸＯ４８

６８６

６８４

７１５１

７９６１

委員 中村彰吾

聖路加国際病院事務長

〒104-8560中央区明石町9-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３５４１

３５４４

５１５１

０６４９

委員 南溢

秋津鴻池病院 会長

〒639-2273御所市池之内1０６４

ＴＥＬＯ７４５６

ＦＡＸＯ７４５６

３

２

０６０１

１０９２

事務局 西111幸

(社）日本病院会企画部政策課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



６．医療保険制度対策特別研究会

-361-

委員長 山本修三

済生会神奈川県病院院長

〒221-860l横浜市神奈川区富家町6-6

ＴＥＬＯ４５

ＦＡＸＯ４５

４３２

４３２

１１１１

１１１９

副委員長 瀬戸山 ７℃

高知県・高知市病院組合瑚事

〒780-0844高知市永国寺町6-13

ＴＥＬＯ８８

ＦＡＸＯ８８

８７１

８７１

３０’１０

３１５１

委員 梅里良正

|]本大学医学部医療管理学教室助教授

〒l73-8610板橋区大谷口上町30-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３９７２

５９６４

８１１１

７０３６

委員 大石洋司

練馬総合病院事務長

〒l76-8530練馬区旭丘2-41-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３９７２

３９７２

ｌＯＯｌ

ｌＯ３１

委員 久野邦義

愛知県厚とt連更生病院院長

〒446-8602安城市御幸本町12-38

ＴＥＬＯ５６６

ＦＡＸＯ５６６

７５

７６

２１１１

４３３５

委員 櫻井健司

聖路加国際病院院長

〒lO4-8560中央区明石町9-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５５５０

３５４４

７０９７

０７７４

委員 ｔ谷晋一郎

土谷総合病院理事長

〒730-8655広島市中区中島町3-30

ＴＥＬＯ８２

ＦＡＸＯ８２

２４３

５０４

９１８１

１３５３

事務局 中田彬

(社）日本病院会企画部企画課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



２．病院経営に関する委員会（担当副会長山本修三）

７．教育委員会

-362-

委員長 林雅人

平鹿総合病院院長

〒013-8610横手市駅前町1-30

ＴＥＬＯｌ８２

ＦＡＸＯｌ８２

３２

３３

５１２１

３２００

副委員長 瀬戸山 兀

高知県・高知市病院組合理事

〒780-0844高知市永国寺町6-13

ＴＥＬＯ８８

ＦＡＸＯ８８

８７１

８７１

３０４０

３１５１

委員 樺山照

杏林大学医学部付属病院薬斉Ⅲ部長

〒l81-8611三鷹市新川6-20-2

ＴＥＬＯ４２２

ＦＡＸＯ４２２

４７

４７

５５１１

３８２１

委員 河野佳代子

九段坂病院看護部長

〒lO2-0074千代田区九段南2-1-39

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６２

３２６４

９１９１

５３９７

委員 崎原宏

永寿総合病院院長

〒lll-8656台東区元浅草2-11-7

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３８３３

３８３１

８３８１

９４８８

委員 松波英

松波総合病院院長

〒501-6062羽島郡笠松町田代185-1

ＴＥＬＯ５８

ＦＡＸＯ５８

３８８

３８８

０１１１

２３９１

委員 山本敏博

聖隷福祉事業団理事長

〒433-8558浜松市三方原3452

ＴＥＬＯ５３

ＦＡＸＯ５３

４３９

４３９

１１００

１３１３

事務局 井上新

(社）日本病院会学術部学術研修課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



８医療安全対策委員会

-363-

委員長 兀 原利武

明舞中央病院院長

〒673-0862明石市松が丘4-1-32

ＴＥＬＯ７８

ＦＡＸＯ７８

９１７

９１４

２０２０

1８７７

閏']委員長 阿曽佳郎

藤枝市立総合病院名誉院長

〒426-8677藤枝市駿河台4-1-11

ＴＥＬＯ５４

ＦＡＸＯ５４

６４６

６４６

１１１１

１１２２

委員 大井利夫

上都賀総合病院名誉院長

〒322-855O鹿沼市下田町l-lO33

ＴＥＬＯ２８９

ＦＡＸＯ２８９

６４

６３

２１６１

６０７６

委員 川合榮子

社会保険都南総合病院総婦長

〒l40-0011品川区東大井5-8-12

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３４７４

３４７４

２７０１

２６７７

委員 児玉安司

三宅坂総合法律事務所弁護士

〒lO2-0083千代田区麹町3-7-4

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５２７５

５２７５

３５３６

３５３７

委員 斉藤広子

聖隷浜松病院看護部長

〒430-8558浜松市住吉2-12-12

ＴＥＬＯ５３

ＦＡＸＯ５３

４７４

４７４

２２２９

２３５０

委員 山内鉄也

総合病院聖隷三方原病院理事・事務長

〒433-8558浜松市三方原町345

ＴＥＬＯ５３

ＦＡＸＯ５３

４３６

４３８

1２５１

２９７１

事務局 太刀川東吾

(社）日本病院会学術部

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



９．救急医療防災対策委員会

-364-

委員長 上屋章

渕野辺総合病院理事長

〒229-0006相模原市渕野辺3-2-8

ＴＥＬＯ４２７

ＦＡＸＯ４２７

５４

５４

２２２２

０３３４

副委員長 川城丈夫

国立療養所束埼玉病院院長

〒349-0196蓮田市黒浜4147

ＴＥＬＯ４８

ＦＡＸＯ４８

７６８

７６９

1１６１

５３４７

委員 加藤彰

(社）神奈川県病院協会事務局長

〒231-0037横浜市中区富士見町3-1

ＴＥＬＯ４５

ＦＡＸＯ４５

２４２

２３１

７２２１

１７９４

委員 河口豊

広島国際大学医療福祉学部教授

〒724-0695賀茂郡黒瀬町学園台555-36

ＴＥＬＯ８２３

ＦＡＸＯ８２３

７０

７０

４６１１

４６１２

委員 小峰建

武蔵野赤十字病院人事課長

〒l80-8610武蔵野市境南町1-26-1

ＴＥＬＯ４２２

ＦＡＸＯ４２２

３２

３２

３１１１

３５２５

委員 小室克夫

聖路加国際病院施設管理課マネージャー

〒lO4-8560中央区明石町9-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３５４１

３５４４

５１５１

０６４９

委員 渡邊高

西宮渡辺病院理事長

〒662-0863西宮市室川町lO-22

ＴＥＬＯ７９８

ＦＡＸＯ７９８

７４

７４

２６３０

７２５７

事務局 千須和美直

(社）日本病院会学術部学術研修課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



１０．中小病院委員会

-365-

委員長 福田浩三

上飯田第二病院名誉院長

〒462-0802名古屋市北区上飯田北町3-57

ＴＥＬＯ５２

ＦＡＸＯ５２

９１６

９９１

３６８１

３１１２

閨'|委員長 角田幸信

広島県済生会広島病院院長

〒731-4311安芸郡坂町北新地2-3-10

ＴＥＬＯ８２

ＦＡＸＯ８２

８８４

８２０

２５６６

１７４６

委員 織本正慶

織本病院名誉院長

〒204-0002渭瀬市旭が匠1-261

ＴＥＬＯ４２４

ＦＡＸＯ４２４

９１

９４

２１２１

１４４１

委員 梶原優

板倉病院理事長

〒273-0005船橋市本町2-10-1

ＴＥＬＯ４７４

ＦＡＸＯ４７４

３１

３２

２６６２

８５７８

委員 清水鴻一一郎

清水病院院長

〒612-8321京都市伏見区越前町６０９

ＴＥＬＯ７５

ＦＡＸＯ７５

６１１

６２２

２２５６

７９７８

委員 松谷之義

松谷病院理事長

〒573-0126枚方市津田西町1-29-8

ＴＥＬＯ７２

ＦＡＸＯ７２

８５９

８５９

３６１８

１６８５

委員 松田朗

日本医業経営コンサルタント協会会長

〒lO2-0083千代田区麹町2-12

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３５１１

３５１１

５９２２

５９２１

委員 吉田千尋

有松中央病院院長

〒621-8161余沢市有松5-1-7

ＴＥＬＯ７６

ＦＡＸＯ７６

２４２

２４２

２１１１

２５７８

事務局 井上新

(社）日本病院会学術部学術研修課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



１１．看護教育施設部会

-366-

委員長 井手道雄

聖マリア病院理事長

〒830-8543久留米市津福本町422

ＴＥＬＯ９４２

ＦＡＸＯ９４２

３５

３４

３３２２

３１１５

副委員長 宮崎忠昭

長野赤十字病院院長

〒380-8582長野市若弔1512-1

ＴＥＬＯ２６

ＦＡＸＯ２６

２２６

２２８

４１３１

８４３９

委員 西村昭男

医療法人社団カレスアライアンス理事長

〒051-8501宝藺市新富町1-5-13

ＴＥＬＯｌ４３

ＦＡＸＯ１４３

２４

２４

１３３１

２２０１

委員 林雅人

平鹿総合病院院長

〒013-8610横手市駅前町1-30

ＴＥＬＯｌ８２

ＦＡＸＯｌ８２

３２

３３

５１２１

３２００

委員 村上信乃

国保旭中央病院院長

〒289-2511旭市イの１３２６

ＴＥＬＯ４７９

ＦＡＸＯ４７９

６３

６２

８１１１

０３３０

委員 古瀬清次

大阪府済生会野江病院院長

〒536-0002大阪市城東区今福東2-2-33

ＴＥＬＯ６

ＦＡＸＯ６

６９３２

６９３２

０４０１

７９７７

委員 山内英生

国立仙台病院院長

〒983-0045仙台市宮城野区宮城野2-8-8

ＴＥＬＯ２２

ＦＡＸＯ２２

２９３

２９１

１１１１

８１１４

事務局 井上新

(社）日本病院会学術部学術研修課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



３．事業展開に関する委員会（担当富Ｉ会長武田隆男）

１２予防医学委員会

-367-

委員長 奈良昌治

足利赤十字病院院長

〒326-0808足利市本城3-2100

ＴＥＬＯ２８４

ＦＡＸＯ２８４

２１

２２

０１２１

０２７６

副委員長 加藤正弘

江戸川病院院長

〒l33-0052江戸Ill区東小岩2-24-18

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３６７３

３６７３

１２２１

１２２３

委員 天川孝則

横浜赤｜字病院院長

〒231-0836横浜市中区根岸町2-85

ＴＥＬＯ４５

ＦＡＸＯ４５

６２２

６２２

０１０１

０１０６

委員 田村政紀

ＰＬ東京健康管理センター所長

〒l50-0047渋谷区神山町16-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３４６９

３４６７

1１６１

９０３７

委員 日野原茂雄

聖路加国際病院予防医療センター医長

〒lO4-8560中央区明石町9-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５５５０

５５５０

２４００

２４０４

委員 松木康夫

新赤坂クリニック 院長

〒lO6-0032港区六本木5-5-ｌ六本木ロアビル１１Ｆ

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５７７０

５７７０

１２６１

１２６７

委員 山門実

三井記念病院総合健診センター所長

〒101-0024千代田区神田和泉町１

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５６８７

５６８７

６３３１

６３３２

事務局 井上新

(社）日本病院会学術部学術研修課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



12-2.人間ドック施設認定小委員会

-368-

委員長 笹森典雄

牧田総合病院付属健診センター院

〒143-0016大田区大森北1-33-8

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

長

３７６２

３７６２

５１４３

４０３７

委員 奈良昌治

足利赤十字病院院長

〒326-0808足利市本城3-2100

ＴＥＬＯ２８４

ＦＡＸＯ２８４

２１

２２

０１２１

０２７６

委員 天lll孝則

横浜赤十字病院院長

〒231-0836横浜市中区根岸町2-85

ＴＥＬＯ４５

ＦＡＸＯ４５

６２２

６２２

０１０１

０１０６

委員 清瀬闇

三井記念病院総合健診センター名誉顧問

〒l57-0063世田谷区粕谷4-18-12（連絡先）自宅

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３３３０

３７６２

３６９０

３６７６

委員 日野原茂雄

聖路加国際病院予防医療センター医長

〒lO4-8560中央区明石町9-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５５５０

５５５０

２４００

２４０４

事務局 井上新

(社）日本病院会学術部学術研修課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



12-3．人間ドック判定に関するガイドライン作成小委員会

-369-

委員長 奈良昌治

足利赤十字病院院長

〒326-0808足利市本城3-2100

ＴＥＬＯ２８４

ＦＡＸＯ２８４

２１

２２

０１２１

０２７６

副委員長 河合忠

国際臨床病理センター 所長

〒l54-0003世田谷区野沢2-7-12-202（連絡先）自宅

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸ

３４１４

〃

９３９５

委員 後藤由夫

東北厚生年金病院名誉院長

〒980-0011仙台市青葉区上杉4-6-12（連絡先）自宅

ＴＥＬＯ２２

ＦＡＸＯ２２

２５９

２５９

１２２１

６９６３

委員 中村治雄

(財）三越厚生事業団常務理事

〒l60-0023新宿区西新宿1-41-1ｴｽﾃｯｸ情報ビル３Ｆ

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３３４８

３３４８

５７９１

５７９５

委員 笹森典雄

牧田総合病院付属健診センター院長

〒143-0016大田区大森北1-33-8

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３７６２

３７６２

５１４３

４０３７

委員 清瀬闇

三井記念病院総合健診センター名誉顧問

〒l57-0063世田谷区粕谷4-18-12（連絡先）自宅

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３３００

３３００

３６９０

３６７６

委員 日野原茂雄

聖路加国際病院予防医療センター医長

〒lO4-8560中央区明石町9-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５５５０

５５５０

２４００

２４０４

委員 小山和作

曰本赤十字社熊本健康管理センター所長

〒869-0939熊本市長嶺南2-1-1

ＴＥＬＯ９６

ＦＡＸＯ９６

３８４

３８７

２１１１

８２７８

委員 山門実

三井記念病院総合健診センター所長

〒lOl-0024千代田区神田和泉町’

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５６８７

５６８７

６３３１

６３３２

事務局 井上新

(社）日本病院会学術部学術研修課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



12-4．人間ドック認定指定医小委員会

-370-

委員長 日野原軍明

聖路加国際病院理事長

〒lO4-8560中央区明石町9-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５５５０

５５５０

７００１

７０３５

副委員長 奈良昌治

足利赤十字病院院長

〒326-0808足利市本城3-2100

ＴＥＬＯ２８４

ＦＡＸＯ２８４

２１

２２

０１２１

０２７６

委員 天川孝則

横浜赤十字病院院長

〒231-0836横浜市中区根岸町2-85

ＴＥＬＯ４５

ＦＡＸＯ４５

６２２

６２２

０１０１

０１０６

委員 笹森典雄

牧田総合病院付属健診センター院長

〒143-0016大田区大森北1-33-8

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３７６２

３７６２

５１４３

４０３７

委員 田村政紀

ＰＬ東京健康管理センター所長

〒l50-0047渋谷区神山町16-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３４６９

３４６７

１１６１

９０３７

委員 日野原茂雄

聖路加国際病院予防医療センター医長

〒lO4-8560中央区明石町9-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５５５０

５５５０

２４００

２４０４

事務局 井上新

(社）日本病院会学術部学術研修課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



１３．通信教育委員会

-371-

委員長 山本修三

済生会神奈111県病院院長

〒221-860l横浜市神奈川区富家町6-6

ＴＥＬＯ４５

ＦＡＸＯ４５

４３２

４３２

ｌｌｌｌ

ｌｌｌ９

副委員長 石井暎禧

石心会狭山病院院長

〒350-1323狭IlI市鵜ノ木1-33

ＴＥＬＯ４２９

ＦＡＸＯ４２９

５３

５３

６６１１

８０４０

委員 黒田幸男

元国家公務員共済組合連合会顧問

〒lO2-0071千代田区富士見1-7-5共済ビル２Ｆ

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６４

３２６４

８１９１

０８５５

委員 鈴木荘太郎

東邦大学医学部病院管理学研究室教授

〒143-8540大田区大森西5-21-16

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３７６２

３７６５

４１５１

３１８１

委員 瀬戸山 兀

高知県・高知市病院組合理事

〒780-0844高知市永国寺町6-13

ＴＥＬＯ８８

ＦＡＸＯ８８

８７１

８７１

３０４０

３１５１

委員 鳥羽克子

聖路加国際病院医療情報管理科科長

〒lO4-8560中央区明石町9-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３５４１

３５４４

５１５１

０６４９

委員 中村彰吾

聖路加国際病院事務長

〒lO4-8560中央区明石町9-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３５４１

３５４４

５１５１

０６４９

事務局 横堀由喜子

(社）日本病院会学術部通信教育課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



13-2．診療情報管理課程小委員会

-372-

委員長 山本修三

済生会神奈川県病院院長

〒221-8601横浜市神奈川区富家町6-6

ＴＥＬＯ４５

ＦＡＸＯ４５

４３２

４３２

ｌｌｌｌ

ｌｌｌ９

委員 川合省三

大阪府立病院脳神経外科部長

〒558-8558大阪市住吉区万代東3-1-56

ＴＥＬＯ６

ＦＡＸＯ６

６６９２

６６０６

1２０１

７０００

委員 木村満

東京都済生会中央病院畠'1院長

〒108-0073港区三田1-4-17

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３４５１

３７９８

８２１１

５５５０

委員 鈴木荘太郎

東邦大学医学部病院管理学研究室教

授

〒143-8540大田区大森西5-21-16

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３７６２

３７６５

４１５１

３１８１

委員 鳥羽克子

聖路加国際病院医療情報管理科科長

〒lO4-8560中央区明石町9-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３５４１

３５４４

５１５１

０６４９

委員 中村洋

茨城県ｒＺ医療大学人間科学センター助教授

〒300-0300茨城県稲敷郡阿見町4669-2

ＴＥＬＯ２９８

ＦＡＸＯ２９８

４０

４０

２１４０

２２４０

委員 五十嵐よしゑ

福井県立病院病歴室

〒910-8526福丼市四ツ丼2-8-1

ＴＥＬＯ７７６

ＦＡＸＯ７７６

５４

５４

５１５１

６１３８

事務局 横堀由喜子

(社）日本病院会学術部通信教育課

〒102-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



13-3．病院経営管理者養成小委員会

-373-

委員 黒田幸男

元国家公務員共済組合連合会顧問

〒lO2-0071千代田区富士見1-7-5共済ビル２Ｆ

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６４

３２６４

８１９１

０８５５

委員 中村彰音

聖路加国際病院事務長

〒lO4-8560中央区明石町9-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３５４１

３５４４

５１５１

０６４９

委員 高橋淑郎

国際医療福祉大学医療福祉学部医療経営管理学科教授

〒324-8501人田原市北金丸2600-1

ＴＥＬＯ２８７

ＦＡＸ

２４

ﾉノ

３１５９

委員 竹田秀

竹田綜合病院理事長

〒965-8585会津若松市山鹿町3-27

ＴＥＬＯ２４２

ＦＡＸＯ２４２

２７

２７

５５１１

５６７０

委員 永易卓

わかくさ竜間リハビリテーション病院副院長

〒574-0012大束市大字竜間'580

ＴＥＬＯ７２

ＦＡＸＯ７２

８６９

８６９

０１１６

０１３５

事務局 滝澤直繁

(社）日本病院会学術部学術研修課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



１４．国際委 員会

-374-

委員長 秋山祥

虎の門病院院長

〒105-8470港区虎ノ門2-2-2

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３５８８

３５８２

１１１１

７０６８

副委員長 牧野永城

亀田総合病院副院長

〒296-8602鴨川市東町929

ＴＥＬＯ４７０

ＦＡＸＯ４７０

９２

９３

２２１１

０４２０

委員 川村功

下都賀総合病院院長

〒328-8505栃木市富士見町5-32

ＴＥＬＯ２８２

ＦＡＸＯ２８２

２２

２４

２５５１

１６３１

委員 堺隆弘

武蔵野赤十字病院院長

〒l80-8610武蔵野市境南町1-26-1

ＴＥＬＯ４２２

ＦＡＸＯ４２２

３２

３２

３１１１

３５２５

委員 西村昭男

医療法人力レスアライアンス理事長

〒051-850l室蘭市新富町1-5-13

ＴＥＬＯｌ４３

ＦＡＸＯ１４３

２４

２４

１３３１

２２０１

委員 藤代成

国保成東病院薬斉Ⅱ部長

〒289-1326干葉県山武郡成東町成東167

ＴＥＬＯ４７５

ＦＡＸＯ４７５

８２

８２

２５２１

３３５４

委員 星和夫

青梅市fZ総合病院院長

〒198-0042青梅市東青梅4-16-5

ＴＥＬＯ４２８

ＦＡＸＯ４２８

２２

２４

３１９１

５１２６

事務局 大内全

(社）日本病院会広報部

〒102-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



１５．感染症対策委員会

-375-

委員長 武田隆男

武田病院グループ会長

〒600-8558京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町

8４１－５

ＴＥＬＯ７５

ＦＡＸＯ７５

３６１

３６１

１３３５

７６０２

扇'|委員長 三浦恭定

社会保険中央総合病院顧問

〒l69-0073新宿区百人町3-22-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３３６４

３３６４

０２５１

５６６３

委員 岡部信彦

国苛Z感染症研究所感染症情報ｾﾝﾀｰ長

〒l62-8640新宿区戸山1-23-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５２８５

５２８５

ｌｌｌｌ

ｌｌ５０

委員 賀来満夫

東北大学大学院感染症内科教授

〒980-8574仙台市青葉区星陵町1－１

ＴＥＬＯ２２

ＦＡＸＯ２２

７１７

７１７

７３７１

７３９０

委員 木村哲

東京大学医学部附属病院教授

〒ll3-8655文京区本郷7-3-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３８１５

５８００

５４１１

８７９９

委員 草地信也

東邦大学医学部付属大橋病院第三外科助教授

〒l53-8515目黒区大橋2-17-6

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３４６８

３４６９

１２５１

８５０６

委員 小松本｜吾

足利赤十字病院副院長

〒326-0808足利市本城3-2100

ＴＥＬＯ２８４

ＦＡＸＯ２８４

￣ ２１

２２

０１２１

０２２５

委員 毛利昌史

国立療養所東京病院院長

〒204-0023情瀬市竹丘3-1-1

ＴＥＬＯ４２４

ＦＡＸＯ４２４

９１

９４

２１１１

２１６８

事務局 井上新

(社）日本病院会学術部学術研修課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



１６．ホスピタルショウ委員会

-376-

委員長 里村洋

千葉大学医学部附属病院医療情報部長

〒260-8677干葉市中央区亥鼻1-8-1

ＴＥＬＯ４３

ＦＡＸＯ４３

２２６

２２６

２３４５

２３７３

副委員長 大道久

日本大学医学部医学管理学教室教授

〒l73-0032板橋区大谷口上町30-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３９７２

５９６４

８１１１

７０３６

委員 益澤秀明

新東京病院顧問

〒271-0077松戸市根本473-1

ＴＥＬＯ４７

ＦＡＸＯ４７

３６６

３６４

７０００

２５９８

委員 中村清吾

聖路加国際病院外科医長

〒lO4-8560中央区明石町9-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５５５０

３５４４

７０２２

０６４９

委員 三宅浩之

(財）日本医薬情報センター理事長

〒l50-0002渋谷区渋谷2-12-15長丼記念館３Ｆ

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５４６６

５４６６

１８１０

１８１４

委員 山口和英

(社）日本病院会事務局長

〒102-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８

事務局 大内全

(社）日本病院会広報部

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



４．情報発信に関する委員会（担当富Ｉ会長大道學）

１７．学術委員会

-377-

委員長 旱禾[1夫

青梅市立総合病院院長

〒198-0042青梅市束青梅4-16-5

ＴＥＬＯ４２８

ＦＡＸＯ４２８

２２

２４

３１９１

５１２６

岡'|委員長 小堀鴎-一郎

国fZ国際医療センター院長

〒l62-8655新宿区戸山1-21-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２０２

３２０７

７１８１

１０３８

委員 岡崎通

国立三重中央病院名誉院長

〒514-0063津市渋見町７７０

ＴＥＬＯ５９

ＦＡＸＯ５９

３５（自宅）

２２５

２２５

４０３０

４０３０

委員 佐野忠弘

青山病院顧問

〒l50-0001渋谷区初台'-49-3-306（自宅）

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３４００

３４８６

７２２１

０９３０

委員 波多野誠

曰経ＢＰ社診療所所長

〒lO2-8622千代田区平何町2-7-6

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５２１０

５２１０

８４０７

８４２６

委員 松峯敬夫

大森赤十字病院院長

〒143-8527大田区中央4-30-11

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３７７５

３７７６

３１１１

０００４

委員 村岡亮

国rZ国際医療センター国際医療協力局派遣協力専門官

〒l62-8655新宿区戸山1-21-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２０２

３２０５

７１８１

７８６０

事務局 浜田 美

(社）口本病院会広報部広報課

〒lO2-8414千代田区－番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



１８．広報委

〈云巨
貝

-378-

委員長 廣田耕三

熊本リハビリテーション病院理事

〒869-llO6菊池郡菊陽町曲手760

ＴＥＬＯ９６

ＦＡＸＯ９６

２３２

２３２

３１１１

３１１９

副委員長 亘̄
、 田勝弘

十浦協同病院院長

〒300-0053ｔ浦市真鍋新町11-7

ＴＥＬＯ２９８

ＦＡＸＯ２９８

２３

２３

３１１１

１１６０

委員 石井暎禧

石心会狭山病院院長

〒350-1323狭山市鵜ノ木1-33

ＴＥＬＯ４２９

ＦＡＸＯ４２９

５３

５３

６６１１

８０４０

委員 谷野浩太郎

(株）社会保険研究所編集課長

〒lOl-0047千代田区内神田2-4-6WTC内神田ﾋﾞル

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２５２

５２５６

７７０１

９０２０

委員 中野夕香型

(社）日本看護協会政策企画室

〒l50-0001渋谷区神宮前5-8-2

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３４００

３４００

８３３１

５１３７

委員 野本睦美

ＮＨＫｴデュケーショナル生活文化部チーフディレクター

〒l50-0047渋谷区神山町9-2第六共同ビル

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３４８１

３４８１

１５５２

５０６１

委員 六鹿直視

市立半田病院院長

〒475-8599半田市東洋町2-29

ＴＥＬＯ５６９

ＦＡＸＯ５６９

２２

２４

９８８１

３２５３

事務局 江連修

(社）日本病院会広報部渉外課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



１９．インターネット委員会

｜’

１反Ｅ一番１１〕２－８４１４

５５－ＯＣ

０－２８９８

-379-

委員長 大井利夫

上都賀総合病院名誉院長

〒322-8550鹿沼市下田町l-lO33
ＴＥＬＯ２８９

ＦＡＸＯ２８９

６４

６３

２１６１

６０７６

委員 中村洋

茨城県立医療大学人間科学ｾﾝﾀｰ助教授

〒300-0394茨城県稲敷郡阿見町阿見4669-2
ＴＥＬＯ２９８

ＦＡＸＯ２９８

４０

４０

２１４０

２２４０

委員 星和夫

青梅市立総合病院院長
〒198-0042青梅市束青梅4-16-5

ＴＥＬＯ４２８

ＦＡＸＯ４２８

２２

２４

３１９１

５１２６

委員 石川顕弘

医療法人社団カレスアライアンス曰鋼記念病院医事課長
〒051-8501室藺市新富町1-5-13

ＴＥＬＯ１４３

ＦＡＸＯｌ４３

２４

２２

７２９６

５２９６

委員 上地腱

総合病院中頭病院業務部医事業務課副主任
〒904-2195沖縄市知花７２３番地

ＴＥＬＯ９８

ＦＡＸＯ９８

９３９

９３７

１３００

８６９９

事務局 大内全

(社）日本病院会広報部
〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



５．総務企画に関する委員会（担当副会長大道學）

２０．総務委員会

HＴ６－６８６(） 工Ｉ－ｈ,《1ｔ

０

nｋＸＣ

-380-

委員長 大道學

医療法人大道会理事長
〒536-0023大阪市城東区東中浜1-5-1

ＴＥＬＯ６

ＦＡＸＯ６

６９６２

６９６３

９６２１

２２３３

委員 奈良昌治

足利赤十字病院院長
〒326-0808足利市本城3-2100

ＴＥＬＯ２８４

ＦＡＸＯ２８４

２１

２２

０１２１

０２７６

委員 武田隆男

武田病院グループ会長

〒600-8558京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町
8４１－５

ＴＥＬＯ７５

ＦＡＸＯ７５

３６１

３６１

１３３５

７６０２

委員 山本修三

済生会神奈川県病院院長
〒221-8601横浜市神奈川区富家町6-6

ＴＥＬＯ４５

ＦＡＸＯ４５

４３２

４３２

１１１１

１１１９

委員 山口和英

(社）日本病院会事務局長
〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８

事務局 小椋敏正

(社）日本病院会総務部総務課
〒102-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



21．倫理委 員会

-381-

委員長 大道學

医療法人大道会理事長

〒536-0023大阪市城東区東中浜1-5-1

ＴＥＬＯ６

ＦＡＸＯ６

６９６２

６９６３

９６２］

２２３３

委員 奈良昌治

足利赤｜字病院院長

〒326-0808足ｆＩ１市本城3-2100

ＴＥＬＯ２８４

ＦＡＸＯ２８４

２１

２２

０１２１

０２７６

委員 武田隆男

武田病院グループ会長

〒600-8558京都市~下京区塩小路通西i1iil院東入束端小路町

8４１－５

ＴＥＬＯ７５

ＦＡＸＯ７５

３６１

３６１

１３３５

７６０２

委員 山本修三

済生会神奈川県病院院長

〒221-860I横浜市神奈川区富家町6-6

ＴＥＬＯ４５

ＦＡＸＯ４５

４３２

４３２

ｌｌｌｌ

ｌｌｌ９

委員 行天良雄

医事評論家

〒240-001I横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1-5-22

ＴＥＬＯ４５

ＦＡＸＯ４５

３３１

３４１

２９３８

８１８８

委員 高久史麿

自治医科大学学長

〒329-0431河内郡南河内町薬師寺3311-1

ＴＥＬＯ２８５

ＦＡＸＯ２８５

４４

４４

２１１１

５０１９

事務局 小椋敏正

(社）日本病院会総務部総務課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



22.組織委 員会

-382-

委員長 岸口繁

府中病院理事長

〒594-0076和泉市肥子町l-lO-l7

ＴＥＬＯ７２５

ＦＡＸＯ７２５

４３

４１

１２３４

０９００

委員 西村昭男

医療法人力レスアライアンス理事長

〒051-850l室蘭市新富町1-5-13

ＴＥＬＯｌ４３

ＦＡＸＯ１４３

２４

２４

１３３１

２２０１

委員 白岩康夫

寿泉蛍綜合病院院長

〒963-8585郡山市駅前1-8-16

ＴＥＬＯ２４９

ＦＡＸＯ２４９

３２

３９

６３６３

４７８５

委員 池澤康郎

中野総合病院院長

〒l64-8607中野区中央4-59-16

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３３８２

３３８２

１２３１

３２９６

委員 大家他喜雄

石)||県rZ中央病院院長

〒920-8530余沢市南新保町ヌ１５３

ＴＥＬＯ７６

ＦＡＸＯ７６

２３７

２３８

８２１１

５３６６

委員 細木秀美

細木病院院長

〒780-8535高知市大膳町3７

ＴＥＬＯ８８８

ＦＡＸＯ８８８

２２

２５

７２１１

０９０９

委員 廣田耕三

熊本リハビリテーション病院理事

〒869-1106菊池郡菊陽町曲手760

ＴＥＬＯ９６

ＦＡＸＯ９６

２３２

２３２

３１１１

３１１９

事務局 高瀬敦俊

(社）日本病院会総務部総務課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



23．病院倫理綱領の見直しに関する特別委員会（担当会長中山耕作）

-383-

委員長 旱和夫

青梅市立総合病院院長

〒198-0042青梅市束青梅4-16-5

ＴＥＬＯ４２８

ＦＡＸＯ４２８

２２

２４

３１９１

５１２６

委員 大道學

医療法人大道会理事長

〒536-0023大阪市城東区東中浜1-5-1

ＴＥＬＯ６

ＦＡＸＯ６

６９６２

６９６３

９６２１

２２３３

委員 奈良昌治

足利赤'－．字病院院長

〒326-0808足利Tb｢本城3-2100

ＴＥＬＯ２８４

ＦＡＸＯ２８４

２１

２２

０１２１

０２７６

委員 武田隆男

武田病院グループ会長

〒600-8558京都市下京区塩小路通西＃1両|院東入東塩小路町841-5

ＴＥＬＯ７５

ＦＡＸＯ７５

３６１

３６１

１３３５

７６０２

委員 山本修三

済牛会神奈川県病院院長

〒221-8601横浜市神奈川区富家町6-6

ＴＥＬＯ４５

ＦＡＸＯ４５

４３２

４３２

１１１１

１１１９

委員 池澤康郎

中野総合病院院長

〒l64-8607中野区中央4-59-16

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３３８２

３３８２

１２３１

３２９６

委員 井部俊子

聖路加国際病院副院長

〒lO4-8560中央区明石町9-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３５４１

５５５０

５１５１

７１１７

委員 岩崎榮

曰本医科大学常務理事

〒ll3-0022文京区千駄木1-1-5

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３８２２

５６８５

２１３１

３０６８

委員 行天良雄

医事評論家

〒240-0011横浜市保士ケ谷区桜ケ丘1-5-22

ＴＥＬＯ４５

ＦＡＸＯ４５

３３１

３４１

２９３８

８１８８

委員 牧野永城

亀田総合病院副院長

〒296-8602鴨111市東町929

ＴＥＬＯ４７０

ＦＡＸＯ４７０

９２

９９

２２１１

１２４０

事務局 小椋敏正

(社）曰本病院会総務部総務課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



研究 会 委 名簿
■＝■

貝

１．病院経営管理研究会

くり.〕卜 /’

０

【目的】病院経営および病院管理に関する課題を研究し、もって病院経営の改善に資するこ

とを目的とする。

【分掌】・病院経営に関する研究。

・病院管理に関する研究。

・病院人事および労務に関する研究。

・病院経営管理に関するセミナーおよび研修会の開催。

・その他、本会の目的に関すること。

-384-

顧問 山本敏博

聖隷福祉事業団理事長

〒433-8558浜松市三方原3452

ＴＥＬＯ５３

ＦＡＸＯ５３

４３９

４３９

１１００

１３１３

委員長 竹田秀

竹田綜合病院理事長

〒965-8585会津若松市山鹿町3-27

ＴＥＬＯ２４２

ＦＡＸＯ２４２

２７

２７

５５１１

５６７０

委員 齋
－１－＋▲

勝 壽明

(株）聖路加サービスセンター管理部長

〒lO4-8560中央区明石町9-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３５４２

５５５０

９７４６

７０８２

委員 高尾博

亀田総合病院管理本部人事部長

〒296-8602鴨川市東町929

ＴＥＬＯ４７０

ＦＡＸＯ４７０

９２

９９

２２１１

１２４０

委員 玉木義朗

田名病院事務局長

〒229-ll24相模原市田名10856

ＴＥＬＯ４２７

ＦＡＸＯ４２７

７８

７８

３０８０

５３７７

委員 鈴木新

聖隷浜松病院事務長

〒430-8558浜松市住吉2-12-12

ＴＥＬＯ５３

ＦＡＸＯ５３

４７４

４７１

２２２２

６０５０

委員 泉哲郎

河北総合病院事務部長

〒l66-8588杉並区阿佐谷北1-7-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３３３９

３３３９

２１２１

０４０８

事務局 滝.澤直繁

(社）曰本病院会学術部学術研修課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



２．医事研究会

【目的】病院における医事業務の在り方および医事請求に関する問題点を研究し、医事業務

の向上に資することを目的とする。

【分掌】・医事業務の在り方についての研究。

・医事請求の問題点の研究。

・本会の目的達成のために、セミナーまたは研修会の開催。

・その他、本会の目的に関すること。

-385-

委員長
毛宅－－

勝 田勝弘

渕野辺総合病院事務部長

〒229-0006相模原Th｢渕野辺3-2-8

ＴＥＬＯ４２

ＦＡＸＯ４２

７５４

７５７

２２２２

４１７０

岡ﾘ委員長 合羽丼昭雄

永寿総合病院理事・事務部長

〒’11-8656台束区元浅草2-11-7

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３８３３

３８３１

８３８１

９４８８

編集委員 渡辺 兀 二

聖母病院医事課長

〒l61-8521新宿区中落合2-5-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３９５１

３９５４

１１１６

７０９１

委員 平良秀

杏雲堂病院医事課係長

〒lOl-0062千代田区神田駿河台1-8

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２９２

３２９２

２０５１

３３７６

委員 松本祐三

済堆会川口総合病院医事課長

〒332-8558川口市西川口5-12-1

ＴＥＬＯ４８

ＦＡＸＯ４８

２５３

２５３

1５５１

８１３９

委員 吉井文吾

練馬総合病院医事課長

〒l76-8530練馬区旭丘2-41-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３９７２

３９７２

１００１

１０３１

委員 武田匡弘

日本鋼管病院管理部医事室主任

〒210-0852川崎市川崎区鋼管通1-2-1

ＴＥＬＯ４４

ＦＡＸＯ４４

３３３

３３３

５５９１

５５９９

事務局 太刀川東吾

(社）日本病院会学術部

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

0０７７

２８９８



３．用度研究会

【目的】病院の購買管理・在庫管理等用度に関する問題点を研究し、用度業務の向上を図る

ことを目的とする。

【分掌】・資財の購入に関する研究。

・資財の管理に関する研究。

・その他、用度業務に関する研究。

・本会の目的達成のために、セミナーまたは研修会の開催。

・その他、本会の目的に関すること。

-386-

委員長 梅津勝男

曰比谷病院事務次長

〒lOO-0011千代田区内幸町1-3-2

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３５０２

３５９１

７２３１

６５０８

副委員長 大石洋可

練馬総合病院事務長

〒l76-8530練馬区旭丘2-41-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３９７２

３９７２

１００１

１０３１

編集委員 倉辻明男

聖路加|玉|際病院物品管J里センターマネジャー

〒lO4-8560中央区明石町9-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５５５０

５５５０

７０１３

７０２５

委員 久保田義徳

特別養護老人ホームホワイト市川事務長

〒272-0013市川而高谷１８５４

ＴＥＬＯ４７

ＦＡＸＯ４７

３２７

３２８

３３１１

５６３０

委員 小松太

日本鋼管病院資材会計室主任

〒210-0852川崎市川崎区鋼管通1-2-1

ＴＥＬＯ４４

ＦＡＸＯ４４

３３３

３３３

５５９１

５５９９

委員 須之内敏

三井記念病院管理二課副主任

〒lOl-8643千代田区神田和泉町’

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３８６２

３８６２

９１１１

９１４０

事務局 千須和美直

(社）日本病院会学術部学術研修課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



４看護管理研究会

＝Ｉロマロ1Ｊし

[)２－０(】

0 ｍｌＣ

0

【目的】医療・看護の動向をふまえて病院運営・看護管理について研究し、看護の質の向上

と効果的・効率的な看護管理に資することを目的とする。

【分掌】・医療・看護の動向に関する研究。

・看護の質に関する研究。

・看護管理に関する研究。

・本会の目的達成のためにセミナーまたは研修会の開催。

・その他、本会の目的に関すること。

-387-

委員長

編集委員

河野佳代子

九段坂病院看護部長

〒lO2-0074千代田区九段南2-1-39

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６２

３２６４

９１９１

５３９７

E''１委員長 長尾眞澄

前社会保険中央総合病院総看護婦長

〒112-0002文京区小石川3-25-4アビタシオン601（自宅）

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３８１６－６８６５

３８１６－６８６５

委員 大川ノブ子

北弔研究所病院看護部長

〒108-8642港区白金5-9-1

ＴＥＬＯ３－３４４４－６１６１（内５６６２）

ＦＡＸＯ３－５７９１－６３１３

委員 川口 子

都iZ府中療育センター 看護科長

〒l83-0042府中市武蔵台2-9-2

ＴＥＬＯ４２３－２３－５１１５（内５２１９）

ＦＡＸＯ４２３－２２－６２０７

委員 柴田レイ子

救世軍ブース記念病院総看護婦長

〒l66-0012杉並区和田1-40-5

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３３８１

５３８５

７２３６

０７３０

委員 古瀬敬子

東京都済生会中央病院看護教育部長

〒108-0073港区三田1-4-17

ＴＥＬＯ３－３４５１－８２１１（内３３３７）

ＦＡＸＯ３－３４５１－８６０７

委員 増子ひさ江

日本赤十字社幹部看護婦研修所専任教師

〒l50-0012渋谷区広尾４－１

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３

３４９９

３４０７

１７０９

１２６９

事務局 井上新

(社）日本病院会学術部学術研修課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



５．薬事管理研究会

【目的】病院における薬事管理の問題点を研究し、病院薬事業務の向上に資することを目的

とする。

【分掌】・薬事管理に関する研究。

・薬品管理に関する研究。

・本会の目的達成のために、セミナーまたは研修会の開催。

・その他、本会の目的に関すること。

-388-

牧戸宏行

(社）細菌製斉Ｉ協会常務理事

〒l62-0821新宿区津久戸町3-llTH-Iビル

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６９

３２６９

４７４９

６５９８

委員長 樺山照

杏林大学医学部付属病院薬剤部長

〒l81-8611三鷹市新川6-20-2

ＴＥＬＯ４２２

ＦＡＸＯ４２２

４７

４４

５５１１

０６５７

副委員長 八木下将也

(社）東京都病院薬斉Ｉｌ師会専務理事

〒l50-0002渋谷区渋谷2-12-15

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３４９９

３４９９

３３８８

３３９９

編集委員 谷古宇秀

やこうしげる

東京女子医科大学附属第二病院薬斉Ｉ部長

〒116-8567荒111区西尾久2-1-10

ＴＥＬＯ３－３８１０－ｌｌｌｌ（内５８０）

ＦＡＸＯ３－５６９２－７６２２

委員 巌藏

元武蔵野赤十字病院薬剤部長

〒194-0002町田市南つくし野２－８－３（自宅）

ＴＥＬＯ４２

ＦＡＸ

７９６ ７８５９

委員 佐野壽夫

昭和薬科大学臨床薬学研究室客員教授

〒150-0003曰黒区碑文谷4-16-7-201（連絡先）自宅

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３７１６

３７１６

０７６６

０７６６

委員 宮村栄樹

船橋市立医療センター薬剤部長

〒273-8588船橋市金杉1-21-1

ＴＥＬＯ４７

ＦＡＸＯ４７

４３８

４３８

３３２１

７２６３

委員 鈴木善明

大森赤十字病院薬斉Ⅱ部長

〒181-8611大田区中央４－３０

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

１１

３７７５

３３７６

３１１１

０００４

事務局 千須和美直

(社）日本病院会学術部学術研修課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



６．栄養調理研究会

【|]的】病院における栄養・食事管理に関する問題点を研究し、知識及び技術の向上itびに

患者サービスの向上に資することを目的とする。

【分掌】・栄養管理に必要な知識と技術の習得について。

・栄養指導の技術、評価・判定に関する研究。

・病院食並びに調理技術の向上について。

・衛牛管理についての知識と実践について。

・本会の目的達成のために、セミナーまたは研修会の開催。

・その他、本会の目的に関すること。

-389-

委員長 松崎政三

東京厚生年金病院栄養部長

〒l62-8543新宿区津久戸町5-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６９

３２６０

８１１１

７８４０

副委員長 中甲良三

東邦大学医学部付属大橋病院上席調理室長

〒153-8515口黒区大橋2-17-6

ＴＥＬＯ３－３４６８－ｌ２５１（内３２８３）

ＦＡＸＯ３－３４６８－６１９２

編集委員 本田佳子

虎の門病院栄養部長

〒lO5-8470港区虎ノ門2-2-2

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３５８８

３５６０

１１１１

７７８４

委員 榎本眞1王Ｌ

杏雲堂病院栄養科長

〒lOl-0062千代田区神田駿河台1-8

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２９２

３２９２

２０５１

３３７５

委員 小山正博

|||頁天竜大学医学部附属順天堂医院栄養課長

〒113-8431文京区本郷3-1-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５８０２

５８０２

１１８５

１１４４

委員 田中和恵

都rZ府中療育センター栄養科長

〒l83-0042府中市武蔵台２－９－２

ＴＥＬＯ４２

ＦＡＸＯ４２

３２３

３２２

５１１５

６２０７

委員 新井淑雄

都立松沢病院栄養科技能宅任

〒l56-0057世田谷区上北沢2-1-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３３０３

３３２９

７２１１

７５８６

事務局 井上新

(社）曰本病院会学術部学術研修課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



７．ハウスキーピング研究会

【目的】病院の施設整備と環境管理に関する問題点を研究し、病院の質の向上と患者サービ

スに資することを目的とする。

【分掌】・病院ハウスキーピングに関する研究。

・本会の目的達成のために、セミナーまたは研修会の開催。

・その他、本会の目的に関すること。

-390-

委員長 松浦弘子

都1Z大塚病院家政係長

〒l70-8476豊島区南大塚2-8-1

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３９４１

３９４１

３２１１

９５５７

副委員長 滝|壬Ｉ敦子

栃木県済生会宇都宮病院ハウスキーピング課長

〒321-0974宇都宮市竹林町911-1

ＴＥＬＯ２８－６２６－５５００（内３２６７）

ＦＡＸＯ２８－６２６－５５９４

委員 唐島孝彰

|||貞天堂大学医学部附属'11頁天堂医院管理課

〒ll3-8431文京区本郷3-1-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

５８０２

５８０２

１１４２

１１４４

委員 島野文夫

虎の門病院施設環境課長

〒lO5-8470港区虎ノ門2-2-2

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３５６０

３５６０

７７６１

７７７８

委員 田中多恵子

永生病院管理課リーダー

〒l93-0942八王子市椚田町583-15

ＴＥＬＯ４２６

ＦＡＸＯ４２６

６１

６１

４１０８

１３３１

委員 津野文男

日本通運健康保険組合東京病院前環境管理課長

〒l82-0035調布市上石原3-54-3Ｇｓ西調布302（連絡先）自宅

ＴＥＬＯ４２４

ＦＡＸなし

８７ ６９５２

委員 浦野美惠子

県西部浜松医療センター衛生管理室副室長

〒432-8580静岡県浜松市富家町３２８

ＴＥＬＯ５３

ＦＡＸＯ５３

４５３

４５２

７１１１

９２１７

事務局 井上新

(社）曰本病院会学術部学術研修課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



８．図書研究会

【目的】病院における図書に関する問題点を研究し、書籍管理、文献整理、情報資料の交換

等病院図書の充実と質的向上に資することを目的とする。

【分掌】・図書管理に関する研究。

・文献の整理に関する研究。

・図書機能の充実に関する研究。

・病院情報活用に関する研究。

・本会の目的達成のために、セミナーまたは研修会の開催。

・その他、本会の目的に関すること。

-391-

委員長 渡辺幸代

日本赤十字社医療センター図書室

〒l50-8935渋谷区広尾4-1-22

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３４００

３４０９

1３１１（内２２０５）

1６０４（別置）

委員 上原みどり

三井記念病院図書室

〒lOI-8643千代田区神田和泉町Ｉ

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ２５

３８６２

２６７

９１１１（内７８９）

３１９９

委員 山 文子

神奈111県fZこども医療センター図書室

〒232-8555横浜市南区六ツ川2-138-4

ＴＥＬＯ４５

ＦＡＸＯ４５

７１１

７４２

２３５１（内２５６１）

７８２１（直通）

委員 奥出麻里

川鉄千葉病院図書室

〒260-0842干葉市中央区南町l-ll-l2

ＴＥＬＯ４３

ＦＡＸＯ４３

２６１

２６３

５１１１（内２１６６）

１０２２（直通）

委員 森）|｜治美

松阪中央総合病院図書館

〒515-8566松阪市川井町字小望1０２

ＴＥＬＯ５９８

ＦＡＸＯ５９８

２１

２１

５２５２（内２０７８）

９５５５（直通）

委員 佐々木良子

松江市iZ病院総務課

〒690-8509松江市灘町lOl

ＴＥＬＯ８５２

ＦＡＸＯ８５２

３２

３２

８１６１

８３０７（直通）

委員 塚越貴子

前橋赤十字病院図書室

〒371-0014前橋~市朝日町3-21-36

ＴＥＬＯ２７

ＦＡＸＯ２７

２２４

２２３

４５８５

９３０７（直通）

事務局 千須和美直

(社）曰本病院会学術部学術研修課

〒lO2-8414千代田区一番町13-3

ＴＥＬＯ３

ＦＡＸＯ３

３２６５

３２３０

００７７

２８９８



四病院団体協議会（四病協）委員名簿

』
＠
画

部会・委員会名 役職 氏名 病院（法人名） 郵便番号 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

総合部会

会長

副会長

副会長

副会長

副会長

中山耕作

大道學

奈良昌治

武田隆男

山本修三

聖隷浜松病院

医療法人大道会

足利赤十字病院

武田病院

済生会神奈)||県病院

430-8558

536-0023

326-0808

600-8558

221-8601

静岡県浜松市住吉2-12-12

大阪府大阪市城東区東中浜1-5-1

栃木県足利市本城3-2100

京都府京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-5

神奈)||県横浜市神奈川区富家町6-6

053-474-2222

06-6962-9621

0284-21－０１２１

０７５－３６１－１３３５

０４５－４３２－１１１１

053-471-6050

06-6963-2233

0284-22-0276

075-361-7602

045-432-1119

医療制度委員会

副会長

常任理事

監事

奈良昌治

福井順

梶原優

足利赤十字病院

長崎記念病院

板倉病院

326-0808

851-0301

273-0005

栃木県足利市本城3-2100

長崎県長崎市深堀町1-11-54

千葉県船橋市本町2-10-1

0284-21-0121

03-3267-0667

0474-31-2662

0284-22-0225

03-3267-0667

0474-32-8578

医療保険・診療報酬

委員会

常任理事

監事

社会保険・老人

保健委員会委員

西村昭男

梶原優

栗山康介

医療法人カレスアラ
イアンス

板倉病院

名古屋第二赤十字病院

１
５
０

０
０
５

５
０
６

８
０
８

’
’
’

１
３
６

５
７
６

０
２
４

北海道室蔬市新富町1-5-13

千葉県船橋市本町2-10-1

愛知県名古屋市昭和区妙見町2-9

0143-24-1331

0474-31-2662

052-8３２－１１２１

0143-24-2201

0474-32-8578

052-832-5389

医業経営・税制

委員会

常任理事

常任理事

理事

池澤康郎

福田浩三

関口令安

中野総合病院

上飯田第二病院

都立豊島病院

７
２
５

０
０
１

６
８
０

８
０
０

－
一
一

４
２
３

６
６
７

１
４
１

東京都中野区中央4-59-16

愛知県名古屋市北区上飯田北町3-57

東京都板橋区栄町33-1

03-3382-1231

052-916-3681

03-5375-1234

03-3382-3296

052-991-3112

03-5944-3506

医療従事者対策

委員会

常任理事

常任理事

常任理事

中後勝

林雅人

井手道雄

医療法人愛仁会

平鹿総合病院

聖マリア病院

531-0072

013-8610

830-8543

大阪府大阪市北区豊崎3-2-1淀)''五番館10Ｆ

秋田県横手市駅前町1-30

福岡県久留米市津福本町422

06-6375-0660

0182-32-5121

0942-35-3322

06-6375-0560

0182-33-3200

0942-3４－３１１５

介護保険委員会

畠'１会長

常任理事

理事

武田隆男

)|｜合弘毅

武田惇

武田病院

医療法人若弘会

大阪府済生会泉尾医療
福祉センター

600-8558

556-0005

551-0032

京都府京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-5

大阪府大阪市浪速区日本橋4-7-7ﾃﾞﾝｷﾖｰ日本橋ビル２Ｆ

大阪府大阪市大正区北村3-4-5

075-361-1335

06-6646-0818

06-6552-0091

075-361-7602

06-6630-9192

06-6553-8824

医療安全対策
委員会

副会長

常任理事

医療安全対策

委員会委員

山本修三

うじ 原利武

大井利夫

済生会神奈)||県病院

明舞中央病院

上都賀総合病院

221-8601

673-0862

322-8550

神奈)||県横浜市神奈)||区富家町6-6

兵庫県明石市松が丘4-1-32

栃木県鹿沼市下田町1-1033

045-432-1111

078-917-2020

0289-64-2161

045-432-1119

078-914-1877

0289-64-2468



』
垣
』

部会・委員会名 役職 氏名 病院（法人名） 郵便番号 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

民間病院における診

断群分類を活用した
調査プロジェクト委

員会

副会長

常任理事

社会保険・老人
保健委員会委員

山本修三

西村昭男

栗山康介

済生会神奈)||県病院

医療法人カレスアライ
アンス

名古屋第二赤十字病院

221-8601

051-8501

466-8650

神奈)||県横浜市神奈)||区富家町6-6

北海道室蘭市新富町1-5-13

愛知県名古屋市昭和区妙見町2-9

045-432-ｌｌｌｌ

Ｏｌ４３－２４－ｌ３３１

０５２－８３２－ｌｌ２１

045-432-1119

0143-24-2201

052-8３２－１１３０

医療制度改革検討

委員会

副会長

常任理事

社会保険・老人

保健委員会委員

奈良昌治

)|｜合弘毅

堺常雄

足利赤十字病院

医療法人若弘会

聖隷浜松病院

326-0808

556-0005

430-8558

栃木県足利市本城3-2100

大阪府大阪市浪速区日本橋4-7-7ﾃﾞﾝｷﾖｰ日本橋ビル２Ｆ

静岡県浜松市住吉2-12-12

0284-21-0121

06-6646-0818

053-474-2228

0284-22-0225

06-6630-9192

053-475-7596



病院会計準則研究委員会

-394-

氏名
施設名
所在地／連絡先

田中重代

社団法人日本医療法人協会参与

~「 102-0071東京都千代田区富士見2-6-12

telO3-3234-2438 faxO3-3234-2507

塩原修蔵

塩原公認会計士事務所所長

~「 339-0057埼玉県岩槻市本町3-11-8

telO48-756-1531 faxO48-756-0784

松田紘 郎

松田公認会計士事務所所長

丁 150-0001東京都渋谷区神宮前6-6-12チサンマンション神宮前2-Ｂ

telO3-3498-3333 faxO3-5464-6820

石井孝宜

石井公認会計士事務所所長

~「 113-0034東京都文京区湯島3-35-9場島白)||ビル3階

telO3-3839-5960 faxO3-3839-5961

五十嵐邦彦

銀座公認会計士共同事務所所長

~「 104-0061東京都中央区銀座4-5-1教文館ビル8階

telO3-3564-3371 faxO3-3564-1425

石尾菫

監査法人エーマックス 所長

~「 150-0013東京都渋谷区恵比寿1-7-12久保ビル

telO3-3468-1444 faxO3-3468-1433

尾崎耕路

曰本赤十字社医療事業部経営指導課経理係長

~「 105-8521東京都港区芝大門1-1-3

telO3-3438-1311 faxO3-3438-1339

島崎恒樹

社会福祉法人済生会総務部経理課経理課長

~「 108-0073東京都港区三田1-4-28

telO3-3454-3311 faxO3-3242-548６

滝幹男

全国農業協同組合連合会保健医療推進部次長

~Ｔ 100-0004東京都千代田区大手町1-8-3ＪAビル７階

telO3-3245-7600 faxO3-3242-5486

柳澤義美

社団法人全国社会保険協会連合会事業部病院課課長

〒 108-8583東京都港区高輪3-22-12全社連研修センター

telO3-3445-0800 faxO3-3445-4781


	平成13年度事業報告書（表紙）
	目次
	平成13年度事業報告（総括）
	第1　会務報告
	第2　会員の状況
	第3　会議
	第4　委員会・部会
	第5　研究会
	第6　セミナー
	第7　予防医学活動
	第8　診療情報管理課程通信教教育
	第9　病院経営管理者養成課程通信教育
	第10　第51回日本病院学会
	第11　第42回日本人間ドック学会
	第12　第27回日本診療録管理学会
	第13　国際モダンホスピタルショウ2001
	第14　国際活動
	第15　広報
	第16　医療従事者無料職業紹介所
	第17　統計情報室
	第18　病院幹部医会
	第19　他団体との連絡協議及び連合
	第20　日本病院会政治連盟
	第21　要望･提言
	第22　創立50周年記念行事
	　　　　曰本病院会役員名簿
	　　　　曰本病院会支部名簿
	　　　　委員会委員名簿
	　　　　研究会委員名簿
	　　　　四病院団体協議会（四病協）委員名簿



